
（平成２２年10月６日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 169 件

国民年金関係 19 件

厚生年金関係 150 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 165 件

国民年金関係 44 件

厚生年金関係 121 件

年金記録確認東京地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



                      

  

東京国民年金 事案 8528 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 60 年 10 月から平成４年１月までの国民

年金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録

を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 46年５月から 51年３月まで 

             ② 昭和 60年 10月から平成４年１月まで 

    私の両親は、私が 20 歳のときに国民年金の加入手続をしてくれ、父が亡

くなるまで私の国民年金保険料を納付してくれていた。申立期間の保険料

が未納とされていることに納得できない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間②については、申立人の国民年金手帳の記号番号は昭和51年11月

に払い出されており、申立人は、同年４月以降は当該期間を除き国民年金保

険料をすべて納付している。また、申立人の保険料を納付していたとする父

親及び母親は、国民年金制度発足当初から60歳到達時までの保険料を完納し

ていること、申立人は、当該期間中の平成元年から海外で居住しているが、

出国前に年金相談を行い、保険料納付を継続するため、住民登録はそのまま

にしてたことが確認できるほか、父親死亡後は親戚の者に依頼して保険料を

納付しており、国民年金の関心は高かったと考えられることなど、申立内容

に不自然さは見られない。さらに、オンライン記録では、55年７月から56年

３月までの期間の保険料は21年７月に、58年10月から同年12月までの期間の

保険料は59年８月に、それぞれ納付記録が未納から納付済みに訂正されてお

り、行政側の記録管理が不適切であった状況が見られる。 

しかしながら、申立期間①については、申立人の父親が当該期間の保険料

を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立

人は、国民年金の加入手続及び当該期間の保険料の納付に関与しておらず、

保険料を納付してくれたとする父親から当時の納付状況等を聴取することが



                      

  

できないため、当時の状況が不明である。また、申立人の国民年金の記号番

号は、上記のとおり、当該期間後の昭和51年11月に払い出されており、当該

期間当時に申立人に別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせ

る事情はないこと、申立人は、父親からさかのぼって納付したと聞いたこと

は無いとしていることなど、申立人の父親が当該期間の保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和60年10月から平成４年１月までの期間の国民年金保険料を納付していた

ものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案 8529            

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 48 年２月及び同年３月の国民年金保険料については、納付し

ていたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

住    所 ：  

                 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 48年２月及び同年３月 

    私は会社を退職する度に厚生年金保険から国民年金への切替手続を区役

所で行い、国民年金保険料を納付してきた。申立期間の保険料が未納とさ

れていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は２か月と短期間の１回のみであり、申立人は、申立期間を除き

国民年金加入期間の国民年金保険料をすべて納付している。 

また、申立人が所持する国民年金手帳に発行日は昭和48年２月12日と記載

されていることから、申立期間直前の厚生年金保険から国民年金への切替手

続は適切に行われていることが確認でき、申立期間の保険料を現年度納付す

ることが可能であったことなど、申立内容に不自然さは見られない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 

 



                      

  

東京国民年金 事案 8530 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 36 年４月から 39 年４月までの国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂

正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から 50年３月まで 

    私は、申立期間当時居住していた市で国民年金手帳の交付を受け、国民

年金保険料を納付していた。申立期間の保険料が未納とされていることに

納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間のうち昭和36年４月から39年４月までの期間については、申立人

が当時居住していた市の手帳記号番号払出簿に、申立人の国民年金の手帳記

号番号は36年２月に払い出され39年５月に取り消されている旨が記載されて

おり、取り消されるまでの間、当該手帳記号番号により被保険者として管理

されていたことが確認できること、申立人が納付したとする金額は当該期間

当時の保険料額と一致すること、印紙検認により納付したとする方法は、当

該期間当時の納付方法と合致していることなど、申立内容に不自然さは見ら

れない。 

しかしながら、その後の昭和39年５月から50年３月までの期間については、

申立人が当該期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）が無く、上記の手帳記号番号取消後は、申立人は被保険者とし

て取り扱われないこと、当該期間後半の時期は、保険料の納付方法は納付書

方式であったが、申立人は印紙検認方式以外の納付方法の記憶が曖昧
あいまい

なお、申立人は、昭和62年１月ころに別の手帳記号番号が払い出されてい

るが、当該払出時点では、時効により申立期間の保険料を納付することがで

である

ことなど、申立人が当該期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周

辺事情も見当たらない。 



                      

  

きない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和36年４月から39年４月までの期間の保険料を納付していたものと認めら

れる。 

 



                      

  

東京国民年金 事案 8531 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 44 年７月から 45 年３月までの期間、53 年４月から 54 年３

月までの期間及び 58 年７月から同年 12 月までの期間の国民年金保険料につ

いては、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正すること

が必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

住    所 ：  

      

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 44年７月から 45年３月まで 

           ② 昭和 53年４月から 54年３月まで 

           ③ 昭和 58年７月から同年 12月まで 

私は、20 歳になったころに国民年金の加入手続をして、国民年金保険料

は送付された納付書で金融機関の外交員に依頼して又は直接金融機関の窓

口に出向いて納付していた。口座振替で納付したこともある。申立期間の

保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

   申立人は、60 歳到達時まで申立期間を除き国民年金加入期間の国民年金保

険料をおおむね納付している。 

申立期間①については、申立人の国民年金手帳の記号番号は昭和 44 年 12

月以降の当該期間当時に払い出されており、当該払出時点で当該期間の保険

料を現年度納付することが可能であり、申立人は当該期間の保険料の納付書

を受け取っていたと考えられること、申立人が保険料を納付したとする金融

機関では当時窓口収納及び外交員による受託収納を行っていたと説明してい

ることなど、申立内容に不自然さは見られない。 

申立期間②については、当該期間の前後の期間の保険料は納付済みであり、

当該期間及びその前後の期間を通じて、申立人の仕事や住所の変更は無かっ

たこと、申立人が勤務していた飲食店と委託契約していた会計事務所の税理

士は、遅くとも昭和 50 年から当該店の従業員の年末調整手続を受託し、申立

人に必要となる書類を示した上で提出を受けて処理しており、不足するもの



                      

  

は無かったと証言していることなど、申立内容に不自然さは見られない。 

申立期間③については、６か月と短期間であり、当該期間の前後の期間の

保険料は現年度納付済みであること、申立人は、当該期間直後の昭和 59 年１

月から口座振替により保険料を納付していることが年度別納付状況リストか

ら確認でき、当該期間の保険料の納付書を受け取っていたものと考えられる

ことなど、申立内容に不自然さは見られない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 



                      

  

東京国民年金 事案 8538 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 60 年４月から同年６月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正

することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 30年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 55年４月から 56年３月まで 

             ② 昭和 56年 10月から 58年３月まで 

             ③ 昭和 58年６月から 59年３月まで 

             ④ 昭和 60年４月から同年６月まで 

    私は、会社を退職して独立した昭和 55 年４月に国民年金に再加入して、

国民年金保険料を納付してきた。申立期間の保険料が未納とされているこ

とに納得できない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間④については、３か月と短期間であり、当該期間前後の期間の国

民年金保険料は納付済みである上、申立人が当時居住していた市の国民年金

被保険者名簿により、直前の昭和59年10月から60年３月までの保険料は、申

立期間直後の60年７月、同年12月及び61年１月に分割して過年度納付されて

いることが確認でき、当該納付時点で申立期間④の保険料を現年度納付する

ことが可能であるなど、申立内容に不自然さは見られない。 

しかしながら、申立期間①、②及び③については、申立人が当該期間の保

険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、

申立人は、当該期間の保険料の納付時期の記憶が曖昧
あいまい

である上、前記の市の

被保険者名簿には、検認記録欄の昭和55年度から59年度までの各年度に係る

備考欄には、数回にわたる催告状送付、過年度納付書の送付、免除申請に係

る案内書の送付に関する記載があり、保険料の納付が必ずしも納付期限内に

行われていなかった状況が確認できるなど、申立人が当該期間の保険料を納

付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 



                      

  

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和60年４月から同年６月までの国民年金保険料を納付していたものと認め

られる。 

 



                      

  

東京国民年金 事案 8543     

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、平成 11 年３月の国民年金保険料については、

納付していたと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 42年生 

住     所 ：  

  

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 62年１月から 63年８月まで 

② 平成元年２月及び同年３月 

③ 平成 11年３月 

    私の母は、私の国民年金の加入手続の記憶は定かでないが、私が 22 歳

のころに国民年金保険料を納付し始め、学生が強制加入になった時期に役

所から 20 歳からの未納保険料の納付書が届いたので、申立期間①及び②

の保険料を一括してさかのぼって納付してくれた。申立期間③については、

前納した保険料が厚生年金保険に加入したため還付され、未加入とされた。

申立期間①及び②の保険料が未納とされ、申立期間③が国民年金に未加入

で、保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間③については、申立人は、平成 10 年度の国民年金保険料を平成

10 年４月に前納したものの、11 年２月 21 日に厚生年金保険の資格を取得し

たため、前納した 11 年２月分及び同年３月分の保険料が 11 年３月８日の還

付決議に基づき還付され、未加入期間とされたことがオンライン記録で確認

できるが、申立人は、11 年３月３日に厚生年金保険の資格を喪失しているこ

とから、当該期間は本来国民年金の被保険者となるべき期間であり、当該時

点で未納保険料を納付することは可能であったほか、当該期間は１か月と短

期間であり、申立人は申立期間を除き国民年金加入期間の保険料をすべて納

付していることなどを総合的に勘案すると申立内容に不自然さはみられない。 

しかしながら、申立期間①及び②については、申立人及びその母親が当該

期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）

が無く、申立人の国民年金手帳の記号番号は平成３年４月ごろに払い出され



                      

  

ており、申立人は申立期間②直後の元年４月から３年３月までの期間の保険

料を過年度納付及び現年度納付したものと推察でき、申立人の母親は、保険

料をさかのぼって納付したのは１回であると説明しており、申立人の母親が

さかのぼって納付した保険料額は当該期間の保険料額とおおむね一致してい

ることから、申立人の母親が保険料をさかのぼって納付したのは申立期間②

直後の期間であると考えられるほか、申立人は上記手帳記号番号の手帳以外

の手帳を所持した記憶は無く、別の手帳記号番号が払い出されていたことを

うかがわせる事情も見当たらないなど、申立人の母親が申立期間の保険料を

納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

平成 11年３月の国民年金保険料を納付していたものと認められる。 

 



                      

  

東京国民年金 事案 8544    

                                    

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 50 年１月から同年３月までの期間及び 51 年１月から同年３

月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認められる

ことから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 50年１月から同年３月まで 

② 昭和 51年１月から同年３月まで 

    私は、20 歳で国民年金に加入して以降、国民年金保険料をすべて納付し

てきた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間はいずれも３か月と短期間であり、申立前後の期間の国民年金保

険料は現年度納付されているほか、申立人は、申立期間を除き保険料をすべ

て納付しているなど、申立内容に不自然さはみられない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案 8550    

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 53 年４月から 54 年３月までの国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂

正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 46年２月から 54年３月まで 

私は、国民年金の加入手続を行った記憶が無いが、申立期間の国民年金

保険料を、20 歳から納付しているはずである。申立期間の保険料が未納と

されていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間のうち、昭和 53 年４月から 54 年３月までの期間については、申

立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された 53 年８月時点では、国民年金

保険料を現年度納付することが可能であり、申立人は、加入手続後に、１年

分の納付書が送付され、金融機関で保険料を納付したと具体的に説明してお

り、申立人が当時居住していた区における保険料の収納方法と合致している

など、申立内容に不自然さは見られない。 

しかしながら、申立期間のうち、昭和 46 年２月から 53 年３月までの期間

については、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く、上記手帳記号番号払出時点では、当該期

間のうち 51 年６月までの期間は、時効により保険料を納付することができな

い期間であり、その後の 53 年３月までの期間の保険料は過年度保険料となる

が、申立人は保険料をさかのぼって納付した記憶が無いと説明しているなど、

申立人が当該期間の保険料を納付したことをうかがわせる周辺事情も見当た

らない。また、申立人は上記の払出時期に発行された手帳以外に、別の手帳

を受領、所持した記憶は無いなど、別の国民年金手帳の記号番号が払い出さ

れていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、



                      

  

昭和 53 年４月から 54 年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認

められる。 



                      

  

東京国民年金 事案 8551      

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 55 年１月から同年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 55年１月から同年 12月まで 

私の国民年金保険料は、妻が一緒に納付していた。妻の保険料は納付済

みとなっているのに、私だけ申立期間の保険料が未納とされていることに

納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は 12 か月と短期間であり、申立人の国民年金手帳の記号番号は昭

和 44 年６月に払い出されており、申立人は、同年３月以降申立期間を除き、

国民年金加入期間の国民年金保険料をすべて納付している。 

また、申立人の保険料を一緒に納付していたとする妻は、納付書により郵

便局で保険料を納付したと説明しており、当時の保険料の納付方法と合致し

ているほか、妻の申立期間の保険料は納付済みであるなど、申立内容に不自

然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 

 



                      

  

東京国民年金 事案 8552   

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、平成７年９月から同年 12 月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正

することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 49年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成７年９月から９年２月まで 

私は、平成７年 10 月に転居した後、転居先の市で、国民年金保険料をす

べて納付していないかもしれないが、転居直後は３、４回ぐらい保険料を

納付していた。申立期間の保険料がすべて未納とされていることに納得で

きない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間のうち、平成７年９月から同年 12 月までの期間については、申立

人が所持している国民年金手帳に転居先の市の確認印が押されており、申立

人は、国民年金の再加入手続を７年 10 月に行っていることが確認でき、当該

手続時点では、当該期間の保険料を現年度納付することが可能である。また、

申立人は、転居して再加入手続をした後、出張所で３、４回ぐらい納付書に

より保険料を納付したと説明しており、当時の保険料の納付方法と合致する

上、納付したとする金額は当該期間当時の保険料額とおおむね一致している。 

しかしながら、申立期間のうち、平成８年１月から９年２月までの期間に

ついては、申立人が当該期間の保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く、申立人は、８年１月ごろからは保険料の

納付を行っていないかもしれないと説明するなど、８年１月以降の保険料の

納付に関する記憶が曖昧
あいまい

である。また、オンライン記録では、10 年 12 月８

日に督促の納付書が作成されていることが確認でき、当該時点で、８年 11 月

から９年２月までの保険料の過年度納付が可能であるが、申立人はさかのぼ

って保険料を納付した記憶は無いなど、申立人が当該期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 



                      

  

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

平成７年９月から同年 12 月までの国民年金保険料を納付していたものと認め

られる。 

 



                      

  

東京国民年金 事案 8564 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成２年４月の国民年金保険料については、納付していたものと

認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 45年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成２年４月              

        私は、実家を出て独り暮らしを始めた後に国民年金の加入手続を行い、

その後、２年分くらいの納付書が送付されてきたので、20 歳になってわず

かな日数しかない４月分の国民年金保険料も納付しなければならないのか

と電話で役所に確認した上で、所持していたお金と不足分は親から借りて、

まとめて銀行で納付した。申立期間の保険料が未納とされていることに納

得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間を除き、国民年金加入期間の国民年金保険料をすべて

納付しており、５回の厚生年金保険から国民年金への切替手続のうち、４回

は適切に行っており、残り１回については切替手続を行っていなかったこと

を認識している。 

また、申立期間は、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された平成

４年３月時点で、保険料を過年度納付することが可能な期間である上、20 歳

になってわずかな日数しかない申立期間の保険料を納付することについて役

所に相談した後に、保険料をさかのぼって納付したことなど、納付した経緯

について具体的に説明しており、オンライン記録によると、申立期間直後の

２年５月から３年３月までの保険料は、納付日は不明ながら、過年度納付さ

れていることが確認できることから、申立内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案 8565 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 57 年４月から同年８月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正

することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 35年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 57年４月から同年８月まで 

             ② 昭和 57年９月から 58年２月まで 

私は、昭和 56 年１月に結婚のために厚生年金保険の適用事業所を退職し、

同年３月に国民年金の加入手続を行って、国民年金保険料を納付していた。

その後、保険料の納付を中断したことはなく、申立期間の保険料が未納と

されていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、５か月と短期間であり、申立人は、申立期間以外

の国民年金の任意加入期間の国民年金保険料をすべて納付している上、申立

期間の前後を通じて申立人の夫の仕事に変更は無く、申立人の経済状況に大

きな変化は認められないなど、申立内容に不自然さは見られない。 

しかしながら、申立期間②については、申立人が当該期間の保険料を納付

していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人の所

持する年金手帳には、国民年金被保険者資格を当該期間当初の昭和 57 年９月

７日に喪失し、当該期間直後の 58 年３月７日に取得している旨の記載がある

ことから、当該期間は未加入期間であり、制度上、保険料を納付することが

できない期間であるなど、申立人が当該期間の保険料を納付していたことを

うかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 57 年４月から同年８月までの国民年金保険料を納付していたものと認め

られる。 



                      

  

東京国民年金 事案 8566 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 44 年６月から 45 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 44年６月から 45年３月まで 

私は、昭和 44 年４月か５月ころに区役所で国民年金に加入し、母の国民

年金保険料と一緒に自分の保険料を集金人に納付していた。申立期間の保

険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間を除き、平成 17 年６月に厚生年金保険に加入するまで

国民年金保険料をすべて納付しており、昭和 51 年 10 月以降は付加保険料も

納付しているなど、納付意識は高かったものと認められる。 

また、申立期間は、10 か月と短期間であり、申立人の国民年金手帳の記号

番号が払い出された昭和 45 年４月時点で、保険料を現年度納付することが可

能な期間である。 

さらに、一緒に納付していたとする申立人の母親は、申立期間の保険料も

含め、60 歳に至るまですべての保険料が納付済みとなっているなど、申立内

容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 

 



                      

  

東京国民年金 事案 8571 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 45 年 10 月から 47 年３月までの国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂

正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等   

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 44年 11月から 47年３月まで              

    私の夫は、結婚後の昭和 47 年 11 月ごろに結婚前の私の未納期間の国民

年金保険料の納付書が送られてきたので、全額を一括納付してくれた。申

立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間のうち昭和 45 年 10 月から 47 年３月までの国民年金保険料につい

ては、申立人は、申立期間後の国民年金加入期間の保険料をすべて納付して

おり、申立人の保険料を納付したとする夫も、国民年金加入期間の保険料を

すべて納付しているほか、申立人の国民年金手帳の記号番号は 44 年 11 月に

払い出されており、申立人の夫が納付したとする 47 年 11 月時点で当該期間

の保険料を過年度納付することが可能であったこと、申立人は、同年 10 月＊

日の婚姻時の氏名及び住所変更手続を適切に行っていることが年金手帳、手

帳記号番号払出簿及び戸籍の附票で確認できることから、当該期間に係る過

年度保険料の納付書を受け取っていたものと考えられるなど、申立内容に不

自然さは見られない。 

しかしながら、申立期間のうち昭和 44 年 11月から 45 年９月までの保険料

については、申立人が当該期間の保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、上記の夫が納付したとする 47 年 11 月時

点では、当該期間は時効により保険料を納付することができない期間である

など、申立人が当該期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事

情も見当たらない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、



                      

  

昭和 45 年 10月から 47 年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認

められる。 



                      

  

東京国民年金 事案 8572 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 54 年７月から同年９月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 54 年７月から同年９月まで 

私は、夫婦で国民年金に加入した昭和 49 年１月以降、国民年金保険料を

継続して納付してきている。申立期間の保険料が未納とされていることに

納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間は３か月と短期間であり、申立人は昭和 49 年１月以降 60 歳到達

時まで申立期間を除き国民年金保険料をすべて納付済みである。 

また、申立人は納付書が送付された都度、金融機関で夫婦の保険料を納付

していたとしており、申立期間の前後の期間の保険料は夫婦とも現年度納付

していること、納付していたとする金融機関の支店は申立期間当時、保険料

の収納を行っていたことなど、申立内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 



                      

  

東京国民年金 事案 8573 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成５年 10 月から８年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 48年生 

住    所 ：  

          

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成５年 10月から８年３月まで 

私の母は、私が 20 歳のときに、市役所で市役所で国民年金保険料の免除

申請をしようとしたが、所得基準を超えていたため、平成 18 年４月に就職

するまでの保険料を納付してくれた。申立期間の保険料が未納とされてい

ることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳の記号番号は申立期間当時の平成６年８月ごろに払

い出されており、当該払出時点で申立期間の国民年金保険料を現年度納付及

び過年度納付することが可能であり、申立人の母親は申立期間の保険料の納

付書を受け取っていたものと考えられる。 

また、申立人の母親は、申立人が障害状態になったときに保障されないと

聞き国民年金の加入手続を行ったことを具体的に説明しているほか、納付し

たとする保険料額は、当時の保険料額とおおむね一致していること、申立期

間当時申立人は実家を離れていたが、戸籍の附票により住民登録は実家所在

地の市であったことが確認できること、申立期間当時の父親の所得（標準報

酬月額）からみて保険料免除の所得基準を超えていたことなど、申立内容に

不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案 8579 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 43 年 12月から 46 年９月までの国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂

正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 43年 12月から 48年５月まで 

    私は、昭和 44 年３月ごろに転居してしばらくして市役所で国民年金の加

入手続をし、国民年金保険料を納付してきた。申立期間の保険料が未納と

されていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間のうち、昭和 43 年 12 月から 46 年９月までの期間については、申

立人の国民年金手帳の記号番号は 44 年 12 月に払い出されており、当該払出

時点で、当該期間当初の国民年金保険料を過年度納付することが可能であっ

たこと、主として印紙により保険料を納付していたとする申立人の説明は、

当時申立人が居住していた市における納付方法と合致することなど、申立内

容に不自然さは見られない。 

しかしながら、申立期間のうち、昭和 46 年 10 月から 48 年５月までの期間

については、申立人が当該期間の保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、46 年 10 月に再転居した後の

当該期間の保険料の納付状況に関する記憶が曖昧
あいまい

である。また、再転居前に

申立人が居住していた市の手帳記号番号の払出簿には、申立人は不在処理さ

れた記載があること、当該市の国民年金被保険者名簿には、申立人が 46 年

10 月 11 日に転出した旨が記載されているが、57 年 12 月 14 日現在で作成さ

れた年度別納付状況リストにおいても、当該市において不在とされているこ

とから、転出先の市において被保険者として把握されていなかったと推測さ

れ、当該期間当時、申立人に納付書の送付は行われなかったと考えられるな

ど、申立人が当該期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情



                      

  

も見当らない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 43 年 12月から 46 年９月までの国民年金保険料を納付したものと認めら

れる。 



                      

  

東京国民年金 事案 8580 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 62 年６月から 63 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 36年生 

住    所 ：  

 

 ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 62年６月から 63年３月まで 

     私は、大学病院を退職した後に父と一緒に国民年金の加入手続に行き、

私が結婚するまでの国民年金保険料を父は納付してくれたはずである。申

立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間後の国民年金保険料をすべて納付している。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号は、昭和 63 年７月に払い出されて

おり、申立期間の保険料を過年度納付することが可能であったこと、申立人

が当時居住していた市では、申立期間当時、窓口に過年度保険料の納付書を

備え付け、その納付を推奨していたとしていること、申立人の保険料を納付

してくれたとする申立人の父親は、申立期間を含め、国民年金加入期間の保

険料をおおむね納付していることなど、申立内容に不自然さは見られない。 

   その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 

 



                      

  

東京国民年金 事案 8585              

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 47 年７月から 48 年９月までの国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂

正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 42年４月から 46年３月まで 

             ② 昭和 47年７月から 48年９月まで 

私は、昭和 46 年ごろに国民年金保険料の納付が義務づけられていること

を知ったため、区役所で未納であった期間の保険料を納付した。その後も

長期の地方での仕事から戻るたびに、不在であった期間の保険料を納付し

ていた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間②については、当該期間は15か月で、当該期間前後の国民年金保

険料は納付済みであり、申立人は、当該期間後は国民年金加入期間の保険料

をすべて納付しているなど、申立内容に不自然さは見られない。 

しかしながら、申立期間①については、申立人が当該期間の保険料を納付

していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、

保険料の納付時期、納付場所に関する記憶が曖昧
あいまい

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和47年７月から48年９月までの国民年金保険料を納付していたものと認め

られる。 

であるなど、申立人が当該

期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

 



 

東京厚生年金 事案 12139～12196（別添一覧表参照）         

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保

険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立

期間の標準賞与額に係る記録を＜申立期間＞（別添一覧表参照）は＜標準賞与

額＞（別添一覧表参照）とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ：  

    基礎年金番号 ：   別添一覧表参照 

    生 年 月 日 ：  

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ＜申立期間＞（別添一覧表参照） 

    申立期間の賞与から厚生年金保険料が控除されていたが、Ａ社が当該賞与

について、届出を行っていなかった。同社は、訂正の届出を行ったが、厚生

年金保険料は時効により納付できず、当該記録は年金の給付に反映されない

ので、給付されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出された「支給控除項目一覧表」により、申立人は、申立期間に

同社から賞与の支払を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞

与から控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間に係る標準賞与額については、「支給控除項目一覧表」にお

いて確認できる保険料控除額から、＜申立期間＞（別添一覧表参照）は＜標準

賞与額＞（別添一覧表参照）とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は、申立てに係る賞与の届出を社会保険事務所（当時）に対して提

出していなかったこと、また、当該賞与に係る厚生年金保険料を納付していな

いことを認めていることから、これを履行していないと認められる。 



事案番号 氏名 基礎年金番号 生年月日 住所 申立期間 標準賞与額

平成15年６月13日 133万円

平成15年12月10日 85万5,000円

平成18年３月24日 150万円

平成18年６月14日 150万円

平成18年12月11日 150万円

平成19年３月30日 70万円

平成19年12月10日 150万円

平成15年６月13日 63万7,000円

平成15年12月10日 45万5,000円

平成16年10月26日 45万7,000円

平成16年12月10日 ９万1,000円

平成17年６月15日 18万8,000円

平成17年12月15日 37万6,000円

平成18年３月24日 94万1,000円

平成18年６月14日 96万3,000円

平成18年12月11日 96万3,000円

平成19年３月30日 30万円

平成19年12月10日 98万1,000円

平成15年６月13日 150万円

平成15年12月10日 120万円

平成18年３月24日 150万円

平成18年６月14日 150万円

平成18年12月11日 150万円

平成19年３月30日 60万円

平成19年12月10日 150万円

平成15年６月13日 77万円

平成15年12月10日 93万5,000円

平成16年10月26日 55万4,000円

平成16年12月10日 11万円

平成17年６月15日 10万5,000円

平成17年12月15日 52万7,000円

平成18年３月24日 52万7,000円

平成18年６月14日 104万6,000円

平成18年12月11日 104万6,000円

12142 昭和35年生男

12141

昭和32年生男

昭和26年生男12139

12140

昭和32年生男



事案番号 氏名 基礎年金番号 生年月日 住所 申立期間 標準賞与額

平成19年３月30日 30万円

平成19年12月10日 108万2,000円

平成15年６月13日 150万円

平成15年12月10日 111万6,000円

平成18年３月24日 150万円

平成18年６月14日 150万円

平成18年12月11日 150万円

平成19年３月30日 60万円

平成19年12月10日 150万円

平成15年６月13日 55万3,000円

平成15年12月10日 67万1,000円

平成16年10月26日 47万8,000円

平成16年12月10日 ７万9,000円

平成17年６月15日 ７万2,000円

平成17年12月15日 43万3,000円

平成18年３月24日 28万9,000円

平成18年６月14日 70万7,000円

平成18年12月11日 70万7,000円

平成19年３月30日 20万円

平成19年12月10日 69万5,000円

昭和36年生男12143

12144 男 昭和43年生



事案番号 氏名 基礎年金番号 生年月日 住所 申立期間 標準賞与額

平成15年６月13日 45万円

平成15年12月10日 45万円

平成16年６月15日 19万3,000円

平成16年10月26日 12万8,000円

平成16年12月10日 19万3,000円

平成17年６月15日 19万4,000円

平成17年12月15日 51万8,000円

平成18年３月24日 44万6,000円

平成18年６月14日 67万円

平成18年12月11日 67万円

平成19年３月30日 30万円

平成19年12月10日 66万6,000円

平成15年６月13日 48万4,000円

平成15年12月10日 34万6,000円

平成16年６月15日 20万7,000円

平成16年10月26日 13万8,000円

平成16年12月10日 ６万9,000円

平成17年６月15日 13万8,000円

平成17年12月15日 27万7,000円

平成18年３月24日 41万5,000円

平成18年６月14日 67万3,000円

平成18年12月11日 67万3,000円

平成19年３月30日 20万円

平成19年12月10日 69万2,000円

男 昭和42年生

12146 昭和42年生男

12145



事案番号 氏名 基礎年金番号 生年月日 住所 申立期間 標準賞与額

平成15年６月13日 37万8,000円

平成15年12月10日 48万6,000円

平成16年６月15日 18万1,000円

平成16年10月26日 12万1,000円

平成16年12月10日 18万1,000円

平成17年６月15日 17万円

平成17年12月15日 45万4,000円

平成18年３月24日 51万1,000円

平成18年６月14日 61万1,000円

平成18年12月11日 61万1,000円

平成19年３月30日 40万円

平成19年12月10日 65万1,000円

平成15年６月13日 42万3,000円

平成15年12月10日 42万3,000円

平成16年６月15日 18万3,000円

平成16年10月26日 12万2,000円

平成16年12月10日 18万3,000円

平成17年６月15日 17万2,000円

平成17年12月15日 46万円

平成18年３月24日 39万7,000円

平成18年６月14日 59万7,000円

平成18年12月11日 59万7,000円

平成19年３月30日 25万円

平成19年12月10日 59万5,000円

昭和46年生

12147 男 昭和45年生

12148 男



事案番号 氏名 基礎年金番号 生年月日 住所 申立期間 標準賞与額

平成15年６月13日 56万2,000円

平成15年12月10日 72万3,000円

平成16年10月26日 40万2,000円

平成16年12月10日 24万1,000円

平成17年６月15日 25万4,000円

平成17年12月15日 67万9,000円

平成18年３月24日 46万6,000円

平成18年６月14日 85万6,000円

平成18年12月11日 85万6,000円

平成19年３月30日 50万円

平成19年12月10日 91万3,000円

平成15年６月13日 34万8,000円

平成15年12月10日 49万8,000円

平成16年６月15日 39万9,000円

平成16年10月26日 ５万3,000円

平成16年12月10日 31万9,000円

平成17年６月15日 15万9,000円

平成17年12月15日 42万6,000円

平成18年３月24日 36万7,000円

平成18年６月14日 53万2,000円

平成18年12月11日 53万2,000円

平成19年３月30日 25万円

平成19年12月10日 53万2,000円

12149 男

12150 男 昭和46年生

昭和38年生



事案番号 氏名 基礎年金番号 生年月日 住所 申立期間 標準賞与額

平成15年６月13日 43万円

平成15年12月10日 43万円

平成16年６月15日 19万1,000円

平成16年10月26日 12万7,000円

平成16年12月10日 19万1,000円

平成17年６月15日 19万5,000円

平成17年12月15日 52万円

平成18年３月24日 35万7,000円

平成18年６月14日 66万1,000円

平成18年12月11日 66万1,000円

平成19年３月30日 30万円

平成19年12月10日 68万4,000円

平成15年６月13日 45万円

平成15年12月10日 45万円

平成16年６月15日 20万5,000円

平成16年10月26日 13万7,000円

平成16年12月10日 20万5,000円

平成17年６月15日 19万6,000円

平成17年12月15日 52万4,000円

平成18年３月24日 40万6,000円

平成18年６月14日 67万6,000円

平成18年12月11日 67万6,000円

平成19年３月30日 35万円

平成19年12月10日 68万6,000円

昭和48年生

12152

12151

男

男

昭和45年生



事案番号 氏名 基礎年金番号 生年月日 住所 申立期間 標準賞与額

平成15年６月13日 43万6,000円

平成15年12月10日 59万2,000円

平成16年６月15日 19万2,000円

平成16年10月26日 12万8,000円

平成16年12月10日 19万2,000円

平成17年６月15日 18万円

平成17年12月15日 42万円

平成18年３月24日 18万円

平成18年６月14日 61万5,000円

平成18年12月11日 61万5,000円

平成19年３月30日 25万円

平成19年12月10日 62万3,000円

平成15年６月13日 29万8,000円

平成15年12月10日 40万5,000円

平成16年６月15日 21万9,000円

平成16年10月26日 ４万3,000円

平成16年12月10日 21万9,000円

平成17年６月15日 22万5,000円

平成17年12月15日 31万5,000円

平成18年３月24日 13万5,000円

平成18年６月14日 46万2,000円

平成18年12月11日 46万2,000円

平成19年３月30日 ５万円

平成19年12月10日 47万4,000円

12154

昭和43年生男

昭和28年生女

12153



事案番号 氏名 基礎年金番号 生年月日 住所 申立期間 標準賞与額

平成15年６月13日 43万9,000円

平成15年12月10日 31万3,000円

平成16年６月15日 19万5,000円

平成16年10月26日 13万円

平成16年12月10日 13万円

平成17年６月15日 18万5,000円

平成17年12月15日 37万円

平成18年３月24日 46万2,000円

平成18年６月14日 62万7,000円

平成18年12月11日 62万7,000円

平成19年３月30日 30万円

平成19年12月10日 62万円

平成15年６月13日 35万2,000円

平成15年12月10日 35万2,000円

平成16年６月15日 26万6,000円

平成16年10月26日 ５万3,000円

平成16年12月10日 26万6,000円

平成17年６月15日 27万6,000円

平成17年12月15日 49万7,000円

平成18年３月24日 24万8,000円

平成18年６月14日 57万3,000円

平成18年12月11日 57万3,000円

平成19年３月30日 25万円

平成19年12月10日 67万5,000円

12155 男 昭和44年生

男12156 昭和47年生



事案番号 氏名 基礎年金番号 生年月日 住所 申立期間 標準賞与額

平成15年６月13日 33万4,000円

平成15年12月10日 33万4,000円

平成16年６月15日 25万2,000円

平成16年10月26日 ５万円

平成16年12月10日 25万2,000円

平成17年６月15日 26万4,000円

平成17年12月15日 47万5,000円

平成18年３月24日 23万7,000円

平成18年６月14日 54万7,000円

平成18年12月11日 54万7,000円

平成19年３月30日 25万円

平成19年12月10日 57万円

平成15年６月13日 33万5,000円

平成15年12月10日 33万5,000円

平成16年６月15日 25万3,000円

平成16年10月26日 ５万円

平成16年12月10日 25万3,000円

平成17年６月15日 26万2,000円

平成17年12月15日 42万円

平成18年３月24日 15万7,000円

平成18年６月14日 54万1,000円

平成18年12月11日 54万1,000円

平成19年３月30日 12万円

平成19年12月10日 56万1,000円

男12158 昭和50年生

昭和51年生男12157



事案番号 氏名 基礎年金番号 生年月日 住所 申立期間 標準賞与額

平成15年６月13日 33万1,000円

平成15年12月10日 33万1,000円

平成16年６月15日 24万8,000円

平成16年10月26日 ４万9,000円

平成16年12月10日 24万8,000円

平成17年６月15日 25万9,000円

平成17年12月15日 46万7,000円

平成18年３月24日 23万3,000円

平成18年６月14日 54万1,000円

平成18年12月11日 54万1,000円

平成19年３月30日 25万円

平成19年12月10日 56万6,000円

平成15年６月13日 25万円

平成15年12月10日 35万7,000円

平成16年６月15日 33万6,000円

平成16年10月26日 ４万2,000円

平成16年12月10日 33万6,000円

平成17年６月15日 22万円

平成17年12月15日 43万5,000円

平成18年３月24日 26万8,000円

平成18年６月14日 51万2,000円

平成18年12月11日 51万2,000円

平成19年３月30日 25万円

平成19年12月10日 53万5,000円

男12160 昭和50年生

昭和49年生男12159



事案番号 氏名 基礎年金番号 生年月日 住所 申立期間 標準賞与額

平成15年６月13日 24万9,000円

平成15年12月10日 24万9,000円

平成16年６月15日 18万4,000円

平成16年10月26日 ３万6,000円

平成16年12月10日 18万4,000円

平成17年６月15日 19万円

平成17年12月15日 30万5,000円

平成18年３月24日 15万2,000円

平成18年６月14日 39万6,000円

平成18年12月11日 39万6,000円

平成19年３月30日 15万円

平成19年12月10日 41万4,000円

平成15年６月13日 29万4,000円

平成15年12月10日 42万円

平成16年６月15日 35万2,000円

平成16年10月26日 ４万4,000円

平成16年12月10日 35万2,000円

平成17年６月15日 23万円

平成17年12月15日 45万6,000円

平成18年３月24日 28万1,000円

平成18年６月14日 53万5,000円

平成18年12月11日 53万5,000円

平成19年３月30日 30万円

平成19年12月10日 55万9,000円

男12162 昭和48年生

昭和48年生女12161



事案番号 氏名 基礎年金番号 生年月日 住所 申立期間 標準賞与額

平成15年６月13日 22万3,000円

平成15年12月10日 31万8,000円

平成16年６月15日 26万9,000円

平成16年10月26日 ３万3,000円

平成16年12月10日 26万9,000円

平成17年６月15日 17万6,000円

平成17年12月15日 31万7,000円

平成18年３月24日 21万1,000円

平成18年６月14日 41万3,000円

平成18年12月11日 41万3,000円

平成19年３月30日 14万円

平成19年12月10日 43万4,000円

平成15年６月13日 23万9,000円

平成15年12月10日 34万2,000円

平成16年６月15日 32万円

平成16年10月26日 ４万円

平成16年12月10日 28万円

平成17年６月15日 21万円

平成17年12月15日 41万6,000円

平成18年３月24日 25万6,000円

平成18年６月14日 48万7,000円

平成18年12月11日 48万7,000円

平成19年３月30日 25万円

平成19年12月10日 50万9,000円

男12164 昭和51年生

昭和52年生女12163



事案番号 氏名 基礎年金番号 生年月日 住所 申立期間 標準賞与額

平成15年６月13日 20万4,000円

平成15年12月10日 27万7,000円

平成16年６月15日 23万円

平成16年10月26日 ３万円

平成16年12月10日 15万3,000円

平成17年６月15日 15万9,000円

平成17年12月15日 25万4,000円

平成18年３月24日 ９万5,000円

平成18年６月14日 32万8,000円

平成18年12月11日 32万8,000円

平成19年３月30日 10万円

平成19年12月10日 33万7,000円

平成15年６月13日 18万5,000円

平成15年12月10日 18万5,000円

平成16年６月15日 14万1,000円

平成16年10月26日 ２万8,000円

平成16年12月10日 19万8,000円

平成17年６月15日 17万9,000円

平成17年12月15日 35万8,000円

平成18年３月24日 21万8,000円

平成18年６月14日 46万2,000円

平成18年12月11日 46万2,000円

平成19年３月30日 20万円

平成19年12月10日 48万6,000円

男12166 昭和54年生

昭和47年生女12165



事案番号 氏名 基礎年金番号 生年月日 住所 申立期間 標準賞与額

平成15年６月13日 18万2,000円

平成15年12月10日 26万1,000円

平成16年６月15日 21万9,000円

平成16年10月26日 ２万7,000円

平成16年12月10日 21万9,000円

平成17年６月15日 17万2,000円

平成17年12月15日 31万1,000円

平成18年３月24日 20万7,000円

平成18年６月14日 36万7,000円

平成18年12月11日 36万7,000円

平成19年３月30日 15万円

平成19年12月10日 38万5,000円

平成16年６月15日 16万7,000円

平成16年10月26日 ３万3,000円

平成16年12月10日 16万7,000円

平成17年６月15日 18万7,000円

平成17年12月15日 37万5,000円

平成18年３月24日 17万3,000円

平成18年６月14日 48万5,000円

平成18年12月11日 48万5,000円

平成19年３月30日 20万円

平成19年12月10日 50万7,000円

平成16年12月10日 ７万円

平成17年６月15日 ８万7,000円

平成17年12月15日 28万1,000円

平成18年３月24日 ９万2,000円

平成18年６月14日 33万4,000円

平成18年12月11日 33万4,000円

平成19年３月30日 17万円

平成19年12月10日 39万2,000円

男12168 昭和49年生

昭和56年生女12169

昭和52年生女12167



事案番号 氏名 基礎年金番号 生年月日 住所 申立期間 標準賞与額

平成17年６月15日 ３万円

平成17年12月15日 17万円

平成18年３月24日 １万8,000円

平成18年６月14日 36万円

平成18年12月11日 36万円

平成19年３月30日 18万円

平成19年12月10日 37万8,000円

平成18年12月11日 ５万円

平成19年３月30日 ５万円

平成19年12月10日 32万4,000円

平成18年12月11日 ５万円

平成19年３月30日 ５万円

平成19年12月10日 34万2,000円

平成18年12月11日 29万7,000円

平成19年３月30日 10万円

平成19年12月10日 31万3,000円

12174 女 昭和59年生 平成19年12月10日 ３万円

平成15年６月13日 18万3,000円

平成15年12月10日 18万3,000円

平成16年６月15日 16万6,000円

平成16年10月26日 ３万3,000円

平成16年12月10日 16万6,000円

平成17年６月15日 17万4,000円

平成17年12月15日 27万9,000円

平成18年３月24日 13万9,000円

平成15年６月13日 24万6,000円

平成15年12月10日 24万6,000円

平成16年６月15日 18万7,000円

平成16年10月26日 ３万7,000円

平成16年12月10日 18万7,000円

平成17年６月15日 19万6,000円

昭和50年生女12176

昭和57年生男12173

昭和53年生女12175

12171

昭和55年生男12172

昭和51年生男12170

昭和55年生男



事案番号 氏名 基礎年金番号 生年月日 住所 申立期間 標準賞与額

平成15年６月13日 69万9,000円

平成15年12月10日 69万9,000円

平成17年12月15日 25万8,000円

平成18年３月24日 74万4,000円

平成18年６月14日 80万7,000円

平成18年12月11日 80万7,000円

平成19年３月30日 15万円

平成19年12月10日 80万7,000円

平成15年６月13日 ７万2,000円

平成15年12月10日 ９万3,000円

平成16年６月15日 ６万5,000円

平成16年10月26日 １万3,000円

平成16年12月10日 １万3,000円

平成17年６月15日 １万2,000円

平成15年６月13日 84万5,000円

平成15年12月10日 60万4,000円

平成16年10月26日 58万円

平成16年12月10日 11万6,000円

平成17年６月15日 31万3,000円

平成17年12月15日 41万7,000円

平成18年３月24日 77万3,000円

平成18年６月14日 97万1,000円

平成18年12月11日 97万1,000円

平成19年３月30日 10万円

平成19年12月10日 75万9,000円

昭和10年生男12178

昭和25年生男12179

昭和21年生男12177



事案番号 氏名 基礎年金番号 生年月日 住所 申立期間 標準賞与額

平成15年６月13日 30万4,000円

平成15年12月10日 43万5,000円

平成16年６月15日 36万6,000円

平成16年10月26日 ４万5,000円

平成16年12月10日 36万6,000円

平成17年６月15日 23万8,000円

平成17年12月15日 42万9,000円

平成18年３月24日 28万6,000円

平成18年６月14日 50万3,000円

平成18年12月11日 50万3,000円

平成19年３月30日 15万円

平成15年６月13日 31万6,000円

平成15年12月10日 42万8,000円

平成16年６月15日 35万4,000円

平成15年６月13日 150万円

平成15年12月10日 150万円

平成16年10月26日 116万4,000円

平成16年12月10日 69万8,000円

平成17年６月15日 71万2,000円

平成17年12月15日 150万円

平成18年３月24日 150万円

平成18年６月14日 150万円

平成18年12月11日 150万円

平成19年３月30日 50万円

平成19年12月10日 150万円

昭和34年生男12182

昭和47年生女12180

昭和50年生男12181



事案番号 氏名 基礎年金番号 生年月日 住所 申立期間 標準賞与額

平成15年６月13日 63万円

平成15年12月10日 45万円

平成16年10月26日 41万7,000円

平成16年12月10日 ８万3,000円

平成17年６月15日 16万7,000円

平成17年12月15日 50万1,000円

平成18年３月24日 80万2,000円

平成18年６月14日 86万4,000円

平成18年12月11日 86万4,000円

平成19年３月30日 50万円

平成19年12月10日 88万9,000円

平成15年６月13日 24万9,000円

平成15年12月10日 33万9,000円

平成16年６月15日 27万7,000円

平成16年10月26日 ３万7,000円

平成16年12月10日 18万5,000円

平成17年６月15日 19万1,000円

平成17年12月15日 34万4,000円

平成18年３月24日 22万9,000円

平成18年６月14日 39万2,000円

平成18年12月11日 39万2,000円

平成19年３月30日 12万円

平成19年12月10日 40万4,000円

平成15年６月13日 38万8,000円

平成15年12月10日 52万6,000円

平成16年６月15日 18万円

平成16年10月26日 12万円

平成16年12月10日 36万1,000円

平成17年６月15日 19万4,000円

平成17年12月15日 51万8,000円

平成18年３月24日 44万7,000円

平成18年６月14日 67万9,000円

平成18年12月11日 67万9,000円

昭和48年生女12184

昭和45年生男12185

昭和36年生男12183



事案番号 氏名 基礎年金番号 生年月日 住所 申立期間 標準賞与額

平成19年３月30日 30万円

平成19年12月10日 69万1,000円

平成15年６月13日 25万3,000円

平成15年12月10日 36万1,000円

平成16年６月15日 28万2,000円

平成16年10月26日 ３万7,000円

平成16年12月10日 22万5,000円

平成17年６月15日 19万5,000円

平成17年12月15日 35万1,000円

平成18年３月24日 17万5,000円

平成18年６月14日 40万4,000円

平成18年12月11日 40万4,000円

平成19年３月30日 10万円

平成19年12月10日 41万7,000円

平成16年６月15日 24万6,000円

平成16年10月26日 ３万円

平成16年12月10日 21万5,000円

平成17年６月15日 17万3,000円

平成17年12月15日 34万6,000円

平成18年３月24日 21万1,000円

平成18年６月14日 45万8,000円

平成18年12月11日 45万8,000円

平成19年３月30日 30万円

平成19年12月10日 48万4,000円

12188 女 昭和53年生 平成19年12月10日 ３万円

12189 男 昭和58年生 平成19年12月10日 ３万円

平成15年６月13日 32万3,000円

平成15年12月10日 32万3,000円

平成16年６月15日 23万7,000円

平成16年10月26日 ４万7,000円

平成16年12月10日 23万7,000円

平成17年６月15日 24万4,000円

平成17年12月15日 24万4,000円

平成18年３月24日 24万4,000円

12186 女 昭和46年生

昭和51年生男12187

12190 女 昭和42年生



事案番号 氏名 基礎年金番号 生年月日 住所 申立期間 標準賞与額

平成18年６月14日 45万円

平成18年12月11日 45万円

平成19年３月30日 ５万円

平成15年６月13日 42万9,000円

平成15年12月10日 61万3,000円

平成16年６月15日 29万7,000円

平成16年10月26日 ５万9,000円

平成16年12月10日 41万5,000円

平成17年６月15日 17万3,000円

平成15年６月13日 46万円

平成15年12月10日 65万8,000円

平成16年６月15日 33万2,000円

平成16年10月26日 ６万6,000円

平成16年12月10日 46万4,000円

平成17年６月15日 19万9,000円

平成17年12月15日 53万1,000円

平成18年３月24日 59万7,000円

平成18年６月14日 62万7,000円

平成18年12月11日 62万7,000円

平成19年３月30日 30万円

平成19年12月10日 64万4,000円

平成15年６月13日 45万2,000円

平成15年12月10日 64万6,000円

平成16年６月15日 33万3,000円

平成16年10月26日 ６万6,000円

平成16年12月10日 46万6,000円

平成17年６月15日 21万3,000円

平成17年12月15日 57万円

平成18年３月24日 64万1,000円

平成18年６月14日 77万3,000円

平成18年12月11日 77万3,000円

平成19年３月30日 50万円

平成19年12月10日 81万8,000円

平成15年６月13日 31万4,000円

昭和44年生男12191

昭和45年生

12193 男 昭和46年生

12192 男



事案番号 氏名 基礎年金番号 生年月日 住所 申立期間 標準賞与額

平成15年12月10日 44万9,000円

平成16年６月15日 38万1,000円

平成16年10月26日 ４万7,000円

平成16年12月10日 38万1,000円

平成17年６月15日 24万9,000円

平成17年12月15日 44万9,000円

平成18年３月24日 29万9,000円

平成18年６月14日 52万5,000円

平成18年12月11日 52万5,000円

平成19年３月30日 20万円

平成19年12月10日 54万6,000円

平成19年３月30日 ３万円

平成19年12月10日 50万円

平成15年６月13日 27万円

平成15年12月10日 36万6,000円

平成16年６月15日 20万1,000円

平成16年10月26日 ４万円

平成16年12月10日 20万1,000円

平成17年６月15日 20万7,000円

平成17年12月15日 29万円

平成18年３月24日 12万4,000円

平成18年６月14日 42万5,000円

平成18年12月11日 42万5,000円

平成19年３月30日 ５万円

昭和50年生

昭和46年生男

昭和46年生

12194

12196 女

男

12195



                      

  

東京厚生年金 事案12207 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を昭和 33 年６月

30日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を１万8,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、明らかでないと認められる。 

申立人は、申立期間②の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められることから、申立人のＢ社（現在は、Ｃ社）における資格取得日に係る記録

を昭和 49 年 12 月２日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を 20 万円とすることが必要

である。 

なお、事業主が申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和５年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和33年６月30日から同年９月１日まで 

             ② 昭和49年12月２日から50年１月４日まで 

Ｄ社からＡ社に出向した申立期間①及びＣ社からＢ社に転籍した申立期間②の厚生

年金保険加入記録が無い。申立期間も継続して２社に勤務していたのは確かなので、

厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、雇用保険の加入記録及びＡ社経理担当者の供述から判断す

ると、申立人は同社に継続して勤務し（昭和 33 年６月 30 日にＣ社からＡ社に異

動）、申立期間①に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とが認められる。 

なお、申立期間①の標準報酬月額については、昭和 33 年９月の社会保険事務所

（当時）の記録から、１万8,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについては、

Ａ社は、既に解散しているため照会することができず、このほかに確認できる関連資



                      

  

料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申

立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に対して行ったか否

かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、行ったとは

認められない。 

２ 申立期間②について、申立人は、Ｃ社在職中に、同社の子会社であるＢ社代表取

締役（当時、Ｃ社取締役を兼務）からの要請を受け、昭和 49 年 12 月にＢ社へ転籍

をしたと申し立てており、同社の複数の従業員が、「申立人は昭和 49 年 12 月から

申立期間②を含め勤務していた。」と供述していることから判断すると、申立人は、

申立期間②において、同社に継続して勤務し（昭和 49 年 12 月２日にＣ社からＢ社

に異動）、申立期間②に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められる。 

また、申立期間②の標準報酬月額については、申立人のＢ社における昭和 50 年１

月の社会保険事務所の記録から、20万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについては、

Ｃ社は不明としており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、

明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申

立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に対して行ったか否

かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、行ったとは

認められない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12210 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められることから、申立人のＡ社Ｂ支店における資格喪失日に係る記録を昭和 26

年１月１日に訂正し、申立期間①の標準報酬月額を8,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間①の厚生年金保険料を納付する義務を履行し

ていないと認められる。 

また、申立人は、申立期間②の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社Ｃ支店における資格取得日に係る記録を昭

和 43年 11月１日に訂正し、申立期間②の標準報酬月額を６万円とすることが必要であ

る。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間②の厚生年金保険料を納付する義務を履行した

か否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正11年生 

住    所 ：  

              

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和25年12月31日から26年１月１日まで 

             ② 昭和43年11月１日から同年12月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち申立期間①及び②の厚生年金保険の加入記録が無い。申

立期間に異動はあったが同社に継続して勤務していたので、厚生年金保険の被保険者

として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①については、申立人の供述、雇用保険の加入記録及びＡ社から提出さ

れた申立人に係る在籍証明書から判断すると、申立人が同社に継続して勤務し（昭

和 26 年１月１日に同社Ｂ支店から同社本社に異動）、申立期間①に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間①の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ支店における昭和

25 年 11 月の社会保険事務所（当時）の記録から、8,000 円とすることが妥当である。 

 なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについては、

事業主は不明としているが、事業主が資格喪失日を昭和 26 年１月１日と届け出たに



                      

  

もかかわらず、社会保険事務所がこれを 25 年 12 月 31 日と誤って記録することは考

え難いことから、事業主が同日を資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所

は、申立人に係る同年 12 月の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険

事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合

又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立人に係る申立期間①の保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

２ 申立期間②については、申立人の供述、雇用保険の加入記録及びＡ社から提出され

た申立人に係る在籍証明書から判断すると、申立人が同社に継続して勤務し（昭和

43 年 11 月１日に同社Ｄ支店から同社Ｃ支店に異動）、申立期間②に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

 また、申立期間②の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｃ支店における昭和

43年12月の社会保険事務所の記録から、６万円とすることが妥当である。 

 なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについては、

事業主は不明としており、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、

明らかでないと判断せざるを得ない。 

 また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立

てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に対して行ったか否か

については、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、行ったとは認

められない。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案12211 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間②について厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、Ａ社における申立人の被保険者記録のうち、申立期間②

に係る資格喪失日（昭和 45年２月 25日）及び資格取得日（同年８月１日）を取り消し、

申立期間②の標準報酬月額を２万8,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間②の厚生年金保険料を納付する義務を履行し

ていないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ：  昭和24年生 

住    所 ：  

              

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ：  ① 昭和44年12月20日から45年２月20日まで 

② 昭和45年２月25日から同年８月１日まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間①及び②の厚生年金保険の加入記録が無

い。同社には昭和 44 年 12 月 20 日に入社し、申立期間①及び②も間違いなく継続勤

務していたので、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ オンライン記録によると、申立人は、Ａ社において昭和 45年２月 20日に資格を取

得し、同年２月 25 日に資格を喪失後、同年８月１日に同社において再度資格を取得

しており、同年２月 25 日から同年８月１日までの申立期間②の被保険者記録が無い。 

しかし、申立人と同時期にＡ社に勤務し、同様の業務に従事していた４人の同僚の

供述から、申立人は申立期間②において、同社に継続して勤務していたことが推認で

きる。 

また、上記同僚は、「申立人は申立期間②において、雇用形態の変更、他部署への

異動や長期欠勤は無かった。」と供述している。 

さらに、上記同僚の厚生年金保険加入記録は、申立期間②においても継続している。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間②に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたものと認められる。 

また、申立期間②に係る標準報酬月額については、Ａ社における昭和 45 年２月の

事業所別被保険者名簿の記録から、２万8,000円とすることが妥当である。 



                      

  

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについては、

事業主は不明としているが、事業主から申立人に係る被保険者資格の喪失届や取得届

が提出されていないにもかかわらず、社会保険事務所（当時）がこれを記録すること

は考え難いことから、事業主が、社会保険事務所の記録どおりの資格の喪失及び取得

の届出を行い、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 45 年３月から同年

７月までの保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知

を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付し

た場合を含む。）、事業主は、当該期間に係る保険料を納付する義務を履行していな

いと認められる。 

２ 申立期間①については、同僚の供述から判断すると、申立人はＡ社に勤務していた

ことが推認できる。 

しかし、申立期間①当時、申立人と同様の業務に従事していた４人の同僚に入社時

期を照会したところ、そのうち二人が、入社から１か月ないし５か月経過後に厚生年

金保険に加入していることが確認できる。 

また、厚生年金保険被保険者番号払出簿には、申立人の資格取得日は昭和 45 年２

月20日と記録され、オンライン記録と一致している。 

さらに、Ａ社は、申立期間①当時の人事資料等は保管していないため、申立人の勤

務実態及び厚生年金保険料控除について確認することができないと回答している。 

このほか、申立人の申立期間①に係る厚生年金保険料の控除について確認できる関

連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が

厚生年金保険の被保険者として、申立期間①に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12212 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められることから、申立人のＡ社Ｂ支社における資格喪失日に係る記録を昭和 24

年 12 月１日に訂正し、申立期間①の標準報酬月額を 8,000 円とすることが必要である。 

また、申立人は、申立期間②の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社本社における資格取得日に係る記録を昭和

27 年 12 月 31 日に訂正し、申立期間②の標準報酬月額を 8,000 円とすることが必要で

ある。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間①及び②の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正13年生 

住    所 ：  

              

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和24年10月１日から同年12月１日まで 

             ② 昭和27年12月 31日から28年２月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち申立期間①及び②の厚生年金保険の加入記録が無い。申

立期間に異動はあったが同社に継続して勤務していたので厚生年金保険の被保険者と

して認めてほしい。 

（注）申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求めて行ったも

のである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①については、雇用保険の加入記録及びＡ社から提出された申立人に係る

人事記録から判断すると、申立人が同社に継続して勤務し（昭和 24年 12月１日に同

社Ｂ支社から同社Ｃ支社に異動）、申立期間①に係る厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことが認められる。 

 また、申立期間①の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ支社における昭和

24年９月の社会保険事務所（当時）の記録から、8,000円とすることが妥当である。 

２ 申立期間②については、雇用保険の加入記録及びＡ社から提出された申立人に係る

人事記録から判断すると、申立人が同社に継続して勤務し（昭和 27 年 12 月 31 日に



                      

  

同社Ｃ支社から同社本社に異動）、申立期間②に係る厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことが認められる。 

 また、申立期間②の標準報酬月額については、申立人のＡ社本社における昭和 28

年２月の社会保険事務所の記録から、8,000円とすることが妥当である。 

３ なお、申立期間①及び②において、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、事業主は不明としており、これを確認できる関連資料及

び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

 また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立

てどおりの被保険者資格の取得日及び喪失日に係る届出を社会保険事務所に対して行

ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、行

ったとは認められない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12214 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所（当時）に届け出

た標準報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間に係る標準報酬月額

を平成４年 10月から５年９月までは 44万円、同年 10月は 50万円に訂正することが必

要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和23年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成４年10月１日から５年11月30日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の標準報酬月額が実際に給与から控除されて

いた保険料に見合う標準報酬月額と相違している。申立期間の標準報酬月額を正しい

記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人のＡ社における標準報酬月額は、当初、平成４年

10 月から５年９月までは 44万円、同年 10 月は 50 万円と記録されていたところ、同社

が厚生年金保険の適用事業所でなくなった同年 11 月 30 日の後の６年１月 28 日付けで、

４年 10月から５年９月までは 13万 4,000円、同年 10月は 22万円に、それぞれさかの

ぼって減額訂正されている上、同社においては、申立人のほか４名の標準報酬月額が同

様にさかのぼって減額訂正されていることが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、当該減額訂正処理を行う合

理的な理由は無く、申立期間において標準報酬月額に係る有効な記録訂正があったとは

認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初

届け出た記録から、平成４年 10月から５年９月までは 44万円、同年 10月は 50万円に

訂正することが必要である。 



                      

  

東京厚生年金 事案12216 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事

業主により賞与から控除されていたことが認められることから、平成 17 年７月７日の

標準賞与額に係る記録を５万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和54年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成17年７月７日 

Ａ社における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間の標準賞与額の記録が

無い。一時金支給明細書を提出するので、標準賞与額を認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出された一時金支給明細書及びＡ社から提出された賞与支給明細表によ

り、申立人は、申立期間において、その主張する標準賞与額（５万円）に基づく厚生年

金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準賞与額については、一時金支給明細書及び賞与支給明細表にお

いて確認できる保険料控除額から、５万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は届出誤りを認めており、申立期間に係る保険料を納付していないことを認めている

ことから、これを履行していないと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案12217 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち昭和 22年５月 28日から同年６月１日までの期間に係る厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められることから、申立

人のＡ社本店における資格取得日に係る記録を同年５月 28 日に訂正し、当該期間の標

準報酬月額を600円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、明らかでないと認められる。 

また、申立期間のうち昭和 29 年 10 月１日から同年 11 月１日までの期間に係る厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められることから、申立人

のＡ社本店における資格取得日に係る記録を同年 10 月１日に訂正し、当該期間の標準

報酬月額を１万8,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正14年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ：  ① 昭和22年５月28日から同年６月１日まで 

          ② 昭和29年10月１日から同年11月１日まで 

         ③ 昭和62年１月１日から63年12月31日まで 

Ａ社で勤務した期間のうち、各申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。それぞ

れの申立期間に異動はあったが継続して勤務していたので、厚生年金保険の被保険者

として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、Ａ社から提出された申立人に係る人事記録から判断すると、

申立人が同社に継続して勤務し（昭和 22 年５月 28 日に同社Ｂ支店から同社本店に異

動）、申立期間①に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められる。 

また、申立期間①の標準報酬月額については、申立人のＡ社本店における昭和 22 年

６月の社会保険事務所（当時）の記録から、600円とすることが妥当である。 



                      

  

申立期間②については、雇用保険の加入記録及び上記人事記録から判断すると、申立

人が同社に継続して勤務し（昭和 29年 10月１日に同社Ｃ支店から同社本店に異動）、

申立期間②に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認めら

れる。 

また、申立期間②の標準報酬月額については、申立人のＡ社本店における昭和 29 年

11月の社会保険事務所の記録から、１万8,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間①及び②の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、事業主は不明としており、このほかに確認できる関連資料及

び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立て

どおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に対して行ったか否かにつ

いては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、行ったとは認められ

ない。 

申立期間③については、上記人事記録では、申立人は、Ａ社を昭和 58年 12月＊日に

定年退職し、59 年１月１日から「特別嘱託、Ｄ局主査」と記載され、61 年 12 月 31 日

に「期日退職」と記録されていることが確認できる。 

また、Ａ社における申立人に係る雇用保険の離職日が昭和 61 年 12 月 31 日と記録さ

れ、申立期間③が含まれていないことが確認できる。 

さらに、オンライン記録によると、厚生年金保険法（旧法）に基づく老齢年金の裁定

請求を昭和 62年３月 19日に、同年１月１日までさかのぼって行った記録があり、当該

老齢年金を支給停止された記録が確認できないことから、仮に申立人がＡ社に勤務して

いたとしても、厚生年金保険料を控除されていたとは考え難い。 

このほか、申立人の申立期間③における厚生年金保険料の事業主による給与からの控

除について、これを確認できる関連資料は無く、周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間③に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことを認めることはできない。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案12222 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められることから、申立人のＡ社における厚生年金保険被保険者記録のうち、申立期

間に係る資格喪失日(昭和 42 年８月５日)及び資格取得日(43 年３月１日)を取り消し、

申立期間の標準報酬月額を昭和 42 年８月及び同年９月は２万円、同年 10 月から 43 年

２月までは２万2,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行してい

ないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和23年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和42年８月５日から43年３月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間

は同社の２階に住み込みで勤務し、厚生年金保険料も継続して控除されていたはずで

ある。申立期間の住所の証明として一般用米穀類購入通帳を提出するので、厚生年金

保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人は、Ａ社において昭和 40 年６月１日に資格を取得

し､42 年８月５日に資格を喪失後､43 年３月１日に同社において再度資格を取得してお

り、42年８月５日から43年３月１日までの申立期間の被保険者記録が無い。 

しかし、申立人が提出した一般用米穀類購入通帳及びＡ社で申立期間に申立人と同じ

業務をしていた同僚の供述から、申立人が申立期間に同社に住み込みで勤務していたこ

とが認められる。 

また、上記同僚は、申立人に係る申立期間の業務内容や勤務形態は、前後の期間と変

更が無かったとしている。 

さらに、Ａ社において、申立人のほかに厚生年金保険の被保険者資格を再取得してい

るものは確認できず、申立人と同じ職種の同僚は上記同僚一人であり、当該同僚につい

ては、申立期間において厚生年金保険の記録が継続している。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人は申立



                      

  

期間において、厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたものと認められ

る。 

また、申立期間の標準報酬月額については、Ａ社における昭和 42 年７月及び同年 10

月の定時決定に係る事業所別被保険者名簿の記録から、同年８月及び同年９月は２万円、

同年10月から43年２月までは２万2,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主から申立人に係る被保険者資格の喪失届や取得届が提出されていないにも

かかわらず、社会保険事務所（当時）がこれを記録することは考え難いことから、事業

主が社会保険事務所の記録どおりの資格の喪失及び取得の届出を行っており、その結果、

社会保険事務所は、申立人に係る昭和 42年８月から 43年２月までの保険料について納

入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付

されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申

立期間に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案12228 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る厚生年金保険の被保険者記録については、申立人の資格取得

日は昭和 31年６月１日、資格喪失日は 32年４月１日であると認められることから、申

立人のＡ社における申立期間の厚生年金保険被保険者資格の取得日及び喪失日に係る記

録をそれぞれ訂正することが必要である。 

なお、申立期間に係る標準報酬月額については、6 000円とすることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和12年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和31年６月１日から昭和32年４月１日まで 

年金事務所から、自分のものである可能性が高い記録が見つかったとの連絡を受け、

自分の記録に間違いないと答えたが、勤務した会社をＢ社と答えたところ、認められ

なかった。自分の記録に間違いないので、厚生年金保険の被保険者期間として認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、漢字とカタカナという違い

はあるものの、申立人と姓名が同一で生年月日が一致している被保険者の記録が存在し、

また、当該被保険者の記録は、基礎年金番号に未統合となっている。 

さらに、Ａ社の事業主は、「賃借していた店舗の一部をＢ社に転貸することにし、同

社はそこで婦人服を販売した。販売員であった申立人及び他の１名の計２名については、

同社の事業主と相談の上、当社の従業員として厚生年金保険の被保険者とすることにし

た。」と述べている。 

なお、Ｂ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によれば、申立人の同社におけ

る厚生年金保険被保険者期間は、当該未統合の記録と一部期間が重複し、昭和 31 年８

月１日に資格を喪失していることが確認できる。 

これらの事実を総合的に判断すると、Ａ社の事業主は、申立人が昭和 31 年６月１日

に厚生年金保険被保険者資格を取得した旨の届出及び 32 年４月１日に資格を喪失した

旨の届出の両方を社会保険事務所（当時）に行っていたと認められる。 

なお、申立人の申立期間の標準報酬月額については、Ａ社における健康保険厚生年金



                      

  

保険被保険者名簿の記録から、6 000円とすることが妥当である。 



                      

  

東京厚生年金 事案12229 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、平成 13 年 12 月１日から 14 年６月１日までの期間につ

いて、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたと認められることから、申立人の当該期間に係る標準報酬月額の記録を 22

万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主が、申立人の当該期間に係る上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を

履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和42年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成２年11月１日から７年６月30日まで 

② 平成12年６月１日から15年７月１日まで 

    Ａ社に勤務した申立期間①に係る厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間①を厚

生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

    また、Ｂ社に勤務した申立期間②に係る標準報酬月額が、実際に支払われていた報

酬月額と相違している。当該期間の保険料控除額が分かる給与明細書を提出するの

で、申立期間②に係る標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人が提出した申立人の申立期間②に係る給与明細書により、申立期間②のうち、平

成 13 年 12月から 14 年５月までの期間において、その主張する標準報酬月額に基づく厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認められる。 

標準報酬月額については、「厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関す

る法律（以下「特例法」という。）」に基づき、標準報酬月額を改定又は決定し、これに

基づき記録の訂正及び厚生年金保険の保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除してい

たと認められる厚生年金保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額

の範囲内であり、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。し

たがって、申立人の申立期間②のうち、平成 13 年 12 月から 14 年５月までの期間に係る

標準報酬月額については、申立人が提出した給与明細書における報酬月額又は保険料控除



                      

  

額から、22万円に訂正することが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否かについて

は、事業主から回答が無く不明であり、このほか、確認できる関連資料及び周辺事情は無

いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立てど

おりの報酬月額に係る届出を社会保険事務所(当時)に行ったか否かについては、これを確

認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、行ったとは認められない。 

一方、申立期間②のうち、平成12年６月から13年11月までの期間及び14年６月から

15年１月までの期間については、オンライン記録の標準報酬月額と当該期間に係る給与明

細書において確認できる厚生年金保険料控除額に見合う標準報酬月額が一致していること

が確認できることから、特例法による記録の訂正を行うことはできない。また、申立期間

②のうち、平成 15 年２月から同年６月までの期間については、オンライン記録の標準報

酬月額が、平成 16 年度特別区民税・都民税内訳書における社会保険料控除額を基に試算

した厚生年金保険料控除額に見合う標準報酬月額と一致していることが確認できることか

ら、特例法による記録の訂正を行うことはできない。 

２ 申立期間①について、雇用保険の記録及びＡ社の回答により、申立人が当該期間のうち

平成２年 11月１日から７年６月 20日までの期間において同社に勤務していたことは認め

られる。 

  しかしながら、オンライン記録によれば、Ａ社は、平成 20 年６月１日に初めて厚生年

金保険の適用事業所になっており、申立期間①においては適用事業所ではないことが確認

できる。 

また、申立人が提出した申立期間①に係る給与支払明細書（申立人は、申立期間①の

55 か月のうち、29 か月分の給与支払明細書を提出）によると、７か月分の給与支払明細

書には、厚生年金保険料欄に金額の記入があるものの、厚生年金保険料の額としては低額

であり、さらに、22 か月分の給与支払明細書には、厚生年金保険料欄に金額の記入が無

く、雇用保険料欄には金額が２段に分けて記入されており、当該金額は、それぞれ、雇用

保険料の本人負担分と事業主負担分の金額に近似している。 

このことについて、Ａ社は、「当該期間当時は、厚生年金保険に未加入であり、申立人

の給与から厚生年金保険料を控除していない。また、申立人とは請負契約であり、雇用保

険料を本人が全額負担することとしていたので、雇用保険料の会社負担分と本人負担分を

給与明細書に記入しており、そのうちの会社負担分を７か月分の給与支払明細書において

は厚生年金保険料欄に記入したものである。」と回答している。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚生年

金保険の被保険者として申立期間①に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたと認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12230 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと

認められることから、申立人のＡ社における厚生年金保険被保険者の資格喪失日に係る

記録を昭和 38 年 10 月１日に訂正し、申立人の申立期間に係る標準報酬月額を２万

2,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人の申立期間に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和13年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和38年８月24日から同年10月１日まで 

Ａ社からＢ社に出向していた期間のうち、申立期間に係る厚生年金保険の加入記録

が無い。申立期間中も継続して勤務していたので、申立期間について厚生年金保険の

被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録並びに申立人が提出した辞令書及びＡ社が提出した「基金設立前

社員退職者名簿」から判断すると、申立人は昭和38年８月 23日にＡ社からＢ社に出向

し、それぞれの会社に継続して勤務していたことが確認できる。 

また、申立人と一緒にＡ社からＢ社に出向した元従業員は、「申立期間中の給与は、

Ａ社から支給されていた。」と回答している。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、Ａ社において申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認められる。 

また、申立人の申立期間に係る標準報酬月額については、Ａ社における昭和 38 年７

月の社会保険事務所（当時）の記録から、２万2 000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人の申立期間に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、Ａ社の事業主は、「保険料の納付については不明である。」と述べて

おり、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから明らかでないと判断せざ

るを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により、消滅する前に事業主が申立て



                      

  

どおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所に対して行ったか否かにつ

いては、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、行ったとは認められ

ない。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案12237                    

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間における標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所（当時）に届け

出た標準報酬月額であったことが認められることから、申立人の標準報酬月額に係る記

録を、昭和 62年 10月から平成元年 11月までは 47万円に、同年 12月から６年 10月ま

では 53万円に、同年 11月から８年 10月までは 59万円にそれぞれ訂正することが必要

である。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和26 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和62年10月１日から平成８年11月９日まで 

年金事務所の調査により、Ａ社における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立

期間の標準報酬月額が実際の給与と比較して低いことが分かった。同社では、取締役

だったが、厚生年金保険関係事務に全く関与していないので、申立期間の標準報酬月

額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録から、申立人のＡ社における厚生年金保険の標準報酬月額は、同社が

厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなった平成８年11月９日より後の同年11月20日

付けで、昭和62年10月から平成元年11月までは47万円から６万8,000円に、同年12月か

ら６年10月までは53万円から８万円に、同年11月から８年10月までは59万円から９万

2,000円にそれぞれさかのぼって減額訂正されていることが確認できる。 

一方、Ａ社に係る商業登記簿謄本によると、申立人は、当該遡及
そきゅう

訂正処理が行われ

た時期において取締役であったことが確認できるが、当時の複数の役員及び従業員は、

「申立人は専務取締役として代表取締役を補佐していたが、社会保険関係事務の権限を

有していたのは経理部長であった。」旨供述しており、当該経理部長は、「自分が社会

保険事務を担当しており、申立人の標準報酬月額減額訂正手続においても、社会保険事

務所の指示に従い自分が行った。」旨供述していることから、申立人が当該処理に関与

していたとは考え難い。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、標準報酬月額をさかのぼっ

て減額訂正する合理的な理由は無く、申立期間の標準報酬月額について、有効な記録訂



                      

  

正があったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保

険事務所に当初届け出たとおり、昭和62年10月から平成元年11月までは47万円に、同年

12月から６年10月までは53万円に、同年11月から８年10月までは59万円にそれぞれ訂正

することが必要である。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案12238                         

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を昭和 41 年４月１

日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を４万2,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和10年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和41年４月１日から同年５月１日まで 

    Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い。申立期間に関連会社から

の異動があったかもしれないが、継続して勤務していたので、厚生年金保険の被保険

者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及び複数の従業員の供述から判断すると、申立人は、昭和 41 年

４月１日から継続してＡ社に勤務していたことが推認できる。 

また、申立期間当時、Ａ社で社会保険事務を担当した従業員は、「同社の採用面接を

受けて採用されたが、受け取った健康保険証の事業所名がＢ社になっていたので、Ａ社

は社会保険の適用事業所となっていないことを知った。上司に相談して、同社を社会保

険の適用事業所とすることになり、社会保険事務所（当時）の指導を受けて手続をした

のに、自分も含め複数の従業員に１か月の空白があることは信じられない。申立期間中

の保険料は、同社から控除されていたと思う。」旨供述している。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、Ａ社における昭和 41 年５月の社会保険

事務所の記録から、４万2,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、Ａ社は既に解

散し、事業主の連絡先も不明であることから確認できず、このほかに確認できる関連資

料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 



                      

  

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立て

どおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に対して行ったか否かにつ

いては、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、行ったとは認められ

ない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12239                     

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を平成 11 年４月１

日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を18万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和46年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成11年４月１日から同年５月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い。申立期間中、同社に勤務

したことは確かであり、給与支給明細書を提出するので、厚生年金保険の被保険者と

して認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録により、申立人は、申立期間中、Ａ社に勤務していたことが確認

できる。 

また、オンライン記録によると、申立人のＡ社における厚生年金保険の資格取得日は

平成 11年５月１日、資格喪失日は同年６月 21日と記録され、被保険者月数が１か月と

されているところ、申立人が提出した同年４月から同年６月までの給与支給明細書では、

２か月分の厚生年金保険料が控除されていることが確認できる。 

一方、オンライン記録によると、Ａ社は、平成 11 年５月１日に厚生年金保険の適用

事業所となっており、申立期間は適用事業所となっていない。 

しかし、商業登記簿謄本によると、Ａ社は昭和 59 年３月６日に設立されていること

が確認できる上、申立人に係る雇用保険の加入記録から、申立人は、平成 11 年４月１

日より勤務していたことが確認できることから、同社は、同年４月１日には厚生年金保

険法に定める適用事業所の要件を満たしていたものと判断される。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人は厚

生年金保険被保険者として、申立期間に係る保険料を事業主により給与から控除されて

いたものと認められる。                      



                      

  

また、申立期間の標準報酬月額については、給与支給明細書において確認できる保険

料控除額から、18万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、Ａ社は適用事

業所の要件を満たしていながら、社会保険事務所（当時）に適用の届出を行っていなか

ったと認められることから、社会保険事務所は申立人に係る平成 11 年４月の保険料に

ついて納入の告知を行っておらず、事業主は、申立人の申立期間に係る保険料を納付す

る義務を履行していないと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案12240                   

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められることから、申立人のＡ社Ｂ工場（現在は、Ｃ社）における資格取得日に係る

記録を昭和 36年６月 22日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を１万 4,000円とするこ

とが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和11年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和36年６月22日から同年７月１日まで 

ねんきん定期便を確認したところ、Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の加入記

録が無い。申立期間に工場間の異動はあったが、同社には継続して勤務していたので、

申立期間を厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｃ社の従業員台帳、雇用保険の加入記録及び同僚の供述から判断すると、申立人は、

Ａ社に継続して勤務し（昭和 36年６月 22日に同社Ｄ工場から同社Ｂ工場に異動）、申

立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、Ａ社Ｂ工場における昭和 36 年７月の社

会保険事務所（当時）の記録から、１万4,000円とすることが妥当である。 

一方、オンライン記録によると、Ａ社Ｂ工場は、昭和 36 年７月１日に厚生年金保険

の適用事業所となっており、申立期間は適用事業所となっていない。 

しかし、Ａ社Ｂ工場は法人事業所であり、申立人を含む複数の従業員は、「昭和 36

年５月 26 日に同社同工場で採用された。」旨供述しており、また、Ｃ社から提出され

た申立人に係る従業員台帳によると、申立人は同年５月 26 日にＡ社Ｂ工場の警備員

（臨時従業員）として勤務していたと記録があることから、同社同工場では複数の正規

従業員が勤務していたことが推認でき、同年６月 22 日には当時の厚生年金保険法に定

める適用事業所の要件を満たしていたものと判断される。 

なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい



                      

  

ては、Ａ社Ｂ工場は適用事業所の要件を満たしていながら、社会保険事務所に適用の届

出を行っていなかったと認められることから、社会保険事務所は、申立人に係る昭和

36 年６月の保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申立期間に係る厚

生年金保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案12244 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められることから、申立人のＡ社(現在は、Ｂ社)Ｃ支店における資格取得日に係る記

録を昭和 25 年７月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 8,000 円とすることが必

要である。 

なお、事業主が申立人の申立期間に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等  

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正15年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和25年７月１日から同年８月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社には、

異動はあったが継続して勤務していたので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間

として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及びＢ社の「人事部職員原簿から、申立人の昭和 23 年４月１日

から 60年３月 31日までの在籍が確認できた。」との回答から判断すると、申立人は、

Ａ社に継続して勤務し（同社本社から同社Ｃ支店に異動）、申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

なお、申立人の供述及びＡ社の同僚の「申立期間当時、異動日は７月１日が原則であ

った。」との供述により、申立人の同社本社から同社Ｃ支店への異動日は、昭和 25 年

７月１日とすることが妥当である。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｃ支店における昭和 25 年

８月の社会保険事務所（当時）の記録から、8,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、事業主は不明としており、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無いことか

ら、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立て

どおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に対して行ったか否かにつ



                      

  

いては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、行ったとは認められ

ない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12245 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を昭和 34 年９月 21

日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を１万円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人の申立期間に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和13年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和34年８月21日から同年９月21日まで 

Ｂ社（現在は、Ｃ社）に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録

が無い。関連会社への出向があるものの、同社には継続して勤務していたので、申立

期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録並びにＣ社から提出された申立人の在籍証明書及び従業員名簿か

ら判断すると、申立人はＢ社に継続して勤務し（昭和 34 年４月１日に関連会社のＡ社

に出向し、同年９月 21 日に同社からＢ社に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 34 年７月の

社会保険事務所（当時）の記録から、１万円とすることが妥当である。 

なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、Ａ社は既に解散しており、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無いことか

ら、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立て

どおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所に対して行ったか否かにつ

いては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、行ったとは認められ

ない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12246 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を平成 15年 11月１

日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を18万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和47年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成15年10月31日から同年11月１日まで 

    Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間

の給与明細書を提出するので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出された給与明細書及び雇用保険の加入記録により、申立人がＡ社に平

成 15 年 10 月 31 日まで勤務し、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことが認められる。 

一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき標準

報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事

業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づ

く標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額

を認定することとなる。 

したがって、申立期間の標準報酬月額については、上記給与明細書において確認でき

る報酬月額から、18万円とすることが妥当である。 

なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、Ａ社から回答が無いため不明であるが、事業主が資格喪失日を平成 15年 11月１

日と届け出たにもかかわらず、社会保険事務所（当時）がこれを同年 10月 31日と誤っ

て記録することは考え難いことから、事業主が同日を資格喪失日として届け、その結果、

社会保険事務所は、申立人に係る同年 10 月の保険料について納入の告知を行っておら



                      

  

ず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充

当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立人の申立期間に係る

厚生年金保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案12247 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ支社における資格取得日に係る

記録を昭和 50年６月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 20万円とすることが必

要である。 

なお、事業主が申立人の申立期間に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和５年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和50年６月１日から同年７月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。異動はあ

ったが同社に継続して勤務していたので、申立期間を被保険者期間として認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及びＢ社から提出された申立人に係る人事記録から判断すると、

申立人がＡ社に継続して勤務し（昭和 50 年６月１日に同社本社から同社Ｃ支社に異

動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認

められる。  

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｃ支社における昭和 50 年

７月の社会保険事務所（当時）の記録から、20万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについては、Ｂ

社は不明としており、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らか

でないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立て

どおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に対して行ったか否かにつ

いては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、行ったとは認められ

ない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12248 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認め

られることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を昭和 56年２月 21日、

資格喪失日に係る記録を同年３月 10日とし、申立期間の標準報酬月額を 15万円とする

ことが必要である。 

なお、事業主は、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和25年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和56年２月21日から同年３月10日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。異動はあ

ったが同社には継続して勤務していたので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間

として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録、Ａ社から提出された申立人に係る在籍証明書及び経緯書並びに

Ｂ健康保険組合の回答から判断すると、申立人が同社に継続して勤務し（昭和 56 年２

月 21日にＣ社からＡ社に異動し、同年３月 10日に同社からＤ社に異動）、申立期間に

係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＤ社における昭和 56 年３月の

社会保険事務所（当時）の記録から、15万円とすることが妥当である。 

なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、事業主は届出の誤りを認めており、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行

していないと認められる。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案12253 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社における資格喪失日は、昭和 54年２月 27日であると認められることか

ら、申立期間に係る厚生年金保険被保険者の資格喪失日に係る記録を訂正することが必

要である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、12 万 6,000 円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和30年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和53年９月30日から54年２月27日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間

も同社に継続して勤務していたので、厚生年金保険の被保険者であったことを認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録から判断すると、申立人がＡ社に昭和 54年２月 26日まで継続し

て勤務していたことが認められる。 

一方、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿では、申立人を含む 15 人について、同社が

厚生年金保険の適用事業所でなくなった昭和 54 年２月 28 日（以下「全喪日」とい

う。）以降に、同社における厚生年金保険の被保険者資格を喪失した旨の処理が半年以

上さかのぼって行われていることが認められ、このうち申立人を含む９人については、

いずれも全喪日以降の同年３月 26 日付けで、被保険者資格を 53 年９月 30 日に喪失し

た旨の処理がさかのぼって行われていることが認められる。 

しかしながら、社会保険事務所（当時）において、このように全喪日以降に申立人等

の被保険者資格を喪失させる処理をさかのぼって行う合理的な理由は見当たらない。 

これらを総合的に判断すると、申立人について、昭和 53年９月 30日にＡ社における

厚生年金保険の被保険者資格を喪失した旨の処理は有効なものとは認められず、申立人

の同社における資格喪失日は、申立人の同社における雇用保険の離職日の翌日である

54年２月27日であると認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 53 年８月の

社会保険事務所の記録から、12万6,000円とすることが妥当である。 



                      

  

東京厚生年金 事案12254 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められることから、申立人のＡ社Ｂ所における資格取得日に係る記録を昭和 39 年４

月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を２万円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 昭和14年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和39年４月１日から同年５月４日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社には

昭和 39 年４月１日に入社し、その同社Ｂ所に配属されたが、入社と同時に同社Ｃ所

において新入社員研修に参加し、１か月後に同社Ｂ所に戻った。申立期間も同社に正

社員として勤務していたので、厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社Ｂ所に係る事業所別被保険者名簿では、申立人は、昭和 39 年５月４日に厚生年

金保険の被保険者資格を取得しており、オンライン記録では、同日までの申立期間に係

る厚生年金保険の加入記録が無い。 

しかし、Ａ社から提出のあった申立人に係る人事記録、事業主の回答及び申立人が記

憶していた二人の同僚の供述等から判断すると、申立人は、申立期間当時、同社に勤務

していたことが認められる。 

また、Ａ社では、「申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の給与からの控除につい

ては不明であるが、申立人は、当社において正社員であったことが確認できるところ、

申立期間当時、当社では、正社員について、入社と同時に厚生年金保険に加入させる取

扱いであった。」旨回答している。 

一方、Ａ社から提出のあった同社Ｃ所の従業員に係る「健康保険厚生年金保険被保険

者資格取得確認及び標準報酬決定通知書」及び「年金保険並健康保険台帳」（共に同社

が作成・保管）には、申立人及び従業員一人について、共に同社Ｃ所における厚生年金

保険の被保険者資格取得日が昭和 39 年４月１日と記録されているものの、当該記録処



                      

  

理を誤ったとして、共に当該資格取得日に係る記録を二重線により取り消す処理が行わ

れていることが確認できる。 

しかし、申立人及び上記二人の同僚のうちの一人は、共に、上記従業員について、

「Ａ社Ｃ所において新入社員研修に参加した同期入社の社員であった。」旨供述してい

るところ、当該従業員は、厚生年金保険被保険者原票及びオンライン記録では、昭和

39 年４月１日から申立期間を含め、当該研修後に勤務した同社本社において厚生年金

保険に加入していることが確認できる。 

このことから、当時、Ａ社では、同社Ｃ所における新入社員研修後に事業所間の異動

があった従業員について、異動先の事業所において、入社時（昭和 39 年４月１日）に

さかのぼって被保険者資格を取得させていたものと考えられることから、申立人につい

ても、申立期間の被保険者記録は、その後に勤務した同社Ｂ所において有することが相

当であると考えられる。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ所における昭和 39 年５

月の社会保険事務所（当時）の記録から、２万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、保険料を納付したか否かについては不明としており、このほかに確認できる関連

資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立て

どおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に対して行ったか否かにつ

いては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、行ったとは認められ

ない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12255 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を昭和 38 年８月 22

日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を３万6,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等  

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和７年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和38年８月22日から同年９月16日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間

に関連会社間の異動はあったが、継続して勤務しており、厚生年金保険料は給与から

控除されていたので、厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録、申立人から提出のあったＢ社（現在は、Ｃ社）の「従業員名

簿」及び「入社後の履歴」（共に同社が作成・保管）の写し、事業主の回答並びに申立

人が記憶していた二人の同僚の供述等から判断すると、申立人は申立てに係るグループ

会社に継続して勤務し（昭和 38年８月 22日にＢ社から関連会社であるＡ社に異動）、

申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められ

る。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 38 年９月の

社会保険事務所（当時）の記録から、３万6,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、保険料を納付したとしているが、これを確認できる関連資料は無いことから、明

らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立て

どおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に対して行ったか否かにつ

いては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、行ったとは認められ

ない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12256 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ支店における資格取得日に係る

記録を昭和 43 年 11 月 16 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を６万円とすることが

必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正15年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和43年11月16日から同年12月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間

に支店間の異動はあったが、継続して勤務していたので、厚生年金保険の被保険者で

あったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及びＢ社が保管する申立人に係る人事記録に基づく回答から判断

すると、申立人が申立期間にＡ社に継続して勤務し（昭和 43 年 11 月 16 日に同社Ｄ支

店から同社Ｃ支店に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｃ支店における昭和 43 年

12月の社会保険事務所（当時）の記録から、６万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、保険料を納付したものと思料するとしているが、これを確認できる関連資料及び

周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立て

どおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に対して行ったか否かにつ

いては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、行ったとは認められ

ない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12257 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ支店における資格取得日に係る

記録を昭和 39年８月 26日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を３万 6,000円とするこ

とが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和５年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和39年８月26日から同年９月26日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間

に支店間の異動はあったが、継続して勤務していたので、厚生年金保険の被保険者で

あったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及びＢ社が保管する申立人に係る人事記録に基づく回答等から判

断すると、申立人が申立期間にＡ社に継続して勤務し（昭和 39年８月 26日に同社Ｄ支

店から同社Ｃ支店に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｃ支店における昭和 39 年

９月の社会保険事務所（当時）の記録から、３万6,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、保険料を納付したものと思料するとしているが、これを確認できる関連資料及び

周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立て

どおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に対して行ったか否かにつ

いては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、行ったとは認められ

ない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12258 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社Ｂ工場における資格取得日は昭和17年６月１日、資格喪失日は20年

１月 10 日であると認められることから、申立期間の厚生年金保険被保険者資格の取

得日及び喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、昭和 17 年６月から 18 年８月までは

30円、同年９月から19年12月までは50円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和２年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和17年６月１日から20年２月ごろ 

Ａ社Ｂ工場に勤務していた申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社には仕

上工及び電気溶接工として働き、船員になるまで勤務した。同僚の出征時に職場の人

たちと撮った写真を提出するので、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社Ｂ工場に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、申立人と生年月日が同一で

ある者の記録が確認できる。そこで、当該者に係る厚生年金保険被保険者台帳(旧台帳)を確認

したところ、申立人の名前が記載されており、Ａ社Ｂ工場において、資格取得日は昭和 17 年

１月１日、資格喪失日は20年１月10日と記録されていることが確認できる。 

このことについて、年金事務所は、書き間違えたか、転記ミスなのか、あるいは申立人と当

該者の二人分を一人分に書いてしまったのか分からないとしており、社会保険事務所（当時）

の記録管理が適切でなかったことがうかがえる。 

これらを総合的に判断すると、申立人のＡ社Ｂ工場における厚生年金保険被保険者資格は、

上記厚生年金保険被保険者台帳(旧台帳)では取得日が昭和 17 年１月１日とされているが、労

働者年金保険法（昭和16年法律第60号）は同年６月１日から適用が開始されていることから、

取得日は同年６月１日、喪失日は20年１月10日であると認められる。 

また、当該期間の標準報酬月額については、申立人に係る厚生年金保険被保険者台帳(旧台

帳)の記録により、昭和17年６月から18年８月までは30円、同年９月から19年12月までは

50円とすることが妥当である。 



                      

  

東京厚生年金 事案12259 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間②の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められることから、Ａ社における申立人の厚生年金保険被保険者記録のうち、申立

期間に係る資格喪失日（昭和 39 年５月１日）及び資格取得日（昭和 41 年７月 13 日）

を取り消し、当該期間の標準報酬月額を 39年５月から 40年９月まで２万 6,000円、同

年10月から41年６月までを３万3,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和19年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和38年２月から39年２月まで 

② 昭和39年５月１日から41年７月13日まで 

厚生年金保険の記録によれば、Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間①及び②の厚

生年金保険の加入記録が無い。昭和 38 年２月から 43 年 12 月末日まで継続して勤務

していたので、申立期間について厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間②について、オンライン記録によると、申立人は、Ａ社において昭和 39 年

２月３日に厚生年金保険の資格を取得し、同年５月１日に資格を喪失後、41 年７月 13

日に同社において再度資格を取得しており、39 年５月から 41 年６月までの当該期間の

被保険者記録が無い。 

しかし、雇用保険の加入記録及び複数の従業員の供述から、申立人が申立期間②にお

いてＡ社に継続して勤務していたことが確認できる。 

また、申立人はＡ社にトラックの運転手として入社し、退職するまで同じ職種だった

としているところ、同社で同職種にあった複数の従業員は、申立人は申立期間②におい

て同社でトラック運転手として勤務していたと供述している。 

さらに、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿から当該期間当時、被保険者であった従業

員 12 人の業務内容を調査したところ、申立人と同じ業務内容の従業員５人が確認でき、

うち４人の厚生年金保険の記録が継続していることが確認できる。 



                      

  

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人は、

申立期間②において、厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたものと認

められる。 

また、申立期間②の標準報酬月額については、Ａ社における申立人及び同業種の従業

員の社会保険事務所（当時）の記録から、昭和 39年５月から 40年９月まで２万 6,000

円、同年10月から41年６月までは３万3,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主から

申立人に係る被保険者資格の喪失届や取得届が提出されていないにもかかわらず、社

会保険事務所がこれを記録することは考え難いことから、事業主が社会保険事務所の

記録どおりの資格の喪失及び取得届を行っており、その結果、社会保険事務所は、申

立人に係る昭和 39 年５月から 41 年６月までの保険料について納入の告知を行ってお

らず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料

に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間②に係る

保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

申立期間①について、申立人は、Ａ社に勤務していたと申し立てている。 

しかし、Ａ社は、既に解散しており、事業主も死亡していることから、申立人の申

立期間①における勤務実態及び厚生年金保険料の控除について確認することができな

い。 

また、申立人は同僚５人を記憶しているが、うち２人はＡ社に係る事業所別被保険

者名簿に被保険者としての記録が無く、１人は死亡しており、１人は連絡先が不明で

あり、１人は会話が困難な状況であることから、これらの者から、申立人の申立期間

①における勤務実態及び厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

さらに、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿により、申立期間①に被保険者記録があ

る従業員 12 人に照会したところ、回答があった申立人と同職種にあった従業員５人の

うち入社日を記憶していた３人は、入社してから約１年後に厚生年金保険の資格を取

得していることが確認できる。このことから、Ａ社は入社して一定期間経過してから、

厚生年金保険に加入させていたことがうかがえる。 

このほか、申立人の申立期間①に係る厚生年金保険料の事業主による給与からの控

除については、これを確認できる関連資料が無く、周辺資料も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が

厚生年金保険被保険者として申立期間①に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたと認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12263 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められることから、Ａ病院における申立人の厚生年金保険被保険者記録のうち、申立

期間に係る資格喪失日（昭和 44 年８月１日）及び資格取得日（昭和 46 年 11 月６日）

を取り消し、申立期間の標準報酬月額を昭和 44 年８月及び同年９月については２万

2,000 円、同年 10 月から 45 年９月までの期間については２万 8,000 円、同年 10 月か

ら 46年９月までの期間については３万 9,000円、同年 10月については４万 5,000円と

することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和14年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和44年８月１日から46年11月６日まで 

Ａ病院に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立期

間も継続して勤務していたので、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人は、Ａ病院において昭和 44 年５月１日に被保険者

の資格を取得し、同年８月１日に資格を喪失後、46 年 11 月６日に同病院において再度

資格を取得しており、44 年８月から 46 年 10 月までの申立期間の被保険者記録が無い。 

しかし、雇用保険の加入記録により、申立人が申立期間においてＡ病院に継続して勤

務していたことが認められる。なお、申立人は、「申立期間前後も含めて、外来看護婦

のパートとして勤務しており、申立期間に出産や病気で長期休暇を取得したことは無

い。」と供述しているところ、申立期間において厚生年金保険の記録が継続している上

司及び同僚も「申立人は申立期間も含め継続して勤務していた。」と供述している。 

また、Ａ病院の元事業主は、「社会保険庁（当時）の規定どおり、見習期間は無く、

正職員もパートも勤務していた従業員は、全員厚生年金保険に加入させていた。」と供

述している。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に



                      

  

より給与から控除されていたものと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立期間前後の申立人の社会保険事務所

（当時）の記録及び同僚の記録から、昭和 44 年８月及び同年９月ついては２万 2,000

円、同年 10月から 45年９月までの期間については２万 8,000円、同年 10月から 46年

９月までの期間については３万 9,000 円、同年 10 月については４万 5,000 円とするこ

とが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は不明

としているが、事業主から申立人に係る被保険者資格の喪失届や取得届が提出されてい

ないにもかかわらず、社会保険事務所がこれを記録することは考え難いことから、事業

主が社会保険事務所の記録どおりの資格の喪失及び取得の届出を行っており、その結果、

社会保険事務所は、申立人に係る昭和 44 年８月から 46 年 10 月までの保険料について

納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納

付すべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立

期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案12264 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を昭和 56 年５月６

日に、資格喪失日に係る記録を同年８月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 19

万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行し

ていないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和25年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和56年５月６日から同年８月１日まで 

Ａ社に勤務した申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。在籍証明書を提出する

ので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が提出した在籍証明書及びＡ社から提出のあった申立人に係る退職願により、

申立人が申立期間に同社に勤務していたことが認められる。 

また、Ａ社の人事総務部の担当者は、「当社では正社員と準社員及びパート社員の退

職願は分けて保管しており、申立人の退職願は正社員退職者カードＮＯ.１に保管され

ていたことから、申立人は正社員として勤務していたと思われる。また、当時から試用

期間は無く、正社員であれば給与から厚生年金保険料を控除していたはずである。」と

回答している。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立期間当時にＡ社に勤務した同僚の記

録から、19万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、Ａ社は、当時

の資料が無く不明としているが、申立期間において、同社に係る事業所別被保険者名簿

の整理番号に欠番が見当たらないことから、申立人に係る社会保険事務所（当時）の記

録が失われたとは考えられない上、事業主により申立人に係る被保険者資格の取得届が



                      

  

提出された場合には、その後、被保険者資格の喪失届を提出する機会があったこととな

るが、いずれの機会においても社会保険事務所が当該届出を記録しないとは考え難いこ

とから、事業主により当該社会保険事務所へ資格の得喪に係る届出は行われておらず、

その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 56 年５月から同年７月までの保険料

について納入の告知を行っておらず、事業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

 



                      

  

東京厚生年金 事案12265 

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する標準

報酬月額であったことが認められることから、申立期間の標準報酬月額に係る記録を

28万円に訂正することが必要である。 

また、申立人は、申立期間のうち、平成６年 12 月１日から７年１月１日までの期間

について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことが認められることから、申立人の当該期間の標準報酬月額に係る記

録を30万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主が上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料(訂正前の標準報

酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。) を納付する義務を履行したか否かについては、

明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和23年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成６年９月１日から８年１月31日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が、実際の給

与の報酬月額に相当する標準報酬月額と相違している。給与明細書を提出するので、

正しい標準報酬月額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ オンライン記録によると、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、当初 28 万円

と記録されていたところ、平成８年１月８日付けで 17 万円にさかのぼって減額訂正

され、さらに、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった日（平成８年１月 31

日）の後の同年３月６日付けで再度さかのぼって 24 万円に訂正されており、申立人

のほかに二人の従業員の標準報酬月額も同様に二度の訂正が行われていることが確認

できる。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、標準報酬月額の減額訂正

処理をさかのぼって行う合理的な理由は無く、標準報酬月額に係る有効な記録訂正が

あったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険

事務所に当初届け出た28万円に訂正することが必要である。 



                      

  

 

２ 申立期間のうち、平成６年 12 月については、申立人が提出した当該月に係る給与

明細書により、上記訂正後の標準報酬月額に基づく保険料額より高い保険料額が、事

業主により給与から控除されていることが認められる。 

一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき標

準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、

事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに

基づく標準報酬月額の範囲内であり、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を

認定することとなる。 

したがって、平成６年 12 月の標準報酬月額については、給与明細書において確認

できる報酬額から、30万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が平成６年 12 月の保険料を納付する義務を履行したか否かについて

は、Ａ社は既に厚生年金保険の適用事業所でなくなっており、事業主も既に死亡して

いることから、申立人に係る厚生年金保険料の納付について確認することができず、

このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せ

ざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立

てどおりの標準報酬月額に係る届出を社会保険事務所に対して行ったか否かについて

は、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、行ったとは認められな

い。 



東京厚生年金 事案 12268～12278（別添一覧表参照） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社に係る厚生年金保険被保険者期間のうち昭和49年10月１日から

同年11月１日までの期間は厚生年金保険法第75条本文の規定により、年金額の

計算の基礎となる被保険者期間とならない期間と記録されているが、申立人は、

申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険

料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の同社における資格取得日を

同年10月１日とし、申立期間の標準報酬月額を＜標準報酬月額＞（別添一覧表

参照）とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ：  

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ：  

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和49年10月１日から同年11月１日まで 

Ａ社から年金記録の訂正手続についての連絡があり、社会保険事務所（当

時）に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、同社に勤務してい

た期間のうち申立期間について未加入であることが分かった。これは、同社

が、社会保険事務所に対し誤った届出を行ったことによるとのことなので、

調査して厚生年金保険の給付額に反映するようにしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及びＡ社発行の在職証明書から判断すると、申立人が申

立期間も同社に継続して勤務していたことが確認できる。 

また、事業主は申立人の厚生年金保険料を給与から控除していることを認め

ており、加えて、同僚の給与明細書から申立期間の保険料が控除されているこ

とから、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことが認められる。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和49年

11月の社会保険事務所の記録から、＜標準報酬月額＞（別添一覧表参照）とす

別添一覧表参照 



ることが妥当である。 

一方、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿によれば、同社は、昭和49年11月１

日に厚生年金保険の適用事業所となっているが、申立期間においては、少なく

とも16人の従業員が同社に在籍していることから、同社は、当時の厚生年金保

険法に定める適用事業所の要件を満たしていたものと判断される。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、Ａ社

は、申立人の申立期間において適用事業所でありながら、社会保険事務所に適

用の届出を行っていなかったと認められることから、事業主は、申立人に係る

申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



1　/　1

事案番号 氏名 基礎年金番号 生年月日 住所 申立期間 標準報酬月額

12268 男 昭和25年生 昭和49年10月１日～同年11月１日 ７万6,000円

12269 男 昭和25年生 昭和49年10月１日～同年11月１日 ８万6,000円

12270 男 昭和25年生 昭和49年10月１日～同年11月１日 ９万2,000円

12271 男 昭和25年生 昭和49年10月１日～同年11月１日 ８万6,000円

12272 男 昭和21年生 昭和49年10月１日～同年11月１日 13万4,000円

12273 男 昭和23年生 昭和49年10月１日～同年11月１日 11万円

12274 男 昭和26年生 昭和49年10月１日～同年11月１日 ８万6,000円

12275 男 昭和18年生 昭和49年10月１日～同年11月１日 20万円

12276 男 昭和17年生 昭和49年10月１日～同年11月１日 20万円

12277 男 昭和24年生 昭和49年10月１日～同年11月１日 ９万2,000円

12278 男 昭和28年生 昭和49年10月１日～同年11月１日 ８万円



                      

  

東京厚生年金 事案12279（事案7295の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことが認められることから、申立期間の標準報酬

月額に係る記録を53万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂

正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行したか否

かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和12年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成５年10月１日から６年４月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、平成４年５月から６年３月までの厚生年金保険の標準

報酬月額が引き下げられている旨を申し立てたところ、社会保険事務所（当時）によ

る、さかのぼった記録訂正があるとして、年金記録の訂正が必要である旨の通知が行

われた。しかし、申立期間の標準報酬月額は、当初の記録が 30 万円であることから

年金記録の訂正が必要である旨の通知は行われたが、申立期間以前の標準報酬月額で

ある 53 万円に見合う保険料と変わらない額が控除されていた。今回、申立期間のう

ち同年３月分の給与支払明細書が見つかり提出するので、再度調査して、正しい標準

報酬月額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、申立人のＡ社における標準報酬月額が、当初、平

成５年10月１日の定時決定において30万円と記録されており、同社が厚生年金保険の適

用事業所でなくなった日の後の６年11月24日付けで、８万円にさかのぼって減額訂正さ

れたとして、既に当委員会の決定に基づく22年３月10日付け当初記録されていた30万円

への記録訂正が必要である旨の通知が行われている。 

しかしながら、当初の決定後に、申立人から提出のあった平成６年３月分の給与支払

明細書において、申立人が主張する標準報酬月額（53万円）に基づく厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことが確認できる。 

また、申立期間のうち、給与支払明細書の提出の無い平成５年10月から６年２月まで



                      

  

の期間についても、申立期間の終期に当たる上記給与支払明細書において申立期間前と

同じ53万円の標準報酬月額に基づく保険料控除が確認できることから判断して、当該期

間についても同額の厚生年金保険料が控除されていたと考えるのが適当である。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間において、その主張する標準報酬

月額（53万円）に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められる。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについては、事

業主は既に死亡しており確認できず、このほか、これを確認できる関連資料及び周辺事

情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立て

どおりの標準報酬月額に係る届出を社会保険事務所に対し行ったか否かについては、こ

れを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、行ったとは認められない。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案12280 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社Ｂ支店に係る被保険者記録は、資格取得日が昭和50年４月１日、資格喪

失日が53年７月１日とされ、当該期間のうち同年６月29日から同年７月１日までの期間

は厚生年金保険法第75条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる被保険者期間と

ならない期間と記録されているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生

年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の同社Ｂ

支店における資格喪失日を同年７月１日とし、申立期間の標準報酬月額を20万円とする

ことが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和26年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和53年６月29日から同年７月１日まで 

Ａ社Ｂ支店に在籍していた期間のうち、申立期間が同社の手続誤りにより未加入と

なっている。既に同社から行政機関に対し訂正の届出が提出され、記録も訂正されて

いるとのことなので、厚生年金保険の給付額に反映するようにしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及びＡ社から提出された証明書等から判断すると、申立人が同社

に昭和50年４月１日から申立期間を含み現在まで継続して勤務し（昭和53年７月１日に

同社Ｂ支店から同社Ｃ支店に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ支店における昭和53年５

月の社会保険事務所（当時）の記録から、20万円とすることが妥当である。 

なお、申立期間に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は、

申立人の資格喪失日を誤って昭和53年６月29日と届け出たことを認めていることから、

その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年６月の保険料について納入の告知を行

っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保



                      

  

険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立人に係る申

立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案12287                        

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間②について、厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたと認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を昭和 58 年

４月 21日に訂正し、申立期間②に係る標準報酬月額を 30万円にすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人の申立期間②に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行し

ていたか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和26年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和48年10月１日から49年３月１日まで 

② 昭和58年４月21日から同年５月９日まで 

    Ｂ社又はＣ社に勤務していた申立期間①、Ｄ社又はＡ社に勤務していた申立期間②

について、厚生年金保険の加入記録が無い。各申立期間についてそれぞれの会社に継

続して勤務していたので、申立期間について厚生年金保険の被保険者であったことを

認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間②について、オンライン記録によると、申立人は昭和 58年４月 21日にＤ

社において厚生年金保険の被保険者資格を喪失し、同年５月９日にＡ社において被保

険者資格を取得していることが確認できるが、同年４月 21 日から同年５月９日まで

の期間に係る被保険者の記録が無い。 

これについて、Ａ社の元取締役は、「当社の直営店の開設に当たり申立人の営業力

が必要だったので、Ｄ社から当社の直営店の店長として申立人に異動してもらったが、

申立期間②において、申立人は休み無く勤務していた。」と述べており、また、Ａ社

の元管理部長は、「申立人の異動はグループ会社間であるため、申立期間②は当社の

給与から厚生年金保険料が控除されていたと思う。」と述べている。 

さらに、申立期間②当時にＤ社及びＡ社の社会保険事務を担当していた経営労務事

務所は、「被保険者の資格得喪手続は当事務所で行っていたが、申立人のようにグル

ープ会社間の異動により被保険者期間に空白があることは考えられず、何かの手違い

があったと思う。」と述べている。 



                      

  

これらの事実、これまでに収集した関連資料及び周辺事情を総合的に判断すると、

申立人は、申立期間②に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

と認められる。 

加えて、申立人の申立期間②に係る標準報酬月額については、申立人のＡ社におけ

る昭和 58 年５月の社会保険事務所（当時）の記録から、30 万円とすることが妥当で

ある。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについては、

申立期間②当時の両社の代表者から回答が無く、また、Ａ社の元取締役は、「申立期

間②当時の両社の代表者は、人事関係資料を持っていない。」と述べており、これを

確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得な

い。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立

てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に対して行ったか否か

については、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、行ったとは認

められない。 

２ 一方、申立期間①について、Ｂ社の元経理担当者は、「当社は衣料品販売と飲食を

事業としていたが、昭和 48年 11月ごろに二事業を分離し、衣料品販売担当の社員は

Ｃ社に、飲食担当の社員は当社の代表者が新たに立ち上げた同名の別会社にそれぞれ

異動することになった。ただし、分離後の受け皿となる会社は両社共に 49 年３月に

厚生年金保険の適用事業所となっているため、それまでは準備期間だったと思うが、

この間の事業は継続しており、社員も変わりなく勤務していた。」と述べている。 

また、オンライン記録から、Ｂ社からＣ社に異動履歴がある住所の判明した９人に

文書照会を行ったところ、７人から回答があり、このうち二人は、「申立人は、申立

期間①において、同じ販売店で販売員として継続して勤務していた。」と回答してい

る。 

しかしながら、Ｂ社の元経理担当者は、「私自身は、当社の代表者が新たに立ち上

げた同名の別会社に異動したが、厚生年金保険の加入記録は昭和 48年 11月１日から

49 年３月 18 日まで空白となっている。この間、私は継続して経理業務をしていたが、

国民健康保険に入っていたので、厚生年金保険の空白期間について事前に会社から聞

いていたと思うし、他の社員も同様に聞いていたと思う。この間の給与から厚生年金

保険料が控除されていたとは考えられず、もし控除されていたら当然気付いて会社側

に申し出ていたはずである。」と述べている。このことは、同社に係る事業所別被保

険者名簿により、同社の代表者が新たに立ち上げた同名の別会社において厚生年金保

険の被保険者資格を再取得している 15 人全員について、Ｂ社における資格喪失の際

に、健康保険被保険者証を返納している記録が同名簿から確認できることからも裏付

けられる。 

加えて、Ｂ社に係る事業所別被保険者名簿により、同社の厚生年金保険の被保険者

資格を喪失後に、Ｃ社において資格を再取得している申立人を含む 15 人全員がＢ社



                      

  

における資格喪失の際に健康保険被保険者証を返納している記録が同名簿から確認で

きる。 

さらに、Ｃ社の代表者は、「当社は、Ｂ社とは別会社である。」とし、申立人を含

む 15 人について、「申立期間①における給与は当社から支払っていたかもしれない

が、保険料は給与から控除していなかったと思う。」と述べている。また、Ｂ社及び

Ｃ社の代表者は、「申立期間①当時の人事関係資料は無い。」と回答している。 

なお、前述のＢ社からＣ社に異動した申立人を除く 14 人中、住所が判明した元従

業員９人のうち、７人は、「申立期間①に給与がどちらの会社から支払われていたか、

また、健康保険証のやり取りについて、はっきり覚えていない。」と回答しており、

また、そのうちの４人は、申立期間①に会社がＢ社からＣ社に変わることについて、

「説明を受けた。」又は「知っていた。」と述べている。 

このほか、申立人の申立期間①における厚生年金保険料の控除について、これを確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人は申

立期間①において、厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認める

ことはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12299 

  

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められることから、Ａ社（現在は、Ｂ社）における申立人の被保険者記録のうち、申

立期間に係る資格喪失日（昭和 20 年４月１日）及び資格取得日（21 年８月 15 日）を

取り消し、申立期間の標準報酬月額を、昭和 20年４月から 21年３月までは 130円、同

年４月から同年７月までは510円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正７年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和20年４月１日から21年８月15日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立

期間中、本社からＣ事業所に異動はあったが、同社には継続して勤務し、厚生年金

保険料が給与から控除されていたはずなので、申立期間について厚生年金保険の被

保険者期間として認めてほしい。 

（注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を求めて行っ

たものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、オンライン記録によると、Ａ社において、昭和 19年 10月１日に厚生年金

保険被保険者資格を取得し、20年４月１日に資格を喪失後、21年８月 15日に同社にお

いて再度資格を取得しており、20 年４月１日から 21 年８月 15 日までの申立期間の被

保険者記録が無い。 

しかしながら、Ｂ社から提出のあった人事記録から、申立人が申立期間においてＡ社

に継続して勤務していたことが認められる。 

そして、Ｂ社の人事担当者は、「申立人が昭和 20 年４月１日に本社からＣ事業所に

異動の際、厚生年金保険被保険者資格を喪失した理由は、Ａ社Ｃ事業所が本社直属の組

織で、同事業所の厚生年金保険は本社一括適用であったにもかかわらず、通常の転勤処

理をしたものであり、申立期間も継続して給与を支払い、保険料も継続して控除してい



                      

  

たものと考えられる。」旨供述している。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人は、

申立期間において、厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認め

られる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における申立期間前後の社

会保険事務所（当時）の記録から、昭和 20年４月から 21年３月までは 130円、同年４

月から同年７月までは510円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、事業主は不明としているが、事業主から申立人に係る被保険者資格の喪失届や取

得届が提出されていないにもかかわらず、社会保険事務所がこれを記録することは考え

難いことから、事業主が社会保険事務所の記録どおりの資格の喪失及び取得の届出を行

っており、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 20年４月から 21年７月ま

での保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行った

ものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含

む。）、事業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められ

る。 



                      

  

東京厚生年金 事案12300 

 

第１ 委員会の結論 

申立期間①については、申立人は、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことが認められることから、申立人のＡ社における厚生年金保

険被保険者資格喪失日に係る記録を昭和 63 年４月１日に訂正し、当該期間の標準報酬

月額を22万円とすることが必要である。 

申立期間②については、申立人は、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことが認められることから、申立人のＢ社における厚生年金保険

被保険者資格取得日に係る記録を昭和 63 年４月１日に訂正し、当該期間の標準報酬月

額を24万円とすることが必要である。 

申立期間③については、申立人のＡ社における資格取得日は平成元年 10 月１日であ

ると認められることから、当該期間に係る厚生年金保険被保険者資格取得日に係る記録

を訂正することが必要である。 

申立期間④については、申立人は、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことが認められることから、申立人のＣ社における厚生年金保険

被保険者資格取得日に係る記録を平成２年２月 21 日に訂正し、当該期間の標準報酬月

額を30万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間①、②及び④の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和34年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和63年３月 31日から同年４月１日まで 

② 昭和63年４月１日から同年５月１日まで 

             ③ 平成元年 10月１日から同年 10月２日まで 

             ④ 平成２年２月 21日から同年３月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうちの申立期間①及び③、Ｂ社に勤務した期間のうちの申立

期間②、Ｃ社に勤務した期間のうちの申立期間④の厚生年金保険の加入記録が無い。

Ｄ社に入社後、同社のグループ会社であるＡ社、Ｂ社及びＣ社には継続して勤務して

おり、申立期間の厚生年金保険料の控除が確認できる給与明細書を提出するので、申

立期間①、②及び④について厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 



                      

  

また、申立期間③については、申立てが認められても、厚生年金保険の加入月数が

増加することは無く、年金支給額に変更が無いことは承知しているが、Ａ社に勤務し

ていたのは確かなので、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、申立人から提出のあった給与明細書及び雇用保険の加入記録

から、申立人は、Ａ社に継続して勤務し（同社からＢ社に異動）、当該期間に係る厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

そして、申立人のＡ社からＢ社への異動日については、グループ会社の本社であるＤ

社の総務・財務部担当者は、「厚生年金保険の届出及び給与計算は、すべて当社で実施

しており、グループ会社間の異動は、１日付け又は給与締切日の関係から 21 日付けで

実施していた。」旨供述していることから、昭和 63 年４月１日とすることが妥当であ

る。 

また、申立期間①の標準報酬月額については、申立人のＡ社の給与明細書において確

認できる保険料控除額から、22万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る申立期間①の厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は、申立人の資格喪失日に係る届出を社会保険事務所（当時）に対し誤

って提出し、当該期間の保険料を納付していないことを認めていることから、社会保険

事務所は、申立人に係る当該期間の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保

険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合

又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、当該期間に係る保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

申立期間②については、申立人から提出のあった給与明細書及び雇用保険の加入記録

から、申立人は、Ｂ社に継続して勤務し（Ａ社からＢ社に異動）、当該期間に係る厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

そして、申立人のＡ社からＢ社への異動日については、上記の総務・財務部担当者の

供述から、昭和63年４月１日とすることが妥当である。 

また、申立期間②の標準報酬月額については、申立人のＢ社の給与明細書において確

認できる保険料控除額から、24万円とすることが妥当である。 

一方、オンライン記録によると、Ｂ社は、昭和 63 年５月１日に厚生年金保険の適用

事業所となっており、申立期間②においては適用事業所としての記録は無いが、同社は

法人事業所であり、当時の厚生年金保険法に定める適用事業所の要件を満たしていたも

のと判断される。 

なお、申立人に係る申立期間②の厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は、保険料を納付したか否かについては不明としているが、当該期間に

おいて適用事業所でありながら、社会保険事務所に適用の届出を行っていなかったと認

められることから、当該期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められ

る。 



                      

  

申立期間③については、申立人から提出のあった給与明細書及び雇用保険の加入記録

から、申立人はＡ社に継続して勤務（Ｂ社からＡ社に異動）していたことが認められる。 

そして、申立人のＢ社からＡ社への異動日については、上記の総務・財務部担当者の

供述から、平成元年10月１日とすることが妥当である。 

これらを総合的に判断すると、申立期間③について、申立人のＡ社における厚生年金

保険被保険者の資格取得日を平成元年10月１日とすることが必要である。 

申立期間④については、申立人から提出のあった給与明細書及び雇用保険の加入記録

から、申立人は、Ｃ社に継続して勤務し（Ａ社からＣ社に異動）、当該期間に係る厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

そして、申立人のＡ社からＣ社への異動日については、上記の総務・財務部担当者の

供述から、平成２年２月21日とすることが妥当である。 

また、申立期間④の標準報酬月額については、申立人のＣ社の給与明細書において確

認できる保険料控除額から、30万円とすることが妥当である。 

一方、オンライン記録によると、Ｃ社は、平成２年３月１日に厚生年金保険の適用事

業所となっており、申立期間④においては適用事業所としての記録は無いが、同社は法

人事業所であり、当時の厚生年金保険法に定める適用事業所の要件を満たしていたもの

と判断される。 

なお、申立人に係る申立期間④の厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は、保険料を納付したか否かについては不明としているが、当該期間に

おいて適用事業所でありながら、社会保険事務所に適用の届出を行っていなかったと認

められることから、当該期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められ

る。 



                      

  

東京厚生年金 事案12301 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、平成５年３月１日から同年10月31日までの申立期間に係る標準報酬月額

（47万円）に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認め

られることから、同年３月から同年９月までの標準報酬月額を47万円に訂正することが

必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該期間の上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

また、申立人は、平成５年 10 月 31 日から同年 12 月１日までの申立期間に係る厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められることから、申立人

のＡ社における資格喪失日に係る記録を同年 12 月１日に訂正し、当該期間の標準報酬

月額を47万円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和24年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成５年３月１日から同年10月31日まで 

② 平成５年10月31日から同年12月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間①の厚生年金保険の標準報酬月額が実際

に給与から控除されていた保険料に見合う標準報酬月額と相違している。また、同

社には平成５年３月１日から同年11月30日まで継続して勤務していたのに申立期

間②について厚生年金保険の加入記録が無い。同社では、総支配人であったが、厚

生年金保険関係事務には関与しておらず、また、申立期間の厚生年金保険料の控除

が確認できる給与明細書を提出するので、申立期間①については標準報酬月額を正

しい記録に訂正し、申立期間②については厚生年金保険の被保険者期間として認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、申立人の平成５年３月から同年９月までの標準報酬月額は、



                      

  

オンライン記録において、15 万円と記録されているが、申立人から提出のあった申立

期間の一部期間の給与明細書（同年３月、同年９月及び同年 11 月）において、同年３

月は 47 万円の標準報酬月額に基づいた保険料が控除され、同年３月における報酬月額

に見合う標準報酬月額は 47万円であることが確認でき、また、同年９月は 47万円の標

準報酬月額に基づいた保険料が控除され、同年９月における報酬月額に見合う標準報酬

月額は50万円であることが確認できる。 

そして、Ａ社の元従業員は、「申立人は、当社の在籍中において職務の変更は無かっ

た。当社は、職務に大幅な変更が無い場合、給与支給額も保険料控除額も変更は無

い。」旨供述している上、当該元従業員から提出のあった自身の給与明細書（平成５年

４月、同年５月及び同年７月から同年 12 月）の給与支給額及び保険料控除額は当該期

間を通じて同額であることが確認できる。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人は、

申立期間①において同額の厚生年金保険料を控除されていたことが認められる。 

また、申立人は、申立期間①の給与支給額（報酬月額）は 50 万円前後であり、標準

報酬月額が給与支給額と相違していると申し立てているが、厚生年金保険の保険給付及

び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」という。）に基づき標準報酬額

月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主

が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標

準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認

定することになる。 

したがって、申立期間①の標準報酬月額については、申立人のＡ社の給与明細書にお

いて確認できる保険料控除額から、47万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、Ａ社は既に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、当時の事

業主及び厚生年金保険担当者からは回答が得られず、不明であり､このほかに確認でき

る関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立て

どおりの標準報酬月額に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して行ったか否かにつ

いては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、行ったとは認められ

ない。 

申立期間②については、申立人から提出のあった給与明細書及びＡ社の元従業員の供

述から、申立人は、平成５年 11月 30日まで同社に継続して勤務し、当該期間に係る厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

そして、申立人から提出のあった平成５年 11 月の給与明細書において、47 万円の標

準報酬月額に基づいた保険料が控除され、報酬月額に見合う標準報酬月額は 53 万円で

あることが確認できる。 

また、特例法に基づき標準報酬額月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及

び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立



                      

  

人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準

報酬月額のいずれか低い方の額を認定することになる。 

したがって、申立期間②の標準報酬月額については、申立人のＡ社の給与明細書にお

いて確認できる保険料控除額から、47 万円とすることが妥当である。ただし、平成５

年 10 月については、給与明細書が無いため、その前後の期間の標準報酬月額である 47

万円に応じた厚生年金保険料が控除されていたと考えるのが自然である。 

なお、事業主が申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、Ａ社は既に厚生年金保険の適用事業所でなくなっており、当時の事業

主及び厚生年金保険担当者からは回答が得られず、不明であり、このほかに確認できる

関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立て

どおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所に対して行ったか否かにつ

いては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、行ったとは認められ

ない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12306 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社における資格喪失日は、平成６年５月６日であると認められることから、

厚生年金保険被保険者資格の喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

なお、平成５年５月から６年４月までの標準報酬月額については、41 万円に訂正す

ることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和32年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成５年５月31日から６年９月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い。申立期間も厚生年金保険

の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録により、申立人は、申立期間のうち平成５年５月 31 日から６年

７月31日までの期間にＡ社に継続して勤務していたことが確認できる。 

しかし、オンライン記録によると、申立人のＡ社における被保険者資格喪失日は、同

社が厚生年金保険の適用事業所ではなくなった日（平成５年５月 31 日）の後の６年５

月６日付けで、さかのぼって５年５月 31日と記録されている上、同年 10月の標準報酬

月額の定時決定が取り消されていることが確認できる。 

また、上述のとおり、Ａ社は平成５年５月 31 日に厚生年金保険の適用事業所ではな

くなっているが、同日に資格を喪失している者の中には、同日以降の異なる日付で資格

を喪失した旨の記録を、６年５月９日付けで訂正されている者が複数存在している上、

５年５月 31 日以降の日付で資格を取得した旨の記録を６年５月６日付けで取り消され

ている者も複数確認できる。 

なお、Ａ社の商業登記簿謄本では、申立人に係る上記処理を行った平成６年５月６日

に同社は法人であることが確認できることから厚生年金保険法の適用事業所の要件を満

たしていたものと認められる。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立人について、平成５年５月 31 日に厚生年

金保険の資格を喪失した旨の処理を行う合理的な理由は無く、当該処理に係る記録は有

効なものとは認められず、申立人のＡ社における資格喪失日は、当該訂正処理が行われ

た６年５月６日とすることが必要である。 

また、平成５年５月から６年４月までの標準報酬月額については、当該訂正処理前の



                      

  

オンライン記録から、41万円に訂正することが必要である。 

一方、申立期間のうち平成６年５月６日から同年９月１日までの期間については、申

立人は、給与明細書等を保有していない上、当該期間に給与の支払及び厚生年金保険料

の控除があったか否かについての記憶が明確ではない。 

また、複数の同僚、従業員及びＡ社に係る給与事務等を担当していた同社の関連会社

の従業員は、Ａ社が閉鎖となった平成６年５月以降は給与の支払及び厚生年金保険料の

控除は無かった旨供述している。 

このほか、申立人の当該期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12308 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められることから、申立人のＡ社Ｂ支店における資格喪失日に係る記録を昭和 56 年

７月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を30万円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和25年生 

住    所 ：  

  

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和56年６月１日から同年７月１日まで 

Ａ社で勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間

に支店から本社に異動はあったが、同社に継続して勤務していたので、厚生年金保険

の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及びＡ社発行の在籍証明書から、申立人が同社に継続して勤務し

（昭和 56 年７月１日に同社Ｂ支店から同社本社に異動）、申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ支店における昭和 56 年

５月の社会保険事務所（当時）の記録から、30万円とすることが妥当である。 

なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、事業主は不明としており、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことか

ら、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立て

どおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所に行ったか否かについては、

これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、行ったとは認められない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12309 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ支店における資格取得日に係る

記録を昭和 22年７月 22日に、資格喪失日に係る記録を 23年３月 13日に訂正し、申立

期間の標準報酬月額を400円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正15年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和22年７月22日から23年３月13日まで 

Ａ社に勤務した申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。辞令書、通知書及び実

務競技会の賞状を提出するので、申立期間を厚生年金保険の被保険者として認めてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出のあった辞令書及びＢ社から提出のあった女子職員退職者調書により、

申立人が申立期間にＡ社に勤務していたことが認められる。 

また、Ｂ社は、「当社では正社員であれば入社時から厚生年金保険料を含む社会保険

料を控除しており、申立人の身分は正社員であった。また、当時試用期間は無かっ

た。」と供述している。 

さらに、上記女子職員退職者調書に氏名がある複数の従業員のオンライン記録を確認

したところ、ほぼ全員が配属先の支店において加入記録があることが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間においてＡ社に勤務し、申立期間

に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人から提出された上記通知書におい

て確認できる報酬額から、400円とすることが妥当である。 

なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、事業主は不明としているが、仮に、事業主から申立人に係る被保険者資格の取得

届が提出された場合には、その後、被保険者資格の喪失届も提出する機会があったこと



                      

  

となるが、いずれの機会においても社会保険事務所（当時）が当該届出を記録しておら

ず、これは通常の事務処理では考え難いことから、事業主から当該社会保険事務所へ資

格の得喪に係る届出は行われておらず、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭

和 22年７月から 23年２月までの保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、

申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案12310 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 40年８月１日から 41年５月１日までの期間に係る

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められることから、申

立人のＡ保育園（現在は、Ｂ保育園）における資格取得日に係る記録を 40 年８月１日

に訂正し、当該期間の標準報酬月額を同年８月から 41 年３月までは１万 6,000 円、同

年４月は２万8,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和12年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和40年４月１日から41年５月１日まで 

Ａ保育園に勤務した申立期間の厚生年金保険の加入記録が無いので、申立期間を厚

生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ保育園から提出された給与台帳により、申立人は申立期間のうち、昭和 40 年８月

１日から 41 年５月１日までの期間について、厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことが認められる。 

また、当該期間の標準報酬月額については、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納

付の特例等に関する法律に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の

訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及

び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることから、これら

の標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立人の標準報酬月額については、上記給与台帳において確認できる保

険料控除額から、昭和 40 年８月から 41 年３月までは１万 6,000 円、同年４月は２万

8,000円とすることが妥当である。 

一方、オンライン記録によると、Ａ保育園は、昭和 41 年５月１日に厚生年金保険の

適用事業所となっていることから、申立期間は、適用事業所になっていない。しかし、

同保育園は、上記給与台帳によると７人に給与支払の記録が確認できることから、申立



                      

  

期間当時において、当時の厚生年金保険法に定める適用事業所の要件を満たしていたも

のと判断される。 

なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、昭和 40年８月から 41年４月までの期間においてＡ保育園は適用事業所の要件を

満たしていながら、社会保険事務所（当時）に適用の届出を行っていなかったと認めら

れることから、申立人の当該期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認め

られる。 

一方、申立期間のうち、昭和 40 年４月１日から同年８月１日までの期間について、

Ａ保育園の労働者名簿により、申立人が同年４月１日から勤務していたことは認められ

る。 

しかし、上記給与台帳によると、申立人について、昭和 40 年４月から同年７月まで

の厚生年金保険料が控除されていないことが確認できる。 

このほか、申立人の当該期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚生

年金保険被保険者として、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことを認めることはできない。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案12311 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 55年２月１日から同年７月 21日までの期間につい

て、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことが認められることから、当該期間の標準報酬月額に係る記録を 22 万円に

訂正することが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該期間の上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

また、申立人は、申立期間のうち、昭和 55 年７月 21 日から 57 年７月１日までの期

間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められること

から、Ａ社（現在は、Ｂ社）における申立人の被保険者記録のうち、申立期間に係る資

格喪失日（昭和 55 年７月 21 日）及び資格取得日（昭和 57 年７月１日）を取り消し、

当該期間の標準報酬月額を、昭和 55 年７月から同年９月までは 28 万円、同年 10 月か

ら57年６月までは26万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和８年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和55年２月１日から57年７月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、一部期間の厚生年金保険の加入記録が無く、また、加

入記録がある期間のうち、一部期間の標準報酬月額について、給与の支給額より低く

なっている。申立期間の一部の支払明細書を提出するので、正しい記録に訂正してほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間のうち昭和 55 年２月から同年６月までの期間については、申立人から提出さ

れた同年２月分の支払明細書により、申立人は、その主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき標準報



                      

  

酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主

が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準

報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定す

ることとなる。 

したがって、当該期間のうち昭和 55 年２月の標準報酬月額については、支払明細書の

報酬額から、22万円とすることが妥当である。 

また、申立期間のうち昭和 55 年３月から同年６月までの期間については、申立人は支

払明細書を所持していないが、当該期間前後の保険料控除額から判断して、当該期間につ

いても同額の保険料を控除されていたと推認される。 

したがって、申立人の当該期間の標準報酬月額は、上記支払明細書の報酬額から、22

万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は、当時

の資料等が保管されていないことから不明としており、このほかに確認できる関連資料及

び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府が当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が支払明細

書において確認できる厚生年金保険料控除額に見合う報酬月額に係る届出を社会保険事務

所（当時）に行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いこ

とから、行ったとは認められない。 

２ 申立期間のうち昭和 55 年７月 21日から 57年７月１日までの期間について、申立人は、

55 年９月分及び同年 11 月分の支払明細書を提出し、当該期間も被保険者期間であること

を申し立てているところ、申立人がＡ社において一緒に勤務していたと記憶している同僚

及び同社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿により、当該期間当時に厚生年金保険

に加入していることが確認できる複数の従業員は、申立人は当該期間も同社に継続して勤

務し、業務内容及び勤務形態に変更は無かった旨供述している。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことが認められる。 

また、当該期間の標準報酬月額は、支払明細書の保険料控除額から、昭和 55 年７月か

ら同年９月までは28万円、同年10月から57年６月までは26万円とすることが妥当であ

る。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主から、申

立人に係る被保険者資格の喪失届や取得届が提出されていないにもかかわらず、社会保険

事務所がこれを記録することは考え難いことから、事業主が、社会保険事務所の記録どお

りの資格の喪失及び取得の届出を行っており、その結果、社会保険事務所は、申立人に係

る昭和55年７月から57年６月までの保険料について納入の告知を行っておらず、（社会

保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合

又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、当該期間に係る保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案12312 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められることから、申立人のＡ法人における資格取得日に係る記録を平成８年 12

月21日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を17万円とすることが必要である。 

また、申立人は申立期間②の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ことが認められることから、申立人のＡ法人における資格喪失日に係る記録を平成 10

年４月１日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を18万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間①及び②の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ：  昭和43年生 

住    所 ：  

              

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ：  ① 平成８年12月21日から９年１月１日まで 

② 平成10年３月28日から同年４月１日まで 

Ａ法人に勤務していた期間の給与明細書では、平成９年１月から 10 年４月まで 16

回分厚生年金保険料が控除されているが、ねんきん定期便によると被保険者月数は

14 か月となっているので、申立期間を厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、申立人から提出された給与明細書及び事業所の回答から、申立

人はＡ法人に平成８年 12月 21日から継続して勤務し、当該期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

なお、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき標準

報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事

業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づ

く標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額

を認定することになる。 

したがって、申立期間①の標準報酬月額については、申立人が提出した給与明細書に

おける報酬額から、17万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい



                      

  

て、事業主は、届出誤りにより厚生年金保険料を納付していないことを認めていること

から、これを履行していないと認められる。 

次に、申立期間②について、申立人から提出された給与明細書及び事業所の回答から、

申立人はＡ法人に平成 10年３月 31日まで継続して勤務し、当該期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間②の標準報酬月額については、申立人が提出した給与明細書における

報酬額から、18万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

て、事業主は、届出誤りにより厚生年金保険料を納付していないことを認めていること

から、これを履行していないと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案12317 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ学園に係る厚生年金保険被保険者記録のうち、申立期間は厚生年金保険法

第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とならない記録と

されているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付

及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」という。）に基づき、申立人

の同学園における資格取得日を平成３年７月１日とし、申立期間の標準報酬月額を 20

万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和38年生 

住    所 ：  

              

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成３年７月１日から同年８月１日まで 

Ａ学園における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加

入期間が無いことが分かった。同学園は、年金事務所に訂正の届出を行ったが、厚生

年金保険料は時効により納付できず、申立期間は年金額の計算の基礎とならない期間

とされているので、給付されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ学園から提出された辞令交付台帳、労働者名簿及び給料台帳により、申立人が同学

園に平成３年７月１日から継続して勤務し、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことが認められる。 

また、標準報酬月額については、特例法に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、こ

れに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認め

られる保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内である

ことから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立期間に係る標準報酬月額については、給与台帳において確認できる

保険料控除額から、20万円とすることが妥当である。  

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業



                      

  

主は、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後の平成 22年５月 18日に申立

期間に係る健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届を誤って届け出たことを認めて取

得時訂正届を提出していることから、社会保険事務所（当時）は、申立人に係る３年７

月の保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案12318 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社における資格喪失日は、平成 15 年２月１日であると認められることか

ら、申立人の同社における資格喪失日に係る記録を同日に訂正することが必要である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については62万円とすることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ：  昭和28年生 

住    所 ：  

              

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ：  平成14年10月21日から15年２月１日まで 

Ａ社で勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社は、

健康保険資格喪失日を平成 15 年２月１日と証明しているので、申立期間も厚生年金

保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人のＡ社に係る雇用保険の加入記録は、平成14年１月 21日から 15年１月 31日

までと記録され、申立期間の勤務が確認できる。 

また、申立人から提出されたＡ社発行の退職証明書及び健康保険資格喪失証明書には、

申立人の退職日は平成 15年１月 31日、健康保険資格喪失日は同年２月１日と記載され

ている。 

さらに、オンライン記録では、申立人の資格喪失日に係る記録は、Ａ社が厚生年金保

険の適用事業所でなくなった平成 15 年４月 29 日より後の同年５月 27 日付けで、さか

のぼって14年10月21日と記録されたことが確認できる。 

加えて、申立人と同時期にＡ社に勤務していた複数の従業員についても、平成 15 年

５月27日付けで、さかのぼって資格喪失日の記録処理が行われている。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所（当時）において、申立人の資格喪失

に係る処理をさかのぼって行う合理的な理由は無く、当該処理に係る記録は有効なもの

とは認められず、申立人のＡ社における資格喪失日を、同社が証明した健康保険資格喪

失日の記録から、平成15年２月１日に訂正することが必要である。 

また、申立期間に係る標準報酬月額については、Ａ社における平成 14 年９月のオン

ライン記録から、62万円とすることが必要である。 



                      

  

東京厚生年金 事案12320                    

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とが認められることから、Ａ社Ｂ支店（後にＣ支店に名称変更）における申立人の被保

険者記録のうち、申立期間に係る資格喪失日（昭和 39 年７月 22 日）及び資格取得日

（昭和 40 年 10 月１日）を取り消し、申立期間の標準報酬月額を昭和 39 年７月から同

年９月までは１万 6,000円、同年 10月から 40年９月までは２万 8,000円とすることが

必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和17年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和39年７月22日から40年10月１日まで 

    Ａ社Ｂ支店Ｄ営業所に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記

録が無い。同社には継続して勤務していたので、申立期間を厚生年金保険の被保険者

期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、Ａ社Ｂ支店に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、昭和 39

年５月６日に資格を取得し、同年７月 22 日に資格を喪失した後、40 年 10 月１日に同

社同支店において再度資格を取得しており、39年７月 22日から 40年 10月１日までの

申立期間の被保険者記録が無いことが確認できる。 

しかしながら、申立人は、申立期間当時、Ａ社Ｂ支店Ｄ営業所の独身寮に居住してい

たとして、住所が当該独身寮の申立人あての昭和40年及び 41年の年賀状を所持してい

る。 

   また、申立人の上司であったＡ社Ｂ支店Ｄ営業所長は、同営業所の従業員で、一度退

職して再度入社した者の記憶は無く、申立人は、同営業所では、勤務形態に変更が無く、

継続して事務職の従業員として勤務していた旨を供述しているとともに、同営業所の元

従業員も、自身が同社を退職した昭和 39年８月 14日において、申立人が事務職の従業

員として同営業所で勤務していたと供述している。 



                      

  

   さらに、Ａ社Ｂ支店に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立期間を

含めた前後の期間に、申立人以外に、一度被保険者資格を喪失し、再度被保険者資格を

取得した従業員は見当たらない。       

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人は、

申立期間においても継続して、Ａ社Ｂ支店Ｄ営業所に勤務し、申立期間に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたものと認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、Ａ社Ｂ支店における昭和 39 年６月及び

同年 10 月の定時決定に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿の記録から、39 年７月

から同年９月までは１万 6,000円、同年 10月から 40年９月までは２万 8,000円とする

ことが妥当である。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は当時

の資料は残っておらず不明としているが、事業主から申立人に係る被保険者資格の喪失

届や取得届が提出されていないにもかかわらず、社会保険事務所（当時）がこれを記録

することは考え難いことから、事業主が社会保険事務所の記録どおりの資格の喪失及び

取得の届出を行っており、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 39 年７月

から 40 年９月までの保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納

入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を

還付した場合を含む。）事業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行してい

ないと認められる。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案12321                      

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における資格喪失日に係る記

録を、昭和 61年１月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 24万円とすることが必

要である。 

なお、事業主が、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行した

か否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和25年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和60年12月26日から61年１月１日まで 

    Ａ社で勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立

期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の記録及び申立人から提出された給与明細書から、申立人は申立期間もＡ社

に継続して勤務し、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 60年 11月の

社会保険事務所（当時）の記録及び同年 12 月分の給与明細書における保険料控除額か

ら、24万円とすることが妥当である。 

  なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、Ｂ社

では、申立期間当時のＡ社の事情を知る者は無く、資料も無いことから、不明として

おり、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断

せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立て

どおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所に対して行ったか否かにつ

いては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、行ったとは認められ

ない。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案12329 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間②に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所（当時）に届け

出た標準報酬月額であったことが認められることから、平成２年６月から同年９月まで

の期間を 47万円に、同年 10月から３年９月までの期間を 50万円に、同年 10月から４

年２月までの期間を53万円に訂正することが必要である。 

また、申立人の申立期間④に係るＡ社における資格喪失日は、平成５年４月１日であ

ると認められることから、厚生年金保険被保険者資格の喪失日に係る記録を訂正するこ

とが必要である。なお、当該期間の標準報酬月額は、９万 8,000円とすることが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和19年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和58年３月21日から59年５月18日まで 

② 平成２年６月１日から４年３月１日まで 

③ 平成４年３月１日から同年９月30日まで 

④ 平成４年９月30日から５年４月１日まで 

Ｂ社に勤務した申立期間①及び親会社であるＡ社に勤務した申立期間④の加入記録

が無い。いずれの期間も間違いなく勤務していたので、厚生年金保険の被保険者とし

て認めてほしい。 

また、Ｃ社に勤務した期間のうち申立期間②及びＡ社に勤務した申立期間③の標準

報酬月額が支給されていた給与よりも低い金額となっているので正しい記録に訂正し

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 雇用保険の加入記録により、申立人が申立期間②にＣ社に勤務していたことが確認

できる。 

一方、オンライン記録によると、Ｃ社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった平

成４年３月１日の後の同年３月 26 日付けで、申立人の当該期間に係る標準報酬月額

については、２年 10 月の定時決定時の標準報酬月額 50 万円及び３年 10 月の定時決

定時の標準報酬月額 53 万円が取り消され、９万 8,000 円にさかのぼって減額訂正さ

れていることが確認できる。 

また、申立人と同様に、平成４年３月 26 日付けで、標準報酬月額をさかのぼって



                      

  

記録訂正された者が複数名確認できる。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、上記の標準報酬月額に係

る処理をさかのぼって行う合理的な理由は無く、当該処理に係る記録が有効なものと

は認められないことから、当該期間に係る標準報酬月額については、事業主が当初社

会保険事務所に届け出た記録から、平成２年６月から同年９月までの期間を 47 万円

に、同年 10 月から３年９月までの期間を 50 万円に、同年 10 月から４年２月までの

期間を53万円に訂正することが必要である。 

２ 申立期間④について、雇用保険の加入記録では、申立人はＡ社のグループ会社であ

るＣ社で加入記録があることが確認できる。 

一方、オンライン記録によると、申立人のＢ社における厚生年金保険被保険者資格

の喪失日は、同社が適用事業所でなくなった平成６年３月７日付けで、４年９月 30

日にさかのぼって処理が行われ、加えて、同社において、申立人と同様の処理が 11

人の従業員についても確認できる。 

また、Ａ社の事業主は、社会保険料を滞納していたため、遡及
そきゅう

訂正処理を行ったと

している。これらの事情を総合的に判断すると、社会保険事務所において、申立人の

資格喪失に係る処理をさかのぼって行う合理的な理由は無く、当該処理に係る記録は

有効なものとは認められず、申立人のＡ社における資格喪失日は、雇用保険の離職日

の翌日である平成５年４月１日に訂正することが必要である。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における当該訂正処理前

の当該立期間のオンライン記録から、９万8,000円とすることが必要である。 

３ 申立期間①について、Ｂ社に係る商業登記簿謄本により、申立人が取締役として同

社に勤務していたことは確認できる。 

しかし、オンライン記録によると、Ｂ社が厚生年金保険の適用事業所となったのは

昭和 59年５月 18日と記録されており、当該期間は適用事業所となっていないことが

確認できる。 

また、申立人がＢ社の事業主であった昭和 55 年４月 18 日から同年９月 29 日まで

の期間に、申立人が厚生年金保険の適用事業所の手続をした記憶は無く、同社が厚生

年金保険の適用事業所となった当時の事業主からは、回答が得られず、同社における

厚生年金保険の適用手続の経緯について確認できない。 

さらに、Ｂ社が厚生年金保険の適用事業所となった日に被保険者資格を取得した従

業員に、当該日より前に同社において勤務した期間の厚生年金保険料の控除について

確認できる資料について照会したものの、当該資料は得られなかった。 

このほか、申立人の申立期間①における厚生年金保険料の事業主による給与からの

控除について、これを確認できる関連資料は無く、周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が

厚生年金保険の被保険者として、申立期間①に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことを認めることはできない。 

４ 申立期間③について、オンライン記録では、申立人は、Ａ社で平成４年３月１日に



                      

  

厚生年金保険の被保険者資格を再取得しているが、取得時の標準報酬月額は、９万

8,000 円となっており、同年 10 月の定時決定も９万 8,000 円となっていることが確

認でき、遡及
そきゅう

訂正された記録は無く、事業主が報酬月額を９万 8,000円として社会保

険事務所に届け出たものと認められる。 

 また、オンライン記録によれば、Ａ社は、平成６年３月７日に厚生年金保険の適用

事業所でなくなっていることから、申立人の申立期間③における厚生年金保険料の控

除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

このほか、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の事業主による

給与からの控除について、これを確認できる関連資料は無く、周辺事情も見当たらな

い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が

申立期間③について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

 

 



                      

  

東京厚生年金 事案12330 

 

第１ 委員会の結論 

 申立期間のうち、平成４年６月 30 日から同年 10 月 28 日までの期間については、申

立人の資格喪失日は同年 10月 28日であると認められることから、申立人のＡ社におけ

る当該期間の厚生年金保険被保険者資格の喪失日に係る記録を訂正しすることが必要で

ある。 

なお、当該期間における標準報酬月額については、16 万円とすることが必要である。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和47年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成４年６月30日から同年12月１日まで 

厚生年金保険の記録によれば、申立期間における加入記録が無い。Ａ社には平成４

年４月１日から同年 11 月末日まで勤務していたので申立期間において被保険者であ

ったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録から、申立人がＡ社に平成４年４月１日から同年 11 月 30 日まで継

続して勤務していたことが認められる。 

一方、オンライン記録では、Ａ社は、平成４年７月 31 日に適用事業所でなくなって

いるが、当該処理は同年 10月 28日に行われている。また、同日に申立人の厚生年金保

険の資格を同年６月 30日にさかのぼって喪失させ、同年 10月の定時決定の記録を取り

消す処理を行っているが、商業登記簿謄本により、Ａ社は、同年７月 31 日において法

人格を有することが認められることから、上記の適用事業所でなくなったとする処理を

行う理由は見当たらない。 

これらを総合的に判断すると、申立人について、平成４年６月 30 日に資格を喪失し

た旨の処理を行う合理的な理由は無く、当該喪失処理に係る記録は有効なものとは認め

られず、申立人の資格喪失日は、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなった

処理をした日である同年10月28日であると認められる。 

なお、申立人の平成４年６月から同年９月までの期間に係る標準報酬月額は、申立

人に係るＡ社における当該喪失処理前の記録から、16万円とすることが必要である。 

また、申立期間のうち、平成４年 10 月 28 日から同年 12 月１日までの期間は、申立



                      

  

人のＡ社における雇用保険の記録から、同社において継続して勤務していたことが確認

できる。 

一方、申立人が提出したＡ社からの給与振込に申立人が使用していた銀行口座の写し

から、平成４年 12月 15日までの給与の振込は確認できるものの、給与からの厚生年金

保険料の控除を確認することができない。 

このほか、申立人の当該期間における厚生年金保険料の事業主による給与からの控除

について、これを確認できる関連資料は無く、周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険被保険者として当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことを認めることはできない。 

 

 



                      

  

東京厚生年金 事案12331 

 

第１ 委員会の結論 

 申立期間のうち平成４年７月 31 日から同年 10 月 28 日までの期間については、申立

人の資格喪失日は同年 10月 28日であると認められることから、申立人のＡ社における

当該期間の厚生年金保険被保険者資格の喪失日に係る記録を訂正し、当該期間における

標準報酬月額については、26万円とすることが必要である。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和44年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成４年７月１日から同年12月１日まで 

厚生年金保険の記録によれば、申立期間における加入記録が無い。Ａ社には平成４

年６月１日から同年 11月末日まで勤務していた。平成４年４月分から同年 12月分の

給与明細書を提出するので、申立期間において被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録から、申立人がＡ社に平成４年６月１日から同年 11 月 30 日まで継

続して勤務していたことが認められる。 

一方、オンライン記録では、Ａ社は、平成４年７月 31 日に適用事業所でなくなって

いるが、当該処理は同年 10月 28日に行われている。また、同日に申立人の厚生年金保

険の資格を同年７月 31日にさかのぼって喪失させ、同年 10月の定時決定の記録を取り

消す処理を行っているが、商業登記簿謄本により、同社は、同年７月 31 日において法

人格を有することが認められることから、上記の適用事業所でなくなったとする処理を

行う理由は見当たらない。 

これらを総合的に判断すると、申立人について、平成４年７月 31 日に資格を喪失し

た旨の処理を行う合理的な理由は無く、当該喪失処理に係る記録は有効なものとは認め

られず、申立人の資格喪失日は、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなった

処理をした日である同年10月28日であると認められる。 

なお、申立人の平成４年７月から同年９月までの期間に係る標準報酬月額は、申立

人に係るＡ社における当該喪失処理前の記録から、26万円とすることが必要である。 

また、申立期間のうち、平成４年 10 月 28 日から同年 12 月１日までの期間は、申立

人のＡ社における雇用保険の記録から、同社において継続して勤務していたことが確認



                      

  

できるが、申立人が提出した平成４年 10月分から同年 12月分の給与明細書により、当

該期間の申立人の給与からは厚生年金保険料が控除されていないことが確認できること

から、厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはでき

ない。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案12332 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所（当時）に届け出

た標準報酬月額であったことが認められることから、平成７年６月から８年８月までの

期間に係る標準報酬月額を59万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和25年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成７年６月１日から８年９月１日まで 

    Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の標準報酬月額が実際に給与から控除されて

いた保険料に見合う標準報酬月額と相違していることが分かった。同社では、継続し

て勤務しており、厚生年金保険の届出手続については、部署が違うことからまったく

かかわりは無かったので、申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人の申立期間の標準報酬月額は、当初、平成７年６月

から同年 12 月までは 59 万円と記録されていたところ、８年１月 12 日付けで、申立人

を含む６人の標準報酬月額の記録がさかのぼって減額訂正されており、申立人の標準報

酬月額は、７年６月から同年 12月までの期間は 20万円にさかのぼって減額訂正され、

次の随時改定が行われた８年９月１日まで、同額で継続していることが確認できる。 

また、Ａ社の元事業主は、当時、会社経営が不振で資金繰りに苦労しており、厚生年

金保険料の滞納があり、また、社会保険手続は、事業主として全面的に関与していたと

回答している。 

さらに、申立人から提出された平成７年分給与所得の源泉徴収票から、同年６月から

同年 12月までの標準報酬月額 59万円に相当する厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことが推認できるとともに、報酬月額についても、訂正前の標準報酬

月額に見合う額であったことが確認できる。    

これらの事情を総合的に判断すると、平成８年１月 12 日付けで行われた遡及
そきゅう

訂正処

理は事実に即したものとは考え難く、社会保険事務所が行った当該遡及
そきゅう

訂正処理に合理

的な理由は無く、有効な訂正処理があったとは認められない。このため、当該遡及
そきゅう

訂正

処理の結果として記録されている申立人の７年６月から８年８月までの期間に係る標準



                      

  

報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た 59 万円に訂正することが必要で

ある。 

    

 



                      

  

東京厚生年金 事案12336 

 

第１ 委員会の結論 

申立期間のうち、昭和 44年９月 30日から同年 12月 20日までの期間について、申立

人のＡ社における資格喪失日は、同年 12月 20日であると認められることから、当該期

間に係る厚生年金保険被保険者資格の喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

なお、当該期間に係る標準報酬月額については、３万 6,000円とすることが必要であ

る。 

また、申立人は、昭和 44年 12月 20日から 45年７月１日までの期間の厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことが認められることから、Ａ社における申

立人の被保険者記録のうち、上記資格喪失日（昭和 44年 12月 20日）に係る記録を 45

年７月１日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を３万 6,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

さらに、昭和 56年６月 30日から同年８月１日までの期間については、申立人のＡ社

における資格喪失日は、同年８月１日であると認められることから、厚生年金保険被保

険者資格の喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、20万円とすることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和24年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和44年９月30日から45年７月１日まで 

             ② 昭和56年６月30日から同年８月１日まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間①及び②の厚生年金保険の加入記録が無

い。申立期間に同社に継続して勤務していたので、厚生年金保険の被保険者として認

めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、Ａ社の関連会社であるＢ社における雇用保険の加入記録及び

Ａ社の複数の従業員の供述から、申立人が当該期間に同社に勤務していたことが認めら

れる。 

申立期間①のうち、昭和 44年９月 30日から同年12月 20日までの期間について、Ａ



                      

  

社に係る事業所別被保険者名簿によると、同社が厚生年金保険の適用事業所に該当しな

くなった（以下「全喪」という。）日（昭和 44年９月 30日）より後の同年 12月 20日

付けで、申立人を含む 18 名がさかのぼって、厚生年金保険の被保険者資格を喪失した

旨の処理が行われており、申立人の場合、同年９月 30 日に被保険者資格を喪失した旨

の処理が行われていることが確認できる。 

しかし、Ａ社に係る商業登記簿目録によると、同社は、申立期間①を含む昭和 42 年

５月 22 日から 47 年２月 16 日までの期間の記録があり、また、上記のとおり全喪日に

被保険者資格を喪失処理されている従業員が18名確認できる。 

さらに、Ａ社の全喪日に被保険者であった複数の従業員の回答から、同社では、申立

期間①当時、常時５人以上の従業員が勤務しており、厚生年金保険法に定める適用事業

所としての要件を満たしていたものと認められることから、当該適用事業所でなくなっ

たとする処理を行う合理的な理由は見当たらない。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所（当時）において当該資格喪失した旨

の処理をさかのぼって行う合理的な理由は無く、申立人について、昭和 44年９月 30日

に被保険者資格を喪失した旨の記録は有効なものとは認められないことから、申立人の

資格喪失日は、当該訂正処理日である同年12月20日に訂正することが必要である。 

なお、当該期間に係る標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 44 年８

月の社会保険事務所の記録から、３万6,000円とすることが妥当である。 

一方、申立期間①のうち、昭和 44年 12月 20日から 45年７月１日までの期間につい

ては、上記のとおり申立人がＡ社に、当該期間も継続して勤務していたことが認められ

る。 

また、上記のとおり、当該期間において、Ａ社は厚生年金保険法に定める適用事業所

としての要件を満たしていたものと認められる。 

さらに、Ａ社で社会保険の手続を行っていた元営業部長は「当社の全喪後も、社員か

ら同額の厚生年金保険料を継続して徴収し、社員の医療費の費用に充てていた。また、

実際には当社の運転資金に充てていたと思う。」と具体的な供述をしているところ、同

社の複数の従業員は、「資格喪失後も給料に変更は無く、厚生年金保険料は控除されて

いたと思う。」と供述していることから、同社では、全喪後も引き続き従業員から厚生

年金保険料を控除していたと考えられる。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことが認められる。 

また、当該期間に係る標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 44 年８

月の社会保険事務所の記録から、３万6,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は不明としているが、事業主は、当該期間において適用事業所でありながら、社会保

険事務所に適用の届出を行っていなかったと認められることから、申立人の当該期間に

係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

申立期間②について、雇用保険の加入記録により、申立人が当該期間にＡ社に勤務し



                      

  

ていたことが確認できる。 

また、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿によると、同社が再度、全喪した日（昭和

56年６月 30日）より後の昭和 56年９月 30日付けで、申立人を含む６名がさかのぼっ

て、厚生年金保険の被保険者資格を喪失した旨の処理が行われており、申立人の場合、

上記の全喪日である同年６月 30 日に被保険者資格を喪失した旨の処理が行われている

ことが確認できる。 

しかし、Ａ社の上記元営業部長は「全喪処理を行った昭和 56 年９月には、申立人を

含め６名の従業員はいた。」と供述しており、申立期間②当時、同社には、常時５人以

上の従業員が勤務しており、厚生年金保険法に定める適用事業所としての要件を満たし

ていたものと認められることから、当該適用事業所でなくなったとする処理を行う合理

的な理由は見当たらない。 

また、Ａ社に係る上記事業所別被保険者名簿では、同社の再度の全喪日である昭和

56年６月30日より後の同年８月17日付けで算定処理をした記録が確認できる。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において当該資格喪失した旨の処理を

さかのぼって行う合理的な理由は無く、申立人について、昭和 56年６月 30日に被保険

者資格を喪失した旨の記録は有効なものとは認められないことから、申立人の資格喪失

日は、雇用保険の加入記録が同年８月 30 日まで確認できること及び申立人の国民年金

保険料の納付記録が同年８月から確認できることから、同年８月１日に訂正することが

必要である。 

なお、当該期間に係る標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 56 年５

月の社会保険事務所の記録から、20万円とすることが妥当である。 

 

 



                      

  

東京厚生年金 事案12337 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められることから、申立人のＡ法人における資格取得日に係る記録を昭和 31 年７月

１日に、資格喪失日に係る記録を 32 年３月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を

１万8,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正11年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和31年７月１日から32年３月１日まで 

Ａ法人に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立期

間も同法人に勤務していたことは確かなので、厚生年金保険の被保険者期間であった

ことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ法人から提出された在職証明書及び複数の従業員の供述から、申立人が申立期間に

おいて同法人に継続して勤務していたことが認められる。 

また、Ａ法人に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿では、同法人は昭和 31 年７

月１日付けでの移転に伴い、同日に厚生年金保険の適用事業所でなくなるとともに、同

日付けで 101名全員が被保険者資格を喪失していることが確認できる。さらに、同法人

は、同日（昭和 31 年７月１日）付けで移転先の所在地において、新規に適用事業所の

届出が行われ、当時の事業主を含め 18名（うち再取得者 11名）が被保険者資格を取得

していることが確認できる。 

加えて、昭和 32 年３月１日には、上記の移転先と同一住所で別の事業主名義により

新規にＡ法人として、厚生年金保険の適用事業所の届出が行われており、申立人を含む

82 名（うち再取得者 67 名）が被保険者資格を取得していることが確認できることから、

同法人では、別の事業主が同一名の事業所を立ち上げ、申立期間において、一部の従業

員のみ厚生年金保険に加入させていたことがうかがえる。 

その上、Ａ法人で申立人と同じ業務をしていた複数の従業員は、「申立人は退職する



                      

  

まで同法人に継続して勤務しており、申立期間における業務内容及び勤務形態の変更は

無かった。」と供述しており、また、上記同僚は、「申立期間当時、被保険者証を返却

した記憶は無く、給与から厚生年金保険料が控除されていた。」と供述している。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間において、厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたものと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ法人における申立期間前後の

社会保険事務所（当時）の記録から、１万8,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は、申

立期間において適用事業所でありながら、社会保険事務所に適用の届出を行っていなか

ったと認められることから、申立人の申立期間に係る保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案12341 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 35 年 11 月１日から 36 年９月１日までの期間の

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められることから、

申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を 35年 11月１日に、資格喪失日に係る

記録を 36 年９月１日に訂正し、当該期間に係る標準報酬月額を 6,000 円とすること

が必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行し

ていないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和19年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和35年６月１日から36年９月１日まで 

定時制高校に通学しながらＡ社でアルバイトとして勤務した期間の厚生年金保険の

加入記録が無い。申立期間を厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人と同じ定時制高校に在学しながらＡ社に勤務していた元従業員は、「申立人と

同じ昭和 35 年６月１日に同社に入社し、自分が退職した 36 年１月 20 日時点で、申立

人は、同社に勤務していた。」旨供述している。 

また、申立人は、「昭和 36 年８月上旬に定時制高校の学校行事でＢ湖にキャンプに

行き、行事が終わった後にＣ局の採用面接に行き、同局の勤務が決まった同年９月１日

前まで、Ａ社に勤務していた。」としているところ、上記元従業員は、昭和 36 年８月

上旬にＢ湖にキャンプに行ったこと及び当該時期に申立人がＡ社に勤務していたことを

記憶している上、Ｃ局から提出された申立人記載の履歴書の日付は同年８月 17 日とな

っていることから判断すると、申立人は、申立期間に、同社において勤務していたと認

められる。 

さらに、申立人は、Ａ社にアルバイトとして勤務していたとしているところ、別の従

業員は、「会社と交渉して、アルバイト従業員は、昭和 35年 11月ごろから厚生年金保

険に加入することとなった。」と供述しており、同社に係る健康保険労働者年金保険被

保険者名簿から、同年 11 月１日に複数の従業員が厚生年金保険被保険者資格を取得し



                      

  

ていることが確認できる。また、当該従業員に照会したところ、回答があった者はいず

れも同社にアルバイトとして勤務していたと供述していることから、同日に在籍してい

たほぼすべてのアルバイト従業員が同日付けで厚生年金保険被保険者資格を取得したこ

とが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭和 35年 11月１日から

36 年９月１日までの期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められる。 

また、当該期間の標準報酬月額については、アルバイト従業員のＡ社における社会保

険事務所（当時）の記録から6,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は、当

時の資料が無く不明としているものの、厚生年金保険被保険者資格の取得及び喪失のい

ずれの機会においても社会保険事務所が申立人に係る記録の処理を誤ることは考え難い

ことから、事業主から当該社会保険事務所へ資格の得喪等に係る届出は行われておらず、

その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 35 年 11 月から 36 年８月までの保険

料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該期間に係る保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

一方、申立期間のうち、昭和 35年６月１日から同年 11月１日までの期間については、

Ａ社の従業員は、「会社と交渉してアルバイト従業員は昭和 35年 11月ごろから厚生年

金保険に加入することとなった。」としているところ、同社に係る健康保険労働者年金

保険被保険者名簿から、複数の従業員に照会したが、同年 11 月１日前に厚生年金保険

被保険者資格を取得したアルバイト従業員を確認することはできなかった。 

このほか、申立人の当該期間における厚生年金保険料の事業主による給与からの控除

について、これを確認できる関連資料は無く周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12342 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①のうち、昭和 19 年 10 月１日から 21 年３月１日までの期間の

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められることから、申

立人のＡ社Ｂ工場（現在は、Ｃ社）における資格取得日に係る記録を昭和 19年 10月１

日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を100円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、明らかでないと認められる。 

また、申立人のＡ社Ｂ工場における資格喪失日及び同社Ｄ工場における資格取得日に

係る記録は昭和 21年４月 15日であると認められることから、申立期間②に係る厚生年

金保険被保険者資格の取得日及び喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正９年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和19年２月１日から21年３月１日まで 

② 昭和21年３月２日から同年４月１日まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間①及び②の厚生年金保険の加入記録が無

い。それぞれの申立期間に異動はあったが同社に継続して勤務していたので、厚生年

金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、Ａ社Ｂ工場の従業員の供述及び同僚の厚生年金保険の被保

険者記録から判断すると、申立人が同社に継続して勤務（昭和 19 年２月１日にＡ社

Ｅ工場から同社Ｂ工場に異動）していたことが認められる。 

しかし、申立期間①のうち、昭和19年２月１日から同年９月30日までの期間につ

いては、労働者年金保険法が施行されていたが、同法の適用対象は、工業・鉱業等の

事業所に勤務する男子筋肉労働者のみとされていたところ、申立人及び上記従業員は、

当該期間において、申立人は、研究員として勤務していたとしており、申立人の上司

及び同僚も、Ａ社に係る当該期間の労働者年金保険加入記録が無い。 

これらのことから、申立人は、当該期間については、労働者年金保険の適用除外者

であったと認められる。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人は、

申立期間①のうち、昭和 19 年 10 月１日から 21 年３月１日までの期間の厚生年金保



                      

  

険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、当該期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ工場における昭和 21

年３月の社会保険事務所（当時）の記録から、100円とすることが妥当である。 

なお、申立人の当該期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は不明としており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情も無

いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立

てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に対して行ったか否か

については、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、行ったとは認

められない。 

 申立期間②については、オンライン記録から、申立人は、昭和 21 年３月２日にＡ

社Ｂ工場において厚生年金保険被保険者資格を喪失し、同年４月１日に同社Ｄ工場に

おいて被保険者資格を取得していることが確認できる。 

 しかし、申立人に係る厚生年金保険被保険者台帳によると、申立人のＡ社Ｄ工場の

資格取得日は昭和 21年４月 15日と記録されており、また、申立人と同時期に同社Ｂ

工場から同社Ｄ工場に異動したとする従業員の同社Ｄ工場における厚生年金保険の資

格取得日は同年４月 16 日と記録されていることから判断すると、申立人は同社に継

続して勤務し、同年４月 15 日に同社Ｂ工場から同社Ｄ工場に異動したことが推認で

きる。 

 これらを総合的に判断すると、申立人のＡ社Ｂ工場における厚生年金保険被保険者

の資格喪失日及び同社Ｄ工場における資格取得日を昭和 21年４月 15日とすることが

必要である。 



                      

  

東京厚生年金 事案12349 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社における資格喪失日は平成６年３月５日であると認められることから、

申立人の申立期間に係る厚生年金保険の被保険者資格の喪失日に係る記録を訂正するこ

とが必要である。 

また、申立人の申立期間の標準報酬月額については、53 万円とすることが妥当であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和24年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成５年10月31日から６年３月５日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間に係る厚生年金保険の加入記録が無い。申立

期間は、会社からは給料が支払われなかったが、労働福祉事業団から未払賃金立替払

を受け、また、破産財団から賃金債権について配当を受けた。年金未加入期間になる

とは考えていないので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録により、申立人が申立期間にＡ社に継続して勤務していたことが

確認できる。 

また、オンライン記録によると、申立人のＡ社における被保険者資格喪失日は、同社

が厚生年金保険の適用事業所でなくなった平成５年１0月 31日の後の６年４月 27日付

けで遡及
そきゅう

して、５年10月31日と記録されていることが確認できる。 

さらに、オンライン記録によると、申立人と同様に資格喪失日を遡及
そきゅう

して平成５年

10 月 31 日と記録されている者が 95 名いることが確認でき、これらの者のうち、28 名

については既に記録されていた被保険者資格喪失日を取消しした上で当該処理をされて

いることが確認できることから、同年 10月 31日において、Ａ社が適用事業所としての

要件を満たしていたものと認められ、同日に同社が適用事業所でなくなったとする処理

を行う合理的な理由は見当たらない。 

これらの事情を総合的に判断すると、社会保険事務所（当時）において、適用事業所

に該当しなくなった後に、申立人の資格喪失に係る処理を遡及
そきゅう

して行う合理的な理由

は見当たらず、当該処理に係る記録は有効なものとは認められないことから、申立人の



                      

  

Ａ社における資格喪失日は、雇用保険の離職日の翌日である平成６年３月５日に訂正す

ることが必要である。 

なお、申立人の申立期間に係る標準報酬月額については、申立人のＡ社における当該

訂正処理前の申立期間のオンライン記録から、53万円とすることが妥当である。 



                      

  

東京厚生年金 事案12350 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が、当初、社会保険事務所（当時）

に届け出た標準報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間に係る標準

報酬月額の記録を、59万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和30年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成10年10月１日から11年７月28日まで 

 Ａ社に勤務した申立期間に係る標準報酬月額が、実際に支給されていた報酬月額に

見合う標準報酬月額と相違している。同社では専務として勤務していたが、社会保険

の手続には関与していなかったので、申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正し

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 オンライン記録によれば、申立人のＡ社における標準報酬月額は、当初、平成 10 年

10 月から 11 年６月までの期間は 59 万円と記録されていたが、同社が厚生年金保険の

適用事業所でなくなった同年７月 28 日より後の同年８月２日付けで遡及
そきゅう

して、９万

8,000円に減額訂正されていることが確認できる。 

また、Ａ社に係る商業登記簿謄本によると、申立人は申立期間当時に同社の取締役で

あったことが確認できるものの、同社の元総務部長は、「申立人は専務取締役として当

社に勤務していたが、営業担当であり、社会保険の事務には一切関与していなかっ

た。」と述べていることから、申立人は、標準報酬月額を遡及
そきゅう

訂正されたことに関与し

ていなかったものと推認できる。 

 これらを総合的に判断すると、平成 11 年８月２日付けで行われた当該処理は事実に

即したものとは考え難く、社会保険事務所において、申立人の申立期間に係る標準報酬

月額の記録を遡及
そきゅう

して減額訂正する合理的な理由は見当たらず、申立人の申立期間に係

る標準報酬月額について有効な記録訂正があったとは認められないことから、申立人の

申立期間に係る標準報酬月額の記録を、事業主が、当初、社会保険事務所に届け出た

59万円に訂正することが必要である。 



                      

  

東京厚生年金 事案12358 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間のうち、昭和 19 年 10 月１日から 21 年４月１日までのＡ社（現在、

Ｂ社）における資格取得日は 19年 10月１日であると認められることから、厚生年金保

険被保険者資格の取得日に係る記録を訂正することが必要である。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、昭和 19 年 10 月から 20 年３月までは

150円、同年４月から21年３月までは190円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生  年 月 日 ： 大正14年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和17年１月１日から21年４月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社に勤

務していたことは確かなので、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社から提出された在籍証明書から、申立人が申立期間にＡ社に勤務していたことが

認められる。 

また、申立人のＡ社に係る厚生年金保険被保険者台帳及び健康保険厚生年金保険被保

険者名簿によると、資格取得日は昭和 21 年４月１日と記載されているが、58 年７月１

日に別の管轄の社会保険事務所（当時）に引き継がれたＢ社に係る事業所別被保険者名

簿には、申立人の同社における資格取得日は 19 年６月１日と記載されていることが確

認できる。 

以上のことから、社会保険事務所における申立人に係る厚生年金保険記録の管理は十

分に行われていなかったものと認められ、事業主は、申立人が昭和 19 年６月１日に厚

生年金保険被保険者の資格を取得した旨の届出を社会保険事務所に対し行ったことが認

められる。 

しかしながら、昭和 19年６月１日から同年９月 30日までの期間については、厚生年

金保険制度発足前の準備期間であることから、厚生年金保険の被保険者期間として算入

されない。 

これらを総合的に判断すると、申立人のＡ社における資格取得日は昭和 19年 10月１

日であると認められる。 

なお、申立期間のうち、昭和 19 年 10 月から 21 年３月までの標準報酬月額について

は、申立人の当時の同僚の記録から、19 年 10 月から 20 年３月までは 150 円、同年４



                      

  

月から21年３月までは190円とすることが妥当である。 

一方、申立期間のうち、昭和 17年１月１日から同年５月 31日までの期間については、

労働者年金保険法の保険料徴収までの施行準備期間であること、同年６月１日から 19

年５月 31 日までの期間については、労働者年金保険法では、被保険者となれる者につ

いて、工場や炭坑で働く男性の筋肉労働者のみを対象としており、申立人が当該期間に

おいて勤務していた業務内容からは、同法に基づく適用対象ではなかったものと考えら

れることから、労働者年金保険法の被保険者であったと認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12359 

 

第１ 委員会の結論 

申立期間のうち、昭和 45 年４月１日から同年 10 月１日までの期間及び 46 年４月１

日から 48 年７月１日までの期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められることから、当該期間

の標準報酬月額に係る記録を 45 年４月から同年８月までは３万 6,000 円、同年９月は

４万 2,000円、46年４月から同年８月までは５万 6,000円、同年９月から 47年３月ま

では６万円、同年４月から同年８月までは６万 8,000円、47年９月から 48年３月まで

は９万 8,000 円、同年４月から同年６月までは 10 万 4,000 円に訂正することが必要で

ある。 

なお、事業主は、当該期間の上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂

正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行していな

いと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和10年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和38年６月15日から平成11年５月25日まで 

Ａ社における申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が、給与の支給総額に見合

う標準報酬月額と相違している。給料支払明細書を提出するので、正しい記録に訂

正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、厚生年金保険

の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」という。）に基づ

き、標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び厚生年金保険の保険

給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額及び申

立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標

準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立期間のうち、昭和 45年４月から同年９月までの期間及び 46年４月

から 48 年６月までの期間の標準報酬月額については、申立人から提出された給料支払

明細書において確認できる保険料控除額から、45年４月から同年８月までは３万 6,000



                      

  

円、同年９月は４万 2,000 円、46 年４月から同年８月までは５万 6,000 円、同年９月

から 47年３月までは６万円、同年４月から同年８月までは６万 8,000円、47年９月か

ら 48年３月までは９万 8,000円、同年４月から同年６月までは 10万 4,000円とするこ

とが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は当時の資料が無く不明としているが、上記給料支払明細書において確認できる保険

料控除額に見合う標準報酬月額と社会保険事務所（当時）で記録されている標準報酬月

額が昭和 45 年４月から同年９月まで及び 46 年４月から 48 年６月までの長期間にわた

り一致していないことから、事業主は、当該期間の標準報酬月額について、上記給料支

払明細書において確認できる保険料控除額に見合う標準報酬月額を届け出ておらず、そ

の結果、社会保険事務所は、当該標準報酬月額に見合う保険料について、納入の告知を

行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

一方、申立期間のうち、昭和 38年６月から 42年９月までの期間について、Ａ社は保

険料控除等を確認できる資料を保管していないと回答しており、申立人も給料支払明細

書を保有していないことから、申立人が主張する標準報酬月額について確認することが

できない。 

また、申立人の厚生年金保険被保険者原票では、標準報酬月額の記載内容に不備や、

さかのぼって標準報酬月額の訂正が行われた形跡は無く、不自然さは見当たらない。 

このほか、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の事業主による控

除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、当該期間に

ついて、申立人が主張する標準報酬月額に相当する厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことを認めることはできない。 

また、申立期間のうち、昭和 42 年 10 月から 45 年３月までの期間、同年 10 月から

46年３月までの期間、48年７月から 56年６月までの期間については、社会保険事務所

で記録されている標準報酬月額が上記給料支払明細書において確認できる厚生年金保険

料控除額に見合う標準報酬月額と一致、又は高いことが確認できることから、特例法に

よる記録の訂正を行うことはできない。 

さらに、昭和 56年７月から平成 11年４月までの期間については、オンライン記録に

よると、当該期間当時の厚生年金保険に係る標準報酬月額の最高等級が記録されている

ことから、当該期間の標準報酬月額について、特例法による記録の訂正を行うことはで

きない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12360 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、平成６年 10月７日から同年 11月１日までの期間につい

て、厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められることから、

申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を同年 10 月７日に訂正し、当該期間の標

準報酬月額を41万円とすることが必要である。 

なお、事業主が、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行した

か否かについては、明らかでないと認められる。 

また、平成６年 11月１日から７年３月 13日までの申立期間について、事業主が社会

保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する標準報酬月額であっ

たと認められることから、当該期間の標準報酬月額を 41 万円に訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和16年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成６年９月１日から同年11月１日まで 

             ② 平成６年11月１日から７年３月13日まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間①の厚生年金保険の加入記録が無い。

同社に勤務していたのは確かなので被保険者として認めてほしい。また、申立期間

②の厚生年金保険の標準報酬月額が、実際に給与から控除されていた保険料に見合

う標準報酬月額と相違していることが分かった。標準報酬月額を正しい記録に訂正

してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、Ａ社の元取締役の供述及び申立人から提出された詳細な「職

務経歴書」から判断すると、申立人が平成６年９月１日から同社に勤務していたこと

が推認できる。 

一方、申立人の雇用保険の加入記録によると、平成６年 10 月７日からＡ社におい

て加入記録が認められるが、同社は既に解散し、元事業主は死亡しているため、申立

期間①に係る厚生年金保険の加入状況について確認することができない。 

そこで、Ａ社の元従業員７人の厚生年金保険及び雇用保険の加入記録を照会した結



                      

  

果、そのうち５人は厚生年金保険と雇用保険の被保険者資格取得日が一致しており、

当該従業員は、自身の入社日と厚生年金保険の資格取得日について、二人は「同時で

あった。」、一人は「入社３か月後であった。」、二人は「覚えていない。」とそれ

ぞれ供述していることから、同社では厚生年金保険と雇用保険の被保険者資格を同時

に取得させる扱いであったことがうかがえる。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、雇用保険の資格取得日である平成６年

10 月７日からＡ社における厚生年金保険被保険者資格を取得し、申立期間①のうち、

同年 10月７日から同年 11月１日までの期間について、厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことが認められる。 

また、当該期間の標準報酬月額は、平成６年 11 月の社会保険事務所の記録から、

41万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについては、

Ａ社は既に解散しており、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、

明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立

てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に対して行ったか否か

については、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、行ったとは認

められない。 

他方、申立期間①のうち、平成６年９月１日から同年 10 月７日までの期間につい

て、上記のとおりＡ社に勤務していたことは推認できるが、同社は既に解散し、元事

業主は死亡しているため、当該期間に係る厚生年金保険の加入状況について確認する

ことができず、元従業員からも当該期間の厚生年金保険料の控除について供述は得ら

れない。 

このほか、当該期間における厚生年金保険料の控除について、これを確認できる関

連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料を総合的に判断すると、申立人が厚生

年金保険被保険者として、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことを認めることはできない。 

２ 申立期間②について、オンライン記録によると、申立人の当該期間の標準報酬月額

は、当初、平成６年 11月から７年２月までの期間は 41万円と記録されていたところ、

Ａ社が厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなった同年４月 30 日以降の同年５月

30日付けで、９万8,000円にさかのぼって減額訂正されていることが確認できる。 

また、複数の同僚の記録も、平成７年５月 30 日付けで、申立人同様さかのぼって

訂正されていることが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、標準報酬月額をさかのぼ

って減額訂正する合理的な理由は無く、有効な記録訂正があったとは認められず、申

立人の申立期間②に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た

41万円に訂正することが必要である。 



                      

  

東京厚生年金 事案12372 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を昭和47年２月29日

に訂正し、申立期間の標準報酬月額を、47年２月から同年12月までは４万8,000円、48

年１月から同年10月までは６万4,000円、48年11月は６万8,000円、48年12月は７万

2,000円並びに49年１月及び同年２月は９万2,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和26年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和47年２月29日から49年３月８日まで 

Ａ社に勤務した申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。給与明細書を提出する

ので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が保管しているＡ社における昭和47年２月から49年２月までの期間の給与支払

明細書並びに雇用保険の被保険者記録から判断すると、申立人は、申立期間において、

同社に勤務し、厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められ

る。 

一方、Ａ社は、「申立人の提出した給与支払明細書は、当社の発行したものではな

い。」と主張しているが、その根拠として同社から提出された資料からは、当該主張を

裏付けるものは見当たらない。 

また、オンライン記録では、Ａ社は、昭和41年11月16日付けで申立期間当時の厚生年

金保険法第６条第２項の規定により任意適用事業所となっていることが確認でき、47年

２月29日付けで、移転による社会保険事務所（当時）の管轄の変更を理由に厚生年金保

険の適用事業所でなくなった後、49年３月８日付けで再度、任意適用事業所となってお

り、申立期間は適用事業所となっていない。 

このことにつき、Ａ社は、当時のことが分かる人物がおらず、資料等も無いため不明

としているが、申立期間当時、移転のため管轄社会保険事務所が変わる場合には、いっ



                      

  

たん適用事業所でなくする手続をとる必要があったことは、健康保険厚生年金保険被保

険者名簿の「全喪の理由」欄に、「移転」と記載されていることから確認できる。 

また、申立期間当時の厚生年金保険法第８条第２項において、任意適用事業所を適用

事業所でなくするためには、被保険者の４分の３以上の同意を得て都道府県知事の認可

を受けなければならないと規定しているところ、健康保険厚生年金保険被保険者名簿に

より、申立人と同様に昭和47年２月29日付けで厚生年金保険被保険者の資格を喪失して

いることが確認できる同僚44人のうち、49年３月８日付けで再度資格を取得している申

立人を含む13名に照会し、回答が得られた９名のうち７名が、「会社から社会保険から

脱退する旨の説明を受けたり、又は同意を求められたことは無かった。」と回答してい

ることからすると、上記規定中の被保険者の同意が無かったものと推認できる上、申立

期間において、申立人の給与から厚生年金保険料が控除されていたことからみても、Ａ

社は、事業所移転時において、厚生年金保険の適用事業所でなくする意思は無かったこ

とがうかがえる。 

これらのことから、申立期間は、Ａ社が適用事業所ではない期間であるものの、被保

険者の利益保護の観点から規定された厚生年金保険法第８条第２項の趣旨から、申立人

の給与から控除されていた厚生年金保険料については、任意適用事業所であった期間に

おける場合と同様の取扱いとすることが妥当である。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人が保管する昭和47年２月から49年

２月までの期間の給与支払明細書に記載されている厚生年金保険料の控除額から、47年

２月から同年12月までは４万8,000円、48年１月から同年10月までは６万4,000円、48年

11月は６万8,000円、同年12月は７万2,000円並びに49年１月及び同年２月は９万2,000

円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、Ａ社は、申立

期間において適用事業所とされていなかったことから、社会保険事務所は、申立人に係

る昭和47年２月から49年２月までの保険料について納入の告知を行っておらず、事業主

は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないものと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案12373 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社本社に係る被保険者記録は、資格取得日が昭和44年４月１日、資格喪失

日が同年６月１日とされ、当該期間のうち同年５月１日から同年６月１日までの期間は

厚生年金保険法第75条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とな

らない期間と記録されているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年

金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の同社本社

における資格喪失日を同年６月１日とし、申立期間の標準報酬月額を２万6,000円とす

ることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和25年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和44年５月１日から同年６月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無いことが分かり、同社に相談

した。同社は、社会保険事務所（当時）に訂正の届出を行ったが、保険料は時効によ

り納付できず、申立期間は年金額の計算の基礎とならない期間となっている。そのた

め、厚生年金保険の給付額に反映するようにしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及びＡ社が提出した申立人の異動歴等から判断すると、申立人が

同社に継続して勤務し（同社本社から同社Ｂ支店に異動）、申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

なお、異動日については、Ａ社は、昭和44年５月末日まで同社本社で研修を行った後、

同年６月１日付けで各支店に配属となった旨回答していることから、同社本社における

資格喪失日を同年６月１日とすることが妥当である。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社本社における昭和44年４月

の社会保険事務所の記録から、２万6,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は、社

送付先 人事部人事二課 

    寺西さん（全員分） 



                      

  

会保険事務所に対し誤った届出を行い、申立期間の厚生年金保険料を納付していないこ

とを認めていることから、これを履行していないと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案12374 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社本社に係る被保険者記録は、資格取得日が昭和44年４月１日、資格喪失

日が同年６月１日とされ、当該期間のうち同年５月１日から同年６月１日までの期間は

厚生年金保険法第75条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とな

らない期間と記録されているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年

金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の同社本社

における資格喪失日を同年６月１日とし、申立期間の標準報酬月額を２万6,000円とす

ることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和25年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和44年５月１日から同年６月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無いことが分かり、同社に相談

した。同社は、社会保険事務所（当時）に訂正の届出を行ったが、保険料は時効によ

り納付できず、申立期間は年金額の計算の基礎とならない期間となっている。そのた

め、厚生年金保険の給付額に反映するようにしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及びＡ社が提出した申立人の異動歴等から判断すると、申立人が

同社に継続して勤務し（同社本社から同社Ｂ支店に異動）、申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

なお、異動日については、Ａ社は、昭和44年５月末日まで同社本社で研修を行った後、

同年６月１日付けで各支店に配属となった旨回答していることから、同社本社における

資格喪失日を同年６月１日とすることが妥当である。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社本社における昭和44年４月

の社会保険事務所の記録から、２万6,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は、社



                      

  

会保険事務所に対し誤った届出を行い、申立期間の厚生年金保険料を納付していないこ

とを認めていることから、これを履行していないと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案12375 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社本社に係る被保険者記録は、資格取得日が昭和44年４月１日、資格喪失

日が同年６月１日とされ、当該期間のうち同年５月１日から同年６月１日までの期間は

厚生年金保険法第75条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とな

らない期間と記録されているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年

金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の同社本社

における資格喪失日を同年６月１日とし、申立期間の標準報酬月額を２万6,000円とす

ることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和25年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和44年５月１日から同年６月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無いことが分かり、同社に相談

した。同社は、社会保険事務所（当時）に訂正の届出を行ったが、保険料は時効によ

り納付できず、申立期間は年金額の計算の基礎とならない期間となっている。そのた

め、厚生年金保険の給付額に反映するようにしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及びＡ社が提出した申立人の異動歴等から判断すると、申立人が

同社に継続して勤務し（同社本社から同社Ｂ支店に異動）、申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

なお、異動日については、Ａ社は、昭和44年５月末日まで同社本社で研修を行った後、

同年６月１日付けで各支店に配属となった旨回答していることから、同社本社における

資格喪失日を同年６月１日とすることが妥当である。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社本社における昭和44年４月

の社会保険事務所の記録から、２万6,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は、社



                      

  

会保険事務所に対し誤った届出を行い、申立期間の厚生年金保険料を納付していないこ

とを認めていることから、これを履行していないと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案12376 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社本社に係る被保険者記録は、資格取得日が昭和44年４月１日、資格喪失

日が同年６月１日とされ、当該期間のうち同年５月１日から同年６月１日までの期間は

厚生年金保険法第75条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とな

らない期間と記録されているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年

金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の同社本社

における資格喪失日を同年６月１日とし、申立期間の標準報酬月額を２万6,000円とす

ることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和25年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和44年５月１日から同年６月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無いことが分かり、同社に相談

した。同社は、社会保険事務所（当時）に訂正の届出を行ったが、保険料は時効によ

り納付できず、申立期間は年金額の計算の基礎とならない期間となっている。そのた

め、厚生年金保険の給付額に反映するようにしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及びＡ社が提出した申立人の異動歴等から判断すると、申立人が

同社に継続して勤務し（同社本社から同社Ｂ支店に異動）、申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

なお、異動日については、Ａ社は、昭和44年５月末日まで同社本社で研修を行った後、

同年６月１日付けで各支店に配属となった旨回答していることから、同社本社における

資格喪失日を同年６月１日とすることが妥当である。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社本社における昭和44年４月

の社会保険事務所の記録から、２万6,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は、社



                      

  

会保険事務所に対し誤った届出を行い、申立期間の厚生年金保険料を納付していないこ

とを認めていることから、これを履行していないと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案12377 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社本社に係る被保険者記録は、資格取得日が昭和44年４月１日、資格喪失

日が同年６月１日とされ、当該期間のうち同年５月１日から同年６月１日までの期間は

厚生年金保険法第75条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とな

らない期間と記録されているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年

金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の同社本社

における資格喪失日を同年６月１日とし、申立期間の標準報酬月額を２万6,000円とす

ることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和26年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和44年５月１日から同年６月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無いことが分かり、同社に相談

した。同社は、社会保険事務所（当時）に訂正の届出を行ったが、保険料は時効によ

り納付できず、申立期間は年金額の計算の基礎とならない期間となっている。そのた

め、厚生年金保険の給付額に反映するようにしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及びＡ社が提出した申立人の異動歴等から判断すると、申立人が

同社に継続して勤務し（同社本社から同社Ｂ支店に異動）、申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

なお、異動日については、Ａ社は、昭和44年５月末日まで同社本社で研修を行った後、

同年６月１日付けで各支店に配属となった旨回答していることから、同社本社における

資格喪失日を同年６月１日とすることが妥当である。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社本社における昭和44年４月

の社会保険事務所の記録から、２万6,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は、社



                      

  

会保険事務所に対し誤った届出を行い、申立期間の厚生年金保険料を納付していないこ

とを認めていることから、これを履行していないと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案12378 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社本社に係る被保険者記録は、資格取得日が昭和44年４月１日、資格喪失

日が同年６月１日とされ、当該期間のうち同年５月１日から同年６月１日までの期間は

厚生年金保険法第75条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とな

らない期間と記録されているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年

金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の同社本社

における資格喪失日を同年６月１日とし、申立期間の標準報酬月額を２万6,000円とす

ることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和25年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和44年５月１日から同年６月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無いことが分かり、同社に相談

した。同社は、社会保険事務所（当時）に訂正の届出を行ったが、保険料は時効によ

り納付できず、申立期間は年金額の計算の基礎とならない期間となっている。そのた

め、厚生年金保険の給付額に反映するようにしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及びＡ社が提出した申立人の異動歴等から判断すると、申立人が

同社に継続して勤務し（同社本社から同社Ｂ支店に異動）、申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

なお、異動日については、Ａ社は、昭和44年５月末日まで同社本社で研修を行った後、

同年６月１日付けで各支店に配属となった旨回答していることから、同社本社における

資格喪失日を同年６月１日とすることが妥当である。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社本社における昭和44年４月

の社会保険事務所の記録から、２万6,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は、社



                      

  

会保険事務所に対し誤った届出を行い、申立期間の厚生年金保険料を納付していないこ

とを認めていることから、これを履行していないと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案12379 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社本社に係る被保険者記録は、資格取得日が昭和44年４月１日、資格喪失

日が同年６月１日とされ、当該期間のうち同年５月１日から同年６月１日までの期間は

厚生年金保険法第75条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とな

らない期間と記録されているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年

金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の同社本社

における資格喪失日を同年６月１日とし、申立期間の標準報酬月額を２万6,000円とす

ることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和25年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和44年５月１日から同年６月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無いことが分かり、同社に相談

した。同社は、社会保険事務所（当時）に訂正の届出を行ったが、保険料は時効によ

り納付できず、申立期間は年金額の計算の基礎とならない期間となっている。そのた

め、厚生年金保険の給付額に反映するようにしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及びＡ社が提出した申立人の異動歴等から判断すると、申立人が

同社に継続して勤務し（同社本社から同社Ｂ支店に異動）、申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

なお、異動日については、Ａ社は、昭和44年５月末日まで同社本社で研修を行った後、

同年６月１日付けで各支店に配属となった旨回答していることから、同社本社における

資格喪失日を同年６月１日とすることが妥当である。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社本社における昭和44年４月

の社会保険事務所の記録から、２万6,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は、社



                      

  

会保険事務所に対し誤った届出を行い、申立期間の厚生年金保険料を納付していないこ

とを認めていることから、これを履行していないと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案12380 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社本社に係る被保険者記録は、資格取得日が昭和44年４月１日、資格喪失

日が同年６月１日とされ、当該期間のうち同年５月１日から同年６月１日までの期間は

厚生年金保険法第75条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とな

らない期間と記録されているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年

金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の同社本社

における資格喪失日を同年６月１日とし、申立期間の標準報酬月額を２万6,000円とす

ることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和26年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和44年５月１日から同年６月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無いことが分かり、同社に相談

した。同社は、社会保険事務所（当時）に訂正の届出を行ったが、保険料は時効によ

り納付できず、申立期間は年金額の計算の基礎とならない期間となっている。そのた

め、厚生年金保険の給付額に反映するようにしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及びＡ社が提出した申立人の異動歴等から判断すると、申立人が

同社に継続して勤務し（同社本社から同社Ｂ支店に異動）、申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

なお、異動日については、Ａ社は、昭和44年５月末日まで同社本社で研修を行った後、

同年６月１日付けで各支店に配属となった旨回答していることから、同社本社における

資格喪失日を同年６月１日とすることが妥当である。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社本社における昭和44年４月

の社会保険事務所の記録から、２万6,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は、社



                      

  

会保険事務所に対し誤った届出を行い、申立期間の厚生年金保険料を納付していないこ

とを認めていることから、これを履行していないと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案12381 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社本社に係る被保険者記録は、資格取得日が昭和44年４月１日、資格喪失

日が同年６月１日とされ、当該期間のうち同年５月１日から同年６月１日までの期間は

厚生年金保険法第75条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とな

らない期間と記録されているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年

金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の同社本社

における資格喪失日を同年６月１日とし、申立期間の標準報酬月額を２万6,000円とす

ることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和26年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和44年５月１日から同年６月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無いことが分かり、同社に相談

した。同社は、社会保険事務所（当時）に訂正の届出を行ったが、保険料は時効によ

り納付できず、申立期間は年金額の計算の基礎とならない期間となっている。そのた

め、厚生年金保険の給付額に反映するようにしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及びＡ社が提出した申立人の異動歴等から判断すると、申立人が

同社に継続して勤務し（同社本社から同社Ｂ支店に異動）、申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

なお、異動日については、Ａ社は、昭和44年５月末日まで同社本社で研修を行った後、

同年６月１日付けで各支店に配属となった旨回答していることから、同社本社における

資格喪失日を同年６月１日とすることが妥当である。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社本社における昭和44年４月

の社会保険事務所の記録から、２万6,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は、社



                      

  

会保険事務所に対し誤った届出を行い、申立期間の厚生年金保険料を納付していないこ

とを認めていることから、これを履行していないと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案12382 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社本社に係る被保険者記録は、申立期間①については、資格取得日が昭和

44年４月１日、資格喪失日が同年６月１日とされ、当該期間のうち同年５月１日から同

年６月１日までの期間は厚生年金保険法第75条本文の規定により、年金額の計算の基礎

となる被保険者期間とならない期間と記録されているが、申立人は、当該期間に係る厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められることから、当該

記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基

づき、申立人の同社本社における資格喪失日を同年６月１日とし、当該期間の標準報酬

月額を２万6,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間①の厚生年金保険料を納付する義務を履行し

ていないと認められる。 

また、申立期間②については、Ａ社本社における資格取得日は昭和45年１月１日であ

ると認められることから、当該期間に係る厚生年金保険被保険者資格の取得日に係る記

録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和25年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和44年５月１日から同年６月１日まで 

② 昭和45年１月１日から同年１月５日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間①の加入記録が無いことが分かり、同社に相

談した。同社は、社会保険事務所（当時）に訂正の届出を行ったが、保険料は時効に

より納付できず、当該期間は年金額の計算の基礎とならない期間となっている。その

ため、厚生年金保険の給付額に反映するようにしてほしい。また、申立期間②につい

ても、転勤時の一期間の記録が無く、まじめに勤務していたのに納得できないので、

当該期間を継続して厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及びＡ社が提出した申立人の異動歴等から判断すると、申立人が

同社に継続して勤務し（同社本社から同社Ｂ支店に異動）、申立期間①に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 



                      

  

なお、異動日については、Ａ社は、昭和44年５月末日まで同社本社で研修を行った後、

同年６月１日付けで各支店に配属となった旨回答していることから、同社本社における

資格喪失日を同年６月１日とすることが妥当である。 

また、申立期間①の標準報酬月額については、申立人のＡ社本社における昭和44年４

月の社会保険事務所の記録から、２万6,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は、社

会保険事務所に対し誤った届出を行い、当該期間の厚生年金保険料を納付していないこ

とを認めていることから、これを履行していないと認められる。 

申立期間②については、オンライン記録によると、申立人はＡ社Ｂ支店において昭和

45年１月１日に厚生年金保険被保険者資格を喪失し、同年１月５日に同社本社にて資格

を取得していることが確認できるところ、雇用保険の加入記録及び同社から提出された

異動履歴等から判断すると、申立人は、同年１月１日から同社本社に継続勤務していた

ことが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、申立人のＡ社本社における資格取得日は、昭和45年１

月１日であると認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案12383 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社本社に係る被保険者記録は、資格取得日が昭和44年４月１日、資格喪失

日が同年６月１日とされ、当該期間のうち同年５月１日から同年６月１日までの期間は

厚生年金保険法第75条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とな

らない期間と記録されているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年

金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の同社本社

における資格喪失日を同年６月１日とし、申立期間の標準報酬月額を２万6,000円とす

ることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和26年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和44年５月１日から同年６月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無いことが分かり、同社に相談

した。同社は、社会保険事務所（当時）に訂正の届出を行ったが、保険料は時効によ

り納付できず、申立期間は年金額の計算の基礎とならない期間となっている。そのた

め、厚生年金保険の給付額に反映するようにしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及びＡ社が提出した申立人の異動歴等から判断すると、申立人が

同社に継続して勤務し（同社本社から同社Ｂ支店に異動）、申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

なお、異動日については、Ａ社は、昭和44年５月末日まで同社本社で研修を行った後、

同年６月１日付けで各支店に配属となった旨回答していることから、同社本社における

資格喪失日を同年６月１日とすることが妥当である。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社本社における昭和44年４月

の社会保険事務所の記録から、２万6,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は、社



                      

  

会保険事務所に対し誤った届出を行い、申立期間の厚生年金保険料を納付していないこ

とを認めていることから、これを履行していないと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案12384 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社本社に係る被保険者記録は、資格取得日が昭和44年４月１日、資格喪失

日が同年６月１日とされ、当該期間のうち同年５月１日から同年６月１日までの期間は

厚生年金保険法第75条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とな

らない期間と記録されているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年

金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の同社本社

における資格喪失日を同年６月１日とし、申立期間の標準報酬月額を３万6,000円とす

ることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和22年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和44年５月１日から同年６月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無いことが分かり、同社に相談

した。同社は、社会保険事務所（当時）に訂正の届出を行ったが、保険料は時効によ

り納付できず、申立期間は年金額の計算の基礎とならない期間となっている。そのた

め、厚生年金保険の給付額に反映するようにしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及びＡ社が提出した申立人の異動歴等から判断すると、申立人が

同社に継続して勤務し（同社本社から同社Ｂ支店に異動）、申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

なお、異動日については、Ａ社は、昭和44年５月末日まで同社本社で研修を行った後、

同年６月１日付けで各支店に配属となった旨回答していることから、同社本社における

資格喪失日を同年６月１日とすることが妥当である。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社本社における昭和44年４月

の社会保険事務所の記録から、３万6,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は、社



                      

  

会保険事務所に対し誤った届出を行い、申立期間の厚生年金保険料を納付していないこ

とを認めていることから、これを履行していないと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案12385 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社Ｂ支店に係る被保険者記録は、資格取得日が昭和58年２月１日、資格喪

失日が平成元年２月１日とされ、当該期間のうち同年１月10日から同年２月１日までの

期間は厚生年金保険法第75条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる被保険者期

間とならない期間と記録されているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の同

社同支店における資格喪失日を同年２月１日とし、申立期間の標準報酬月額を36万円と

することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和27年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成元年１月10日から同年２月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無いことが分かり、同社に相談

した。同社は、社会保険事務所（当時）に訂正の届出を行ったが、保険料は時効によ

り納付できず、申立期間は年金額の計算の基礎とならない期間となっている。そのた

め、厚生年金保険の給付額に反映するようにしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及びＡ社が提出した申立人の異動歴等から判断すると、申立人が

同社に継続して勤務し（同社Ｂ支店から同社Ｃ支店に異動）、申立期間に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

なお、異動日については、Ａ社は、厚生年金保険の被保険者資格の得喪日については

各月１日付けであった旨回答していることから、同社Ｂ支店における資格喪失日を平成

元年２月１日とすることが妥当である。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ支店における昭和63年12

月の社会保険事務所の記録から、36万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は、社



                      

  

会保険事務所に対し誤った届出を行い、申立期間の厚生年金保険料を納付していないこ

とを認めていることから、これを履行していないと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案12386 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社本社に係る被保険者記録は、資格取得日が平成８年10月１日、資格喪失

日が10年７月１日とされ、当該期間のうち同年６月23日から同年７月１日までの期間は

厚生年金保険法第75条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とな

らない期間と記録されているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年

金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の同社本社

における資格喪失日を同年７月１日とし、申立期間の標準報酬月額を34万円とすること

が必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和44年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成10年６月23日から同年７月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無いことが分かり、同社に相談

した。同社は、社会保険事務所（当時）に訂正の届出を行ったが、保険料は時効によ

り納付できず、申立期間は年金額の計算の基礎とならない期間となっている。そのた

め、厚生年金保険の給付額に反映するようにしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及びＡ社が提出した申立人の異動歴等から判断すると、申立人が

同社に継続して勤務し（同社本社から同社Ｂ支店に異動）、申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

なお、異動日については、Ａ社は、厚生年金保険の被保険者資格の得喪日については

各月１日付けであった旨回答していることから、同社本社における資格喪失日を平成10

年７月１日とすることが妥当である。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社本社における平成10年５月

の社会保険事務所の記録から、34万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は、社



                      

  

会保険事務所に対し誤った届出を行い、申立期間の厚生年金保険料を納付していないこ

とを認めていることから、これを履行していないと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案12387 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社Ｂ支店に係る被保険者記録は、資格取得日が昭和47年２月１日、資格喪

失日が平成元年４月１日とされ、当該期間のうち同年３月20日から同年４月１日までの

期間は厚生年金保険法第75条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる被保険者期

間とならない期間と記録されているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の同

社Ｂ支店における資格喪失日を同年４月１日とし、申立期間の標準報酬月額を41万円と

することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和24年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成元年３月20日から同年４月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無いことが分かり、同社に相談

した。同社は、社会保険事務所（当時）に訂正の届出を行ったが、保険料は時効によ

り納付できず、申立期間は年金額の計算の基礎とならない期間となっている。そのた

め、厚生年金保険の給付額に反映するようにしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及びＡ社が提出した申立人の異動歴等から判断すると、申立人が

同社に継続して勤務し（同社Ｂ支店から同社本社に異動）、申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

なお、異動日については、Ａ社は、厚生年金保険の被保険者資格の得喪日については

各月１日付けであった旨回答していることから、同社Ｂ支店における資格喪失日を平成

元年４月１日とすることが妥当である。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ支店における平成元年２

月の社会保険事務所の記録から、41万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は、社



                      

  

会保険事務所に対し誤った届出を行い、申立期間の厚生年金保険料を納付していないこ

とを認めていることから、これを履行していないと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案12388 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社Ｂ支店に係る被保険者記録は、資格取得日が昭和54年４月１日、資格喪

失日が57年４月１日とされ、当該期間のうち同年３月31日から同年４月１日までの期間

は厚生年金保険法第75条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる被保険者期間と

ならない期間と記録されているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生

年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の同社Ｂ

支店における資格喪失日を同年４月１日とし、申立期間の標準報酬月額を19万円とする

ことが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和30年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和57年３月31日から同年４月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無いことが分かり、同社に相談

した。同社は、社会保険事務所（当時）に訂正の届出を行ったが、保険料は時効によ

り納付できず、申立期間は年金額の計算の基礎とならない期間となっている。そのた

め、厚生年金保険の給付額に反映するようにしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及びＡ社が提出した申立人の異動歴等から判断すると、申立人が

同社に継続して勤務し（同社Ｂ支店から同社本社に異動）、申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

なお、異動日については、Ａ社は、厚生年金保険の被保険者資格の得喪日については

各月１日付けであった旨回答していることから、同社Ｂ支店における資格喪失日を昭和

57年４月１日とすることが妥当である。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ支店における昭和57年２

月の社会保険事務所の記録から、19万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は、社



                      

  

会保険事務所に対し誤った届出を行い、申立期間の厚生年金保険料を納付していないこ

とを認めていることから、これを履行していないと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案12390 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間③について、厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いることが認められることから、申立人のＤ社における資格喪失日に係る記録を昭和49

年５月１日とし、当該期間の標準報酬月額を15万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和16年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和34年４月ごろから同年10月ごろまで 

② 昭和35年７月ごろから38年１月25日まで 

③ 昭和49年４月30日から同年５月１日まで 

④ 昭和52年３月21日から54年２月21日まで 

Ａ社Ｂ事業所で勤務した申立期間①、Ｃ社で勤務した申立期間②、Ｄ社で勤務した

申立期間③及びＥ社で勤務した申立期間④について、厚生年金保険の加入記録が無い。

各申立期間について、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間③については、雇用保険の加入記録及び同僚の供述から判断すると、申立人は、Ｄ

社に昭和49年４月30日まで継続して勤務し、同年５月１日以降において同社の承継企業である

Ｅ社に継続して勤務していたことが確認できる。 

また、Ｄ社の複数の従業員は、「同社の社名がＥ社に変わったこと以外は、業務内容や勤務

形態等の変更は無く、両社に継続して勤務していた。また、給与の手取り額等も変わっていな

かった。」と供述している。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことが認められる。 

また、当該期間の標準報酬月額については、申立人のＤ社における昭和49年３月の社会保険

事務所（当時）の記録から、15万円とすることが妥当である。 

一方、オンライン記録では、Ｄ社は昭和49年４月30日に厚生年金保険の適用事業所でなくな

っているが、同社は法人事業所であり、常時５名以上の従業員が在籍していたことが認められ



                      

  

ることから、当時の厚生年金保険法に定める適用事業所の要件を満たしているものと認められ

る。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、当該期間において適

用事業所でありながら、社会保険事務所に適用の届出を行っていなかったと認められることか

ら、事業主は、申立人の当該期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

申立期間①については、Ａ社Ｂ事業所に勤務していた申立人の義兄の供述から、申立人が同

社に勤務していたことは推認できる。 

しかし、Ａ社は昭和46年６月１日に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、当時の

事業主の連絡先等は不明であることから、申立人の当該期間に係る勤務実態や厚生年金保険の

適用状況等について確認することができない。 

また、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において被保険者であったことが確認

できる従業員に照会したところ、回答が得られた12名全員が、「申立人が勤務していたかどう

か不明である。」と供述している。また、そのうちの複数の従業員は「当時、臨時の雇用員は

厚生年金保険に加入していなかった。」と供述し、上記義兄も、「申立人が厚生年金保険に加

入できる正社員であったかどうかは不明。」と供述していることから、申立人の当時の厚生年

金保険の加入状況等について確認することはできない。 

このほか、申立人の申立期間①に係る厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及

び周辺事情は見当たらない。 

申立期間②については、Ｃ社の当時の事業主は、「申立人が当社に勤務していたことは記憶

しているが、当社が厚生年金保険の適用事業所となったのは昭和40年11月１日であり、当該期

間は適用事業所となっていない。適用事業所となる前の期間については、給与からの厚生年金

保険料控除も行っていなかった。」と供述している。 

また、Ｃ社に係る事業所別被保険者名簿から、同社が適用事業所となった昭和40年11月１日

に被保険者であったことが確認できる従業員５名に確認したところ、適用事業所となる前に厚

生年金保険料が控除されていたことを覚えている者はいなかった。 

このほか、申立人の申立期間②に係る厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及

び周辺事情は見当たらない。 

申立期間④については、Ｅ社の事業主は、「当該期間当時のことについては、資料も無く、

何も分からない。」と供述しているところ、当時の同社に係る事業所別被保険者名簿において

当該期間に被保険者記録が確認できる従業員は、「申立人は、社内事情により一度退社し、状

況が好転してから再度復職した。」と供述している。 

また、申立人が自分より後に退職したと記憶する同僚の被保険者資格の喪失日は昭和53年７

月11日であることから、申立人は、Ｅ社をいったん退職したことがうかがえる。 

このほか、申立期間④に係る厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事

情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚生年金保

険被保険者として、申立期間①、②及び④に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12393 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められることから、Ａ社（後に、Ｂ社）における申立人の被保険者記録のうち、申立

期間に係る資格喪失日（昭和 43 年８月 14 日）及び資格取得日（昭和 43 年 10 月 15

日）を取り消し、申立期間の標準報酬月額を１万6,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和24年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和43年８月14日から同年10月15日まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社

には継続して勤務していたので、厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人のＡ社における厚生年金保険の被保険者記録は、昭和 40年３月 29日に資格を

取得し、43年８月 14日に資格を喪失後、同年 10月 15日に同社において再度資格を取

得しており、申立期間の被保険者記録が無い。 

   しかしながら、申立期間当時のＡ社の生産部門責任者、従業員採用担当者及び複数の

同僚は、「申立人は同社の生産部門で、機織りとして昭和 44 年 10 月 20 日に退職する

まで継続して勤務しており、その間、雇用形態及び勤務形態に変化は無く、申立人が長

期間の休暇を取ったことは無い。」と供述しており、申立人が申立期間において同社に

継続して勤務していたことが認められる。 

   また、Ａ社において、申立期間に申立人と同じく機織りとして勤務していた３人の同

僚は、申立期間の厚生年金保険の被保険者記録に空白期間は無い。 

   さらに、上記採用担当者は、「申立人は正社員であり、当社では、正社員全員が厚生

年金保険に加入していたので、保険料も給与から当然控除されていた。」と供述してい

る。 

   これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間において、厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたものと認められる。 



                      

  

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 43 年７月の

社会保険事務所（当時）の記録から、１万6,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、Ａ社は既に廃業しており、事業主は当時の資料を保管しておらず、確認すること

はできないと供述しているが、事業主から申立人に係る被保険者資格の喪失届及び取得

届が提出されていないにもかかわらず、社会保険事務所がこれらを記録することは考え

難いことから、事業主が社会保険事務所の記録どおりの資格の喪失及び取得の届出を行

っており、その結果、社会保険事務所は、申立人の昭和 43 年８月及び同年９月の厚生

年金保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行った

ものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含

む。）、事業主は、申立人の申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと

認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案12394 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を昭和 44 年７月 31

日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を３万円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和24年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和44年７月31日から同年８月１日まで 

Ａ社又はＢ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。

申立期間に社名変更はあったが、継続して勤務していたので、厚生年金保険の被保険

者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

同僚の供述から判断すると、申立人がＢ社及び同社が社名変更したＡ社に継続して勤

務していたことが認められる。 

また、申立人と同様に、Ｂ社において昭和 44年７月 31日に資格を喪失し、Ａ社にお

いて同年８月１日に資格を取得した従業員が保有する同年７月分の給与支払明細書では、

同社において厚生年金保険料を控除されていることが確認できる。なお、同人は同年６

月から厚生年金保険に加入しているところ、同人が保有する同年６月分の給与支払明細

書から保険料が控除されていることが確認できることから、同社における保険料控除は

当月方式であったことがうかがえる。 

これらのことから、申立人についても申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 44 年８月の

社会保険事務所（当時）の記録から、３万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについては、Ａ

社は既に厚生年金保険の適用事業所でなくなっており、また、事業主は死亡しているた

め、これを確認できる関連資料及び周辺事情も無いことから、明らかでないと判断せざ



                      

  

るを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立て

どおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に対して行ったか否かにつ

いては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、行ったとは認められ

ない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12399 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間③のうち、昭和 25年８月 31日から同年９月７日までの期間の厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認められることから、申立人の

Ａ社Ｂ出張所における資格喪失日に係る記録を 25 年９月７日に訂正し、当該期間の標

準報酬月額を7,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正12年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和22年10月21日から23年５月１日まで 

             ② 昭和23年８月25日から25年４月１日まで 

             ③ 昭和25年８月31日から26年５月10日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、各申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。それぞ

れの申立期間に異動はあったが、同社に継続して勤務していたので、厚生年金保険の

被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間③のうち昭和 25年８月 31日から同年９月７日までの期間について、Ａ社

から提出された退職者台帳により、申立人が同社Ｂ出張所に勤務していたことが確認

できる。 

また、Ａ社Ｂ出張所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿により、申立人は同

社同出張所での被保険者資格を昭和 25年８月 31日に喪失していることが確認できる

ところ、同社人事部の担当者は、「退職者台帳のとおり、Ｂ出張所からＣ出張所への

異動は昭和25年９月６日だと思われる。」旨供述している。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間③のうち、昭和25年８月31日

から同年９月７日までの期間に係る厚生年金保険料を事業主により控除されていたも

のと認められる。 

また、当該期間に係る標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ出張所における昭

和 25 年７月の社会保険事務所（当時）の記録から、7,000 円とすることが妥当であ



                      

  

る。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについては、

事業主は不明としており、このほかに、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無

いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立

てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所に対して行ったか否か

については、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、行ったとは認

められない。 

２ 申立期間①、②及び③のうち昭和 25 年９月７日から 26 年５月 10 日までの期間に

ついて、Ａ社から提出された退職者台帳により、申立人が申立期間①は同社Ｄ出張所

に、申立期間②は同社Ｂ出張所に、申立期間③のうち 25 年９月７日から 26 年５月

10日までの期間は同社Ｃ出張所に勤務していたことが確認できる。 

しかし、Ａ社の各出張所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、各出

張所が厚生年金保険の適用事業所となったのは、同社Ｄ出張所は昭和 23 年５月１日、

同社Ｂ出張所は 25 年４月１日、同社Ｃ出張所は 26 年５月 10 日であり、当該期間は

それぞれ適用事業所となっていない。 

また、Ａ社人事部の担当者は、「退職者台帳以外に当該期間当時の資料等が無く、

申立人の保険料控除については不明である。当時は社会保険の届出事務や給与の支払

は所属している出張所等で行っており、各出張所が適用事業所となる前は、従業員の

給与から厚生年金保険料を控除することは考え難い。また、適用事業所になっていな

い事業所に転勤する場合、適用事業所になるまで、本社や地域統括店や転勤前の事業

所で厚生年金保険料を控除することも考え難い。」と供述している。 

さらに、Ａ社の各出張所に係る上記被保険者名簿により、各出張所が厚生年金保険

の適用事業所となった日に被保険者資格を取得した者が、申立人以外に同社Ｄ出張所

については７人、同社Ｂ出張所及び同社Ｃ出張所についてはそれぞれ４人確認できる

が、いずれも所在不明のため当時の厚生年金保険の取扱いについて確認することがで

きない。 

このほか、申立人の申立期間①、②及び③のうち昭和25年９月７日から26年５月

10 日までの期間に係る厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺

事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が

厚生年金保険の被保険者として、申立期間①、②及び③のうち昭和 25 年９月７日か

ら 26年５月 10日までの期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12402 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社Ｂ工場における厚生年金保険被保険者の資格取得日は昭和 17 年６月１

日、資格喪失日は 20 年８月１日であると認められることから、厚生年金保険被保険者

資格の取得日及び喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

なお、昭和 17 年６月から 20 年７月までの標準報酬月額については、17 年６月から

19年１月までは20円、同年２月から20年７月までは40円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和２年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和17年３月28日から21年10月まで 

Ａ社Ｂ工場に勤務していた申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。昭和 17 年

３月から同社同工場に勤務し、20年３月に病気のため休職し、21年 11月に同社の承

継会社に復職したが、退職はしていない。資格取得日が記入された厚生年金保険の被

保険者証を提出するので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほし

い。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出された厚生年金保険被保険者証から、Ａ社Ｂ工場における申立人の被保険

者資格取得日が昭和17年３月28日となっていることが確認でき、年金事務所から提出され

た労働者年金保険の記号番号払出簿の資格取得日と一致していることが確認できる。 

また、Ａ社Ｂ工場の同僚は、申立人と集団就職で昭和 17 年３月に一緒に入社し、社員寮

の同部屋で生活し、申立人と同一の業務に従事していたと供述しているとともに、20 年８

月の終戦まで勤務したが、申立人が自分より前に同社同分工場を退職したということはない

と供述しているところ、同社同分工場に係る健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿に

おける当該同僚の資格取得日は 17年３月 28日となっており、資格喪失日については、オン

ライン記録で20年８月１日となっていることが確認できる。 

これらのことから、申立人は、Ａ社Ｂ工場に昭和 17 年３月 28 日から少なくとも 20 年８

月までは勤務していたことが推認できる。 

しかしながら、厚生年金保険法（昭和 19年法律第 21号）の施行前における労働者年金保

険法（昭和16年法律第60号）において、昭和17年５月31日までは保険料徴収の施行準備



                      

  

期間であることから、申立期間のうち、同年３月 28日から同年５月 31日までの期間は、労

働者年金保険の被保険者期間として算入されない。 

また、適用事業所名簿によると、Ａ社Ｂ工場は、昭和 20 年８月１日付けで厚生年金保険

の適用事業所でなくなっていることが確認できる。 

一方、Ａ社Ｂ工場に係る健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿については、同名簿

で名前が確認できる複数の者の厚生年金保険被保険者台帳に「昭和 20年４月 15日焼失、32

年10月28日認定」と記載されていることから、同名簿は、昭和20年４月15日に戦災によ

り焼失し、32年10月28日に復元されたことが推認できる。 

しかしながら、厚生年金保険被保険者台帳にＡ社Ｂ工場に係る記録が記載されている者の

中に、同社同工場に係る健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿で名前が確認できない

者がおり、また、同台帳と同名簿の被保険者資格取得日及び被保険者資格喪失日が一致して

いない者が複数いる。 

また、申立人は、労働者年金保険の記号番号払出簿で被保険者資格取得日が昭和 17 年３

月 28 日と確認できるところ、厚生年金保険被保険者台帳にはその資格取得日が記載されて

おらず、Ａ社Ｂ工場に係る健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿にも申立人の名前は

確認できない。 

以上の事実を前提にすると、申立人の申立てに係る厚生年金保険の加入記録が無いことの

原因としては、事業主の届出漏れ、保険者による被保険者名簿への記入漏れ、被保険者名簿

等の焼失等の可能性が考えられるが、被保険者名簿の大規模な焼失等から半世紀も経た今日

において、保険者も被保険者名簿の完全な復元をなし得ない状況の下で、申立人及び事業主

にその原因がいずれにあるのかの特定を行わせることは不可能を強いるものであり、同人ら

にこれによる不利益を負担させるのは相当ではないというべきである。 

以上を踏まえて本件を見るに、申立人が、申立期間のうち、昭和 17年６月１日から 20年

８月１日まで継続勤務し、事業主による保険料控除が推認できる一方で、この推認を妨げる

特段の事情は見当たらないこと等の諸事情を総合して考慮すると、事業主は、申立人が 17

年６月１日に厚生年金保険被保険者の資格を取得した旨の届出を、当初、社会保険事務所

（当時）に対し行ったと認められ、かつ、申立人のＡ社Ｂ工場における厚生年金保険被保険

者の資格喪失日は20年８月１日とすることが妥当であると判断する。 

また、当該期間の標準報酬月額については、申立人と同じ日に資格取得している複数の従

業員の被保険者記録から、昭和17年６月から19年１月までは20円、同年２月から20年７

月までは40円とすることが妥当である。 

一方、申立期間のうち、昭和 20 年８月１日から 21年 10 月までの期間については、Ａ社

Ｂ工場が昭和 20 年８月１日付けで厚生年金保険の適用事業所でなくなっており、同社の承

継会社も当時の人事記録を保存していない上、同僚からも当該期間に係る勤務実態について

供述を得ることができないため、当該期間における申立人の勤務状況及び厚生年金保険料の

控除について確認できないことから、申立人が厚生年金保険被保険者として当該期間に係る

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



                      

  

東京国民年金 事案 8532 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 59 年６月から 61 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 59年６月から 61年３月まで 

私は、国民年金を脱退するような手続はしておらず、ずっと国民年金保

険料を納付していた。申立期間が国民年金に未加入で保険料が未納とされ

ていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人が所持する国民年金手帳により、

申立人は、昭和 50 年７月 11 日に任意加入被保険者の資格を取得し、59 年６

月 13 日に資格を喪失し、61 年４月に資格を再取得していることが確認でき、

申立期間は未加入期間とされていることから、制度上、保険料を納付するこ

とができない期間である。 

また、昭和 61 年４月前の旧国民年金法では、国民年金被保険者の資格は、

被用者年金制度の遺族年金受給権者は国民年金の任意加入適用とされており、

申立人は、夫が死亡した 54 年 12 月から再婚した平成４年２月まで厚生年金

保険の遺族年金を受給していることがオンライン記録により確認でき、申立

人は、54 年 12 月以降任意加入適用期間であり、強制被保険者とされる期間

では無かったことから、上記の被保険者資格の喪失手続を行ったものと考え

られるなど、申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる

周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案 8533 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 58 年３月から 60 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 38年生 

住    所 ：  

             

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 58年３月から 60年３月まで 

私の両親は、私が実家から離れて大学へ通っていたため、国民年金の加

入手続をし、学生であった期間の国民年金保険料を納付してくれていた。

申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の両親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入手続及び

保険料の納付に関与しておらず、国民年金の加入手続及び保険料を納付して

いたとする両親から当時の納付状況等を聴取することが困難なため、当時の

状況が不明である。 

また、申立人は、両親が国民年金の加入手続及び保険料を納付してくれた

と説明しているが、戸籍の附票により、申立人は、申立期間当時、両親が居

住している市とは別の区で住民登録をしていることが確認でき、当該市では、

申立人の国民年金の加入手続はできず、保険料を納付することができないこ

と、申立人の国民年金手帳の記号番号は、申立期間後の昭和 62 年２月に払い

出されており、申立期間は、学生の任意加入適用期間であり、制度上、当該

払出時からさかのぼって加入することができないこと、申立人の二人の姉も、

学生であった期間は未加入期間であることなど、申立人の両親が申立期間の

保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案 8534             

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 57 年４月から 62 年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 36年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 57年４月から 62年 12月まで 

    私は、大学卒業後の昭和 59 年４月ごろ国民年金の加入手続をした。その

後しばらくして過去２年分の国民年金保険料の納付書が届いたので、１年

分ずつ２回に分けて納付した。申立期間が国民年金に未加入で保険料が未

納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人の国民年金手帳の記号番号は申立

期間後の平成元年８月ごろに払い出されていることが確認でき、当該払出時

点では、申立期間のうち大部分は時効により保険料を納付することができな

い期間であり、申立人は、当該払出後に時効となっていなかった昭和 63 年１

月以降の保険料をさかのぼって納付していることが確認できること、申立期

間のうち 57 年４月から 59 年３月までは学生の任意加入適用期間の未加入期

間であり、制度上保険料を納付することはできない期間であることなど、申

立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当

たらない。 

また、申立人は、現在所持する年金手帳のほかに別の手帳を所持していた

記憶は無いと説明しているなど、申立期間当時に申立人に別の手帳記号番号

が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



                      

  

東京国民年金 事案 8535 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 60 年６月から 61 年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 40年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 60年６月から 61年 12月まで 

私の父は、私が夜間の学生であったときに、国民年金の加入手続をして

くれて、国民年金保険料を納付してくれていたはずである。申立期間の保

険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の父親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入手続及び

保険料の納付に関与しておらず、保険料を納付していたとする父親から当時

の納付状況等を聴取することができないため、当時の状況が不明である。 

また、申立人は、20 歳のときに父親が国民年金の加入手続をし、保険料を

納付してくれていたと主張しているが、申立人の国民年金手帳の記号番号は、

申立期間後の平成元年１月に払い出されており、オンライン記録から、申立

人は申立期間直後の昭和 62 年１月まで２年さかのぼって保険料を納付してい

ることが確認できることから、申立人は、当該納付時点で、申立期間の保険

料は時効により納付することができなかったと考えられること、申立期間当

時に申立人に別の手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる事情も見

当たらないことなど、申立人の父親が申立期間の保険料を納付していたこと

をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



                      

  

東京国民年金 事案 8536 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 60 年４月から 62 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 35年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 60年４月から 62年３月まで 

私の母は、私が大学を卒業したときに、国民年金の加入手続をしてくれ

て、２年分の国民年金保険料をさかのぼって納付してくれたはずである。

申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、大学を卒業した昭和 62 年

４月ごろに母親が国民年金の加入手続をしてくれたと主張しているが、申立

人の国民年金手帳の記号番号は、平成元年５月ごろに払い出されており、ま

た、オンライン記録から、申立人は同年７月から３年４月にかけて申立期間

後の昭和 62 年度及び 63 年度の２年分の保険料を過年度納付していることが

確認でき、２年分の保険料をさかのぼって納付してくれたとする申立人の主

張は上記の過年度納付の状況と合致している。 

さらに、申立期間は学生の任意加入適用期間の未加入期間であり、制度上、

保険料を納付することができないこと、申立期間当時に申立人に別の手帳記

号番号が払い出されたことをうかがわせる事情も見当たらないことなど、申

立人の母親が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情

も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



                      

  

東京国民年金 事案 8537 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 41 年 11 月から 42 年 12 月までの期間及び 46 年４月から 49

年 12 月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認める

ことはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 41年 11月から 42年 12月まで 

           ② 昭和 46年４月から 49年 12月まで 

  私は、会社を退職した後国民年金に加入して、申立期間①の国民年金保

険料は、私自身か母親が納付していた。結婚後の申立期間②は、夫と一緒

に保険料は集金人に納付しており、当該期間の夫の保険料は納付済みであ

る。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

   申立期間①については、申立人及びその母親が当該期間の国民年金保険料

を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立

人は、国民年金の加入手続、保険料額及び当時の納付方法である印紙検認に

よる納付等についての記憶が曖昧
あいまい

であり、保険料を納付していたとする母親

も申立人の保険料を納付した記憶は乏しいなど、申立人及びその母親が当該

期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

申立期間②については、申立人は会社退職後の昭和 46 年４月に国民年金に

再加入して夫と一緒に保険料を集金人に納付していたと主張しているが、申

立人の国民年金手帳の記号番号は２回払い出されており、42 年４月に払い出

された一つ目の手帳記号番号の払出簿には「46 不在、55.10．30Ａ区」と記

載されていることから 46 年に不在扱いとされ、55 年 10 月 30 日に別の区に

転出していたことが判明したものと推測され、当該手帳記号番号では当該期

間の保険料を納付することはできなかった。また、二つ目の手帳記号番号は



                      

  

当該期間後の 50 年２月に払い出されており、当該期間の保険料を納付するた

めには、当時実施されていた第２回特例納付及び過年度納付による以外には

ないが、申立人は、特例納付で保険料を納付した記憶及び保険料をさかのぼ

って納付した記憶は無いと説明しているなど、申立人及びその夫が申立期間

の保険料を納付していたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案 8539 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成７年５月から同年 10 月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 48年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成７年５月から同年 10月まで 

    私の母は、申立期間の国民年金保険料を当時居住していた市の出張所で

納付してくれたはずである。申立期間の保険料が未納とされていることに

納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人の厚生年金保険から国民年金

への切替手続を行い、保険料を納付していたとする母親は、厚生年金保険か

ら国民年金への切替手続の時期及び保険料の納付額に関する記憶が曖昧
あいまい

であ

る。 

また、オンライン記録によると、申立期間に係る資格取得及び資格喪失の

記録は、基礎年金番号制度が導入された平成９年１月以後に追加されている

ことが確認でき、その時点まで申立期間は未加入期間であったため、納付書

が発行されておらず、保険料を納付することはできなかったと考えられるな

ど、母親が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も

見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案 8540 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成元年６月から５年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 44年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成元年６月から５年３月まで 

    私は、平成５年４月に就職する前の学生時代に、それまで納付していな

かった国民年金保険料の一部をまとめて納付した。申立期間が国民年金に

未加入で保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、保険料を納付した期間、納付

の時期、場所及び納付額等の記憶が曖昧
あいまい

である上、オンライン記録によると、

申立期間は未加入期間であるため、納付書は発行されず、保険料を納付する

ことができない期間であるなど、申立人が申立期間の保険料を納付していた

ことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

また、申立人は、申立期間当時、国民年金の加入手続を行った記憶及び年

金手帳を受け取った記憶が無く、申立人に国民年金手帳の記号番号が払い出

されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案 8541 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 43 年１月から 56 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 43年１月から 56年３月まで              

    私の母は、私の国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料を納付して

くれていた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、申立期間の国民年金の加

入手続及び保険料の納付に関与しておらず、加入手続を行い、保険料を納付

していたとする母親から当時の納付状況等を聴取することができないため、

当時の状況が不明である。 

また、母親は、申立期間の過半の保険料が未納であり、申立人と国民年金

手帳の記号番号が連番で払い出されている申立人の義姉は、申立期間当初か

ら転居するまでの期間について保険料を納付した事蹟は認められない上、同

居していたとする申立人の姉は、申立期間うち国民年金加入期間の大部分の

保険料が未納であるなど、母親が申立期間の保険料を納付していたことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

さらに、申立期間当時、申立人に別の手帳記号番号が払い出されていたこ

とをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



                      

  

東京国民年金 事案 8542 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 57 年 12 月及び 58 年１月、58 年３月から同年７月までの期

間の国民年金保険料については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 31年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 57年 12月及び 58年１月 

             ② 昭和 58年３月から同年７月まで 

私の妻は、私が会社を退職後に、市の出張所で私の国民年金の加入手続

を行い、国民年金保険料を納付してくれていた。申立期間が国民年金に未

加入で保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の妻が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、加入手続及び保険料の納付

に関与しておらず、加入手続を行い、保険料を納付したとする妻は、加入手

続の時期、保険料の納付時期及び納付額の記憶が曖昧
あいまい

である上、妻自身も申

立期間は国民年金に未加入であるなど、妻が申立期間の保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   また、申立人が現在所持している年金手帳には、厚生年金保険の記号番号

のみが記載されているが、申立人は別の年金手帳を所持していた記憶は無い

と説明しており、申立人に国民年金手帳の記号番号が払い出されていたこと

をうかがわせる事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



                      

  

東京国民年金 事案 8545 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 61 年 10 月から同年 12 月までの期間並びに 62 年６月及び同

年７月の国民年金保険料については、納付していたものと認めることはでき

ない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 34年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 61年 10月から同年 12月まで 

② 昭和 62年６月及び同年７月 

    私は、会社を退職した昭和 61 年 10 月ごろに、自身の国民年金の加入手

続及び国民年金保険料の納付を父に依頼した。申立期間②の再加入手続及

び保険料の納付も父に依頼した。申立期間の保険料が未納とされているこ

とに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の父親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入手続及び

保険料の納付に関与しておらず、保険料を納付していたとする父親から当時

の納付状況等を聴取することができないため、当時の状況が不明である。 

また、申立人は昭和 61 年 10 月ごろに自身の国民年金の加入手続及び保険

料の納付を父親に依頼したと説明しているが、申立人の国民年金手帳の記号

番号は平成６年６月ごろに払い出されているほか、当該手帳記号番号の手帳

以外の手帳を所持していた記憶は無いと説明しており、別の手帳記号番号が

払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらないなど、申立期間の

保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案 8546 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 56 年８月から 61 年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 36年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 56年８月から 61年３月 

 私は、父から私の 20 歳からの国民年金保険料を納付しておいたと聞いて

いる。申立期間が国民年金に未加入で保険料が未納とされていることに納得

できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  申立人の父親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入手続及び保険

料の納付に関与しておらず、申立期間の保険料を納付していたとする父親から

当時の納付状況等を聴取することができないため、当時の状況が不明である。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号は昭和 61 年９月以降に払い出され

ており、申立期間は当時大学生であったため申立人の任意加入対象期間であり、

国民年金に未加入と記録されている期間であるほか、申立期間当時に別の手帳

記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらないなど、父

親が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たら

ない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



                      

  

東京国民年金 事案 8547                       

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 60 年４月から 62 年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 38年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 60年４月から 62年 12月まで 

私の父は、私の国民年金の加入手続を行い、私の国民年金保険料を納付

してくれていた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できな

い。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の父親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入手続及び

申立期間の保険料の納付に関与しておらず、申立人の国民年金の加入手続を

行い、保険料を納付していたとする父親から当時の納付状況等を聴取するこ

とができないため、当時の状況が不明である。 

また、申立人は、平成２年１月ごろに払い出された国民年金手帳の記号番

号が記載された年金手帳を所持しているが、他に年金手帳を所持していたか

どうかは分からないと説明しており、申立期間当時に別の手帳記号番号が払

い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらないなど、申立人の父親

が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たら

ない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案 8548 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 45 年７月から 59 年９月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 45年７月から 59年９月まで 

    私は、市出張所に婚姻届を提出した際、職員から国民年金の加入を勧め

られ、加入した。その後、婚姻前の 20 歳からの未納の国民年金保険料を

分割して、現年度分と一緒に納付した。申立期間の保険料が未納とされて

いることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、申立期間当時の保険料の納付

書、納付頻度及び納付額に関する記憶が曖昧
あいまい

である。 

また、申立人は、昭和 49 年４月に婚姻届を提出した際、職員から国民年金

の加入を勧められ加入し、20 歳からの保険料を納付していたと説明している

が、申立人の国民年金手帳の記号番号は 61 年２月ごろに払い出されているほ

か、当該手帳記号番号の手帳以外の手帳を所持していた記憶は無いと説明し

ており、別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見

当たらないなど、申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺

事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案 8549                       

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 57 年６月から 58 年５月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 37年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 57年６月から 58年５月まで 

私の父は、私が 20 歳になった時、私の国民年金の加入手続を行い、国民

年金保険料を納付してくれていた。申立期間の保険料が未納とされている

ことに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の父親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は国民年金の加入手続及び保

険料の納付に関与しておらず、国民年金の加入手続及び保険料を納付してい

たとする父親から当時の納付状況等を聴取することができないため、当時の

状況が不明であるなど、申立人の父親が申立期間の保険料を納付していたこ

とをうかがわせる周辺事情が見当たらない。 

また、申立人は、20 歳になった昭和 57 年＊月に父親が国民年金の加入手

続を行い、保険料を納付していたと説明しているが、国民年金の加入手続及

び保険料納付について父親から聞いた記憶は曖昧
あいまい

であり、申立人は、平成元

年９月ごろに払い出された年金手帳以外の手帳を所持した記憶は無いと説明

しているほか、申立期間当時に申立人に対して別の国民年金手帳の記号番号

が払い出された記録は無いなど、申立期間当時に申立人に別の手帳記号番号

が払い出されたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案 8553（事案 5290の再申立て）  

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和59年１月から62年４月までの期間及び63年５月から平成元年

９月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めるこ

とはできない。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 34年生 

住    所 ：  

                                

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和59年１月から62年４月まで 

             ② 昭和63年５月から平成元年９月まで 

    私は、会社を退職した昭和59年１月に、国民健康保険への切替えと同時

に国民年金の加入手続をしたことを記憶している。その後、結婚するまで

国民健康保険と国民年金の保険料を続けて納付した。申立期間が国民年金

に未加入で保険料が未納とされていることに納得できない。 

    名字の漢字の間違いで管理されている可能性があるので、再度審議をし

ていただきたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

本件申立てについては、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付してい

たことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、保険料の納付方法、

納付場所及び納付金額等についての申立人の記憶は曖昧
あいまい

であるなど、申立期

間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらず、また、

申立人が国民年金に任意加入し、国民年金手帳記号番号が払い出された平成

２年10月時点では、申立期間は未加入期間で制度上保険料をさかのぼって納

付できない期間である上、申立人は、別の国民年金手帳を所持していたこと

の記憶も無いなど、別の国民年金手帳記号番号が払い出されたことをうかが

わせる事情も見当たらないとして、既に当委員会の決定に基づく平成21年８

月26日付け年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

今回の申立てにおいて、申立人から新たな関連資料、参考情報等の提出は

無く、申立人は、役所等において、漢字の打ち間違いがあることから自身が

納付した保険料は別人として管理されているのではないかと説明しているが、

社会保険庁（当時）の記録はカタカナで管理されており、申立人が指摘する



                      

  

ことを原因として記録管理の誤りが生ずる余地は無く、申立人の説明は申立

期間の保険料を納付していたことをうかがわせるものではない。その他に委

員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないことから、申立人

が、申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案 8554   

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 63 年４月から平成元年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 43年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 63年４月から平成元年３月まで 

    私の母は、20 歳のときに私の国民年金の加入手続を行い、国民年金保険

料を納付してくれていた。申立期間の保険料が未納とされていることに納

得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、申立人の国民年金の加入手続及び納

付を行ったとする申立人の母親は、加入手続及び納付に関する記憶が曖昧
あいまい

で

ある。     

また、申立人に国民年金手帳の記号番号が払い出された記録は無く、申立

期間は平成 11 年２月に申立期間直後の厚生年金保険の加入記録が追加された

ことにより生じた未納期間であり、当該記録追加時点以前は未加入期間であ

り、保険料を納付することができない期間であるなど、申立人の母親が申立

期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案 8555   

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 47 年３月から 52 年４月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 47年３月から 52年４月まで 

私は、申立期間の国民年金保険料を納付しているはずである。申立期間

が国民年金に未加入で保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く、また、申立人は、国民年金の加入時期、

加入手続、加入場所、保険料の納付場所、納付方法及び納付金額等に関する

記憶が曖昧
あいまい

であるなど、申立人が申立期間の保険料を納付したことをうかが

わせる周辺事情も見当たらない。 

また、申立人が所持する国民年金手帳により、申立人は、昭和 52 年５月

11 日に任意加入被保険者の資格を取得していることが確認でき、申立期間は

任意加入前の未加入期間であり、保険料を納付することができない期間であ

る上、申立人は、現在所持している手帳以外の手帳を受領、所持したことは

ないと説明しているなど、別の国民年金手帳の記号番号が払い出されていた

ことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案 8556     

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 63 年７月から平成元年３月までの国民年金保険料については、

還付されていないものと認めることはできない。 

また、申立人の平成元年４月から２年５月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正 14年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 63年７月から平成元年３月まで 

             ② 平成元年４月から２年５月まで 

    私の夫は、昭和 61 年４月に私の 60 歳到達後の国民年金の任意加入手続

を行い、私が国民年金保険料を納付してきた。申立期間①について保険料

の還付を受けた記憶は無く、また、申立期間②については、国民年金の被

保険者資格の喪失手続を行った記憶は無く、保険料を納付していたはずで

ある。申立期間が国民年金に未加入で保険料が未納とされていることに納

得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、オンライン記録により、当該期間の国民年金保険

料が納付されていることが確認できるが、昭和 63 年７月 15 日に任意加入資

格喪失届が提出されたことにより 63 年７月から平成元年３月までの保険料

（6 万 8,080 円）の還付決議がなされており、63 年 11 月 11 日に申立人の口

座に入金される旨の通知書が作成されていることが確認できること、当該口

座について、申立人の夫は申立人名義の口座であると説明していることなど、

当該記録内容に不自然、不合理な点は認められず、還付記録の内容を疑わせ

る事情は見当たらない。 

申立期間②については、申立人が当該期間の保険料を納付していたことを

示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、申立人は、納付状況に関す

る記憶が曖昧
あいまい

である。また、オンライン記録により、昭和 63 年７月 15 日に

任意加入喪失届が提出されたことが確認でき、当該時点で受給限度額の年金

額を受給することが可能な 306 か月を満たしており、かつ、旧国民年金法適



                      

  

用者の場合、それ以上の納付を行ったとしても受給する年金額に反映されな

いことから喪失届が提出されたものと考えられ、当該期間は任意加入資格喪

失後の未加入期間であり、保険料を納付することができないなど、申立期間

の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が、申立期間①の国民年金保険料を還付されていないものと

認めることはできず、また申立期間②の国民年金保険料を納付していたもの

と認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案 8557 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 52 年 11 月から 53 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

住     所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ：  昭和 52年 11月から 53年３月まで 

私は、昭和 52 年 10 月に市役所で国民年金の任意加入手続を行い、国民

年金保険料を納付しており、申立期間に係る領収証書も所持している。申

立期間が国民年金に未加入で保険料を還付とされることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、オンライン記録及び所持する年金手帳により、申立期間の前の

昭和52年10月18日に国民年金に任意加入していることが確認でき、申立期間

の国民年金保険料を納付した52年10月26日付けの領収証書を所持している。  

また、社会保険事務所（当時）において、平成20年10月に還付決議される

まで、当該保険料は還付されていなかったものと推認できる。 

しかしながら、申立人は、申立期間直前の昭和52年11月に夫の海外赴任先

に出国したと説明しており、入国管理局の出入国記録からも同年11月16日に

出国していることが確認できる上、申立人の所持する国民年金手帳の国民年

金記録欄には、被保険者でなくなった日として52年11月17日の記載が認めら

れることから、申立期間は、国民年金の適用除外期間に該当し、制度上、国

民年金に加入することはできず、保険料を納付することができない期間であ

る。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



                      

  

東京国民年金 事案 8558 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 53 年３月から同年 11 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ：  昭和 53年３月から同年 11月まで 

私は、会社を退職した昭和 53 年２月末に国民年金に加入し、私が結婚す

るまでの国民年金保険料は、母親が納付書で納付してくれていた。申立期

間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は加入手続をした場所に関す

る記憶が曖昧
あいまい

である上、保険料を納付したとする母親から当時の納付状況等

を聴取できないため、当時の状況が不明である。 

また、申立人の所持する年金手帳によると、申立人が初めて被保険者とな

った日は申立期間直後の昭和 53 年 12 月 14日と記載されていることから、申

立期間は未加入期間であり、制度上、保険料を納付することができない期間

である上、申立人は、結婚後に申立期間の保険料をさかのぼって納付した記

憶は無いと説明するなど、申立期間の保険料を納付していたことをうかがわ

せる周辺事情も見当たらない。 

   さらに、申立人が当時居住していた区及び所轄社会保険事務所（当時）に

おいて、国民年金手帳の記号番号が払い出された記録も無いなど、別の手帳

記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案 8559 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 45 年４月から 56 年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 45年４月から 56年 12月まで 

    私の母は、国民年金の集金人に、今加入しないと年金がもらえなくなる

と言われ、私の国民年金の加入手続を行い、その後は、受給資格期間を満

たすように不足分の国民年金保険料を毎月の保険料に上乗せして納付して

くれていた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、加入手続の時期及び上乗

せして納付した保険料額の記憶が曖昧
あいまい

であり、保険料を納付したとする母親

から当時の納付状況等を聴取することができないため、当時の状況が不明で

ある。 

また、申立人は、受給資格期間を満たすように申立期間の保険料を上乗せ

して納付していたと説明するが、申立期間を除いた申立人の現在の納付済月

数は 321 月であり、既に受給資格月数 300 月を上回っているなど、母親が申

立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

さらに、申立人は、現在、昭和 58 年 12 月に払い出された国民年金手帳の

記号番号が記載された年金手帳を所持しており、当該手帳以外の年金手帳を

所持していた記憶は無いと説明するなど、別の手帳記号番号が払い出されて

いたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



                      

  

東京国民年金 事案 8560                 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 44 年４月から 49 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 44年４月から 49年３月まで                           

    父は、私が婚姻するまで私の国民年金保険料を納付してくれていたと思

う。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の父親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入手続及び

保険料の納付に関与しておらず、保険料を納付したとする父親から当時の納

付状況等を聴取することができないため、当時の状況が不明である上、申立

人は、加入手続及び保険料の納付について父親から聞いた記憶が曖昧
あいまい

である

など、父親が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情

も見当たらない。 

また、申立人は、昭和 61 年５月に払い出された国民年金手帳の記号番号が

記載された年金手帳を所持しているものの、当該手帳以外の年金手帳を所持

していた記憶は無いと説明するなど、申立期間当時、申立人に対して別の手

帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

  

 



                      

  

東京国民年金 事案 8561 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 54 年８月から 56 年９月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 54年８月から 56年９月まで              

    私は、昭和 54 年 10 月に転居し、56 年に区役所窓口で国民年金の任意加

入手続を行った際、さかのぼって国民年金保険料が払えるとの説明を受け

た。窓口で、申立期間の保険料として 10 万円を超えるほどの金額が記載さ

れた納付書を渡されたので、区役所内で保険料をまとめて納付した。申立

期間が国民年金に未加入で、保険料が未納とされていることに納得できな

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は申立期間の保険料をさかのぼっ

て納付した際、特例納付制度を利用した可能性があると説明しているが、納

付したとする昭和 56 年は、特例納付の実施期間ではなく、特例納付は当該時

点では既に終了している。 

また、申立人の夫は、申立期間を含む昭和 54 年４月から 62 年５月までの

期間は共済組合に加入しているため、当該期間のうち、国民年金制度が 61 年

４月１日に改正されるまでの期間は、申立人は任意加入適用期間となり、オ

ンライン記録及び申立人が所持する国民年金手帳によると、申立人は申立期

間直後の 56 年 10 月 12 日に任意加入していることが確認できるものの、申立

期間は未加入期間であるため、制度上、保険料を納付することができない期

間であるなど、申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせ

る周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案 8562            

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 36 年４月から 41 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から 41年３月まで 

    私の父は、時期は定かでないが、私が婚姻する前に、私の国民年金の加

入手続を行い、独身時代の国民年金保険料を納付してくれていた。申立期

間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の父親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入手続及び

保険料の納付に関与しておらず、保険料を納付していたとする父親から当時

の納付状況等を聴取することができないため、当時の状況が不明である。 

また、申立期間当時に同居していた申立人の母親は、国民年金に加入した

記録が無く、妹は、20 歳時から父親が昭和 44 年に死亡するまでの保険料が

未納となっているなど、父親が申立期間の保険料を納付していたことをうか

がわせる周辺事情も見当たらない。 

さらに、申立人の国民年金手帳の記号番号は、申立期間後の昭和 41 年９月

から 10 月までの間に払い出されていることが確認できる上、申立人が申立期

間当時に所持していた国民年金手帳として説明する横長の細長い手帳という

形状は、当時の国民年金手帳の形状と異なるなど、申立期間当時、申立人に

対して別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当

たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



                      

  

東京国民年金 事案 8563 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成８年９月から９年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 49年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成８年９月から９年３月まで 

    私は、母に申立期間の国民年金保険料を渡して納付してもらっていた。

申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 
 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人及びその母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示

す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人及びその母親は、申立

期間の厚生年金保険から国民年金への切替手続の場所、時期の記憶が曖昧
あいまい

で

あり、申立人の保険料を納付していたとする母親は、保険料の納付額、納付

時期の記憶も曖昧
あいまい

である。 

また、申立人が所持する年金手帳の国民年金の記録欄には、申立期間に係

る国民年金被保険者資格の取得及び喪失の記載が無く、当該期間は未加入期

間であるため、納付書が発行されず、保険料を納付することができない期間

である上、母親は、区役所から申立期間の保険料が納付済みである旨のお知

らせのハガキを受け取ったと述べているものの、申立人が当時居住していた

区役所では、申立期間当時、保険料の納付済みを知らせるハガキは発行して

いなかったと説明しているなど、申立人が申立期間の保険料を納付していた

ことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案 8567 

                                  

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 50 年 10 月から 51 年９月までの国民年金保険料については、

追納していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和８年生 

住    所 ：  

                       

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 50年 10月から 51年９月まで      

    私は区役所の職員から 10 年前の申請免除期間の国民年金保険料をさかの

ぼって納付できると教えられたので区の支所で手続を行い、３回に分けて

総額約 17 万円の保険料を納付した。申立期間の保険料が未納とされている

ことに納得できない。                   

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を追納していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人から当時の納付状況等を聴取する

ことが困難であるため、追納した時期、追納方法等の納付状況が不明である。 

また、申立人が３回に分けて納付したとする金額の合計額は、申立期間の

保険料を追納した場合の金額と大きく相違しており、当該期間については、

申立人の夫の保険料も申立人と同様に申請免除されているものの、追納され

た記録が無い。 

さらに、申立期間の保険料の追納期限は昭和 60 年 10 月から 61 年９月まで

であるが、申立期間後から 61 年９月までの期間においては、申立人は 59 年

12 月分を過年度納付している以外は、未加入期間、未納期間及び申請免除期

間となっており、保険料を納付していた事蹟が認められない上、前記追納期

限を含む 60 年１月から 62 年３月までの期間の保険料は申請免除されている

など、申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる事情は

見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案 8568 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 43 年１月から同年３月までの期間及び 45 年７月から 46 年８

月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めること

はできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 43年１月から同年３月まで 

             ② 昭和 45年７月から 46年８月まで 

    私は、短大生で 20 歳のときに両親から勧められて国民年金に加入した。

加入手続は母が行い、両親が、私が就職するまでの期間及び海外に行って

いた期間の国民年金保険料を納付してくれていたはずである。申立期間の

保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の両親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入手続及び

保険料の納付に関与しておらず、加入手続を行い、保険料を納付したとする

両親から当時の納付状況等を聴取することができないため、当時の状況が不

明である。 

   また、申立人の国民年金手帳の記号番号は、平成４年４月に払い出されて

おり、オンライン記録では、同年５月に申立期間①及び②に係る資格取得、

喪失の記録が整備されたことにより、当該両期間は未納期間として記録追加

されたことが確認できるなど、申立期間当時、両親が申立期間の保険料を納

付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   さらに、申立人が当時居住していた市及び所轄社会保険事務所（当時）に

おいて、申立人の手帳記号番号が払い出された記録は無く、申立人は申立期

間当時に母親から年金手帳を受け取った記憶は無いと説明しているなど、別

の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断



                      

  

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案 8569 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 61 年５月から昭和 63 年２月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 39年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 61年５月から 63年２月まで 

私は、会社を退職した昭和 61 年５月に国民年金の加入手続を行い、保険

料を納付してきた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得でき

ない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入手続及び保険

料の納付額に関する記憶が曖昧
あいまい

であるなど、申立人が申立期間の保険料を納

付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   また、申立人が当時居住していた区及び所轄社会保険事務所（当時）にお

いて、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された記録は無く、申立人

が所持する年金手帳には国民年金の記号番号の記載も無い上、申立人は別の

年金手帳を所持していた記憶は無いと説明しているなど、申立人に対して手

帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



                      

  

東京国民年金 事案 8570 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 63 年９月から平成３年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 43年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 63年９月から平成３年３月まで 

私の母は、学生でも 20 歳になったら国民年金に加入すべきだという父の

勧めにより、私の国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料を納付して

くれていた。申立期間が国民年金に未加入で、保険料が未納とされている

ことに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は国民年金の加入手続及び保

険料納付に関与しておらず、加入手続を行い、保険料を納付したとする母親

から当時の納付状況等を聴取することが困難であるため、当時の状況が不明

である。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号は、学生が国民年金に強制加入と

なった平成３年４月に払い出されていることが確認でき、申立人の所持する

年金手帳には、初めて被保険者となった日が「平成３年４月１日」と記載さ

れていることから、申立期間は、未加入期間となるため、納付書は発行され

ず、保険料を納付することができない期間であるなど、母親が申立期間の保

険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

さらに、申立期間当時、申立人に別の手帳記号番号が払い出されていたこ

とをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案 8574 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成元年 12 月から２年７月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 42年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成元年 12月から２年７月まで 

私は、会社を退職後に区役所で国民年金の加入手続をし、国民年金保険

料を数回に分けて区役所で納付した。申立期間が国民年金に未加入で保険

料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人が現在所持する年金手帳には、厚

生年金保険の記号番号のみが記載され、国民年金手帳の記号番号の記載は無

く、申立期間の国民年金被保険者資格の取得を示す記載も無い。 

また、申立人は当該手帳のほかに年金手帳を所持していた記憶が曖昧
あいまい

であ

り、オンライン記録にも申立人に国民年金手帳の記号番号が払い出された記

録は無く、申立期間は未加入期間であるため、制度上、保険料を納付するこ

とができない期間であるなど、申立人が申立期間の保険料を納付していたこ

とをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



                      

  

東京国民年金 事案 8575 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成元年３月から同年９月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 40年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成元年３月から同年９月まで 

私は、会社を退職した後の平成元年４月か５月に区役所で国民年金に加

入して、国民年金保険料は郵便局で納付していた。申立期間の保険料が未

納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

   申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、婚姻前の平成元年４月か５月

に区役所で国民年金に加入して保険料を納付していたと主張しているが、申

立人の国民年金手帳の記号番号が払い出されたのは、申立期間後の３年 12 月

ごろであり、当該払出時点では、申立期間は時効により保険料を納付するこ

とができない期間である。 

また、申立人が所持する年金手帳には、被保険者名が新姓で記載されてい

ること、住所も婚姻後の居住地が記載されていること、申立人は、上記年金

手帳以外に手帳を所持した記憶が無く、申立期間当時に別の手帳記号番号が

払い出されたことをうかがわせる事情も見当たらないことなど、申立人が申

立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案 8576 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 62 年３月から同年９月まで期間及び平成３年４月から４年７

月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めること

はできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 42年生 

住    所 ：  

 

 ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 62年３月から同年９月まで 

             ② 平成３年４月から４年７月まで 

    私の母は、私が 20 歳になったときに国民年金の加入手続を行い、国民年

金保険料をすべて納付してくれていたはずである。申立期間の保険料が未

納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入手続及び

保険料の納付に関与しておらず、保険料を納付していたとする母親は、保険

料額等についての記憶が曖昧
あいまい

である。 

   申立期間①については、申立人の国民年金手帳の記号番号は、平成３年１

月ごろに払い出されており、当該払出時点では、当該期間は時効により保険

料を納付することができない期間であり、申立人に別の手帳記号番号が払い

出されたことをうかがわせる事情も見当たらない。また、申立人の母親は当

該期間の保険料をさかのぼって納付した記憶は無いと説明しており、申立人

の母親が当該期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見

当たらない。 

    申立期間②については、申立人は、当該期間に海外転出していたことが戸

籍の附票で確認でき、当該期間は任意加入適用期間となり、資格喪失又は任

意加入の手続を行うことになるが、申立人の所持する年金手帳の国民年金の

記録欄に「平成３年４月８日」喪失、「平成４年８月 21 日」取得と記載さ

れていることが確認できる上、申立人が任意加入をした記録が無く、未加入



                      

  

期間であり、制度上、保険料を納付することができない期間であるなど、申

立人の母親が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情

も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案 8577 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 42 年４月から 47 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 42年４月から 47年３月まで 

私は、昭和 47 年ごろ、母に同行してもらい国民年金の加入手続を行い、

５年さかのぼって 20 歳からの国民年金保険料を納付した。申立期間の保険

料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人及びその母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示

す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、国民年金の加入手続及び保険

料の納付を行った際に同行したとする母親から当時の納付状況等を聴取する

ことができないため、当時の状況が不明である。 

また、昭和 47 年ごろに申立期間の保険料を納付したとすれば、当時実施さ

れていた第１回特例納付及び過年度納付によることとなるが、さかのぼって

納付したとする金額は申立期間の保険料を特例納付等した場合の保険料額と

大きく相違すること、申立人の国民年金手帳の記号番号は婚姻後の 52 年８月

に任意加入したことにより払い出され、申立人が所持する年金手帳にも初め

て被保険者になった日は 52 年８月１日と記載されており、申立期間は未加入

期間のため、制度上、保険料を納付することができない期間であることなど、

申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見

当たらない。 

さらに、申立期間当時に申立人に別の手帳記号番号が払い出されていたこ

とをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案 8578 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 50 年１月から 56 年７月までの期間及び 60 年６月から 61 年

３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 50年１月から 56年７月まで 

② 昭和 60年６月から 61年３月まで 

    私は、親に勧められ国民年金に加入し、申立期間の国民年金保険料を納

付していた。申立期間が国民年金に未加入で保険料が未納とされているこ

とに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①については、申立人が当該期間の国民年金保険料を納付してい

たことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年

金の加入手続の時期、当時の保険料額等に関する記憶が曖昧
あいまい

である。また、

申立人の国民年金手帳の記号番号は、当該期間後の 56 年８月に払い出されて

いること、申立人が現在所持し当該払出時に交付されたとみられる国民年金

手帳には、被保険者資格取得日が 56 年８月１日と記載されていることから、

申立期間は未加入期間であり、制度上、保険料を納付することはできない期

間であることなど、申立人が当該期間の保険料を納付していたことをうかが

わせる周辺事情も見当たらない。さらに、申立人は、当該国民年金手帳以外

の年金手帳を所持したことはないとしており、当該期間当時に申立人に別の

手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

申立期間②については、申立人は、昭和 60 年６月分の保険料の領収証書を

所持しているが、当該納付済保険料は、オンライン記録では 61 年３月 13 日

の決議により 59 年４月分に充当されている。これは、申立人が所持する当時

申立人が居住していた区が発行した 60 年 5 月 14 日付けの年金手帳の記載更

正通知書には、同年４月１日に資格種別を任意加入被保険者に更正する旨が、



                      

  

同年６月 25 日付けの年金手帳の記載更正通知書には、同年４月１日をもって

資格喪失に更正する旨が記載されており、これらの更正は、申立人から任意

加入被保険者の資格喪失の申出がなされたことによるものと考えられ、また、

60 年４月及び同年５月分の保険料が充当・還付処理されず納付済みとされて

いることについては、同年６月に当該申出がなされ、同月から未加入期間と

されたものと推測されることなど、申立人が申立期間の保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案 8581 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 61 年７月から平成３年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 41年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 61年７月から平成３年３月まで 

 私の母は、私が 20 歳になったころに私の国民年金の加入手続を行い、大

学院を卒業するまでの国民年金保険料を納付してくれていた。私と同じく

母が納付していた妹や弟の保険料は 20 歳から納付済みとなっている。申立

期間が国民年金に未加入で保険料が未納とされていることに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、申立期間の保険料の納付

に関与しておらず、保険料を納付していたとする母親は、申立人の国民年金

の加入手続及び保険料納付に関する記憶が曖昧
あいまい

である。 

また、申立人は、20 歳になったころに母親が国民年金の加入手続をしてく

れたと主張しているが、申立人の国民年金手帳の記号番号は、申立期間後の

平成３年７月ごろに払い出され、学生が強制加入被保険者となった３年４月

から保険料の納付を開始しており、申立期間は任意加入適用期間の未加入期

間であり、制度上、保険料を納付することができない期間であること、申立

人と連番で手帳記号番号が払い出されている申立人の妹も、学生時の任意加

入適用期間は未加入で、申立人と同様３年４月から保険料の納付を開始して

いること、20 歳到達時から保険料が納付済みとなっている申立人の弟は、３

年４月以降に学生になっていること、申立人は、現在所持する年金手帳のほ

かに手帳を所持していた記憶は無いと説明しており、申立人に別の手帳記号

番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらないことなど、

申立人の母親が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事

情も見当たらない。 



                      

  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案 8582 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成 10 年３月から同年７月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 45年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 10年３月から同年７月まで 

私は、会社を退職した都度、国民年金の加入手続を行い、国民年金保険

料を納付してきた。申立期間が国民年金に未加入で保険料が未納とされて

いることに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、申立期間当時の保険料の納付

方法及び納付場所の記憶が曖昧
あいまい

である。 

また、申立人は、申立期間には国民健康保険にも加入したとしているが、

申立人が当時居住していた市では、申立人の国民健康保険の加入履歴は無い

としていること、オンライン記録から、申立人は、平成 10 年３月 21 日から

の国民年金未適用者として加入勧奨が行われたが加入手続がなされなかった

ため、11 年８月 24 日現在で作成された未適用者一覧表に記録されているこ

とが確認でき、申立期間は未加入であり、保険料を納付することができない

期間であることなど、申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうか

がわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



                      

  

東京国民年金 事案 8583 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 62 年５月から平成元年 11 月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 42年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 62年５月から平成元年 11月まで 

私の母は、私が学生であった 20 歳からの国民年金保険料をさかのぼって

納付するようにとの納付書が送られてきたことから、過去２年分くらいの

保険料を納付してくれた。申立期間の保険料が未納とされていることに納

得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の母親が、申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料(家計簿、確定申告書等)は無く、申立人の母親は、平成３年より前の

時期に学生も20歳からは国民年金の強制加入対象者になったとの知らせを受

け取ったため、申立人の保険料を納付したと説明しているが、学生が強制加

入被保険者とされたのは３年４月である。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号は平成４年１月に払い出されてお

り、申立期間直後の元年12月分の保険料は４年２月12日に納付されたため、

時効期間経過後納付を理由に還付されていることがオンライン記録から確認

でき、当該納付時点で、申立期間は時効により保険料を納付することができ

ない期間であったこと、母親が納付したとする保険料額は、上記の納付時点

で納付可能な過年度保険料額におおむね一致すること、申立期間当時に申立

人に別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当た

らないことなど、申立人の母親が申立期間の保険料を納付していたことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案 8584 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 59 年４月から 60 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 39年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 59年４月から 60年３月まで 

私の母は、私が 23 歳のころ、自宅に来た区役所職員に勧められ、私の国

民年金の加入手続を行い、申立期間の国民年金保険料を納付してくれた。

申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、母親が自宅に来た区役所

職員に勧められて加入手続を行い、申立期間の保険料を納付したとしている

が、申立人の国民年金の加入手続及び申立期間の保険料を納付したとする母

親は、加入手続及び保険料納付に関する記憶が無く、申立人が当時居住して

いた区では、当時は、訪問による国民年金の加入勧奨及び保険料の収納を実

施していなかったと説明している。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号は昭和 62 年５月に払い出され、当

該払出時点で、過年度納付が可能であった 60 年４月以降の保険料は納付され

ているものの、申立期間は時効により保険料を納付することができない期間

であったこと、申立期間当時に申立人に別の手帳記号番号が払い出されたこ

とをうかがわせる事情も見当たらないことなど、申立人の母親が申立期間の

保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案 8586 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 57 年５月から 61 年３月までの期間、61 年４月から同年９月

までの期間及び 63 年４月から同年 12 月までの期間の国民年金保険料につい

ては、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 57年５月から 61年３月まで 

             ② 昭和 61年４月から同年９月まで 

             ③ 昭和 63年４月から同年 12月まで 

    私は、役所から送付されてきた納付書で国民年金保険料を納付していた。

申立期間①が国民年金に未加入で保険料が未納とされ、申立期間②及び③

の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入手続の時期、

保険料の納付時期及び納付額等に関する記憶が曖昧
あいまい

であるなど、申立人が申

立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

また、申立期間①については、当該期間前の厚生年金保険加入期間が 240

月に達し、厚生年金受給資格があるため、国民年金は任意加入期間となり、

現在は未加入期間と記録されている。申立人が所持する国民年金手帳の記号

番号が払い出された昭和 62 年１月時点では、当該期間は強制加入期間と認識

されていたが、大半の期間は時効により納付できない期間であり、申立人は

別の年金手帳を所持していた記憶が定かでないなど、別の手帳記号番号が払

い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

申立期間③については、当該期間直前の期間の保険料は平成３年３月に追

納されており、直後の期間の保険料は過年度納付されていることがオンライ

ン記録で確認できるなど、申立人が当該期間の保険料を納付していたことを

うかがわせる事情も見当たらない。 



                      

  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案 8587 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成元年２月及び同年３月並びに３年６月から５年６月までの期間

の国民年金保険料については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 44年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成元年２月及び同年３月 

                          ② 平成３年６月から５年６月まで   

 私の母親は、私の申立期間の国民年金保険料を納付してくれた。私と同様

に保険料を納付してもらっていた妹は未納期間がないのに、私だけ未納期間

があることは考えられない。申立期間の保険料が未納とされていることに納

得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）が無く、母親は、申立期間①は申立人が 20 歳に

なった当初に国民年金の加入手続を行い保険料を納付していたとしており、申

立期間②は申立人が会社を退職後に国民年金の再加入手続をして保険料を納付

したと説明しているが、申立人の基礎年金番号は、厚生年金保険の記号番号を

元に平成９年１月に付番されており、その前に申立人の国民年金手帳の記号番

号が払い出された記録は確認できず、申立人が所持する年金手帳には国民年金

手帳記号番号が記載されていないなど、申立期間当時に別の手帳記号番号が払

い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

また、母親は、申立人の妹が 20 歳に到達してからは、申立人及び妹の保険

料を一緒に納付していたのではないかと説明しているが、妹の国民年金手帳の

記号番号は平成５年６月ごろに払い出されており、妹が 20 歳に到達した３年

＊月から５年３月までの保険料は５年 10 月に過年度納付されていることがオ

ンライン記録で確認できるほか、当該納付時点では申立人は厚生年金保険に加

入しているなど、母親が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる

周辺事情も見当たらない。 



                      

  

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 



                      

  

東京国民年金 事案 8588 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成元年８月から３年３月までの国民年金保険料については、納付

していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 44年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成元年８月から３年３月まで 

 私の両親は、私の国民年金の加入手続を行い、申立期間の国民年金保険料

をさかのぼって一括で納付してくれた。申立期間が国民年金に未加入で保険

料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  申立人の両親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は国民年金の加入手続及び保険料

の納付に関与しておらず、申立人の保険料を用意し、母親に納付を頼んだとす

る父親は、申立人の保険料をさかのぼって納付した時期、納付した月数及び保

険料額に関する記憶が曖昧
あいまい

また、申立人の国民年金手帳の記号番号は平成３年７月以降に払い出されて

おり、申立期間は申立人が当時学生であった国民年金の任意加入対象期間であ

り、申立人の所持する年金手帳には申立人の国民年金の資格取得日が３年４月

１日と記載されていることから、申立期間は国民年金に未加入の期間であり、

保険料をさかのぼって納付することができないなど、申立人の両親が申立期間

の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

であり、母親から当時の納付状況等を聴取すること

ができない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 



                      

  

東京国民年金 事案 8589 

                                                               

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成 14 年１月から同年４月までの期間及び 15 年 10 月から 16 年

１月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 昭和 41年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 14年１月から同年４月まで 

             ② 平成 15年 10月から 16年１月まで 

    私は、会社を退職するたびに、区役所出張所で国民年金の再加入手続を

し、加入後は金融機関窓口で国民年金保険料を納付していた。申立期間が

国民年金に未加入で保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、保険料の納付場所及び納付額

について記憶が曖昧
あいまい

である。 

また、申立人は、会社を退職するたびに区役所出張所で国民年金の再加入

手続を行っていたと主張しているが、申立期間は、いずれも国民年金に未加

入のため、申立期間①は平成 14 年３月以降、申立期間②は 15 年 12 月以降に

加入勧奨が行われ、最終的にはいずれの期間とも申立人が「未適用者」とし

て記録されていることがオンライン記録で確認できるほか、未加入期間は保

険料を納付することができないなど、申立人が申立期間において国民年金の

再加入手続をし保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当た

らない。 

 これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



                      

  

東京国民年金 事案 8590                       

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 43 年９月から 50 年５月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女  

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

住    所 ：  

          

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 43年９月から 50年５月まで 

私の夫は、市役所で私の国民年金の加入手続を行い、以後の国民年金保

険料を納付してくれていたはずである。申立期間が国民年金に未加入で保

険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の夫が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、申立期間当時の国民年金の

加入手続及び保険料の納付に関与しておらず、加入手続及び保険料を納付し

ていたとされる夫から当時の納付状況等を聴取することができないため、当

時の状況が不明である。 

また、申立人が所持する年金手帳には、国民年金の初めて被保険者となっ

た日は申立期間直後の昭和 50 年６月 30 日と記載されており、申立期間は、

国民年金の未加入期間であり、保険料を納付することができない期間である

など、申立人の夫が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周

辺事情も見当たらない。 

さらに、申立人の国民年金手帳の記号番号は申立期間後の昭和 50 年 12 月

ごろに払い出されており、申立人は、申立期間当時に年金手帳を受け取った

記憶が曖昧
あいまい

であるなど、申立期間当時に申立人に別の手帳記号番号が払い出

されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案12197 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正14年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和17年10月１日から22年４月１日まで 

             ② 昭和26年４月１日から27年４月１日まで 

Ａ社に勤務していた申立期間①の厚生年金保険の加入記録及びＢ社（現在、Ｃ

社）に勤務していた申立期間②の厚生年金保険の加入記録がそれぞれ無いことが分

かった。申立期間①及び②について勤務していたのは確かなので、厚生年金保険の

被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、Ａ社から提出されたＤ校の第 25 回生卒業生名簿から、申立

人は昭和 15 年４月に同校に入学し、２年６か月の修学及びおおむね２年の実務経験

を経て、Ｅの資格を取得し、19年４月に同校を卒業していることが確認できる。 

   また、申立人は、上記Ｄ校を卒業後、Ｆ校に入学し、２年間の修学と実務を経て、

Ｇの資格を取得後、Ａ社に昭和 22 年３月まで勤務していたと主張しているところ、

上記卒業生名簿から５人の同期生に照会した結果、３人から回答があり、そのうち一

人は、「昭和 20 年８月の終戦と同時に帰郷したが、自分が勤務していた期間は申立

人も勤務していたと思う。」と供述していることから、申立人がＦ校に在籍していた

ことはうかがえる。 

しかしながら、Ａ社は、「当時の資料は提出したＤ校第 25 回生卒業生名簿しか無

く、申立人の勤務実態等については確認できない。」と回答している。 

また、回答のあった上記同期生のうち一人は、「昭和 19 年４月にＤ校を卒業し、

１年程度Ａ社で勤務したが、自分にも同社で勤務していたときの記録は無い。」と

供述しており、他の二人は、申立人を記憶しているものの同校を卒業後は別の事業

所に勤務していることから、申立人の勤務実態は確認することができない。 

さらに、申立期間①のうち、昭和 17 年 10 月１日から 19 年９月 30 日までの期間



                      

  

については、労働者年金保険法の適用期間であるが、同法が被保険者としているの

は、工場法や鉱業法の適用を受ける工場又は事業場に使用される男子のうち、いわ

ゆる筋肉労働者が対象であることから、申立人は被保険者の対象とはならない。 

このほか、申立人の申立期間①における厚生年金保険料の控除について、これを

確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

２ 申立期間②について、Ｂ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、同

社が厚生年金保険の適用事業所となったのは昭和28年３月 14日であり、申立期間②

は適用事業所となっていない。 

また、Ｃ社は、「昭和 30 年以降の資料は保存されているが、申立期間②当時の資

料は保存期限経過のため残されておらず、申立人の勤務実態を確認することができ

ない。」と回答している。 

そこで、Ｂ社が厚生年金保険の適用事業所となった昭和 28 年３月 14 日に同社の

厚生年金保険の被保険者資格を取得した従業員３人に照会を行ったところ、二人が、

26 年３月及び同年６月から同社で勤務していた旨供述しているが、いずれも申立人

を記憶しておらず、また、そのうち一人は「資格取得以前の厚生年金保険の取扱い

については不明。」と供述している。 

このほか、申立人の申立期間②における厚生年金保険料の控除について、これを

確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

３ これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が

厚生年金保険の被保険者として申立期間①及び②に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12198 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和22年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和48年４月１日から51年10月１日まで 

    Ａ社に勤務した申立期間の加入記録が無い。同社に勤務していた同僚には、厚生年

金保険の加入記録があるので、申立期間を被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社における同僚の供述から判断すると、勤務期間は特定できないものの、申立人が

同社に勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、申立期間及びその前後の期間において、厚生年金保険の被保険者資格

を取得した従業員に照会をしたところ、入社後、被保険者資格の取得まで、４年以上か

かっている従業員が複数名いたことが判明したが、それらの従業員は、「厚生年金保険

に加入する前には、給料からの保険料控除は無かった。」と回答している。 

また、申立人は、「申立期間において、平均して約 40名から 50名くらいの従業員が

いた。」と供述しているが、被保険者数を見ると、各月平均で 20 名ほどであり、Ａ社

では、必ずしも全員を厚生年金保険に加入させる取扱いではなかったことがうかがえる。 

なお、Ａ社は、平成７年４月 29 日に厚生年金保険の適用事業所でなくなっており、

事業主も既に死亡していることから、申立人の申立期間における勤務の状況及び厚生年

金保険料の控除について確認することができない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について、これを確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚生

年金保険被保険者として、厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

を認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12199 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和10年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和26年５月１日から31年10月21日まで 

年金受給の手続をしたときに、年金記録を確認したところ、申立期間について脱退

手当金を受給していることを知った。 

しかし、脱退手当金を受給した覚えは無いので、厚生年金保険被保険者期間として

回復してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の厚生年金保険被保険者台帳には、脱退手当金が支給されたことが記載されて

いるとともに、申立期間の脱退手当金は支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る

厚生年金保険被保険者資格喪失日から約半月後の昭和 31年 11月２日に支給決定されて

いるなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立人の脱退手当金が支給決定されたのは通算年金制度創設前であり、20 年

以上の厚生年金保険被保険者期間が無ければ年金は受給できなかったのであるから、申

立期間の事業所を退職後、厚生年金保険の加入歴が無い申立人が脱退手当金を受給する

ことに不自然さはうかがえない上、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほ

かに脱退手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る

脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12200 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和14年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和30年４月11日から33年12月25日まで 

年金問題が騒がれるようになってから、年金記録を確認したところ、申立期間につ

いて脱退手当金を受給していることを知った。 

しかし、脱退手当金を受給した覚えは無いので、厚生年金保険被保険者期間として

回復してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の申立期間に係る事業所の健康保険厚生年金保険被保険者名簿には、脱退手当

金が支給されていることを意味する「脱」の表示が記されているとともに、申立期間の

脱退手当金は支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格

喪失日から約１か月後の昭和 34年１月 19日に支給決定されているなど、一連の事務処

理に不自然さはうかがえない。 

また、申立人の脱退手当金が支給決定された時期は、通算年金制度創設前であり、20

年以上の厚生年金保険被保険者期間が無ければ年金は受給できなかったのであるから、

申立期間の事業所を退職後、昭和 60 年７月まで厚生年金保険の加入歴の無い申立人が

脱退手当金を受給することに不自然さはうかがえない上、申立人から聴取しても受給し

た記憶が無いというほかに脱退手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当

たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る

脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12201 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和５年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和23年５月21日から24年11月１日まで 

② 昭和24年11月１日から27年１月26日まで 

③ 昭和30年５月13日から33年３月１日まで 

平成 20 年７月に、年金記録を照会したが回答が無いので、再度照会をしたところ、

21 年 11 月に回答があり、申立期間について脱退手当金を受給していることを知った。 

しかし、昭和 33 年当時は、将来厚生年金保険の加入を考えていた自営業の夫から、

脱退手当金を受給しない方が良いと言われていたので受給をしていない。脱退手当金

の支給記録を取り消してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間の脱退手当金は支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る厚生年金保険

被保険者資格喪失日から約５か月半後の昭和 33年８月 15日に支給決定されているなど、

一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立人の脱退手当金が支給決定されたのは通算年金制度創設前であり、20 年

以上の厚生年金保険被保険者期間が無ければ年金は受給できなかったのであるから、申

立期間の事業所を退職後、厚生年金保険の加入歴が無い申立人が脱退手当金を受給する

ことに不自然さはうかがえない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る

脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12202 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和16年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和36年５月２日から40年４月11日まで 

年金受給の手続をしたときに、申立期間について脱退手当金を受給していることを

知った。 

しかし、申立期間の事業所を退職するときには、脱退手当金の説明は無く、脱退手

当金の請求手続を行ったことも、受給した記憶も無いので、年金記録を回復してほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る事業所は、申立期間当時、脱退手当金の代理請求を行っていたと回答

している上、当該事業所の健康保険厚生年金保険被保険者名簿に記載されている女性の

うち、申立人の厚生年金保険被保険者資格喪失日である昭和 40年４月 11日の前後１年

以内に資格喪失した者 24 名の脱退手当金の支給記録を確認したところ、20 名について

脱退手当金の支給決定がなされていることを踏まえると、申立人についても、事業主に

よる代理請求がなされた可能性が考えられる。 

また、申立人の申立期間に係る事業所の健康保険厚生年金保険被保険者名簿には、脱

退手当金が支給されていることを意味する「脱」の表示が記されているとともに、申立

期間の脱退手当金は支給額に計算上の誤りは無いなど、一連の事務処理に不自然さはう

かがえない。 

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金を受給し

ていないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る

脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12203 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和10年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和25年３月28日から32年３月５日まで 

平成 20 年５月に、ねんきん特別便が届き、年金記録を確認したところ、申立期間

について脱退手当金を受給していることを知った。 

しかし、脱退手当金を受給していないので、年金記録を回復してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る事業所の健康保険厚生年金保険被保険者名簿の申立人が記載されてい

る前後それぞれ 100 名のうち、申立人の厚生年金保険被保険者資格喪失日である昭和

32 年３月５日の前後２年以内に資格喪失した女性被保険者 82 名の脱退手当金の支給記

録を確認したところ、80 名に脱退手当金の支給記録が確認でき、そのうち 79 名につい

て資格喪失日から７か月以内に脱退手当金の支給決定がなされている上、当該支給決定

の記録がある者のうち２名は、事業所が請求手続をした旨の供述をしていることを踏ま

えると、申立人についても、事業主による代理請求がなされた可能性が高いものと考え

られる。 

また、申立人の厚生年金保険被保険者台帳には、脱退手当金が支給されたことが記載

されている上、申立期間の脱退手当金は支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る

厚生年金保険被保険者資格喪失日から約１か月後の昭和 32 年４月９日に支給決定され

ているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金を受給し

ていないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る

脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12204 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和12年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和27年４月１日から36年６月１日まで 

             ② 昭和36年６月19日から39年11月１日まで 

平成 21 年 11 月 27 日に、年金記録を確認したところ、申立期間について脱退手当

金を受給していることを知った。 

しかし、脱退手当金を受給した記憶が無いので、調査をしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の厚生年金保険被保険者台帳には、脱退手当金が支給されたとする昭和 43 年

７月 19日の直前の同年５月 24日に、脱退手当金の算定のために必要となる標準報酬月

額等を社会保険庁（当時）から当該脱退手当金の裁定庁へ回答したことが記録されてい

る上、申立人の申立期間に係る最終事業所の健康保険厚生年金保険被保険者名簿には、

脱退手当金が支給されていることを意味する「脱」の表示が記されているとともに、申

立期間の脱退手当金は支給額に計算上の誤りは無いなど、一連の事務処理に不自然さは

うかがえない。 

また、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金を受給して

いないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る

脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12205 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和10年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和28年11月８日から33年12月11日まで 

平成 21 年に、年金記録の回答が来たので確認をしたところ、申立期間について脱

退手当金を受給していることを知った。 

しかし、申立期間の事業所を退職するときには、脱退手当金の説明は無く、脱退手

当金の請求手続を行ったことも、受給した記憶も無いので、脱退手当金の支給記録を

取り消してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の厚生年金保険被保険者台帳には、脱退手当金が支給されたとする昭和 34 年

２月 24 日の直前の同年２月２日に、脱退手当金の算定のために必要となる標準報酬月

額等を厚生省（当時）から当該脱退手当金の裁定庁へ回答したことが記録されている上、

申立期間の脱退手当金は支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る厚生年金保険被

保険者資格喪失日から約２か月半後の 34年２月 24日に支給決定されているなど、一連

の事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立人の脱退手当金が支給決定されたのは通算年金制度創設前であり、20 年

以上の厚生年金保険被保険者期間が無ければ年金は受給できなかったのであるから、申

立期間の事業所を退職後、厚生年金保険の加入歴が無い申立人が脱退手当金を受給する

ことに不自然さはうかがえない上、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほ

かに脱退手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る

脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12206 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和６年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和26年12月11日から39年６月16日まで 

年金問題が騒がれるようになってから、年金記録を確認したところ、申立期間につ

いて脱退手当金を受給していることを知った。 

しかし、申立期間の事業所を退職するときには、脱退手当金の説明は無く、脱退手

当金の請求手続を行ったことも、受給した記憶も無いので、脱退手当金の支給記録を

取り消してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の厚生年金保険被保険者台帳には、脱退手当金が支給されたとする昭和 40 年

７月 13 日の直前の同年６月に、脱退手当金の算定のために必要となる標準報酬月額等

を社会保険庁（当時）から当該脱退手当金の裁定庁へ回答したことが記録されている上、

申立人の申立期間に係る事業所の事業所別被保険者名簿には、脱退手当金が支給されて

いることを意味する「脱」の表示が記されているとともに、申立期間の脱退手当金は支

給額に計算上の誤りは無いなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金を受給して

いないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る

脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12208 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和20年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和61年４月から平成６年12月まで 

Ａ社に勤務していた申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。勤務していたこと

は確かなので、厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の事業主及び従業員の供述から判断すると、申立期間のうち、昭和 63 年６月 11

日から平成７年３月 26 日まで、同社にドライバーとして勤務していたことは認められ

る。 

しかしながら、Ａ社の総務担当者は、「申立期間当時、本人の希望により厚生年金保

険に加入させていなかった従業員が多数おり、申立人についても、本人の希望により厚

生年金保険に加入させていなかった。」と供述している。 

また、Ａ社において、申立期間当時に厚生年金保険被保険者資格を有する従業員の一

人は、「厚生年金保険には自分から会社に頼んで加入したが、本人の申出により厚生年

金保険に加入しない従業員もいた。」と供述している。 

さらに、Ａ社が申立期間当時に加入していたＢ厚生年金基金及び同健康保険組合にお

いても、申立人の加入記録は無い。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚生

年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12209 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、船員保険被保険者として船員保険料を事業主により給

与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和８年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和37年１月31日から同年４月２日まで 

    Ａ社所有のＢ船に乗務していた申立期間の船員保険の加入記録が無い。船員手帳に

は同船の乗船記録があるので、当該期間を船員保険の被保険者期間として認めてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人から提出された船員手帳の乗船記録から判断すると、申立人が申立期間にＡ社

所有のＢ船に通信長として乗っていたことは認められる。 

   しかしながら、Ａ社は、当時の資料は保存されていないため、申立人の勤務実態及び

船員保険の加入状況については不明であるとした上で、当時は、「融通船員」といって、

会社間において船員の所属会社はそのままで他社の船舶に派遣乗船させることが行われ

ており、その際の給与は所属会社に請求していたと供述している。 

 一方、オンライン記録によると、申立期間を含む昭和 36 年４月７日から 38 年２月

25 日までの期間について、Ｃ組合において申立人の船員保険の加入記録が確認できる。 

また、Ｃ組合では申立期間当時、所属の船員が同組合所属の船舶に乗っていない期間

に、他社の船舶に乗ることがあったと供述している。 

 このほか、Ａ社における申立人の申立期間に係る船員保険料の控除について確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人がＡ社

における船員保険の被保険者として、申立期間に係る船員保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12213 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和18年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和39年４月１日から同年７月１日まで 

Ａ保育園に勤務した申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間に保母

（現在は、保育士）として同保育園に勤務していたので、厚生年金保険の被保険者と

して認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ保育園が保有する職員名簿により、申立人は、申立期間に同保育園に勤務していた

ことが確認できる。 

一方、申立期間当時のＡ保育園の従業員の厚生年金保険の被保険者資格取得手続は、

Ｂ教団が行っていたが、同教団は申立期間当時の厚生年金保険の被保険者資格の取得に

係る資料を保存していないため、申立人の厚生年金保険被保険者資格の取得等について

確認することができないと回答している。 

また、Ｂ教団に係る事業所別被保険者名簿によると、申立人の入社前より、Ａ保育園

に勤務していた４人の保母の厚生年金保険被保険者資格の取得時期は、入社後の相当期

間経過後であることが確認できる。 

さらに、事業主は、申立期間当時の事業主は既に死亡し、申立人の厚生年金保険料の

控除について確認することができない旨供述している。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認できる関連資

料及び周辺事情は見当らない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12215 （事案3707の再申立て)  

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和６年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和29年７月１日から33年６月21日まで 

Ａ社（後にＢ社に変更し、さらにＣ社）に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年

金保険の加入記録が無い旨を第三者委員会に申し立てたが、厚生年金保険料の給与か

らの控除が確認できないなどの理由で記録を訂正できないと通知を受けた。今回、新

たに、同僚の氏名を思い出したので再度調査して申立期間を厚生年金保険の被保険者

期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、Ｂ社の従業員の供述から、申立人が同社に勤務し

ていたことはうかがえる。 

しかしながら、Ｂ社は既に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、当時の事

業主から申立人の勤務実態及び厚生年金保険料の控除について確認できず、また、同社

の従業員が、「申立期間当時、申立人は請負業者の一員として勤務していたが、請負業

者の従業員は、同社の厚生年金保険に加入していなかったため、会社に働きかけて、昭

和 33年６月 21日に多数の請負業者の従業員を厚生年金保険に加入させてもらった。」

と供述していること及びオンライン記録によると、申立人が記憶している請負業者の同

僚１名も、申立人と同日の昭和 33年６月 21日に厚生年金保険の被保険者資格を取得し

ていることが確認できる。 

これらのことなどから、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできないとして、既に当委

員会の決定に基づく平成 21 年９月９日付けで年金記録の訂正が必要とまでは言えない

とする通知が行われている。 

今回、申立人は、新たに別の同僚１名の氏名を思い出したので再調査してほしいと主

張しているところ、オンライン記録及びＢ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿



                      

  

によると、当該同僚を含む 28 名が申立人と同日の昭和 33 年６月 21 日に厚生年金保険

被保険者資格を取得していることが確認できる。 

また、申立人から新たに提出のあったＣ社の経歴書からは、Ａ社がＢ社に社名を変更

した昭和 30 年３月に、申立人がＢ社の従業員となったこと、及び厚生年金保険料の控

除について確認することはできなかった。 

そのほかに、委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないことから、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案12218 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和26年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成14年４月１日から16年１月１日まで 

Ａ社の代表取締役として勤務した申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が、報酬

月額と相違している。ねんきん特別便で初めて標準報酬月額が９万 8,000円に下がっ

ているのに気が付いた。所得税源泉徴収簿を添付するので、正しい記録に訂正してほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなった日

（平成 16 年１月１日）より後の平成 16 年１月 14 日付けで、申立人の申立期間の標準

報酬月額は、当初、14 年４月から 15 年５月までは 62 万円、同年６月から同年８月ま

では 53 万円、同年９月から同年 12 月までは 36 万円と記録されていたものが、それぞ

れ９万8,000円にさかのぼって引き下げられていることが確認できる。 

また、申立人から提出された所得税源泉徴収簿により、申立期間において申立人が主

張する標準報酬月額に見合う厚生年金保険料が給与から控除されていたことが確認でき

る。 

一方、Ａ社に係る商業登記簿謄本により、申立人は申立期間及び上記の標準報酬月額

の訂正処理日において、同社の代表取締役であったことが確認できる。 

また、申立人は、「平成 15 年ごろから厚生年金保険料の支払が遅れ気味になり、社

会保険事務所（当時）へ相談に行った。そのとき、社会保険事務所の担当者から説明を

受けずに、関係書類を書かされた。」と申し立てているところ、「当時、同社における

社会保険事務は自分が行っていた。」と供述していることから、申立人は、上記減額訂

正処理に関与していたと認められる。 

さらに、Ａ社に係る厚生年金保険料振替口座の預金取引明細表によると、平成 15 年

３月 31 日の口座振替を最後に、厚生年金保険料の口座振替が行われていないことが確



                      

  

認できるところ、申立人も申立期間当時に厚生年金保険料の滞納があった事実を認めて

いる。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立人は、Ａ社の代表取締役として、社会保険

の届出事務に権限を有し、自らの標準報酬月額の減額訂正処理に関与しながら、当該処

理が有効なものではないと主張することは信義則上許されず、申立人の厚生年金保険の

標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはできない。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案12219 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和４年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和20年４月から21年12月まで 

Ａ社Ｂ工場Ｃ部に勤務した申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間に

同社Ｂ工場Ｃ部に勤務していたことは確かなので、厚生年金保険の被保険者として認

めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 20 年４月から 21 年 12 月までＡ社Ｂ工場Ｃ部に勤務していたと申し

立てている。 

しかし、Ａ社は、「申立期間当時の入職者台帳及び退職者台帳に申立人の記録は無く、

在籍の確認ができない。また、申立人が記憶していたという同社Ｂ工場Ｃ部の所長の記

録も確認できなかった。」と供述しているところ、同社Ｂ工場に係る健康保険厚生年金

保険被保険者名簿によると、上記所長の記録は無いことが確認できる。 

また、申立人が記憶していた同窓の先輩である同僚は、上記入職者台帳及び退職者台

帳では、Ａ社Ｄ営業所及び同社Ｅ本部における記録は確認できるが、同社Ｂ工場Ｃ部の

記録は確認できない。 

さらに、Ａ社は、「終戦の昭和 20年８月 15日には軍需会社の指定解除により工場を

閉鎖しており、同年９月に全社員を解雇し、改めて残務整理要員（臨時雇用）を採用し

たのは事実であるが、残務整理要員を厚生年金保険の被保険者として継続させているケ

ースもあることを考えると、申立人の場合は、厚生年金保険非加入扱いの非常勤、アル

バイト等ではなかったかとも推察される。」と回答している。 

加えて、上記同僚は、既に亡くなっており、また、申立期間当時のＡ社Ｂ工場の従業

員は、高齢のため、同社における申立人の申立期間に係る勤務を確認することができな

い。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の事業主による給与からの控除

 



                      

  

について、これを確認できる関連資料は無く、周辺事情も見当らない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12220 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和２年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和23年５月23日から26年６月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。工場勤務

の後、役員付の運転手として申立期間も同社に継続して勤務していたので、厚生年金

保険の被保険者として認めてほしい。 

（注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を求めて行ったも

のである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の弟は、「Ａ社に昭和 23年５月に入社（昭和 23年７月１日に厚生年金保険被

保険者資格を取得）し、29 年まで勤務したが、兄は、申立期間に本社役員の運転手と

して勤務していた。」と供述している。 

しかし、Ａ社は、既に解散しており、事業主も死亡していることから、同社における

申立人の申立期間に係る勤務状況及び厚生年金保険料の控除について確認することがで

きない。 

また、申立人がＡ社で被保険者資格を再取得した昭和 26 年６月１日において、同社

に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿により被保険者資格を取得していることが確

認できる従業員 13 名のうち、６名は死亡しており、７名は連絡先不明であり、１名は

申立人の弟であることから、申立人の弟以外の者から、申立期間当時の勤務状況及び厚

生年金保険料の控除について確認することができない。 

さらに、Ａ社に係る上記被保険者名簿によると、申立人の弟は、昭和 25 年 12 月 29

日から 26 年６月１日までの期間について、被保険者資格を確認することができず、申

立期間当時、被保険者記録に空白期間がある従業員は、申立人と申立人の弟の２名であ

ることが確認できる。 

加えて、申立人の妻は、「申立人が 20 歳前に会社の指示で運転免許を取得し、それ

 



                      

  

までの工場勤務から役員付の運転手として勤務するようになった。」と供述していると

ころ、申立人が被保険者資格を喪失した昭和 23年５月は、申立人が 20歳であることが

確認できることから、この当時に申立人の業務内容及び勤務地が変更になったことが考

えられる。 

なお、申立人の妻及び弟は、「Ａ社の当時の事業主は、Ｂ財団法人（現在は、財団法

人Ｃ）の理事若しくは理事長をしていた。」と供述していることから、財団法人Ｃ及び

財団法人Ｄに、申立人及びＡ社の事業主について照会したが、両事業所において、申立

期間当時の申立人の勤務は確認できず、上記事業主の記録は無い旨回答している。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について、これを確認で

きる関連資料は無く、周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12221 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和26年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和59年４月３日から61年２月21日まで 

② 平成10年４月６日から12年１月21日まで 

③ 平成13年３月１日から同年８月16日まで 

④ 平成13年10月１日から14年２月21日まで 

Ａ社、Ｂ社、Ｃ社及びＤ社に勤務した申立期間の年金加入履歴の加入月数が、厚生

年金保険料が控除された月数よりそれぞれ１か月分ずつ少ない。給与明細書等の資料

は保有していないが、私の記憶では間違いなく１か月分多く保険料を控除されたので、

被保険者記録の月数の訂正を認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、申立人は、オンライン記録において、Ａ社の厚生年金保険の被

保険者資格取得日及び喪失日は記録のとおり相違ないが、厚生年金保険の被保険者期間

の月数が、保険料を控除された月数の23か月より１か月少ない旨申し立てている。 

しかし、Ａ社の元事業主は、「Ａ社は平成 12年 10月に廃業して資料が無く、申立人

の勤務及び厚生年金保険料の控除を確認できない。」と供述していることから、申立人

の厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

また、雇用保険の加入記録は、昭和 59 年４月３日から 61 年２月 20 日まで記録され、

オンライン記録における厚生年金保険の被保険者記録と一致していることが確認できる。 

さらに、厚生年金保険法第 14 条において、資格喪失の時期は、その事業所に使用さ

れなくなった日の翌日とされており、同法第 19 条において、被保険者期間を計算する

場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月

の前月までをこれに算入することとされているところ、申立人は、上記のとおり、オン

ライン記録の資格取得及び喪失の記録に相違はない旨供述しており、雇用保険の加入記

録とも一致していることから、申立人の被保険者資格の喪失日が属する月である昭和



                      

  

61年２月については、厚生年金保険の被保険者期間には算入されない。 

申立期間②について、申立人は、オンライン記録において、Ｂ社の厚生年金保険の被

保険者資格取得日及び喪失日は記録のとおり相違ないが、厚生年金保険の被保険者期間

の月数が、保険料を控除された月数の22か月より１か月少ない旨申し立てている。 

しかし、Ｂ社が保管していた申立人の「被保険者資格取得確認および標準報酬決定通

知書」及び「被保険者資格喪失確認通知書」により、申立人は、平成 10 年４月６日に

被保険者資格を取得し、12 年１月 21 日に被保険者資格を喪失していることが確認でき、

オンライン記録と一致していることが確認できる。 

また、Ｂ社の事業主は、申立人に係る厚生年金保険料の控除について、「平成 11 年

12月分まで控除し、退職月は控除していない。」と回答している。 

さらに、雇用保険の加入記録は、平成 10 年４月６日から 12 年１月 20 日まで記録さ

れ、オンライン記録における厚生年金保険の被保険者記録と一致していることが確認で

きる。 

加えて、上記のとおり、厚生年金保険法第 14条及び同法第 19条の規定により、申立

人の被保険者資格の喪失日が属する月である平成 12 年１月については、厚生年金保険

の被保険者期間には算入されない。 

申立期間③について、申立人は、オンライン記録において、Ｃ社の厚生年金保険の被

保険者資格取得日及び喪失日は記録のとおり相違ないが、厚生年金保険の被保険者期間

の月数が保険料を控除された月数の６か月より１か月少ない旨申し立てている。 

しかし、Ｃ社が保管する健康保険資格証明書では、申立人の資格取得日が平成 13 年

３月１日、資格喪失日が同年８月 16 日と記録されており、オンライン記録における厚

生年金保険の被保険者記録と一致していることが確認できる。 

また、Ｃ社の人事担当者は、申立人の厚生年金保険料控除について、「オンライン記

録どおり正しく処理されていることを推測できる。」と回答している。 

さらに、雇用保険の加入記録は、申立期間③のうちの平成 13年３月 17日から同年８

月15日まで記録されていることが確認できる。 

加えて、上記のとおり、厚生年金保険法第 14条及び同法第 19条の規定により、申立

人の被保険者資格喪失日が属する月である平成 13 年８月については、厚生年金保険の

被保険者期間には算入されない。 

申立期間④について、申立人は、オンライン記録において、Ｄ社の厚生年金保険の被

保険者資格取得日及び喪失日は記録のとおり相違ないが、厚生年金保険の被保険者期間

の月数が保険料を控除された月数の５か月より１か月少ない旨申し立てているところ、

雇用保険の加入記録は、当該期間を含む平成 13年９月 25日から 14年２月 20日まで記

録されており、同社の元取締役は、「申立人は平成 13 年 10 月から 14 年２月ごろまで

勤務した。」と供述していることから、申立人が当該期間において、同社に勤務してい

たことは認められる。 

しかし、Ｄ社は既に厚生年金保険の適用事業所でなくなっており、当時の事業主は所

在不明で連絡が取れないことから、厚生年金保険料の控除について確認することができ



                      

  

ない。 

また、上記のとおり、厚生年金保険法第 14条及び同法第 19条の規定により、申立人

の被保険者資格の喪失日が属する月である平成 14 年２月については、厚生年金保険の

被保険者期間には算入されない。 

このほか、申立人の申立期間①から④までにおける厚生年金保険料の控除について、

これを確認できる関連資料は無く、周辺事情も見当らない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間①から④までに係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12223 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和15年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成10年３月１日から11年８月15日まで 

厚生年金保険の記録では、Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の標準報酬月額が、

実際に給与から控除されていた保険料に見合う標準報酬月額と相違している。申立期

間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人の申立期間の標準報酬月額は、Ａ社が厚生年金保険

の適用事業所でなくなった日（平成 11年９月 30日）より後の平成 11年 12月７日付け

で、当時の厚生年金保険の標準報酬月額の上限である 59 万円と記録されていたものが、

９年11月１日にさかのぼって９万2,000円に訂正されていることが確認できる。 

また、Ａ社に係る商業登記簿謄本によると、申立人は平成 11年９月 15日に同社の代

表取締役を辞任し、上記遡及
そきゅう

訂正処理日において同社の代表取締役でないことが確認で

きる。 

しかし、申立人は、代表取締役を辞任した後の平成 11 年 10 月 26 日に、社会保険事

務所（当時）と滞納保険料についての交渉を行っていることが、厚生保険特別会計滞納

処分執行停止決議書に添付されている経過一覧表に記載されており、このことから申立

人は、代表取締役を辞任した後においても、社会保険業務の責任者であったことが推認

される。 

また、申立人は、実質的な社会保険事務所との交渉は、事業主である自身が行い、社

会保険料の滞納があったため、滞納保険料の解消について社会保険事務所の職員と平成

11年８月から同年11月ごろに相談したとしている。 

さらに、申立人は、標準報酬月額の遡及
そきゅう

訂正処理が行われた当時、Ａ社の代表者印は

事業主である自分が管理していたとしている。 

加えて、オンライン記録の事業所記録回答票より、事業主の登録が申立人となってい



                      

  

ることが確認でき、申立人がＡ社において社会保険の届出事務に権限を有していたもの

と認められる。 

以上のことから、申立人が関与せずに社会保険事務所において標準報酬月額の遡及
そきゅう

訂

正処理がなされたとは考え難く、申立人は自身の標準報酬月額の減額に同意していたも

のと考えるのが自然である。 

これらの事情を総合的に判断すると、Ａ社の実質的な経営者であった申立人が、自ら

の標準報酬月額の減額処理に関与しながら、当該標準報酬月額の減額処理が有効なもの

ではないと主張することは信義則上許されず、申立人の申立期間における厚生年金保険

の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはできない。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案12224 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和40年生 

住    所 ：  

                      

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和63年５月１日から平成元年６月21日まで 

Ａ社に勤務した申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。平成元年６月 21 日に

Ｂ社に移籍したが、Ａ社に勤務していた申立期間も厚生年金保険に加入していたので、

厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の事業主の供述により、勤務期間は特定できないものの、申立人が同社に勤務し

ていたことが推認できる。 

しかし、Ａ社の事業主は、正社員は厚生年金保険に加入させていたがアルバイトは加

入させていなかったので、申立人は申立期間においてアルバイトとして勤務していたの

ではないかとしている。 

また、Ａ社の事業主は、厚生年金保険に加入していない従業員の給与から厚生年金保

険料は控除していなかったとしている。 

さらに、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所となった昭和 63 年５月１日に厚生年金保

険の被保険者資格を取得した元従業員は、申立人を記憶していないと回答していること

から、申立人の申立期間に係る勤務実態及び厚生年金保険料の控除について確認するこ

とができない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の事業主による給与からの控除

について、これを確認できる関連資料は無く、周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12225 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和24年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和60年３月31日から同年７月１日まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社

に昭和 60年６月 30日まで勤務していたので、申立期間も厚生年金保険の被保険者期

間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録から、申立人が申立期間にＡ社に勤務していたことは確認できる。 

しかし、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿によると、同社は昭和 60年３月 31日に厚

生年金保険の適用事業所でなくなっており（以下「全喪」という。）、申立期間は適用

事業所となっていないことが確認できる。 

また、Ａ社は、全喪しており、当時の資料を保有しておらず、事業主も死亡している

ことから、厚生年金保険の取扱いについて確認することができない。 

なお、Ａ社はその後、複数回にわたり商号変更、本店移転及び代表取締役の変更をし

ているところ、当該商号変更会社の複数の事業主（代表取締役）に照会したが、宛先不

明で回答が得られず、これらの者から、申立期間当時の厚生年金保険の取扱いについて

確認することができない。 

さらに、Ａ社が全喪した昭和 60年３月 31日時点で被保険者となっていた者は、申立

人を除き５人いるが、そのうち３人は既に死亡しており、一人は所在不明のため、事業

主の妻以外の者から申立期間当時の状況を確認することができない。 

また、事業主の妻は、同社は、同年４月に倒産したとし、従業員に対し同年同月以降

の給与を支払ったかについては不明としている。 

加えて、事業主及び事業主の妻は、昭和 60 年４月から国民年金保険料を納付してい

ることが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の事業主による給与からの控除



                      

  

について、これを確認できる関連資料は無く、周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案12226 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として、その主張する標準報酬

月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはで

きない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和５年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和41年10月１日から42年10月１日まで 

Ａ社における厚生年金保険の被保険者期間の標準報酬月額が、実際の給与の報酬額

より低くなっている。確認できる資料は無いが、申立期間の標準報酬月額を訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ社に係る厚生年金保険の標準報酬月額が、実際に同社から支給されてい

た報酬額より低いと申し立てている。 

しかしながら、Ａ社の後継会社であるＢ社は、申立期間に係る報酬月額及び厚生年金

保険料控除額が確認できる資料等を保管していないことから、申立人の申立期間におけ

る報酬月額及び厚生年金保険料控除額について確認することはできない。 

また、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿において、昭和 40年 10月の定時決定時に申

立人と同じ標準報酬月額だった従業員 55 人の申立期間の標準報酬月額を確認したとこ

ろ、10人の従業員の標準報酬月額が下がっていたことが確認できる。 

さらに、上記の従業員のうちの一人は、申立期間当時Ａ社は経営状態が悪く給与が減

額されたり遅配したりしていたので、自身の厚生年金保険の記録に間違いは無いとして

おり、上記の被保険者名簿を見ても、申立人の標準報酬月額の記載内容に不備や、さか

のぼって標準報酬月額の訂正が行われた形跡は無く、不自然さは見当たらない。 

このほか、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の事業主による給

与からの控除について、これを確認できる関連資料は無く、周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人がそ

の主張する標準報酬月額に相当する厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12227                  

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和14年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ：  昭和39年８月29日から40年11月29日まで 

厚生年金保険の記録によると、Ａ社に勤務していた申立期間の加入記録が無い。同

社に勤務していたことは確かなので、申立期間について厚生年金保険の被保険者であ

ったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間に勤務していたとするＡ社は、オンライン記録及び適用事務所検索

システムによると、厚生年金保険の適用事業所であることが確認できない。 

また、Ａ社の所在地を管轄する法務局に商業登記の記録も無く、同社の代表者及び役

員を確認することができないことから、申立人の申立期間における勤務実態及び厚生年

金保険料の控除について確認することができない。 

さらに、申立人は、Ａ社の事業主の氏名を記憶していたが、その連絡先は不明であり、

また、申立人は上司と若い男性の同僚がいたと述べているが、両者の氏名を覚えておら

ず、これらの者から申立人の申立期間における勤務実態及び厚生年金保険料の控除につ

いて確認することができない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の事業主による給与からの控除

について、これを確認できる関連資料は無く、周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案12231 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険の被保険者として厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和６年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和21年５月から27年７月まで 

        Ａ社Ｂ工場に勤務していた申立期間に係る厚生年金保険の加入記録が無い。同工場

に勤務していたのは確かなので、申立期間を厚生年金保険の被保険者として認めてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社Ｂ工場が提出した在籍証明書及び複数の元従業員の回答から、正確な勤務期間は

特定できないものの、申立人は同社同工場に勤務していたことがうかがえる。 

しかしながら、Ａ社Ｂ工場の事務担当者は、「申立期間当時の従業員に係る資料を保

存していないため、当時の厚生年金保険の取扱い等は不明である。」と回答しており、

申立人の申立期間に係る厚生年金保険の取扱い及び厚生年金保険料の控除について確認

できない。 

また、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から、連絡先の判明した 23 名

の元従業員に文書照会を行い、17 名から回答を得たが、このうち、２名の元従業員は、

「同社はしっかりとした会社であり、厚生年金保険の加入条件を満たしていながら６年

間も被保険者記録が無い、というような事務処理をしていたとは考えられない。」と述

べており、別の元従業員は、「申立期間当時、同社は地元では有名な企業で、正社員と

して採用されるのが難しく、臨時社員になった人も多かった。また、申立期間当時の従

業員数は 350名くらいだった。」と述べている。このことから申立期間当時の同社にお

ける被保険者数と従業員数を比較すると、オンライン記録によると同社における被保険

者数は 135名程度で推移しており、被保険者数は元従業員が述べた従業員数の 350名よ

りも少ないことから、同社では申立期間当時において、すべての従業員を厚生年金保険

に加入させる取扱いではなかったことがうかがえる。 

さらに、申立人が氏名を挙げたＡ社Ｂ工場の元同僚５名のうち、２名の元同僚は、申



                      

  

立期間当時の厚生年金保険の取扱い等についての明確な記憶は無く、３名の元同僚は、

死亡又は連絡先が不明であることから、申立期間当時における申立人の勤務実態及び厚

生年金保険料の控除を確認することができない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について、これを確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚生

年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたと認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12232 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険の被保険者として厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和39年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和61年５月16日から62年３月15日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間に係る厚生年金保険の加入記録が無い。申立

期間はパートタイマーで勤務し、また、学生でもあったので、親の健康保険に被扶養

者として加入していたが、念のために私の厚生年金保険の加入記録の訂正を申し立て

る。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が提出した申立人に係る社内経歴表により、申立人は同社に昭和 61年５月 16日

に採用され、アシスタント社員として８か月間勤務したことが確認できる。 

しかしながら､申立人は、「申立期間はパートタイマーで勤務した。」と述べており、

これについて、Ａ社の総務勤労課長は、「アシスタント社員であっても短時間勤務者

（パートタイマー）は厚生年金保険に加入させていない。また、申立人の厚生年金保険

の被保険者資格取得日が、正社員として採用された昭和 62 年４月１日となっていると

いうことは、それ以前の申立人の申立期間においては短時間勤務者であったと考えられ

る。」と述べている。 

また、上述の総務勤労課長は、「申立期間当時の申立人についての賃金台帳等の厚生

年金保険料の控除に係る資料は保管していないが､当社の短時間勤務者に係る厚生年金

保険の取扱いから考えて、短時間勤務者であった申立人の給与から厚生年金保険料を控

除することは考え難い。」と述べている。 

なお、申立人は、「自分は学生でもあったので、親の健康保険に被扶養者として加入

していた。」と述べている。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について、これを確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚生



                      

  

年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたと認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12233 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険の被保険者として厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和18年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ：  昭和49年４月から60年７月31日まで 

Ａ社にクレーンオペレータとして勤務していた申立期間に係る厚生年金保険の加入

記録が無い。申立期間を厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及び申立期間における複数の元従業員の回答から、正確な勤務期

間は特定できないものの、申立人はＡ社に勤務していたことが認められる。 

しかしながら、Ａ社の元事業主は、「申立期間当時の社会保険関係資料を保存してい

ないため、申立人に係る厚生年金保険の加入状況等は不明である。」と回答しており、

申立人の同社における厚生年金保険の加入及び保険料の控除について確認することがで

きない。 

また、前述の事業所別被保険者名簿により、申立期間当時にＡ社に勤務していて連絡

先の確認できる元従業員３名に対し、同社において勤務していた期間と厚生年金保険に

加入していた期間について照会したところ、１年８か月から１年 11 か月までの期間の

相違があることが認められる。 

さらに、申立人が記憶している元同僚６名のうちの１名は、「私は、Ａ社には７年間

勤務したが、厚生年金保険の加入記録は 11 か月しかない。」と回答している。これら

のことから、Ａ社では、厚生年金保険の加入については、従業員ごとに異なる取扱いを

していたことがうかがえる。 

加えて、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿に、申立人が記憶している元同僚６名のう

ち５名の厚生年金保険の加入記録は見当たらない上、申立期間において、同名簿の整理

番号に欠番は無く、同名簿の記載内容に不自然な点は見受けられない。 

なお、Ａ社に勤務したとする元従業員 11 名の雇用保険の加入記録を確認すると、こ

のうち４名については雇用保険の加入期間と厚生年金保険の加入期間が一致しているも



                      

  

のの、７名についての両記録は一致していないことから、Ａ社においては、雇用保険に

加入していても厚生年金保険に加入する取扱いではなかったことがうかがえる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について、これを確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。  

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚生

年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたと認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12234 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険の被保険者として厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和７年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和34年５月４日から35年11月30日まで 

Ａ社（現在は、Ｂ社）に勤務した申立期間に係る厚生年金保険の加入記録が無い。

申立期間を厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が提出したＢ社発行の在籍期間証明書及び複数の元同僚の回答により、申立人

が申立期間においてＡ社に勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、申立期間当時にＡ社の総務担当であった元従業員は、「申立期間当時

のＡ社における雇用形態には、正社員、嘱託社員、契約社員、パート・アルバイトがあ

り、正社員と嘱託社員は社会保険に加入していたが、契約社員とパート・アルバイトは

社会保険に加入していなかった。しかし、労働組合が昭和 35 年５月に結成され、組合

からの契約社員及びパート・アルバイトを正社員にせよとの要求を受け入れて、順次、

正社員にしていった。正社員になった者は社会保険に加入させたと思う。」と回答して

いる。また、複数の同僚は、「申立人は契約社員であった。」と回答している上、申立

人自身も、「Ａ社では契約社員であった。正社員にとの話はあったが、正社員にはなら

なかった。」と述べている。 

さらに、申立人が申立期間当時に契約社員であった同僚として氏名を挙げた元従業員

２名は、Ａ社でそれぞれ昭和 35 年 10 月１日、36 年１月１日に厚生年金保険の被保険

者の資格を取得していることが確認できる。 

加えて、申立期間において、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿の整理番号に欠番は無

く、同名簿の記載内容に不自然な点は見受けられない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について、これを確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚



                      

  

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたと認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12235 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険の被保険者として厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和10年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和32年10月から33年10月１日まで 

Ａ協会に勤務した期間のうち、申立期間に係る加入記録が無い。同協会には、昭和

32 年 10 月から勤務していたので、申立期間も厚生年金保険の被保険者として認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の申立期間のうち、昭和 32 年 10 月から 33 年２月ごろまでの期間については、

申立人がＡ協会に勤務していたことをうかがわせる関連資料等は確認できないものの、

同協会において申立期間当時に勤務していた元従業員の回答から、33 年３月ころから、

申立人が同協会に勤務していたことはうかがえる。 

しかしながら、Ａ協会の業務を承継しているＢ試験所の総務担当者によると、「当試

験所は組織替えを繰り返しており、当時の資料はほとんど残っていない。現在、申立期

間前後の期間で残っている資料は８名の元従業員の履歴書及び６名の元従業員の被保険

者台帳のみであり、その中に申立人のものは無い。」と回答している。 

また、申立人の申立期間においてＡ協会の事業所別被保険者名簿に記載のある元従業

員で、申立期間及び申立期間の前後数か月の間に厚生年金保険の被保険者の資格を取得

した 47 名のうち、連絡先の把握できた 22 名に文書照会したところ、16 名から回答が

あり、そのうち４名の元従業員が、「厚生年金保険の被保険者資格取得日が自身の入社

日と比べ、２か月から６か月後となっている。」と回答している。 

さらに、Ｂ試験所に履歴書が残っている８名の元従業員の履歴書の入社日とオンライ

ン記録における厚生年金保険の被保険者の資格取得日とが一致しているのは１名のみで、

残りの７名は入社から１か月から６か月を経て同被保険者の資格を取得していることが

確認できる。 

加えて、Ｂ試験所が保管している６名の元従業員の被保険者台帳における厚生年金保



                      

  

険の資格取得日とオンライン記録の資格取得日はそれぞれ一致しているものの、６名そ

れぞれが記憶している入社日又は同試験所が提出した履歴書における入社日と同台帳の

資格取得日とを比較すると、入社から１か月から６か月を経て同被保険者の資格を取得

していることが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について、これを確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたと認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12236                                                   

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 61 年６月１日から平成３年１月１日までの期間及

び４年９月 30日から 13年１月１日までの期間について、厚生年金保険被保険者として

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

また、申立人の申立期間のうち、平成４年８月１日から同年９月 30 日までの期間に

係る厚生年金保険の標準報酬月額の記録の訂正を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和23年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和61年６月１日から平成３年１月１日まで 

             ② 平成４年８月１日から同年９月30日まで 

             ③ 平成４年９月30日から13年１月１日まで 

Ａ社Ｂ支店に勤務した期間のうち、申立期間①に係る厚生年金保険の加入記録が無

い。申立期間③については、Ｃ社に継続して勤務していたにもかかわらず、被保険者

記録が無い。申立期間①及び③について被保険者期間として認めてほしい。 

また、Ｃ社に勤務した期間のうち、申立期間②については、厚生年金保険の標準報

酬月額が、実際に給与から控除されていた保険料に見合う標準報酬月額と相違してい

るので、申立期間②を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１  申立期間①について、申立人は、「Ａ社Ｂ支店では、昭和 61 年６月１日以降も工

事の受注があり、給与をもらって生活していた。同社には 60 年９月に入社して以来

６年くらい勤務していたと思うので、申立期間①を厚生年金保険の被保険者として認

めてほしい。」と述べている。 

しかしながら、商業登記簿謄本によると、Ａ社Ｂ支店は、昭和61年７月10日に廃

止されており、資格喪失後、同社から厚生年金保険料が控除されていたことを推認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

また、申立人は、Ａ社Ｂ支店での同僚を記憶していないことから、同社に係る健康

保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿から、申立人の被保険者期間の一部期間にお

いて被保険者記録のある従業員６名に照会したところ、４名から回答があり、すべて



                      

  

の従業員が申立人のことを記憶していたものの、申立人の退職日については記憶して

いないことから、申立人の申立期間①における勤務実態等について確認することがで

きない。 

このほか、申立人の申立期間①に係る厚生年金保険料の事業主による給与からの控

除について、これを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間①に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたと認めることはできない。 

２ 申立期間③のうち、平成４年９月 30日から６年１月 16日までの期間については、

オンライン記録によると、申立人の資格喪失日は、Ｃ社が適用事業所でなくなった平

成５年 10月 31日の後の６年１月 11日付けで、遡
そ

及
きゅう

して４年９月 30日とする訂正

処理が行われていることが確認できる。 

しかしながら、Ｃ社に係る商業登記簿謄本によると、申立人は、申立期間③のうち、

平成４年９月 30日から５年 10月 20日までの期間、同年 11月 11日から６年３月 30

日までの期間及び６年 11 月 29 日から 13 年１月１日までの期間において同社の代表

取締役として登記されており、上記の訂正処理が行われた６年１月 11 日時点では同

社の代表取締役であったことが確認できる。 

これらの事情等を含めて総合的に判断すると、申立人は、当該期間当時、Ｃ社の経

営責任者として当該資格喪失日に係る訂正処理を知り得る立場にありながら、自らこ

の訂正処理が適正なものでないと主張することは信義則上許されず、申立人の厚生年

金保険被保険者資格の喪失日に係る記録の訂正を認めることはできない。 

また、申立期間③のうち、遡
そ

及
きゅう

訂正処理が行われた平成６年１月 11 日から 13 年

１月１日までの期間については、申立人の給与から厚生年金保険料が控除されていた

か否かについて、Ｃ社の給与担当をしていたとする元従業員は、「社員の給与計算は

自分が行っていたが、会長と社長の給与にはかかわっていなかったので、申立人の厚

生年金保険料がいつまで控除されていたのか不明である。」と述べている上、申立人

が自身の給与計算事務を行っていたとする会計事務所は連絡先が不明であるため、申

立人の当該期間に係る厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

このほか、申立人の申立期間③に係る厚生年金保険料の事業主による給与からの控

除について、これを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が

厚生年金保険の被保険者として、申立期間③に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたと認めることはできない。 

３ 申立期間②について、オンライン記録によると、申立人の当該期間に係る標準報酬

月額は、当初 50 万円となっていたが、Ｃ社が厚生年金保険の適用事業所でなくなっ

た平成５年 10月 31日より後の６年１月 11日付けで遡及
そきゅう

して、８万円に減額訂正の

処理が行われていることが確認でき、また、４年３月 21 日以前に同社において厚生

年金保険被保険者資格を喪失した４名を除く被保険者 24 名全員について減額訂正の



                      

  

処理が確認できる。 

しかしながら、Ｃ社に係る商業登記簿謄本により、申立人は申立期間②及び訂正処

理日において、同社の共同代表取締役２名のうち１名であったことが確認できる。 

また、申立人自身は、「Ｃ社の代表者印は自分か、もう一人の代表取締役が管理し

ていた。同社は、申立期間②当時、資金繰りが大変で保険料を滞納していたため、管

轄社会保険事務所（当時）から保険料の納付について呼び出されたことがあり、その

際自分が対応した。」と述べていることから、申立人が関与せずに社会保険事務所に

おいて標準報酬月額の減額処理がなされたとは考え難く、申立人は自身の標準報酬月

額の減額に同意していたものと考えるのが自然である。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立人は会社の業務を執行する責任を負って

いる代表取締役として自らの標準報酬月額に係る記録訂正が有効でないと主張するこ

とは信義則上許されず、申立人の申立期間②における厚生年金保険の標準報酬月額に

係る記録の訂正を認めることはできない。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案12241                     

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和８年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和29年５月15日から32年６月19日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社には

申立期間も継続して勤務しており、同社からもらった永年勤続表彰状を提出するので、

厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出された永年勤続表彰状、雇用保険の加入記録及び複数の従業員の供述

から判断すると、申立人は、申立期間当時、Ａ社に継続して勤務していたことが確認で

きる。 

しかし、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立人と同じ昭和

29 年５月 15 日付けで厚生年金保険の被保険者資格を喪失している従業員が５人、その

前後１か月の間に資格を喪失している従業員が２人いることが確認できる。  

また、申立人と同様、厚生年金保険被保険者資格記録に空白期間がある上記従業員の

うち連絡が取れた４人は、いずれも、当該空白期間の厚生年金保険料の控除について覚

えていないとしており、そのうちの１人で申立期間当時、経理部門等に携わっていたと

する従業員は、当時の厚生年金保険の取扱いについては覚えていないとしている。 

なお、Ａ社は既に適用事業所ではなくなっており、同社の元代表者は死亡しているた

め、申立人の、申立期間に係る勤務実態及び厚生年金保険の取扱いについて確認するこ

とができなかった。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の事業主による給与からの控除

について、これを確認できる関連資料は無く周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12242                     

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和20年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和36年５月25日から39年３月20日まで 

② 昭和41年９月20日から42年３月25日まで 

③ 昭和42年４月10日から同年12月20日まで 

   Ａ社、Ｂ社又はＣ社及びＤ社に勤務した期間の加入記録が無い。それぞれの会社に

勤務していたことは確かなので、申立期間①、②及び③を厚生年金保険の被保険者と

して認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、オンライン記録によると、Ａ社は厚生年金保険の適用事業所

としての記録は無い。 

また、Ａ社を管轄する法務局に商業登記の記録は無く、関連団体等に照会したが、同

事業所の所在地を特定することができない。 

なお、申立人は、代表者及び同僚の名前を挙げているが、住所を特定することができ

ず、当該代表者等から、申立人の勤務実態及び厚生年金保険の取扱いについて確認する

ことができなかった。 

申立期間②については、オンライン記録によると、Ｂ社は昭和 49 年３月１日に厚生

年金保険の適用事業所となっており、申立期間②は適用事業所となっていない。 

また、Ｂ社に係る事業所別被保険者名簿から、昭和 49 年３月１日に厚生年金保険被

保険者資格を取得した複数の従業員に照会したところ、当時の社会保険担当であったと

する従業員を含む複数の従業員は、いずれも申立人を記憶していない上、厚生年金保険

被保険者資格の取得日は、同事業所が厚生年金保険の適用事業所となった日であったと

している。 

なお、上記回答があった複数の従業員のうち二人については、オンライン記録から、

Ｂ社で昭和 49 年３月１日に厚生年金保険被保険者資格を取得するまで国民年金に加入



                      

  

し、当該保険料を納付していることが確認できる。 

一方、オンライン記録によると、Ｃ社は厚生年金保険の適用事業所としての記録は無

い。 

また、Ｃ社を管轄する法務局に商業登記の記録は無く、同事業所の所在地を特定する

ことができない。 

なお、申立人は、複数の同僚の名前を挙げているが、住所を特定することができず、

当該同僚から、申立人の勤務実態及び厚生年金保険の取扱いについて確認することがで

きなかった。 

申立期間③については、Ｄ社に勤務していたとする従業員の供述から判断すると、時

期は特定できないが、申立人が、当該期間中、同社に勤務していたことは推認できる。 

しかし、事業所別被保険者名簿によると、Ｄ社は昭和 43 年７月１日に厚生年金保険

の適用事業所となっており、申立期間③は適用事業所となっていない。 

また、Ｄ社の元代表者は、当時の資料が保管されていないため詳細は不明としている

が、同社が厚生年金保険の適用事業所となったのは昭和 43 年７月１日としており上記

被保険者名簿の記録と合致している。 

なお、当時の社会保険担当者と思われる従業員の住所を特定することができず、申立

人の勤務実態及び厚生年金保険の取扱いについて確認することができなかった。 

このほか、申立人の申立期間①、②及び③における厚生年金保険料の控除について、

これを確認できる関連資料は無く周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険被保険者として、申立期間①、②及び③に係る厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案12243                                         

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和25年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和50年２月１日から51年２月５日まで 

② 昭和51年２月28日から53年４月30日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間①及び②の厚生年金保険の加入記録が無い。

同社には、当該期間についてもそれぞれ勤務していたことは確かなので、厚生年金保

険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の現在の代表者は、「申立期間当時から保管されている資料を調べたが、申立人

の厚生年金保険に係る届書等を確認することができなかった。」旨回答しており、申立

人の勤務実態及び厚生年金保険の取扱いについて確認することができない。 

そこで、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿から複数の従業員に照会したが、回答があ

った者は申立人を記憶しておらず、申立人の入社時期及び退職時期を特定することがで

きない。 

また、申立人が記憶する複数の上司及び同僚は死亡又は住所を特定することができず、

当該上司等から、申立人の勤務実態及び厚生年金保険の取扱いについて確認することが

できなかった。 

なお、オンライン記録によると、申立人は、申立期間中、国民年金に加入し、当該保

険料を納付していることが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間①及び②における厚生年金保険料の控除について、これ

を確認できる関連資料は無く周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案12249 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和５年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和29年９月１日から30年10月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間

も同社に継続して勤務していたので、厚生年金保険の被保険者期間として認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 30 年９月末日までＡ社に勤務し、厚生年金保険に加入していたと申し立

てている。 

しかし、Ａ社は、既に厚生年金保険の適用事業所でなくなっており、事業主は連絡先が不

明なため、同社及び事業主より、申立人の申立期間に係る勤務状況及び厚生年金保険料の控

除について確認することができない。 

また、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿から、申立期間に同社で加入記録があり、住所を

確認できた従業員４名に照会したところ、申立人を記憶していた３名のうち、１名は、「申

立人は、夏に退社したのを覚えているが、昭和 29年夏か 30年夏かまでは分からない。」と

回答し、２名はいずれも「出入りの激しい会社だったから、申立人が申立期間に勤務してい

たか否かは分からない。」と回答しているため、これらの者から、申立人の申立期間に係る

勤務状況及び厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

さらに、申立人は、「昭和 30年 10月に次の会社に入社するまではずっとＡ社に勤務した

と思うが、いつ同社を退職したかははっきりしない。」と供述している。 

加えて、申立人は、「父の経営する会社を手伝ったこともあるが、それがいつのことかは

不明である。」と供述している。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による給与からの控除につい

て、これを確認できる関連資料は無く、周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚生年

金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12250 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和５年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和19年４月１日から20年８月30日まで 

Ａ社に勤務していた申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社で旋盤工とし

て勤務し、一緒に入社した同級生と夜間は工業学校に通学した。また、同社の事務員

から年金証書を渡されたことを記憶しているので、申立期間を厚生年金保険の被保険

者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間にＡ社に勤務し、厚生年金保険に加入していたと申し立てている。 

しかし、Ａ社は、同社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿により、昭和 20 年

４月 15 日に厚生年金保険の適用事業所でなくなっており、申立期間のうち同日以降の

期間は厚生年金保険の適用事業所となっていないことが確認できる。 

また、Ａ社の当時の事業主の所在が不明なため、事業主から申立人の申立期間におけ

る勤務状況及び厚生年金保険の取扱いについて確認することができない。 

さらに、申立人に年金証書を渡したとするＡ社の事務員は、所在が不明であり、また、

申立人と一緒に同社に入社し、申立人と同様、夜間は工業学校に通学したとする同級生

は、上記被保険者名簿に名前が見当たらないため、これらの者から申立人の同社におけ

る勤務状況及び厚生年金保険の取扱いについて確認することができない。 

加えて、上記被保険者名簿により、連絡先が判明したＡ社の従業員２名に照会したと

ころ、２名ともに「当時の厚生年金保険の取扱いについては不明。」と回答しているた

め、申立人の厚生年金保険の取扱いについて確認することができない。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による給与からの控除に

ついて、これを確認できる関連資料は無く、周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚生

年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除



                      

  

されていたことを認めることはできない。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案12251 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和27年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和55年４月から56年９月まで 

Ａ社に勤務していた申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社に勤務してい

て厚生年金保険料を控除されていたことは確かなので、同社で加入していなければ関

連会社のＢ社で加入しているはずであるから、申立期間を厚生年金保険の被保険者期

間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間当時、Ａ社に勤務していた同僚の供述から、期間は特定できないが、申立人

が同社で勤務していたことは推認できる。 

しかし、Ａ社及びＢ社は、オンライン記録及び適用事業所検索システムにより、厚生

年金保険の適用事業所となった記録が確認できない。 

また、Ａ社及びＢ社（両社の代表取締役は同一人）は、既に解散しており、また、代

表取締役の所在が不明なため、同社及び事業主から申立人の申立期間に係る勤務状況及

び厚生年金保険の適用について確認することができない。 

さらに、Ａ社の上記同僚は、「自分も厚生年金保険料を控除されていたと思うが、加

入記録が無く、給与明細書等、厚生年金保険料の控除を確認できる資料が無い。」と回

答しているため、申立期間の厚生年金保険の適用について確認することができない。 

加えて、上記同僚以外に申立人が記憶しているＡ社の同僚は、連絡先が不明であり、

同社における申立人の勤務状況及び厚生年金保険の適用について確認できない。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による給与からの控除に

ついて、これを確認できる関連資料は無く、周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12252 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和10年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和26年７月から27年６月30日まで 

Ａ県にあったＢ社に勤務していた申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社

は、国にも自転車を納入しており、厚生年金保険に加入していないはずが無い。申立

期間に勤務したことが確認できる写真を提出するので、申立期間を厚生年金保険の被

保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ｂ社支店長宅で撮った写真を提出し、申立期間に同社に勤務し、厚生年金

保険に加入していたと申し立てている。 

しかし、Ｂ社は、オンライン記録及び適用事業所検索システムにより、厚生年金保険

の適用事業所となった記録を確認することができない。 

また、Ｂ社は、所在地を管轄する法務局に商業登記が無く、事業主を特定することが

できないため、同社及び事業主から、申立人の申立期間に係る勤務状況及び厚生年金保

険の取扱いについて確認することができない。 

さらに、申立人は、Ｂ社における当時の総務部長及び上司の姓のみを記憶していたが、

連絡先が不明であるため、これらの者から同社における申立人の勤務状況や厚生年金保

険の取扱いについて確認することができない。 

なお、申立人が勤めたとするＢ社と同一名称の会社がＣ県で確認できたので、当該事

業所に係る健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿を確認したが、申立人が記憶し

ている総務部長及び上司の名前は見当たらない。 

加えて、申立人から提出された写真では、Ｂ社の看板等も写っていないため、申立人

が申立期間にＢ社に勤務したことを推認できない。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による給与からの控除に

ついて、これを確認できる関連資料は無く、周辺事情も見当たらない。 



                      

  

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚生

年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12260 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正９年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和18年４月１日から21年１月31日まで 

    厚生年金保険の加入記録によると、Ａ社のＢ工場（Ｃ国）に勤務していた期間の被

保険者記録が無い。同工場に勤務していたのは間違いないので、申立期間について

厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

（注）申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求めて行ったも

のである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間について、Ａ社Ｂ工場に勤務し、厚生年金保険に加入していたと

申し立てている。 

しかし、Ａ社は、「当時の資料が無いため、雇用の事実、厚生年金保険の資格の取

得・喪失の届出及び保険料の納付については不明である。」としていることから、申立

人の申立期間における勤務実態及び厚生年金保険料の控除について確認することができ

ない。 

また、申立人の妻は、申立人は事務職（生産管理）で、ペンより重いものを持ったこ

とが無い。また、申立人は昭和17年12月にＤ大学を繰り上げ卒業したと聞いていたが、

申立人のＡ社の入社時期、入社時の会社名、同社の所在地及びＣ国への渡航時期につい

ては、結婚前のことで何も聞いておらず分からないとしている。 

さらに、申立人の妻は、申立人の申立期間における勤務地はＣ国であったとしている

ところ、当時の労働者年金保険法（昭和16年法律第60号）及び厚生年金保険法（昭和19

年法律第21号）の適用範囲は、「内地」に限定されており、Ｃ国等「外地」に所在する

事業所が同法の適用事業所となることはできない。 

加えて、申立人のＡ社への入社時期や所属先は不明であるが、申立人はＥ県の出身で

あること、及び帰国直後は同社Ｆ事業所に勤務していることから、念のため、同社のＥ



                      

  

事業所、Ｇ事業所、Ｈ事業所（Ｉ本社事業所）及びＦ事業所に係る健康保険厚生年金保

険被保険者名簿を調査したが、申立人の申立期間に係る被保険者記録を確認することが

できなかった。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚生

年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12261 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和８年生 

住    所 ：  

                                      

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和27年10月から29年９月９日まで                          

厚生年金保険の記録によれば、Ａ社（昭和29年４月20日、Ｂ社から名称変更）に

勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い。申立期間も同社に勤務していたの

で、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の同僚の供述から、申立人が申立期間において同社に勤務していたことは推認

できる。 

しかし、Ａ社は、既に厚生年金保険の適用事業所でなくなっている上、当時の事業

主は死亡していることから、申立人の申立期間における勤務実態及び厚生年金保険料の

控除について確認することができない。 

   また、申立人が先輩であったとする同僚二人は、入社してから約５か月から２年半後

に厚生年金保険の資格を取得していることから、Ａ社では、入社と同時には厚生年金保

険に加入させていなかったことがうかがえる。 

   さらに、上記の同僚一人は、申立期間当時、Ｂ社は経営状態が悪く、なかなか厚生年

金保険に加入させていなかった。真面目で長続きしそうな人間を会社が判断して厚生年

金保険に加入させていたと思う。自身も入社して３年くらいは加入していなかったとし

ている。 

   加えて、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から、申立期間を含む昭和

27 年 10 月 16 日から 29 年４月１日までに資格取得した従業員 77 人のうち、住所が確

認できる８人に照会したところ、回答のあった５人全員が申立人を記憶していないため、

これらの者から申立人の申立期間における勤務実態及び厚生年金保険料の控除について

確認することができない。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の事業主による給与からの控除



                      

  

については、これを確認できる関連資料は無く、周辺事情も見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚生

年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12262 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和５年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和22年５月26日から23 年９月１日まで                           

厚生年金保険の記録によれば、Ａ社Ｂ事業所（現在は、Ｃ社）又は同社の子会社で

あるＤ社に勤務した申立期間の加入記録が無い。しかし、申立期間はどちらかの会社

に勤務していたので、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が記憶する上司の供述及び申立人の主張する業務内容がこの上司の供述と符合

することから、申立人が、申立期間において、Ａ社Ｂ事業所に入社後、Ｄ社に勤務して

いたことは推認できる。 

しかし、Ｃ社は、当時の資料を保管していないため、Ａ社Ｂ事業所における申立人

の在籍及びＤ社の存在を確認できなかったとしていることから、申立人の申立期間に

おける勤務実態及び厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

また、上記の上司は、昭和 22 年１月ごろＡ社Ｂ事業所に入社し、申立期間当時、Ｅ

村で申立人と一緒に種牡蠣の養殖の仕事を行ったとしており、当該上司の厚生年金保

険の被保険者記録を確認したところ、Ｄ社で 23 年１月１日に厚生年金保険の資格を取

得していることが確認できる。 

さらに、昭和 22 年１月１日及び 23 年８月にＡ社Ｂ事業所に入社したとする従業員

二人は、Ｄ社でそれぞれ 23 年７月１日及び同年９月１日に厚生年金保険の資格を取得

している。 

加えて、申立期間当時のＡ社Ｂ事業所の従業員数について、従業員一人及び申立人

は、200人から 300人だったとしているところ、Ａ社Ｂ事業所に係る健康保険厚生年金

保険被保険者名簿によれば、同社同事業所における厚生年金保険被保険者資格を取得

している者の記録は、昭和 22 年 11 月１日に 137 人となっているが、それ以前は資格

取得者が見当たらない。 



                      

  

以上のことから、Ａ社Ｂ事業所では、昭和 22 年までは、ほとんどの従業員について

厚生年金保険の資格取得届を提出しておらず、また、すべての従業員を厚生年金保険

の被保険者とする取扱いをしていたというわけではなかったことがうかがえる。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による給与からの控除に

ついては、これを確認できる関連資料は無く、周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚生

年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことを認めることはできない。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案12266 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和５年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和30年２月から32年７月まで 

Ａ社に勤務した申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社は、申立期間以前

に勤務していたＢ社が倒産した後に当時の従業員を中心として設立された会社である。

申立期間当時の集合写真と当時から親交のある同僚からの年賀状を提出するので、厚

生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は申立期間にＡ社に勤務し、事業主により厚生年金保険料を控除されていたと

申し立てているが、同社に係る事業所別被保険者名簿により、同社が厚生年金保険の適

用事業所となったのは昭和 30 年７月１日であり、申立期間のうち同年２月から同年６

月30日までは適用事業所となっていないことが確認できる。 

また、Ａ社は既に厚生年金保険の適用事業所でなくなっており、同社の所在地を管轄

する法務局においても同社の商業登記の記録が確認できず、当時の事業主とは連絡が取

れないことから、申立人の勤務実態や厚生年金保険料の控除について確認することがで

きない。 

さらに、Ａ社に勤務していた従業員は、「Ａ社には、倒産したＢ社に勤務していた従

業員のうち 16 人が再雇用された。」と供述しており、Ａ社が厚生年金保険の適用事業

所となった昭和 30年７月１日に厚生年金保険の被保険者資格を取得している者が 16人

確認できるものの、その中に申立人の名前は確認できない。 

加えて、上記従業員は、「申立人はＢ社には勤務していたが、Ａ社の設立時に再雇用

された 16 人しかいない従業員の顔を間違えることは無く、申立人は同社には勤務して

いなかった。」と供述している。 

その上、申立人がＡ社においてチームを組んで一緒に競艇用エンジンを製作していた

と記憶する従業員は、「申立人はＡ社には勤務していなかった。」と供述している。 



                      

  

また、申立人は、Ａ社の同僚から送付されたとして年賀状を提出しているが、同年賀

状の差出人は「申立人がＡ社に勤務していたかどうか覚えていない。」としており、申

立人のＡ社における勤務状況等について確認できない。また、申立人が提出した集合写

真に写っている人物のうち名前が判明した５人は、Ａ社及びＢ社において厚生年金保険

の被保険者になっているが、当該集合写真は撮影時期及び撮影場所等が不明であるため、

申立人がＡ社に勤務していたことを特定することができない。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認できる関連資

料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12267 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和３年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和34年１月ごろから35年４月ごろまで 

             ② 昭和35年４月ごろから36年６月ごろまで 

Ａ局に勤務した申立期間①及びＢ社に勤務した申立期間②の厚生年金保険の加入記

録が無い。申立期間に両社に勤務したことは確かなので、厚生年金保険の被保険者と

して認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、申立人が勤務していたとするＡ局は、オンライン記録及び適用

事業所検索システムによると、厚生年金保険の適用事業所であった記録が確認できない。 

また、申立人は、Ａ局における上司、同僚等の氏名について不明としていることから、

これらの者から、申立人の同社における勤務状況や厚生年金保険の取扱いについて確認

することができない。 

さらに、申立人が、Ａ局の類似名称の事業所として記憶している「Ｃ局」及び「Ｄ

局」については、申立期間①当時は適用事業所ではあったものの、オンライン記録に申

立人の名前は無く、被保険者であったことを確認できない。 

申立期間②について、申立人が勤務していたとするＢ社は、オンライン記録及び適用

事業所検索システムによると、厚生年金保険の適用事業所であった記録が確認できない。 

また、Ｂ社があったとされる地区を管轄する法務局において、同名の事業所に係る商

業登記の記録は確認できるが、申立人は事業主等の氏名を記憶していないことから、当

該事業所が、申立人が勤務していた事業所であることを特定することができない。 

さらに、申立人は、Ｂ社における上司及び同僚等の氏名について不明としていること

から、これらの者から、申立人の同社における勤務状況や厚生年金保険の取扱いについ

て確認することができない。 

このほか、申立人の申立期間①及び②に係る厚生年金保険料の控除について確認でき



                      

  

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12281 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和20年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和39年３月24日から44年８月１日まで 

テレビなどで年金のことが騒がれ、厚生年金保険の加入記録を確認したところ、脱

退手当金をもらっていることになっているのを知った。コツコツと差引かれた大切な

年金を、一時金でもらうはずが無い。手続もしていないし、もらった記憶も無いので

申立期間が年金の計算に算入されるよう被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る事業所の健康保険厚生年金保険被保険者名簿の申立人が記載されてい

るページとその前後10ページに記載されている女性のうち、申立人の厚生年金保険被保

険者資格喪失日である昭和44年８月１日の前後おおむね２年以内に資格喪失した者37名

の脱退手当金の支給記録を確認したところ、27名に支給記録が確認でき、そのうち25名

が資格喪失日から４か月以内に脱退手当金の支給決定がなされている上、連絡先が把握

できた申立人と同じ本社勤務の脱退手当金受給者２名は事業所を介して受給したと述べ

ていることを踏まえると、申立人についてもその委任に基づき事業主による代理請求が

なされた可能性は高いものと考えられる。 

また、申立期間の脱退手当金は支給額に計算上の誤りは無く、申立人の申立期間に係

る事業所の健康保険厚生年金保険被保険者名簿には、脱退手当金の支給を意味する

「脱」の表示が記されているとともに、厚生年金保険被保険者資格喪失日から１か月後

の昭和44年９月１日に支給決定されているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえ

ない。 

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金を受給し

ていないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の周辺事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間に

係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12282 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正15年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和23年12月２日から29年１月１日まで 

Ａ社Ｂ事業所（現在は、Ｃ社Ｄ事業所）に勤務していた期間のうち、申立期間の厚

生年金保険の加入記録が無い。Ｅ社に入社したときからＦ社を退職するまで、一貫し

てＡ社Ｂ事業所内で屋根や壁の補修作業をしてきた。未加入期間があることには納得

がいかないので、申立期間も被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間当時、Ａ社Ｂ事業所に勤務していた複数の従業員の供述により、期間は特定

できないものの、申立人が同社に勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、Ｃ社Ｄ事業所は、「申立人が申立期間に当社に勤務していたことを確

認できる資料等を保有していないことから、申立人の申立期間当時の勤務状況及び厚生

年金保険の取扱い等について確認できない。」と回答している。 

また、Ｃ社Ｄ事業所が提出した同社の社史には、「昭和24年７月、Ｇ部門を中心に将

来情勢の変化に対応し得る最小限の人員を残した再編成により、約100余名に及ぶ人員

整理を断行した。」と記載されており、このことを裏付けるようにＡ社Ｂ事業所に係る

健康保険厚生年金保険被保険者名簿から、昭和23年及び24年に100名以上の被保険者が

資格喪失していることが確認できる。 

さらに、上記被保険者名簿から住所が特定できた18名に照会し、回答の得られた10名

のうち５名が、申立期間当時、大規模な人員整理が行われたことを記憶している。 

加えて、申立人が記憶し、昭和26年ごろに申立人と共に勤務していたことを証する書

面を提出した同僚のＡ社Ｂ事業所における資格取得日は、28年９月１日となっており、

26年当時は被保険者ではないことが確認できる。 

また、申立人と同じくＥ社において昭和23年９月20日に資格を喪失し、Ａ社Ｂ事業所

において同年９月21日に資格を取得している２名の従業員は、その後、24年３月22日に



                      

  

資格を喪失した後、同社においてそれぞれ28年９月１日及び29年１月１日に再度資格を

取得していることが確認でき、申立人と同様一定の未加入期間が生じている。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について、確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12283（事案1135の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和35年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和54年４月１日から57年４月１日まで 

Ａ社Ｂ販売所に勤めた期間のうちの申立期間について加入記録が無いことが分かっ

た。同社には、大学在学中の４年間勤務していたので、申立期間について厚生年金保

険の被保険者であったことを認めてほしいと申し立てたが、同僚等について思い出せ

ず、勤務の実態や保険料控除が確認できないことから、認められなかった。 

今回、新たにＣ会の昭和57年４月の卒業生の氏名が分かる卒業アルバムを提出し、

再度申し立てる。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、申立人がＡ社Ｂ事業所の所長及び在籍していた数

名の同僚の氏名を記憶しておらず、申立人の申立期間における勤務実態や厚生年金保険

料の控除について確認できる資料が無いなどの理由から、既に当委員会の決定に基づく

平成20年12月25日付け年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

その後、申立人は、新たに、Ａ社販売所の勤労学生が加入する厚生年金保険の適用事

業所であるＣ会に係る卒業アルバム（兼卒業者名簿）を提出しているところ、当該資料

に、申立人と同じ販売所に勤務し、申立人と同じ年度に卒業した者が１名いることが判

明した。 

しかし、Ｃ会に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿及びオンライン記録において、

当該同僚に係る厚生年金保険の加入記録は確認できない。 

また、同アルバムで確認できた同年度の卒業生25名中15名に係るオンライン記録にお

いて、Ｃ会における厚生年金保険の加入記録を確認することができなかった。 

加えて、在籍証明書を発行したＤ会の担当者は、「当時は各販売所の所長が厚生年金

保険の加入・未加入を判断していた。」と供述していることから、当時、同会で奨学金

を受けていた勤労学生が、全員Ｃ会において厚生年金保険に加入していたとは考え難く、



                      

  

また、申立人の給与から厚生年金保険料が控除されていたことについて確認できなかっ

た。 

その他、委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないことから、申立

人は、厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたと認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12284 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和14年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和47年12月ごろから48年12日１日まで 

② 昭和49年２月28日から50年３月ごろまで  

③ 昭和52年１月ごろから同年５月９日まで 

④ 昭和52年12月16日から53年６月ごろまで 

⑤ 昭和57年２月ごろから59年６月21日まで 

私は、申立期間①及び②についてはＡ社に、申立期間③及び④についてはＢ社、申

立期間⑤についてはＣ社に勤務したが、５か所の厚生年金保険の加入記録が無い。い

ずれの事業所でも勤務し、給与から厚生年金保険料が控除されていたので、申立期間

も厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、雇用保険の加入記録及び同僚の供述により、申立人が当該期間

の一部について、Ａ社に勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿によると、同社が厚生年金保険の適

用事業所となったのは昭和48年12月１日であり、申立期間①は適用事業所となっていな

いことが確認できる。 

また、Ａ社において申立人と同日に厚生年金保険の被保険者資格を取得している同僚

は、「適用事業所となる以前から同社に勤務していたが、その間は給与から保険料は控

除されていなかった。」と供述している。 

このほか、申立人の申立期間①における厚生年金保険料の控除について確認できる関

連資料及び周辺事情は見当たらない。 

申立期間②について、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿によると、同社は昭和49年２

月28日付けで適用事業所でなくなっていることが確認できる。 

また、上記被保険者名簿で申立期間に被保険者であることが確認できる従業員は、



                      

  

「事業所が連鎖倒産した昭和49年３月以降は自分以外の社員は誰も残っていなかっ

た。」と供述しているところ、同被保険者名簿では、代表取締役を含む従業員12名全員

が申立人と同じ昭和49年２月28日付けで資格を喪失していることが確認できる。 

さらに、Ａ社における当時の役員は、「同社が倒産し、厚生年金保険の適用事業所で

なくなった後は、保険料が控除されていたとは考え難い。」と供述している。 

このほか、申立人の申立期間②における厚生年金保険料の控除について確認できる関

連資料及び周辺事情は見当たらない。 

申立期間③について、Ｂ社に係る事業所別被保険者名簿で当該期間に被保険者である

ことが確認できる複数の従業員の供述から、期間は特定できないものの、申立人が同社

に勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、上記の複数従業員のうち、役職者であった一人は、「同社では当時、

入社時に必ず３か月の臨時雇用期間を設けていて、当該期間経過後に雇用保険と一緒に

厚生年金保険に加入し、保険料を控除していた。また、同社は52年当時から管財人が入

っており、手続を間違えるような状態ではなかった。」と供述しているところ、申立人

の雇用保険の資格取得日は厚生年金保険の資格取得日と同日の昭和52年５月９日である

ことが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間③における厚生年金保険料の控除について確認できる関

連資料及び周辺事情は見当たらない。 

申立期間④については、Ｂ社に係る事業所別被保険者名簿において当該期間に加入記

録が確認できる従業員は、「申立人は同社が倒産した昭和52年12月＊日に退職しており、

申立期間には既に勤務していなかった。」と供述している。 

また、上記被保険者名簿において申立期間④に加入記録が確認できる別の従業員は、

「昭和52年12月ごろは残務整理で６名から14名程度で業務をしていたが、その中に申立

人はいなかったと思う。」と供述しており、同被保険者名簿において、昭和52年12月16

日付けで従業員６名が資格喪失し、残った13名のうち４名も同年12月末までに資格喪失

している記録が確認できる。 

このほか、申立人の申立期間④における厚生年金保険料の控除について確認できる関

連資料及び周辺事情は見当たらない。 

申立期間⑤については、Ｃ社に係るオンライン記録で当該期間に被保険者であったこ

とが確認できる複数の従業員が、「勤務期間は特定できないが、申立人が同社で常務と

して勤務していたことを覚えている。」と供述していることから、申立人が同社に勤務

していたことは推認できる。 

しかし、Ｃ社は、「申立期間⑤当時の人事記録等は保存期間経過のため保有しておら

ず、申立人の勤務状況等は確認できない。」と回答しているところ、同社の事業主は、

「申立人は常務の肩書きで店舗オーナーの開拓業務を担当していたが、申立人は当初は

正社員ではなく、委託業務の身分であった。実績を上げた者は正社員とし、厚生年金保

険に加入させたが、それまでは保険料を控除することはなかった。」と供述している。 

このほか、申立人の申立期間⑤における厚生年金保険料の控除について確認できる関



                      

  

連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間①から⑤までに係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12285 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和５年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和30年10月１日から31年10月１日まで 

Ａ社（現在は、Ｂ社）に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準

報酬月額が、前後の年と比べ減額されている。病気欠勤や休職などしたことが無いの

で減額される理由が無い。何かの間違いだと思うので調査の上、正しい記録に訂正し

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社は、「申立期間当時の保険料控除を確認できる資料を保管していない。」と回答

しており、また、申立人も給与明細書等を保有しておらず、申立人の主張する標準報酬

月額に基づく厚生年金保険料の控除について確認できない。 

また、Ａ社Ｃ支店に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立人と同じ

昭和26年４月１日に同社Ｃ支店に入社し、厚生年金保険の資格取得した者のうち、30年

10月１日の標準報酬月額が１万6,000円と記録されている者が複数名おり、申立人の標

準報酬月額が不自然であるとは言い難い。 

さらに、申立人に係る厚生年金保険被保険者台帳及び上記被保険者名簿では、昭和30

年10月の標準報酬月額は共に１万6,000円と記録されており、その他の記載内容にも不

備は無いこと等、社会保険事務所（当時）の事務処理に不自然さは見当たらない。 

このほか、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の事業主による控

除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人がそ

の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12286 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和６年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和28年７月25日から32年４月１日まで 

Ａ社（現在は、Ｂ社）に勤務した期間のうちの申立期間の被保険者記録が無い。同

社には昭和25年４月から勤務していたが、28年７月25日に厚生年金保険の資格を取得

している旨記載された40年作成の届出書類を提出するので、申立期間についても厚生

年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社が提出した社員名簿、従業員の供述等により、申立人は、Ａ社に昭和25年４月１

日から申立期間を含み勤務していることが認められる。 

しかし、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿で申立期間に被保険者であっ

たことが確認できる14名の従業員に、自身の入社日と厚生年金保険の資格取得の状況等

について照会したところ、入社時期を回答した12人は、厚生年金保険の資格取得日は入

社してから１か月から７年後であることが確認でき、その理由については不明であると

しているが、同社においては、当時、従業員を採用しても、すぐに厚生年金保険には加

入させない取扱いを行っていたことがうかがわれる。 

また、申立人から提出された「被保険者資格取得確認および標準報酬決定通知書」に

おいて、資格取得日欄に昭和28年７月25日と記載され、40年６月26日付けのＣ社会保険

事務所（当時）の印が押されているところ、この届出書についてＢ社は、「当該届出書

に記載されている資格取得日は、誤って会社設立日を記入したものである。当社の設立

日である昭和28年７月25日から、厚生年金保険料を給与から控除していることは無

い。」と回答している。 

なお、当該届出書は、厚生年金保険の資格を取得するための届出ではなく、昭和40年

５月からの標準報酬月額の上下限改定に伴う届出書であり、申立人以外の４名の資格取

得日についても実際の厚生年金保険の資格取得日ではなく、会社設立日が記入されてい



                      

  

ることからも、同社の主張に不自然な点は見当たらない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚生

年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12288                       

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険の被保険者として厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

    

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和24年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： ① 昭和47年10月から48年３月まで 

             ② 昭和48年４月から49年９月まで 

    Ａ社に勤務した申立期間①及びＢ社に勤務した申立期間②に係る厚生年金保険の加

入記録が無い。申立期間について、厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、申立人が記憶しているＡ社の同僚二人に対し文書照会を行っ

たところ一人から回答があり、その同僚は、「勤務期間は特定できないものの申立人

を記憶している。」と回答していることから、申立人が同社に勤務していたことがう

かがえる。 

しかしながら、申立人のＡ社における雇用保険の加入記録は確認できず、同社は、

「申立人の在籍について、資料が無いため確認できない。」と回答している上、同社

から提出のあった昭和 47年から 48年までの「健康保険被保険者資格取得確認および

標準報酬決定通知書」から、申立人の氏名は確認できない。 

また、申立期間①当時の事業主に対して文書照会を行ったが、回答は得られず、社

会保険事務担当者は所在不明のため、申立人の申立期間における勤務実態や社会保険

の取扱いについて確認することができない。 

さらに、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿から連絡先が判明した元従業員 18 人に

対し、文書照会を行ったところ、９人から回答があったが、「申立人について、知ら

ない。」と全員が回答しており、申立人の勤務実態について確認することができない。 

加えて、申立期間①において、上述の被保険者名簿は、健康保険証の整理番号に欠

番は無く、不自然な点は見受けられない。 

このほか、申立人の申立期間①における厚生年金保険料の控除について、これを確



                      

  

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

２ 申立期間②について、Ｂ社に係る事業所別被保険者名簿から、昭和 48 年４月１日

に資格取得し、連絡先が判明した元従業員 158 人に対し、文書照会を行い、94 人か

ら回答があり、このうち４人は、「勤務期間は特定できないものの、申立人が同社に

勤務していた。」と回答している。 

しかしながら、Ｂ社の後継会社は、「昭和 53 年４月に会社更生法を申請し、同年

10 月に破産宣告を受け、59 年に破産終結をした。当社は、Ｂ社破産財団より商標権

を買い取り設立した会社であるため、Ｂ社の人事記録等は一切引き継いでいない。」

と回答している。 

また、申立期間②当時に給料計算業務を行っていた元従業員が提出した当該期間に

係る社員住所録から、申立人の氏名は確認できない上、同元従業員は、「申立人につ

いての記憶が無く、社員住所録に申立人の氏名が確認できないため、申立人は正社員

や嘱託社員ではなく、アルバイト社員として勤務していたのではないか。」と述べて

いる。 

さらに、申立人を記憶している従業員の一人は、「申立人は、Ｂ社の正社員になる

ために頑張って働いていた。」と述べており、申立期間②当時に社会保険事務の責任

者であった給与課長は、「厚生年金基金や社員住所録に申立人の氏名が確認できなけ

れば、申立人は正社員ではなかった。申立人についての記憶もないため、申立人はア

ルバイト社員であった可能性がある。申立期間②当時、アルバイト社員は、厚生年金

保険の対象ではなかった。」と述べている。 

加えて、申立期間②において、前述の被保険者名簿は、健康保険証の整理番号に欠

番は無く、訂正等の不自然な点は見受けられない。 

このほか、申立人の申立期間②における厚生年金保険料の控除について、これを確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

３ これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として申立期間①及び②において、厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたと認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12289 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和22年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和44年８月ごろから50年５月ごろまで   

申立期間に勤務していたＡ社、Ｂ社及びＣ社に係る厚生年金保険の加入記録が無い。

それぞれの勤務期間の特定はできないが、Ａ社、Ｂ社及びＣ社の順で勤務していたの

で、申立期間について、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人は、勤務期間は特定できないものの、申立期間の一部についてＡ社に勤務してい

たと申し立てている。    

しかしながら、Ａ社は、オンライン記録及び適用事業所検索システムによると、厚生年

金保険の適用事業所でないことが確認できる。 

また、Ａ社の所在地を管轄する法務局において、同社に係る商業登記の記録が無いこと

から、同社の代表者を特定することができず、申立人の勤務実態及び厚生年金保険料の控

除状況について確認できない。    

さらに、申立人が記憶しているＡ社の当時の同僚は、申立人の氏名を記憶していない上、

当該同僚については、同社における厚生年金保険の加入記録が確認できない。 

加えて、申立人の申立期間に係るＡ社における雇用保険の加入記録は見当たらない。 

２ 申立人は、勤務期間は特定できないものの、申立期間の一部についてＢ社に勤務してい

たと申し立てている。   

しかしながら、Ｂ社に係る申立期間当時の事業主は、既に死亡していることから、申立

人の申立期間当時の勤務実態及び厚生年金保険料の控除状況について確認できない。 

また、申立人は、Ｂ社で勤務していた同僚一人を記憶しているが、同社に係る事業所別

被保険者名簿に当該同僚の氏名は見当たらない。  

さらに、申立期間にＢ社の厚生年金保険の被保険者となっている従業員に対し、申立人

の同社での勤務状況等を照会したが、申立人を記憶している者はいない。 



                      

  

加えて、上記被保険者名簿において、健康保険の整理番号に欠番は無く、申立人の記録

が欠落したとは考え難い上、申立人の申立期間に係るＢ社における雇用保険の加入記録は

見当たらない。    

３ 申立人は、勤務期間は特定できないものの、申立期間の一部についてＣ社に勤務してい

たと申し立てているところ、同社の事業主及び同僚の供述から、期間の特定はできないも

のの、申立人が同社で勤務していたことは推認できる。  

しかしながら、Ｃ社の事業主は、申立期間の関係資料を保管していないことから、同社

における厚生年金保険料の控除状況について不明である旨供述しており、申立期間に係る

同社における厚生年金保険料の控除状況について確認できない。 

また、上記の事業主は、「社会保険事務所（当時）の記録に間違いが無い場合、何らか

の事情により、申立人を厚生年金保険に加入させていないのではないか。厚生年金保険に

加入させていない従業員の給与から厚生年金保険料を控除していない。」と供述している

上、申立人が記憶している同僚５人のうち申立人を記憶している二人からは、申立人の申

立期間における厚生年金保険の加入及び保険料控除をうかがわせる回答は得られなかった。    

さらに、申立人の申立期間に係るＣ社における雇用保険の加入記録は見当たらない。      

加えて、Ｃ社に係る事業所別被保険者名簿において、その記載内容の不備、訂正が行わ

れた形跡は無く、不自然な点は見当たらない。 

４ このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる 関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚生年

金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12290 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。   

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和12年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和30年４月１日から33年５月１日まで   

    Ａ社（現在は、Ｂ社）に勤務した申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立

期間に勤務した証明として昭和 37 年に書いた履歴書があるので、申立期間について、

厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。  

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出された昭和 37年８月 18日付けの履歴書及び複数の従業員の供述から、申

立人が申立期間にＡ社に勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、Ｂ社は、申立期間当時の関係資料を保存していないことから、申立人の申

立期間における勤務実態及び厚生年金保険料の控除状況について確認できない。 

また、申立人は、「申立期間において、Ａ社には従業員が約 100 人在籍していた。」と供

述しているところ、同社に係る事業所別被保険者名簿によると、厚生年金保険の被保険者と

なっている者は 50 人前後であることが確認できることから、同社は、当時、従業員のすべ

てについて、厚生年金保険の加入手続を行っていたわけではなかったものと考えられる。 

さらに、申立期間当時にＡ社で厚生年金保険に加入していることが確認できる従業員に照

会したところ、回答のあった 16 人のうち６人は、「厚生年金保険には、正社員のみ加入さ

せていた。申立人は臨時雇用者であった。」と回答している。 

加えて、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿においては、健康保険の整理番号

に欠番が無いことから、申立人の記録が欠落したものとは考え難い。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について、確認できる関連資

料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚生年

金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12291 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 明治44年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和22年８月１日から33年２月１日まで 

Ａ事業所(現在は、Ｂ社)において、昭和 22 年８月１日から 39 年２月 20 日まで事

業主として勤務していたが、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同時期に勤

務していた申立人の義弟の厚生年金保険の加入記録はあるので、申立期間について、

厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

（注）申立ては、死亡した申立人の子が、申立人の年金記録の訂正を求めて行った

ものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ事業所及びＢ社に係る健康保険・厚生年金保険被保険者名簿によると、Ａ事業所は、

昭和 22 年８月１日に厚生年金保険の新規適用事業所となっており、23 年６月 21 日に

Ｂ社に名称変更しているところ、同社の現在の事業主の回答及び当時の同僚の供述から、

申立人は、申立期間に事業主としてＡ事業所及びＢ社に勤務していたことが認められる。 

しかしながら、上記の被保険者名簿によると、申立人の義弟は、申立期間において、

Ａ事業所及びＢ社における厚生年金保険の被保険者であったことが確認できるものの、

申立人は、Ａ事業所における個人事業主であったことから、昭和 23年６月 19日に同事

業所が法人化されるまでの期間については、制度上、厚生年金保険の被保険者となるこ

とができない。 

また、Ｂ社に係る商業登記簿謄本により、同社が法人化した際に、申立人とともに取

締役として登記されている者について、上記被保険者名簿の厚生年金保険被保険者の資

格取得日を見ると、申立人と同日の昭和 33 年２月１日と記録されていることが確認で

きる。 

さらに、Ｂ社の現在の事業主は、当時の関係資料が無いため、申立期間当時における

厚生年金保険料の控除状況については不明である旨供述しており、申立人の申立期間当



                      

  

時の保険料控除状況について確認できない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12292(事案2515の再申立て)  

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和15年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和34年３月10日から41年５月30日まで 

    Ａ社（現在は、Ｂ社）に勤務した申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い旨を第

三者委員会に申し立てたところ、同社が厚生年金保険の適用事業所となったのは、昭

和 52 年９月１日であるなどの理由により、同委員会から記録の訂正を認められなか

った。 

しかし、Ａ社に勤務していたことは確かであり、納得できないため、新たな資料や

情報は無いが、申立期間について、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについて、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所となったのは、昭

和 52 年９月１日であり、申立人が記憶している複数の同僚は、同社が適用事業所にな

った同年９月１日以前は、厚生年金保険料が控除されていなかった旨供述していること、

また、同社は当時の資料が無いため、申立人の勤務状況、厚生年金保険料控除等につい

ては不明である旨回答していることから、申立期間における厚生年金保険料の控除が確

認できない。  

上記の理由から、申立期間について、既に当委員会の決定に基づき、平成 21 年６月

24日付けで年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

しかし、申立人は、当該通知に納得できないとして、今回、再申立てを行っているが、

申立期間における保険料控除を確認できる新たな資料や情報が得られず、委員会の当初

の決定を変更すべき事情は見当たらないことから、申立人は、申立期間の厚生年金保険

料を給与から控除されていたものと認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12293 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和46年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成６年６月１日から同年10月１日まで 

                          ② 平成７年２月26日から同年４月まで 

申立期間①及び②の厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間①及び②は、Ａ社に

正社員として勤務していた。雇用保険被保険者証を提出するので、申立期間について、

厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、申立人に係る雇用保険の加入記録は、平成６年９月５日か

ら記録されていることから、申立人は、申立期間①のうち一部の期間について、Ａ

社に勤務していたことが認められる。 

  しかしながら、Ａ社は、既に厚生年金保険の適用事業所でなくなっており、当時

の事業主は死亡し、事業主の妻は関係資料を保管しておらず、当時の従業員とは連

絡が取れないことから、申立人の申立期間①に係る勤務実態及び厚生年金保険料の

控除状況について確認できない。 

      また、雇用保険の記録から、申立人と同時期にＡ社に入社したとみられる従業員二

人について、雇用保険の加入記録と厚生年金保険の被保険者記録を照合したところ、

申立人を含めいずれの従業員も雇用保険の加入日に比べて厚生年金保険の被保険者

資格取得日が１か月遅れていることが確認できることから、同社は、採用した従業

員の厚生年金保険の加入手続について、雇用保険の加入手続と同時に行っていたわ

けではないことがうかがわれる。 

このほか、申立人の申立期間①における厚生年金保険料の控除について確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が

厚生年金保険の被保険者として、申立期間①に係る厚生年金保険料を事業主により給



                      

  

与から控除されていたことを認めることはできない。 

２ 申立期間②について、申立人に係る雇用保険の加入記録は、平成７年２月 25 日ま

で記録されていることから、申立人のＡ社における勤務が確認できない。 

また、上記のとおり、Ａ社は、既に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、

当時の事業主は死亡し、事業主の妻は関係資料を保管しておらず、当時の従業員とは

連絡が取れないことから、申立人の申立期間②に係る勤務実態及び厚生年金保険料の

控除状況について確認できない。 

このほか、申立人の申立期間②における厚生年金保険料の控除について確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が

厚生年金保険の被保険者として、申立期間②に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12294 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和31年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和53年10月15日から55年３月30日まで 

Ａ社に勤務した申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社に勤務していたの

は確かなので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された事業主が掛金を負担して同社従業員を加入させるグループ保険の

加入通知書及び事業主の供述から、期間は特定できないものの、申立人が同社で勤務し

ていたことはうかがえる。 

しかしながら、Ａ社の事業主は、申立期間当時、短期間で辞める従業員も多数いたた

め、厚生年金保険に加入させていない従業員もいたと供述している。 

また、Ａ社の元従業員が一緒に入社したとして名前を挙げた二人の従業員のうちの一

人は、同社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿で名前が確認できないところ、元

従業員は、同名簿で名前が確認できない者については、短期間の勤務であったため、厚

生年金保険に加入していなかったのではないかと思うと供述している。 

これらの事業主及び元従業員の供述から、Ａ社では必ずしも従業員全員を厚生年金保

険に加入させていなかったことがうかがえる。 

さらに、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿の被保険者整理番号に欠番は

無く、社会保険事務所（当時）の記録に不自然さは見られない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12295 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、船員保険被保険者として船員保険料を事業主により給

与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正14年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和20年４月１日から21年２月１日まで 

    申立期間について、船員保険に加入していた記録が無い。申立期間については、Ａ

社（現在は、Ｂ社）が所有する「Ｃ丸」に乗船するため、Ｗ島で待機するなど勤務

していたので、当該期間について船員保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の申立期間に係る勤務状況及び船員保険の加入状況等についてＢ社に照会した

ところ、同社は、「当社の船員名簿を調査したが、昭和 21 年３月以降の記録しか残っ

ておらず、申立人の申立期間の勤務記録及び船員保険の加入記録も確認できない。また、

当社の船舶名簿を調査したが、Ｃ丸の記録は無い。」と回答している上、申立人は当時

の同僚等の氏名を記憶していないため、これらの者から申立期間当時の勤務状況等につ

いて確認できない。 

また、船員保険被保険者名簿において、「Ｃ丸」の記録及び申立人の申立期間に係る

及び船員保険の被保険者記録は確認できない。 

さらに、申立人は、「Ｃ丸の乗組員の半数は軍人で、敵艦の燃料を奪うことが目的だ

ったと思われる。」と供述しており、海軍軍属の可能性もあることから、Ｄ省Ｅ局に照

会したが、「申立人に関する記録は無い。」との回答であった。 

加えて、申立期間について、申立人がＢ社の「Ｃ丸」に乗船していたということを確

認できる船員手帳等の資料は無い。 

このほか、申立期間において申立人の船員保険料が控除されていたことをうかがわせ

る関連事情及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が船員

保険の被保険者として、申立期間に係る船員保険料を事業主により給与から控除されて

いたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12296 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和24年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和49年６月19日から50年６月30日まで 

    ねんきん特別便を見て、申立期間について厚生年金保険の加入記録が無いことが分

かった。申立期間についてもＡ社Ｂ支店に継続して勤務していたので、当該期間に

ついて厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間についてＡ社Ｂ支店に勤務していたと申し立てているところ、雇

用保険の加入記録及び複数の同僚の供述から、申立人が申立期間において同社に継続し

て勤務していたことが推認できる。 

しかし、Ａ社から提出のあった「健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知

書」に記載された申立人の資格喪失日は昭和 49年６月 19日であり、オンライン記録と

一致しているとともに、同社から提出のあった「退職者名簿」には、申立人を同年６月

18 日付けで退職の取扱いとしていることが確認できることから、同社は、「厚生年金

保険を喪失させた理由は不明だが、未加入者から保険料は控除していないと思われ

る。」と回答している。 

また、Ａ社Ｂ支店に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿には、申立人が厚生年金

保険被保険者資格を喪失した後の昭和 49年６月 21日に健康保険被保険者証を返納した

旨の記載が確認できるほか、申立人は夫の勤務先の健康保険組合の記録から、申立期間

において夫の被扶養者とされていることが確認できる。 

このほか、申立人について申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚生

年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたと認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12297 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和10年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成６年10月１日から７年９月１日まで 

    Ａ社（現在は、Ｂ社）に勤務した期間のうち、申立期間の標準報酬月額がそれまで

の 28 万円から 26 万円に下がっているが、当時の給与は退職まで 28 万円を超えてい

たはずであり、手当の変更や身分の切替えも無かったので、申立期間の標準報酬月

額を28万円に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社は、「申立期間に係る給与額や厚生年金保険料の控除額が分かる賃金台帳等の資料を保

有していないことから、申立人の申立期間に係る報酬月額及び保険料控除額について確認する

ことができない。しかし、当社では、従業員の給与には、基本給以外に様 な々非固定給が含ま

れ、欠勤した場合には欠勤控除もあるため、基本給の減額が無くても、給与額がそれ以前の月

より減少することはあり得る。」と回答している。 

また、Ｂ社が保有する社会保険被保険者台帳において、申立人の申立期間に係る標準報酬月

額は、オンライン記録どおりの 26 万円と記載されており、同社は、「毎月の納入告知書と納

付額を確認していることから、届出した標準報酬月額以外の標準報酬月額に相当する保険料を、

被保険者の給与から控除することは考えられない。」と回答している。 

さらに、申立人から提出のあった平成７年度市民税・都民税特別徴収税額の通知書に記載さ

れている社会保険料控除額を基に、申立期間の標準報酬月額を試算したが、当該試算結果から、

28万円の標準報酬月額に基づく保険料控除があったことは確認できなかった。 

このほか、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の控除について確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立期間について申

立人がその主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12298 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和11年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和53年５月31日から54年９月１日まで 

厚生年金保険の加入期間を調べたところ、Ａ社に事業主として勤務した期間のうち

申立期間の 16か月間が未加入と分かった。同社は、昭和 45年６月以来現在まで継続

して営業しており、当該期間も厚生年金保険に加入していたはずなので、申立期間を

厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社に係る商業登記簿及び申立期間当時の従業員の供述から、申立人が申立期間にお

いて同社の事業主として勤務していたことは認められる。 

しかし、オンライン記録及びＡ社に係る事業所別被保険者名簿では、同社は、昭和

53 年５月 31 日に事業廃止により厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、その

後の 54 年９月１日に再び適用事業所となっていることが確認できることから、申立期

間は厚生年金保険の適用事業所ではないことが確認できる。 

また、上記被保険者名簿では、昭和 53 年６月７日に、申立人に係る資格喪失手続が

なされており、健康保険証を返納したことが確認できるとともに、訂正等の不自然な処

理は見当たらない。 

さらに、当時の従業員は、「当時、Ａ社は業績が悪化し、申立人である事業主から、

厚生年金保険を脱退するので、国民年金に加入するように指示を受け、国民年金保険料

を納付した。」と供述している。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

また、前述のとおり、申立人はＡ社の事業主であったことが確認できるほか、当時の

従業員は「給与・社会保険事務の担当は申立人だった。」と供述している。 

ところで、当委員会では、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関す

る法律（以下「特例法」という。）に基づき記録訂正が認められるかを判断していると

ころであるが、特例法第１条第１項ただし書では、特例対象者（申立人）が、当該事業

主が厚生年金保険の保険料納付義務を履行していないことを知り、又は知り得る状態で

あったと認められる場合については、記録訂正の対象とすることはできない旨規定され

ている。 

仮に、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認め

ることができたとしても、申立人は、上記のとおり特例法第 1条第１項ただし書に規定

される、「保険料納付義務を履行しないことを知り、又は知り得る状態であったと認め

られる場合」に該当すると認められることから、申立期間については、同法に基づく記

録訂正の対象とすることはできない。 

 

 



                      

  

東京厚生年金 事案12302 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和３年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和19年12月30日から20年８月15日まで 

Ａ社Ｂ事業所に勤務した申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間中、

同社には継続して勤務し、厚生年金保険料が給与から控除されていたはずなので、申

立期間について厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の人事担当者は、「当時の人事記録が無いので、申立人の申立期間の在籍を確認

することができない。」旨供述している上、当時の代表者及び社会保険担当者は所在不

明であることから、同社における申立人の申立期間に係る勤務実態及び厚生年金保険の

取扱いについて確認することができない。 

そこで、Ａ社Ｂ事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から、複数の元従業員

に照会したが、いずれも申立人を覚えておらず、「当時、当社は、全員が厚生年金保険に加入

していない上、申立人が従事していたとされる職種は、当社の直接雇用である正社員が担当し

ていた業務ではなかった。」旨供述しているなど、申立人が申立期間において厚生年金保険被

保険者として保険料控除されていたことを確認することができなかった。 

また、申立人は、「申立期間当時、Ａ社Ｂ事業所から健康保険証を受領した記憶は全

く無い。」旨供述している。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたと認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12303 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和17年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和35年４月１日から同年６月１日まで 

Ａ社（現在は、Ｂ社）Ｃ売店に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加

入記録が無い。同社には、昭和 35 年４月１日から継続して勤務し、申立期間中、厚

生年金保険料が給与から控除されていたはずなので、申立期間について厚生年金保険

の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社の人事担当者は、「当社が保管している昭和 35年 12月現在のＡ社の社員名簿から、

申立人は同社の社員であったことが確認できるが、当時の人事関係資料は保存されておらず、

申立人の入社年月日は確認できない。また、申立人の厚生年金保険被保険者の資格得喪及び

保険料控除についても不明である。」旨供述していることから、同社における申立人の申立

期間に係る勤務実態及び厚生年金保険の取扱いについて確認することができない。 

そこで、Ｂ社から提出のあった上記社員名簿及びＡ社Ｃ売店に係る健康保険厚生年金保険

被保険者名簿から、複数の元従業員に照会したが、申立人が申立期間において厚生年金保険

被保険者として保険料控除されていたことをうかがわせる供述を得ることができなかった。 

また、厚生年金保険被保険者台帳記号番号払出簿によると、申立人の資格取得日は、昭和

35 年６月１日となっており、Ｂ社Ｄ売店に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿におけ

る資格取得日と一致していることが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料

及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚生年

金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたと認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12304 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和28年５月１日から同年11月１日まで 

Ａ社Ｂ事業所に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。

申立期間中、同社には継続して勤務し、厚生年金保険料が給与から控除されていたは

ずなので、申立期間について厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の人事担当者は、「当時の資料が残っておらず、申立人の申立期間に係る在籍が確認で

きない上、申立期間に係る厚生年金保険の資格取得届及び保険料納付については不明であ

る。」旨供述していることから、同社Ｂ事業所における申立人の申立期間に係る勤務実態及び

厚生年金保険の取扱いについて確認することができない。 

また、申立人は、「申立期間当時は臨時社員であった。」旨供述しているところ、Ａ社の人

事担当者は、「現在も、臨時社員は厚生年金保険に加入させていない。」旨供述している。 

そこで、Ａ社Ｂ事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から、複数の元従業員に照

会したが、申立人が申立期間において厚生年金保険被保険者として保険料控除されていたこと

をうかがわせる供述を得ることができなかった。 

さらに、上記被保険者名簿において、申立期間及びその前後に被保険者資格を取得した従業

員は、昭和27年５月１日に10人、同年６月１日に 18人、28年４月１日に 15人、申立人が

資格を取得した同年 11 月１日に 61 人、29 年２月１日に５人であり、Ａ社では、特定の日に

まとめて厚生年金保険に加入させていたことがうかがわれる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及

び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚生年金

保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

と認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12305 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和24年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和43年８月20日から同年９月１日まで 

             ② 昭和43年９月１日から同年９月16日まで 

Ａ社に勤務した期間のうちの申立期間①及びＢ社に勤務した期間のうちの申立期間

②の厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間中、それぞれの会社に継続して勤務し、

申立期間①については厚生年金保険料が給与から控除されていたはずなので、厚生年

金保険の被保険者期間として認めてほしい。また、申立期間②については、申立てが

認められても、厚生年金保険の加入月数が増加することは無く、年金支給額に変更が

無いことは承知しているが、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、Ａ社の複数の元従業員は、「申立人が、昭和 43 年８月末日

まで勤務していたかどうかは記憶に無い。」旨供述していることから、申立人が当該期

間において同社に勤務していたことが確認できない。 

また、Ａ社の当時の代表者は既に死亡していることから、同社における申立人の申立

期間①に係る勤務実態及び厚生年金保険の取扱いについて確認することができない。 

そこで、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から、複数の元従業員に照会

したが、「当社は、当時の代表者が社会保険関係を含め一切を自ら行い、厚生年金保険

の届出関係もきちんと処理していたので、申立人の資格喪失記録は間違いないと思われ

る。」旨供述しているなど、申立人が申立期間①において厚生年金保険被保険者として

保険料控除されていたことを確認することができなかった。 

また、雇用保険の加入記録では、申立人のＡ社における離職日は、昭和 43 年８月 20

日となっており、オンライン記録による厚生年金保険の被保険者資格喪失日と一致して

いることが確認できる。 

申立期間②については、Ｂ社の複数の元従業員は、「申立人が当社に在籍していたこ



                      

  

とは覚えているが、入社日が分からないので、申立期間②において勤務していたかどう

かは記憶に無い。」旨供述していることから、申立人が当該期間において同社に勤務し

ていたことが確認できない。 

また、Ｂ社の当時の代表者は既に死亡していることから、同社における申立人の申立

期間②に係る勤務実態及び厚生年金保険の取扱いについて確認することができない。 

そこで、Ｂ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から、複数の元従業員に照会

したが、申立人が申立期間②において厚生年金保険被保険者として保険料控除されてい

たことをうかがわせる供述を得ることができなかった。 

また、雇用保険の加入記録では、申立人のＢ社における資格取得日は、昭和 43 年９

月 16 日となっており、オンライン記録及び申立人から提出のあった厚生年金保険被保

険者証の厚生年金保険の被保険者資格取得日と一致していることが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間①及び②における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立期間①

及び②について、申立人が厚生年金保険被保険者として、厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたと認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12307 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について厚生年金保険被保険者として、その主張する標準報酬月

額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはでき

ない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和29年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成７年４月１日から11年４月16日まで 

    Ａ社の代表取締役として勤務した期間のうち、申立期間における厚生年金保険の標

準報酬月額が引き下げられているので、正しい金額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、平成７年３月のＡ社における申立人の厚生年金保険の標準

報酬月額が 59 万円であったところ、同年４月以降の申立期間における標準報酬月額が

９万8,000円に減額されていることが確認できる。 

しかし、申立期間当時に同社の代表取締役であった申立人は、給与台帳等の関係書類

は廃棄済みであり、自身の給与明細書等も保有していない旨供述していることから、申

立人の申立期間における厚生年金保険料の控除の事実について確認することはできない。 

一方、申立期間当時、Ａ社における会計事務を担当していた会計事務所から提出され

た申立人に係る平成 10 年分の源泉徴収簿によると、申立人の当該年の各月の総支給金

額が 10 万円であり、所掲の社会保険料の控除額から計算すると、控除された厚生年金

保険料額は標準報酬月額９万8,000円にほぼ見合うものであることが確認できる。 

また、当時の従業員 11 人のうち、平成７年４月以降の標準報酬月額が減額している

のは、申立人及びその妻のみであるが、４月の随時改定及びその後の４回の定時決定は、

いずれも適切な時期に処理され、不合理な訂正が行われた形跡は見当たらない。 

このほか、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が申

立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12313 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和３年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和20年４月１日から同年11月15日まで 

② 昭和25年８月１日から28年３月ごろまで 

Ａ社に勤務していた申立期間①及びＢ社に勤務していた申立期間②について、厚生

年金保険の加入記録が無いので、厚生年金保険被保険者として認めてほしい。 

（注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を求めて行ったも

のである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、申立人は、当該期間においてＡ社に勤務したと申し立てている。 

しかし、Ａ社に係る健康保険労働年金保険被保険者名簿から、同社は昭和 20年 10月

10 日に厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなっていることが確認できる上、商業

登記が確認できないことから、当時の事業主の連絡先が不明であるため供述が得られず、

申立人の申立期間①における勤務実態や厚生年金保険の加入状況等について確認するこ

とができない。 

また、申立人は既に死亡しており、Ａ社において一緒に勤務していた同僚等の調査が

できないことから、同社に係る上記被保険者名簿により、申立期間①に厚生年金保険に

加入していることが確認できる複数の従業員に照会をしたところ、連絡の取れた 10 名

の従業員はいずれも申立人のことは記憶に無い旨回答している。 

このほか、申立人の申立期間①における厚生年金保険料の控除について確認できる関

連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険被保険者として、申立期間①に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 

次に、申立期間②について、Ｂ社における従業員２名の供述により、申立人は、同社



                      

  

に勤務していたことが推認できる。 

しかし、オンライン記録によれば、Ｂ社が厚生年金保険の適用事業所となったのは、

昭和 27年 10月１日であり、申立期間②のうち 25年８月１日から 27年 10月１日まで

の期間は適用事業所となっていないことが確認できる。 

また、オンライン記録によりＢ社は平成元年８月１日に厚生年金保険の適用事業所に

該当しなくなっていることが確認できる上、当時の事業主は、「昭和 63 年に同社を清

算したが、申立人の申立期間当時の資料を保管していないため、厚生年金保険の取扱い

について不明。」と回答している。 

さらに、申立人は既に死亡しており、Ｂ社において一緒に勤務していた同僚等の調査

ができないことから、同社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿により、申立期間

②前後に厚生年金保険に加入し、オンライン記録から住所が確認できる複数の従業員に

照会をしたところ、昭和 26年に入社したとする１名は、「Ｂ社は、昭和 27年ごろ法人

化したが、厚生年金保険にすぐに加入させてもらえず、29 年に加入した。しかし、申

立人の厚生年金保険加入状況については分からない。」と供述しており、他の１名は、

「昭和 26年ごろ入社したときは 30名位勤務していたのを覚えているが、申立人とは違

う部署であったので、申立人の厚生年金保険加入状況については分からない。」と供述

している。 

このほか、申立人の申立期間②における厚生年金保険料の控除について確認できる関

連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険被保険者として、申立期間②に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12314 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和19年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成16年11月１日から17年８月17日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が、給料が下

がっていないにもかかわらず、その前の標準報酬月額より引き下げられているので、

正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てている。しかし、Ａ社か

ら提出された給与統計表では、給与から控除されていた厚生年金保険料に見合う標準報

酬月額は、オンライン記録の標準報酬月額と一致している。 

また、Ａ社の事業主は、申立期間における給与については、同社と同社の事業主が他

に経営するＢ社の２社から支給することを申立人と協議の上で決定した旨供述しており、

このことはＡ社及びＢ社から提出された平成 16年及び 17年分給与所得に対する所得税

源泉徴収簿により確認できる。 

さらに、Ａ社は、｢健康保険厚生年金保険被保険者標準報酬月額変更届｣により、申立

人の標準報酬月額を平成 16 年 11 月から 30 万円として、社会保険事務所（当時）に提

出していることが確認できる。 

このほか、申立期間について、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料の控除について確認できる関連資料及周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が申

立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたと認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12315 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和43年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成５年２月27日から同年３月１日まで 

Ａ社（現在は、Ｂ社）に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入

記録が無い。平成５年分源泉徴収票の社会保険料の金額には、申立期間の保険料が含

まれていると思われるので、申立期間も厚生年金保険の被保険者期間として認めてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及びＢ社から提出された在籍証明書によると、申立人のＡ社にお

ける退職日は平成５年２月26日と記録されており、申立期間の勤務が確認できない。 

また、Ｂ社は、申立人に係る厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書を保管してお

り、資格喪失日は平成５年２月27日と記録され、オンライン記録と一致している。 

さらに、申立人のＡ社におけるＣ健康保険組合の資格喪失日は平成５年２月 27 日と

記録され、厚生年金保険の加入記録と一致している。 

加えて、申立人から提出された平成５年分給与所得の源泉徴収票から確認できる厚生

年金保険料控除額は２か月分であるところ、Ｂ社は、「給与からの保険料は翌月控除で

ある。」と回答していることから、当該控除額は、平成４年 12 月分及び５年１月分で

あると考えられ、申立期間の保険料控除が確認できない。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について、確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12316 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和46年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成４年６月１日から５年２月１日まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。入社

時の条件が厚生年金保険加入であることを確認して面接を受けたことを記憶している

ので、申立期間も厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、平成４年６月１日にＡ社に入社し、同日から厚生年金保険に加入していた

旨申し立てているが、同社は、「申立期間当時の従業員に関する資料等を保管していな

いことから、申立人の申立期間当時の勤務の実態や厚生年金保険の加入状況等について

は分からない。」と回答している。 

また、申立期間当時の社会保険の事務担当者は、「社会保険については、社長と相談

して、入社から３か月から半年経過後に加入手続をしていた。未加入期間については、

保険料は控除していない。申立期間当時は、給与は現金支給だったのでよく覚えてい

る。」と供述しているところ、オンライン記録により、申立人と同時期に厚生年金保険

に加入していることが確認できる従業員のうち１名は、自身の入社日は平成６年２月１

日であると記憶している旨回答しているところ、厚生年金保険の資格取得日は同年６月

１日と記録され、４か月の未加入期間が確認できる。 

さらに、上記社会保険の事務担当者は、「厚生年金保険と雇用保険は同時に加入手続

をしていた。」と供述しているところ、申立人及び申立人と同時期に勤務していた従業

員６名の、厚生年金保険と雇用保険の資格取得日は一致しており、担当者の供述と符合

している。 

加えて、オンライン記録により、申立期間当時に厚生年金保険に加入していることが

確認できる複数の従業員に照会したところ、連絡の取れた２名はいずれも申立人が勤務

していたことは記憶しているものの、申立人の入社時期及び厚生年金保険の加入状況等



                      

  

については記憶に無い旨供述している。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12319 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間において、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。  

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和19年生 

住    所 ：  

             

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和43年４月１日から44年５月１日まで 

Ａ大学を卒業後、同大学附属病院に医師として勤務した期間のうち、申立期間の厚

生年金保険の加入記録が無い。申立期間について、間違いなく勤務していたので、厚

生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ大学から提出された申立人に係る在籍期間証明書により、申立人は申立期間におい

て同大学附属病院に勤務していたことが確認できる。 

しかし、申立人は、申立期間はＡ大学附属病院に無給医局員として勤務していた旨供

述しており、同大学の人事担当者は、申立期間当時、無給医局員（その後、研修生に呼

称変更）という制度があり、無給医局員には給与が支給されず、厚生年金保険料を控除

していない旨供述している。 

また、Ａ大学が保管する社会保険台帳には、申立人の厚生年金保険の被保険者資格取

得日は昭和 44年５月１日、喪失日は 45年７月２日と記録され、オンライン記録と一致

している。 

さらに、申立人が名前を挙げた同期の医師の厚生年金保険の資格取得日は、Ａ大学に

係る事業所別被保険者名簿から申立人と同じ昭和 44 年５月１日であることが確認でき

る。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたと認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12322                       

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和６年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和22年ごろから24年ごろまで 

Ａ社Ｂ工場（後にＣ社に名称変更し、現在は、Ｄ社）に勤務していた申立期間の厚

生年金保険の加入記録が無い。当該期間は、同社に勤務していたので、厚生年金保険

の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人のＡ社Ｂ工場に関する詳細な供述から判断すると、申立人が期間の特定はでき

ないものの、同社同工場に勤務していたことがうかがえる。 

しかしながら、Ｃ社に係る健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿から、申立期

間に被保険者記録があり、所在が判明した従業員に照会したところ、回答のあった従業

員は、同社において厚生年金保険の加入は正社員だけであり、申立期間当時は臨時雇用

の社員も多数いたと供述している。また、そのうちの一人は当時、Ａ社Ｂ工場の労働組

合の事務長をしており、正社員であれば名前くらいは記憶しているが、申立人は記憶に

無いため、申立人は正社員でなく臨時社員だったのではないかと思うと供述している。 

また、申立人は、Ａ社Ｂ工場では、臨時社員であったかもしれないと供述しているほ

か、同社同工場における同僚等の氏名を覚えていないことから、これらの者に申立人の

勤務実態や厚生年金保険加入状況について確認できない。 

さらに、Ｅ社の人事担当者は、Ａ社Ｂ工場は分離独立してＣ社となっており、当時の

資料は無く、申立人の勤務実態や厚生年金保険料の控除について不明であると供述して

おり、また、Ｄ社の総務担当者も、当時の資料は無く、申立人の勤務実態や厚生年金保

険加入状況について確認することができないとしている。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚生



                      

  

年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12323 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和39年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和63年12月31日から64年１月１日まで 

    Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社には

昭和 63 年 12月 31 日まで勤務したので、当該期間を厚生年金保険の被保険者期間と

して認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出されたＡ社における昭和 63 年分給与所得の源泉徴収票に、申立人の

退職日は、63年12月31日と記載されている。 

しかしながら、Ａ社の申立期間当時の専務と経理担当者によると、同社の厚生年金保

険料は翌月控除であったと供述しており、申立人から提出された昭和 64 年１月支給の

給与明細書において、63 年 12 月の厚生年金保険料が控除されていないことが確認でき

る。 

また、上記源泉徴収票における社会保険料等の金額は、申立人に係るオンライン記録

による標準報酬月額から算出した社会保険料等の本人負担分の 12 か月分に相当する額

であることが確認できる。 

さらに、Ａ社における申立人の雇用保険の加入記録によると、離職日は昭和 63 年 12

月30日であることが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚生

年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12324 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正12年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和17年６月１日から23年７月15日まで 

年金問題が騒がれるようになってから、年金記録を確認したところ、申立期間につ

いて脱退手当金を受給していることを知った。 

しかし、当時は、脱退手当金の制度を知らず、脱退手当金を受給できるはずが無い

ので、年金記録を回復してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の厚生年金保険被保険者台帳には、脱退手当金が支給されたことが記載されて

いるとともに、申立期間の脱退手当金は支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る

厚生年金保険被保険者資格喪失日から約２週間後の昭和 23年７月 27日に支給決定され

ているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金を受給して

いないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る

脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12325 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正15年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和19年10月１日から20年９月20日まで 

             ② 昭和20年10月 22日から21年９月13日まで 

ねんきん特別便が届き、年金記録を確認したところ、申立期間について脱退手当金

を受給していることを知った。 

しかし、当時は、脱退手当金の制度を知らず、脱退手当金を受給できるはずが無い

ので、年金記録を回復してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の厚生年金保険被保険者台帳には、脱退手当金が支給されたことが記載されて

いるとともに、申立期間の脱退手当金は支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る

厚生年金保険被保険者資格喪失日から約７か月後の昭和 22年４月 11日に支給決定され

ているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立人の脱退手当金が支給決定されたのは通算年金制度創設前であり、20 年

以上の厚生年金保険被保険者期間が無ければ年金は受給できなかったのであるから、申

立期間の事業所を退職後、厚生年金保険の加入歴が無い申立人が脱退手当金を受給する

ことに不自然さはうかがえない上、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほ

かに脱退手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る

脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12326 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①及び③について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

また、申立人は、申立期間②に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和21年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和41年９月１日から43年６月30日まで 

             ② 昭和43年９月24日から46年８月16日まで 

             ③ 昭和59年６月１日から60年12月31日まで 

平成 22 年１月に、厚生年金保険の期間照会についての回答を受け取ったところ、

申立期間①及び③については、厚生年金保険の加入記録が無く、申立期間②について

は、脱退手当金の支給記録がある旨の回答をもらった。 

しかし、申立期間①については、Ａ社Ｂ工場に勤務しており、申立期間③について

は、Ｃ社に昭和 59 年６月１日から勤務していたので、当該期間について厚生年金保

険の被保険者として認めてほしい。 

また、申立期間②に係る脱退手当金については、申立期間の事業所を退職するとき

には、脱退手当金の説明は無く、脱退手当金の請求手続を行ったことも、受給した記

憶も無いので、脱退手当金の支給記録を取り消してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①については、申立人はＡ社Ｂ工場に勤務していたと申し立てている。 

しかしながら、Ａ社Ｂ工場は現在閉鎖している上、同社本社は、「申立期間①当時

の従業員に関する人事記録等の資料を保有していないことから、申立人の当該期間に

係る勤務の状況や厚生年金保険料の控除について確認することができない。」と回答

している。 

また、Ａ社Ｂ工場に係る健康保険厚生年金保険事業所被保険者原票において、申立

期間①に厚生年金保険被保険者記録が確認できる複数の従業員に申立人の勤務状況等

を照会したが、申立人を記憶している者はいなかった上、申立人は、申立期間①当時



                      

  

の同僚等の氏名を記憶していないため、申立期間①当時の勤務状況について確認する

ことができない。 

さらに、Ａ社本社の人事担当者は、「厚生年金保険の被保険者でない者が勤務して

いたとしても、被保険者ではない期間に、給与から厚生年金保険料の控除をすること

はなく、当時も同様の取扱いであったと思う。」と供述している。 

加えて、申立人に係る雇用保険の加入記録を確認したところ、申立期間①の前にＡ

社Ｂ工場に勤務していた期間については、厚生年金保険の加入記録と一致しているが、

申立期間①については、雇用保険の加入記録が無い。 

このほか、申立期間①に係る厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及

び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間①に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことを認めることはできない。 

２ 申立期間③については、Ｃ社の元同僚の供述から、申立人が申立期間③に同社に勤

務していたことは推認できる。 

しかしながら、Ｃ社は、既に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、当時

の事業主は所在不明であることから、申立人の勤務の実態及び厚生年金保険料の控除

の状況について確認することができない。 

また、Ｃ社に係る事業所別被保険者名簿で申立期間③に勤務していたことが確認で

きる従業員に照会したところ、複数の従業員が、「入社してから厚生年金保険に加入

するまで１年から２年程度の期間があった。」、「すぐ加入手続をしてもらえる場合

と、しばらく加入手続をしてもらえない場合があった。」と供述している上、前述の

同僚の厚生年金保険被保険者資格取得日は、オンライン記録によると、入社してから

約２年後であることが確認できる。 

さらに、申立人に係る雇用保険の加入記録を確認したところ、被保険者資格の取

得日が昭和61年１月１日と記録されており、厚生年金保険の資格取得日と一致して

いる。 

加えて、申立人の健康保険の加入記録を確認したところ、健康保険組合から提出

のあった「健康保険被扶養者異動届」により、昭和61年１月31日に夫の被扶養者か

ら削除していることが確認でき、申立人が厚生年金保険及び健康保険に自ら加入し

たことが確認できたことにより削除したと考えるのが自然である。 

このほか、申立期間③に係る厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料

及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間③に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことを認めることはできない。 

３ 申立期間②については、申立人は脱退手当金を受給していないと申し立てていると

ころ、申立人の申立期間②に係る厚生年金保険被保険者原票には、脱退手当金が支給



                      

  

されていることを意味する「脱」の表示が記されているとともに、申立期間の脱退手

当金は支給額に計算上の誤りは無く、申立期間②に係る厚生年金保険被保険者資格喪

失日から約２か月後の昭和 46年 10月８日に支給決定されているなど、一連の事務処

理に不自然さはうかがえない。 

また、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金を受給し

ていないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間②に

係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案12327 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和16年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和36年６月１日から37年３月11日まで 

平成20年10月に、年金記録を確認したところ、申立期間について脱退手当金を受

給していることを知った。 

しかし、申立期間後に加入した事業所では脱退手当金を受給したが、申立期間につ

いては、脱退手当金を受給していないので、年金記録を回復してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間後に加入した事業所の退職後に支給された脱退手当金の受給を認

めているところ、脱退手当金を受給する場合、過去のすべての厚生年金保険被保険者期

間をその計算の基礎とするものであり、これにより昭和 42年 11月９日に支給決定され

た脱退手当金は、申立期間を含む同一の被保険者番号で管理されている支給決定日前の

すべての厚生年金保険被保険者期間を基礎として計算され、一連の事務処理も申立期間

を含む脱退手当金が支給されたものとなっており、不自然さはうかがえない。 

また、申立人から聴取しても、申立期間を含む脱退手当金を受給したことを疑わせる

事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る

脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案12328 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和10年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和26年６月25日から30年３月13日まで 

昭和 51 年６月に、市役所の人が年金記録を調べたところ、申立期間について脱退

手当金を受給していることを知った。 

しかし、脱退手当金を受給していないので、年金記録を回復してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の厚生年金保険被保険者台帳には、脱退手当金が支給されたことが記載されて

いる上、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から約１か月後の昭和 30 年

４月18日に支給決定されているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立人の脱退手当金が支給決定されたのは通算年金制度創設前であり、20 年

以上の厚生年金保険被保険者期間が無ければ年金は受給できなかったのであるから、申

立期間の事業所を退職後、厚生年金保険の加入歴が無い申立人が脱退手当金を受給する

ことに不自然さはうかがえない上、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほ

かに脱退手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る

脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案12333 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 明治44年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和21年６月17日から同年８月７日まで 

Ａ社Ｂ工場（現在は、Ｃ社）に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加

入記録が無い。同社の人事台帳により申立期間に同社に雇用されていたことは明らか

なので、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。   

（注）申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求めて行った  

ものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｃ社の保管する人事台帳により、申立人が申立期間においてＡ社に継続して勤務して

いたことは確認できる。 

しかしながら、Ｃ社は、申立人の申立期間における厚生年金保険料について、控除し

ていたとまでは言えないとしている。 

また、Ａ社Ｂ工場に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿には、申立人の資格取得

日は昭和 21 年８月７日と記載されており、オンライン記録と一致しているところ、上

記人事台帳には、「昭和 21 年８月７日二級技師に任し研究所勤務を命じ課長を以て待

遇す」と記載されていることが確認できる。 

さらに、申立人は既に死亡しておりＡ社Ｂ工場の同僚を確認することができず、同社

同工場で申立期間当時、厚生年金保険に加入していた従業員は死亡又は連絡先不明のた

め、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の事業主による給与からの控除

について、これを確認できる関連資料は無く、周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12334 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和32年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和52年４月30日から同年10月１日まで 

    Ａ社（現在は、Ｂ社）に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録

が無い。同社は昭和 52 年５月１日からＣ社に社名が変わったが、同年９月 30 日ま

で継続して勤務していたので、申立期間も厚生年金保険の被保険者期間として認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社は、同社が保管する当時の健康保険厚生年金保険被保険者名簿に、申立人が昭和 52 年

４月 30 日に資格を喪失していることが記録されていることから、申立人は申立期間において

Ａ社で勤務しておらず、給与から厚生年金保険料を控除していないとしている。 

また、申立人の勤務する飲食店の経営をＡ社から引き継いだＣ社は、昭和52年10月１日に

厚生年金保険の任意包括適用事業所として認可されており、申立期間は厚生年金保険の適用事

業所となっていない。 

さらに、オンライン記録を確認したところＡ社を昭和 52 年４月 30 日に資格喪失し、同年

10月１日にＣ社で資格取得している従業員は、申立人のほかに17人おり、その全員が申立人

と同様に申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。 

加えて、上記従業員のうちの一人は、昭和 52 年５月１日より会社が変更になると当時の総

務担当者から話があり、国民健康保険に加入するよう勧められて加入したとし、また別の一人

は、申立期間に国民年金の保険料を納付していることが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の事業主による給与からの控除につい

て、これを確認できる関連資料は無く、周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚生年金

保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12335 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和15年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和49年７月から51年３月まで 

② 昭和59年７月から同年９月まで 

Ａ社に勤務していた申立期間①及びＢ社に勤務していた申立期間②の厚生年金保険

の加入記録が無い。申立期間①及び②に両社で営業職として勤務していたので、厚生

年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、同僚の証言から、期間の特定はできないものの、申立人が、

Ａ社で勤務していたことが推認できる。 

しかしながら、申立人が勤務していたＡ社は、既に厚生年金保険の適用事業所に該

当しなくなっており、当時の事業主等の連絡先が不明であることから、申立人の申立

期間①における勤務実態及び厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

また、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿より、申立人が同社において同期で入社し

たとする２名の同僚を記憶しているところ、これらの同僚の氏名は見当たらないこと

から、同社では勤務した従業員全員を厚生年金保険に加入させていたわけではないこ

とがうかがえる。 

さらに、申立期間①当時に厚生年金保険に加入している従業員に、Ａ社における厚

生年金保険の取扱いについて照会したところ、そのうち二人の従業員は、「営業職と

して勤務していた者は、正社員ではなく歩合制であり、雇用保険及び厚生年金保険を

含む社会保険に加入させていなかった。」と供述しているところ、申立人は営業職で

あったとしており、同社において雇用保険に加入していない。 

加えて、Ａ社のグループ会社に勤務し、その後同社に移った社員は、グループ会社

に入社後、半年ほどたって厚生年金保険に加入していないことを知り、経理担当者に

頼んで加入させてもらったとし、Ａ社では希望者だけ加入させていたかもしれないと



                      

  

している。 

このほか、申立人の申立期間①における厚生年金保険料の事業主による給与からの

控除について、これを確認できる関連資料は無く、周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が

厚生年金保険の被保険者として、申立期間①に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことを認めることはできない。 

２ 申立期間②について、Ｂ社は、既に厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなって

おり、当時の事業主は入院中で連絡が取れず、申立人の勤務実態及び厚生年金保険料

の控除について確認することができない。 

また、申立期間②に厚生年金保険の被保険者記録がある従業員 10 人に照会したと

ころ、回答があった７人は申立人を記憶しておらず、申立人の勤務実態について確認

することができない。 

このほか、申立人の申立期間②における厚生年金保険料の事業主による給与からの

控除について、これを確認できる関連資料は無く、周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が

厚生年金保険の被保険者として、申立期間②に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案12338 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和19年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和41年２月14日から同年４月７日まで 

Ａ社に勤務した期間の厚生年金保険の加入記録が無い。給与明細等の確認できる資

料は無いが、申立期間に同社に勤務したことを記載した日記を提出するので、厚生年

金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が提出した日記により、期間は特定できないが、申立人が申立期間にＡ社に勤

務していたことは推認できる。 

しかし、Ａ社は、既に厚生年金保険の適用事業所となっておらず、当時の事業主は死

亡しているため、同社及び事業主から申立人の申立期間に係る勤務状況及び厚生年金保

険料の控除について確認することができない。 

また、申立人が記憶しているＡ社の工場長は、既に死亡していることから、同社に係

る事業所別被保険者名簿において申立期間当時、被保険者であったことが確認できる複

数の従業員に照会したところ、回答があった一人は申立人と同じ仕事内容の作業職人で

あるが、申立人を覚えていない旨回答しており、申立人の申立期間に係る勤務状況につ

いて確認することができない。 

さらに、申立期間における申立人の雇用保険の加入記録は確認できず、また、上記日

記の昭和 41年２月 24日の、「職業安定所から失業保険給付を 8,400円もらった。」と

の記載により、申立人は、申立期間の前に勤務した事業所の被保険者期間を算定基礎期

間とする失業給付金を受給していたと認められることから、当時、申立人は失業中であ

ると認められ、Ａ社では、厚生年金保険に加入していなかったと考えられる。 

このほか、申立人の申立期間における事業主による給与からの厚生年金保険料の控除

について、これを確認できる関連資料は無く、周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚



                      

  

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12339 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和23年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和53年11月１日から57年３月31日まで 

Ａ社（現在は、Ｂ社）の社長からスカウトされてＣ社にレストランの店長として勤

務した期間の厚生年金保険の加入記録が無い。給与明細等の確認できる資料は無いが、

Ｃ社に入社するとき、同社の親会社であるＡ社において厚生年金保険の被保険者とす

る約束だったので、同社の厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社及びＣ社における申立期間当時の事業主の供述及びＣ社が経営するレストランで

一緒に勤務した同僚が、「自分は昭和 55年８月から 58年３月まで勤務し、申立人が店

長として勤務していた。」と供述していることから、申立人が申立期間にＣ社に勤務し

ていたことは認められる。 

しかし、上記の事業主は、「申立人が主張している、親会社であるＢ社で厚生年金保

険の被保険者とするとの入社時の約束はしていない。また、申立人が勤務するＣ社は、

厚生年金保険法に定める強制適用事業所ではなく、厚生年金保険に加入していなかった

ことから、申立期間に係る厚生年金保険料を控除していない。」と回答しているところ、

オンライン記録では、Ｃ社が厚生年金保険の適用事業所となったのは、平成 22 年５月

28日であり、申立期間は適用事業所ではないことが確認できる。 

また、上記同僚は、「社会保険の加入について、申立人から、当社は厚生年金保険も

健康保険にも加入していないので、自分で国民年金と国民健康保険に加入するように言

われた。」と回答している。 

さらに、申立期間当時のＡ社に係る事業所別被保険者名簿の整理番号に欠番が無いこ

とから、申立人の記録が欠落したとは考え難い。 

なお、申立人は、「申立期間に子供が二人いたので、健康保険に加入しない会社に勤

めるはずはない。当時、被保険者証を使用し、子供がＤ病院の小児科で診療を受け



                      

  

た。」と主張しているが、申立人は、健康保険の種類は記憶していない旨供述しており、

また、Ｄ病院では、書類の保存期限経過のため、使用した健康保険証の種類は確認でき

なかった。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による給与からの控除に

ついて、これを確認できる関連資料は無く、周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12340 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和８年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和32年４月１日から33年３月１日まで 

    Ａ学園の中学校と高等学校で、保健体育の教員として勤務した申立期間の厚生年金

保険の加入記録が無い。Ｂ共済組合に問い合わせたところ、対象外との回答があっ

た。申立期間は、同学園に勤務していたので、厚生年金保険の被保険者として認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ学園から提出された同学園の旧教職員名簿により、期間は特定できないが、申立

人が同学園に勤務していたことは推認できる。 

しかし、オンライン記録及び適用事業所検索システムによると、Ａ学園は厚生年金

保険の適用事業所となった記録が確認できない。 

また、Ａ学園は、「当学園は、厚生年金保険の適用事業所となったことはなく、昭

和29年からＣ共済組合（現在は、Ｄ事業団）に加入している。」と供述している。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関

連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が

厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12343 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る厚生年金保険被保険者記録については、訂正する必要は認め

られない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和15年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ：  昭和41年５月１日から49年４月１日まで 

    Ａ社（法人化後、Ｂ社）に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い。同社

の事業主となったことで資格喪失したと思われるが、事業主になったのはもう少し後

の時期なので、申立期間を厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

複数の同僚及び従業員の供述から判断すると、申立人が、申立期間中、Ａ社に勤務し

ていたことは推認できる。 

しかし、Ａ社の従業員は、「申立人は、当時の個人事業主が昭和 40年 10月＊日に他

界した後、１年経たないうちに事業主となり、経理及び給与計算を担当していた。」と

し、また、別の従業員も、「当時の個人事業主が他界してからは、申立人と自分と同僚

で事業を継続させていたが、申立人は、給与計算、経理及び社会保険事務を担当してい

た。」旨それぞれ供述している。 

なお、元代表者である申立人は、「申立期間のいつからかは記憶に無いが、経理、給

与及び社会保険事務は自分が担当していたと思うが、当時の資料も無く、当時の厚生年

金保険の取扱い及び保険料控除についてはよく分からない。」旨回答している。 

以上のことから、申立人は、申立期間当時、Ａ社において、社会保険及び保険料の納

付に係る事務に関与していたと認められる。 

ところで、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下

「特例法」という。）第１条第１項ただし書では、特例対象者（申立人）が、当該事

業主が厚生年金保険の保険料納付義務を履行していないことを知り、又は知り得る状

態であったと認められる場合については、記録訂正の対象とすることはできない旨規

定されている。 

仮に、申立期間に係る厚生年金保険料が事業主により給与から控除されていたと認

めることができたとしても、申立人は、上記のとおり、特例法第１条第１項ただし書

に規定される「保険料納付義務を履行していないことを知り、又は知り得る状態であ

ったと認められる場合」に該当すると認められることから、申立期間については、同

法に基づく記録訂正の対象とすることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12344 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和14年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和41年３月25日から43年９月ごろまで 

Ａ社に勤務した申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社に勤務していたこ

とは確かなので、申立期間を厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間中、Ａ社に勤務していたとしているところ、現在の社会保険担当

者は、「申立人が入居したとする建設現場宿舎はＡ社の宿舎であったが、当該宿舎に入

居していた者は同社の従業員ではなかったので、厚生年金保険に加入していなかっただ

ろう。」旨回答している。 

また、Ａ社の複数の従業員は、「申立人が、手配師と呼ばれる人材あっせん者に声を

かけられて仕事をするようになったとするならば、申立人は、同社の従業員ではなく、

班と呼ばれる作業員の集まりに属していたかもしれない。」旨供述している。 

さらに、申立人は、Ａ社から健康保険証を受領した記憶は無いとしている。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について、これを確認で

きる関連資料は無く、周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12345 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①，②及び③について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正10年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和19年５月１日から同年10月１日まで 

② 昭和20年５月25日から21年４月１日まで 

③ 昭和55年６月20日から同年７月１日まで 

   Ａ社（現在は、Ｂ社）に勤務していた期間のうち、申立期間①及び②、また、Ｃ社

（現在は、Ｄ社）に勤務していた期間のうち、申立期間③の厚生年金保険の加入記録

が無い。それぞれの会社に勤務したことは確かであり、Ａ社においては、当時の会社

から通知された給与辞令等を提出するので、厚生年金保険の被保険者として認めてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、オンライン記録によると、申立人のＡ社における厚生年金保

険被保険者資格取得日は昭和 19年 10月１日となっているが、同社に係る健康保険労働

者年金保険被保険者名簿によると、申立人は、同年６月１日に被保険者資格を取得して

いることが確認できる。 

しかし、申立人から提出された昭和 21 年１月１日当時の給与辞令等によると、申立

人の職務は書記と記載されており、申立人自身、「申立期間①当時は、本社管理部の経

理課で工場の会計事務をしていた。」と供述している。 

一方、昭和 17年６月１日から 19年９月 30日までの労働者年金保険法では、被保険

者となれる者について、工業・鉱業等の事業所に勤務する男子筋肉労働者のみを対象と

していたことから、申立人が申立期間①にＡ社において勤務していた業務内容から判断

すると、同法に基づく適用対象ではなかったものと考えられる。 

また、厚生年金保険法の規定によると、昭和 19年６月１日から同年９月 30日までは、

同法の施行準備期間であり、保険料は徴収されない期間であることから、申立期間①に

ついては厚生年金保険の被保険者期間とはならない。 

なお、Ａ社に係る健康保険労働者年金保険被保険者名簿によると、申立期間①当時、

労働者年金保険に加入することができない複数の女性労働者が、申立人と同じ昭和 19



                      

  

年６月１日に被保険者資格を取得していることが確認できる。 

以上のことから、申立人は、昭和 19 年６月１日に厚生年金保険被保険資格を取得し

たが、保険料は厚生年金保険法の施行準備期間により控除されなかったため、オンライ

ン記録では同年10月１日に同資格を取得した記録になったと認められる。 

申立期間②については、申立人から提出された給与辞令等及び複数の従業員の供述か

ら判断すると、申立人が、当該期間中、継続してＡ社に勤務していたことは推認できる。 

しかし、上記給与辞令から、厚生年金保険料が控除されたことを確認することはでき

ない。 

また、オンライン記録によると、Ａ社は、昭和 20年５月 25日に厚生年金保険の適用

事業所ではなくなっており、21 年４月１日に再度適用事業所になるまで厚生年金保険

の適用事業所となっていない。 

さらに、Ｂ社は、「当時の関係資料は空襲により焼失したため、厚生年金保険の取扱

いについて確認することはできないが、戦災により事業の継続が困難となったため、一

度厚生年金保険の適用事業所から外れ、事業が回復した翌年に再度適用事業所になった

のではないかと思われる。」旨回答しているところ、複数の同僚及び従業員の供述から

も申立期間②当時、空襲により社内が混乱していたことがうかがえるが、厚生年金保険

料の控除が確認できる資料等を得ることはできなかった。 

申立期間③については、Ｄ社及び元役員の回答から判断すると、申立人が、当該期間

中、Ｃ社に勤務していたことは推認できる。 

しかし、Ｄ社は、「当時の資料が保管されていないため、当該期間の厚生年金保険料

を控除したかについては分からない。」旨供述している。 

また、Ｃ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿及び商業登記簿から、元役員等

に照会したが、当該役員等から、申立人の申立期間③に係る厚生年金保険の取扱いにつ

いて確認することはできなかった。 

なお、Ｃ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、申立期間③前後に同

社で厚生年金保険被保険者資格記録がある役員及び従業員は、おおよそ１日付けで同資

格を取得していることが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間①、②及び③における厚生年金保険料の控除について、

これを確認できる関連資料は無く、周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険被保険者として、申立期間①、②及び③に係る厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案12346 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和８年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和39年９月７日から40年７月５日まで 

    Ａ社（現在は、Ｂ社）Ｃ工場に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い。

当該期間は休職し、海外留学をしていたため給与の支払は無かったが、保険料は会

社に先払いしたはずなので、申立期間を厚生年金保険の被保険者として認めてほし

い。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｂ社から提出された従業員台帳から、申立人は、昭和 31 年４月１日から平成３年３

月 31 日まで同社に在籍していたことは確認できるが、申立期間は海外留学のため休職

していたことが確認できる。 

   また、Ｂ社及びＤ社（申立期間当時、申立人が在籍していたＡ社Ｃ工場を現在統括し

ている事業所）は、「海外留学中の申立期間に係る厚生年金保険の取扱い及び厚生年金

保険料の控除については、当時の資料が残っていないため確認できないが、申立人は申

立期間中休職しており、給与の支払が無かったことから、保険料の控除も無かったと思

われる。」旨回答している。 

   さらに、申立人は、申立期間当時に海外留学をした同僚等はいなかったとしているこ

とから、Ａ社Ｃ工場における海外留学中の厚生年金保険の取扱いについて照会すること

ができない。 

なお、申立人は、自身の海外留学にかかわった従業員を４人挙げているが、そのうち

３人は既に死亡しており、１人については、申立人は、当該従業員の住所を特定するこ

とができず、申立人の申立期間に係る厚生年金保険の取扱いについて確認することがで

きなかった。 

 このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について、これを確認でき

る関連資料は無く、周辺事情も見当たらない。  

 これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12347 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和25年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ：① 平成２年１月19日から同年４月１日まで 

        ② 平成２年８月30日から同年９月13日まで 

Ａ社及びＢ社に勤務した申立期間①及び②の加入記録が無い。それぞれの会社にお

いて厚生年金保険料が給与から控除されていたはずなので、当該期間について厚生年

金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、申立人のＡ社に係る雇用保険の加入記録は、昭和 60年 11月

11 日から平成２年１月 19 日までとなっており、当該期間のほぼすべてにおいて勤務を

確認することができない上、申立人は、同年３月１日にＢ社において雇用保険の資格を

取得しており、当該期間の一部においては、Ａ社に勤務していなかったことが確認でき

る。 

そこで、Ａ社の従業員に申立人について照会したが、いずれの従業員も、「申立人は

同社に勤務していたが、退職時期は分からない。」旨供述している。 

さらに、オンライン記録から、申立人と同様、平成２年１月 19 日にＡ社の厚生年金

保険被保険者資格を喪失し、同年４月１日にＢ社で同資格を取得している従業員が複数

確認できるが、当該従業員の一人は、「Ａ社を退職後そのままＢ社に入社したが、厚生

年金保険料はＡ社、Ｂ社共に正しく控除されていたと思う。」と回答しており、当該期

間の厚生年金保険料の控除について確認することができなかった。 

なお、Ａ社は既に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、代表者の住所を特

定することができないため、申立人の勤務実態及び厚生年金保険の取扱いについて確認

することができない。 

申立期間②については、申立人のＢ社に係る雇用保険の加入記録は、平成２年３月１

日から同年８月 29 日までとなっており、当該期間に係る勤務を確認することができな



                      

  

い。 

そこで、Ｂ社の従業員に申立人について照会したが、いずれの従業員も、「申立人は

同社に勤務していたが、いつまで勤務していたか記憶に無い。」旨供述している。 

さらに、オンライン記録によると、申立人のＢ社に係る厚生年金保険被保険者資格喪

失処理は平成２年９月５日付けで行われており、社会保険事務所（当時）の記録に不自

然な点は見当たらない。 

なお、Ｂ社は既に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、同社の代表者に照

会したが、回答が無いため、申立人の勤務実態及び厚生年金保険の取扱いについて確認

することができなかった。 

このほか、申立人の申立期間①及び②における厚生年金保険料の控除について、これ

を確認できる関連資料は無く、周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 



                      

  

東京厚生年金 事案12348 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和７年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和31年10月から33年７月まで 

Ａ社に勤務していた申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間に同社に

勤務していたことは確かなので、申立期間を厚生年金保険の被保険者として認めてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された退職者名簿によると、申立人は、昭和 34 年９月２日に入社し、

同年 10月 12日に退職していると記載されており、申立期間の勤務を確認することがで

きない。 

そこで、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿から複数の従業員及

び同僚に照会をしたところ、申立人を知る者は複数いたが、申立人の勤務時期を記憶し

ている者はいなかった。 

さらに、Ａ社は、「申立期間当時、１年程度の試用期間を設けていた。」旨回答して

いるため、上記退職者名簿で確認できる従業員の厚生年金保険の加入状況について、同

社に係る健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿から確認したところ、在職期間が

１年未満の従業員はいずれも厚生年金保険に加入していない上、同保険に加入している

記録がある従業員は、入社から４か月から９か月後に加入していることが確認できる。 

なお、上記退職者名簿によると、１年以上勤務していたにもかかわらず、厚生年金保

険に加入していない従業員が複数いるが、当該従業員の一人は、自身の勤務期間は当該

名簿のとおりであるとし、厚生年金保険料の控除については分からないとしている。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について、これを確認で

きる関連資料は無く周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12351 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険の被保険者として厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正14年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和24年８月31日から25年３月１日まで 

Ａ事業所に勤務した期間のうち、申立期間に係る厚生年金保険の加入記録が無い。

同事業所には昭和 25 年２月末まで勤務していたので、申立期間を厚生年金保険の被

保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「申立期間においてＡ事業所で勤務していたので、申立期間を厚生年金保険の被

保険者期間として認めてほしい。」と主張している。 

しかしながら、Ａ事業所における社会保険関係資料を管理しているＢ事務所は、「申立人の

Ａ事業所における在職期間及び厚生年金保険の加入記録は確認できない。」と回答している。 

また、Ａ事業所に係る事業所別被保険者名簿により、申立人と同様に昭和 24 年４月１日に

資格取得した従業員 3,944名のうち232名が、申立人と同日の同年８月 31日に資格喪失して

いることが確認できる。 

さらに、上述の 232 名の従業員のうち、連絡先が判明した 10 名に申立期間当時における自

身の勤務状況等を照会したところ、６名から回答があり、そのうち２名は、「申立期間当時、

Ａ事業所では、人員を縮小するという話があった。」と述べている。 

加えて、前述の事業所別被保険者名簿を調べたが、記載内容に不自然な点は見受けられない

上、申立人に係る資格喪失日は、厚生年金保険被保険者台帳の記録とオンライン記録とも一致

しており、同台帳にも不自然な点は見られない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について、これを確認できる関

連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚生年金保

険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

と認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12352 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険の被保険者として厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和５年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和24年６月から26年８月１日まで 

Ａ社（現在は、Ｂ社）に勤務した期間のうち、申立期間に係る厚生年金保険の加入

記録が無い。同社には昭和 24 年６月から９年間くらい勤務していたので、申立期間

を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が提出したＣ会会員名簿及びＡ社の元従業員の回答により、申立人が申立期間

において同社に勤務していたことはうかがえる。 

しかしながら、Ｂ社の人事労務厚生担当者は、「Ａ社における申立期間当時の在籍者

を確認できる資料には申立人の情報が無い。」と回答しており、申立人の勤務実態及び

厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

また、Ａ社の元従業員から、申立期間当時の同社の社会保険事務担当者として名前が

挙がった２名の従業員は、既に死亡しており、同社における厚生年金保険の取扱いにつ

いて確認することができない。 

さらに、昭和 26 年８月にＡ社において資格取得している元従業員２名は、「同社に

は試用期間があったと思う。」と述べていることから、同社では厚生年金保険の加入手

続については、従業員ごとに異なる取扱いをしていたことがうかがえる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について、これを確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚生

年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたと認めることはできない。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案12353 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険の被保険者として厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和６年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和45年10月16日から46年10月16日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間に係る厚生年金保険の加入記録が無い。同社

には、申立期間も継続して勤務していたはずなので、申立期間を厚生年金保険の被保

険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「Ａ社には、申立期間も継続して勤務していたはずなので、申立期間を厚

生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。」と主張している。 

しかしながら、Ａ社の人事部長は、「申立期間当時の社会保険関係資料を保管してお

らず、申立人の厚生年金保険の加入状況等は不明である。」と回答しており、申立人の

申立期間当時の勤務実態及び厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

また、Ａ社が加入しているＢ健康保険組合が提出した被保険者資格証明書により、申

立人が昭和 45年７月 23日から同年 10月 16日までの期間に同組合の被保険者であった

ことが確認できるものの、同組合は、「申立期間については、申立人が当健康保険組合

に加入している記録は無い。」と回答している。 

さらに、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から、Ａ社において昭和 45

年７月から同年 10月までの期間に被保険者資格を取得している 23名の従業員のうち、

連絡先が判明した 19 名の従業員に文書照会を行ったところ、11 名の従業員から回答が

あったが、申立人のことを記憶している者はおらず、申立人の申立期間当時の勤務実態

等について確認することができない。 

なお、申立人は、申立期間の勤務実態及び厚生年金保険料の控除に係る資料として収

入と支出を簡易に記載した家計簿を提出している。しかし、同家計簿には、申立期間の

一部を含む昭和 46 年度の記録が、２回記載されており、ⅰ）１回目の記載では、厚生

年金保険料が控除されていたのは同年８月から同年 10 月のみであること、ⅱ）２回目



                      

  

の記載では、同年１月から同年 12 月までの期間において記録があるものの、Ａ社から

ではなく申立人が同社を退職後に勤務したとする事業所からの給与が記載されているこ

となどから、申立人が申立期間においてＡ社に勤務し厚生年金保険料を控除されていた

ことを裏付ける資料とは認められない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について、これを確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚生

年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたと認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12354 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険の被保険者として厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正10年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和24年７月31日から25年７月31日まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間に係る厚生年金保険の加入記録が無い。

申立期間も継続して勤務していたことは確かなので、申立期間を厚生年金保険の被保

険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「申立期間にＡ社に勤務していたので、同期間を厚生年金保険の被保険者

として認めてほしい。」と主張している。 

しかしながら、Ａ社は、既に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、事業主

も死亡している上、事業主の息子も、「申立期間当時の資料は何も保管されておらず、

また、当時のことを知っている者も今となっては皆無である。」と述べており、申立人

の申立期間の勤務実態及び厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

また、申立期間にＡ社に勤務していた従業員のうち、連絡先が判明した元従業員１名

（昭和 25年５月 11日資格取得）に申立人の申立期間の勤務状況を照会したところ、同

従業員は、「申立人のことを知らない。」と回答している。 

なお、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿、申立人に係る厚生年金保険被

保険者台帳及びオンライン記録におけるそれぞれの資格喪失日は、いずれも一致してお

り、同名簿及び同台帳に不自然な点は見受けられない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について、これを確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚生

年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたと認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12355 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険の被保険者として厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正８年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ：  昭和13年５月17日から20年12月25日まで 

Ａ社Ｂ工場（現在は、Ｃ社）に勤務した期間のうち、申立期間に係る加入記録が無

い。同社同工場には、昭和 13年５月 17日から継続して勤務しているので、申立期間

も厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が提出したＡ社の辞令書により、申立人が昭和 13年５月 17日から 25年７月

25日までの期間において同社に在籍していたことは確認できる。 

しかしながら、申立期間のうち、昭和 13年５月 17日から 16年 12月 31日までの期

間については、労働者年金保険制度が開始される 17 年１月１日より前の期間であり、

申立人が同制度の被保険者となることはできない。 

また、申立期間のうち、昭和 17 年１月１日から 20 年４月８日までの期間について

は、申立人の軍歴を総務省人事・恩給局に照会したところ、申立人は、16 年９月 10 日

に陸軍に召集され、20 年４月８日に召集を解除されていることが確認でき、Ａ社Ｂ工

場に勤務していなかったことが確認できる。 

さらに、申立期間のうち、昭和 20 年４月９日から同年 12 月 25 日までの期間につい

ては、Ａ社の後継会社であるＣ社の総務担当者は、「申立期間当時の資料は残っておら

ず、申立人が陸軍の召集解除後、いつからＡ社Ｂ工場に復職したかは分からないし、厚

生年金保険に加入していたかどうかも分からない。」と回答しており、申立人の申立期

間当時の勤務実態及び厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について、これを確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

なお、Ａ社Ｂ工場に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に記載のある従業員のう

ち連絡先を把握できた元従業員 32 名に文書照会したところ、19 名から回答があり、そ



                      

  

のうちの８名が申立人を記憶していたものの、申立人の同社同工場における復職日を記

憶している者はいなかった。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚生

年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12356 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険の被保険者として厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和18年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ：  昭和57年10月15日から58年11月まで 

Ａ社に勤務した申立期間に係る厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間を厚生年

金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間においてＡ社に勤務していた複数の元同僚の回答により、期間の特定はでき

ないものの、申立人が同社に勤務していたことはうかがえる。 

しかしながら、Ａ社は、平成９年 11 月１日に既に厚生年金保険の適用事業所ではな

くなっている上、当時の事業主は死亡しており、また、社会保険担当者は文書照会をし

たものの、回答は得られず、当時の同社における厚生年金保険の取扱い等について確認

をすることができない。 

また、申立人は、申立期間を含む昭和 57年 10月７日から平成２年６月２日までの期

間において、国民健康保険に加入していることが確認できる。 

さらに、上述の複数の元同僚は、「自分は、パート従業員だったので、厚生年金保険

には加入していなかった。申立人の厚生年金保険の加入の有無については分からな

い。」と回答しており、これらの者からは、申立人の申立期間における厚生年金保険の

控除をうかがわせる回答は得られない。 

   加えて、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿において申立期間に整理番号に欠番は無く、

同名簿の記載内容に不自然な点は見受けられない。  

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について、これを確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。  

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚生

年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたと認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12357 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険の被保険者として厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和17年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和32年３月22日から33年３月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社に勤

務していたことは身分証明書で証明できるので、申立期間も厚生年金保険の被保険者

として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の提出したＡ社の身分証明書及び複数の同僚の回答により、申立人が申立期間

に同社に勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、Ａ社は、既に厚生年金保険の適用事業所でなくなっており、事業主と

も連絡が取れないことから、申立人の申立期間における勤務実態及び厚生年金保険の適

用について確認することができない。 

また、申立期間においてＡ社に被保険者記録のある元従業員 18 名に文書照会したと

ころ、13 名から回答があったが、そのうちの 10 名の元従業員の資格取得日は、入社日

より６か月から４年後になっており、加えて、申立人とほぼ同期の昭和 32 年３月又は

４月に入社したと回答した３名の元従業員の資格取得日は、申立人と同様に入社日から

おおむね１年後の33年３月となっていることが確認できる。 

さらに、上述の回答があった 13 名のうち、１名の元従業員は、「入社したときは臨

時工の扱いであり、１年くらい様子をみてから社員にすると言われた。」と述べており、

他の１名は、「入社して２年くらいは見習だった。厚生年金保険の資格取得日までに空

白があるのは正社員になってから取得したためだと思う。」と述べている。 

これらのことから、Ａ社では、入社してすぐに厚生年金保険に加入する取扱いではな

かったことがうかがえる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について、これを確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 



                      

  

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚生

年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたと認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12361 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正２年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和42年１月１日から同年８月31日まで 

Ａ社に勤務していた申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社に勤務してい

たことは確かなので、申立期間を厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ社の寮に住み、同社に勤務していたと申し立てているところ、従業員の

供述及び申立人の住民票に記載されている住所地から判断すると、勤務期間は特定でき

ないものの、同社に勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、Ａ社は、「資料が無く、勤務実態や厚生年金保険料の控除等について

は分からない。」と回答している。 

また、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿から、申立期間当時に

入社している従業員に照会したところ、申立人と同様な職種の従業員は確認できない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について、これを確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12362 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男  

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和４年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和22年４月１日から24年４月１日まで 

Ａ事務所に勤務していた申立期間の厚生年金保険の加入期間が無い。昭和 32 年ご

ろに 10 年勤続の表彰を受け、給料から保険料が控除されていたので、申立期間を厚

生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間当時の同僚や職務内容を詳細に記憶していることから、勤務期間

は特定できないものの、申立人がＡ事務所に勤務していたことがうかがえる。 

しかし、駐留軍施設に勤務する日本人労働者は、当時、国の雇用者である身分を有し

ていたものの、社会保険制度が適用されたのは昭和 24 年４月１日からである上、Ａ事

務所に係る事業所別被保険者名簿によると、同事務所が厚生年金保険の適用事業所とな

ったのは同日となっており、申立期間は適用事業所となっていないことが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12363 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間において、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和３年生 

住    所 ：  

              

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和26年４月１日から同年９月１日まで 

昭和 25 年 12 月１日から退職する 29 年６月１日まで、Ａ社で製品加工及び配達

員として継続勤務していた。調査の上、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社は、資料が保管されていないため申立期間の勤務実態及び厚生年金保険の加入に

ついて不明であると回答している。 

また、Ａ社の健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿には、申立人の最初の資格

喪失日（昭和 26 年４月１日）は記載されていないものの、厚生年金保険被保険者台帳

には、資格喪失日が昭和 26 年４月１日と記載され、オンライン記録と一致し、さらに、

申立人と同様に資格喪失日が記載されていない従業員二人について、厚生年金保険被保

険者台帳には、資格喪失日が記載されていることが確認できる。 

さらに、Ａ社に勤務していた複数の従業員は、申立人を記憶しているものの申立期間

の勤務については不明と供述している。 

このほか、申立人の申立期間におけるＡ社に係る厚生年金保険料の控除について、こ

れを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険被保険者として、申立期間のＡ社に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことを認めることはできない。 

なお、昭和 26年８月１日から同年８月 10日までの期間について、申立人の厚生年金

保険被保険者台帳には、申立人がＢ社において同年８月１日に厚生年金保険被保険者の

資格を取得し、同年８月10日に資格を喪失した旨の記載があることが確認できる。 



                      

  

東京厚生年金 事案12364 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和22年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和61年10月１日から62年１月５日まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の加入記録が無い。同社には、辞めるこ

となく継続して勤務していたので、厚生年金保険被保険者であったことを認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及び同僚の供述により、申立人が、申立期間において、Ａ社に勤

務していたことが推認できる。 

しかしながら、Ａ社の関係者は、「申立人から、３か月間、パートにしてほしい旨の

申込みがあり、資格喪失の手続を行った。その期間は社会保険料の控除はしていなかっ

た。」と供述している。 

また、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、昭和 61 年 10 月 17

日付けで申立人の資格喪失届が受理されており、健康保険被保険者証が返納されている

旨の記載があることが確認できる。 

さらに、昭和 61 年９月の標準報酬月額は８万 6,000 円（第５級）であるが、再度資

格を取得した 62年１月の標準報酬月額は 13万 4,000円（第 12級）であり、７等級の

差があることから、勤務形態の同一性がうかがえない。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について、これを確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚生

年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12365 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和23年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和42年10月25日から同年12月１日まで 

             ② 昭和43年４月１日から44年１月25日まで 

Ａ社に勤務した期間のうちの申立期間①及びＢ所に勤務した期間のうちの申立期間

②について、共に厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間①及び②にそれぞれの事

業所に勤務していたことは間違いないので、厚生年金保険の被保険者であったことを

認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人は、申立期間①及び②を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしいとして

申し立てているが、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基

づき、あっせんの対象となる事案は、事業主から、厚生年金保険被保険者が負担すべき保

険料を源泉控除されていたと認められることが要件とされている。 

２ 申立期間①については、Ａ社の当時の従業員の供述及び申立人による同社に勤務してい

た当時の状況についての具体的な供述から判断すると、申立人は、申立期間①当時、同社

に勤務していたことは推認することができる。 

一方、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿及びオンライン記録では、同社は昭和 43 年３

月 31 日に厚生年金保険の適用事業所でなくなっており、また、同社の当時の代表者から

は供述が得られないため、申立人の申立期間①に係る厚生年金保険料の給与からの控除に

ついて確認することができない。 

また、上記被保険者名簿から申立期間①当時に厚生年金保険に加入していることが確認

できる複数の従業員のうち、連絡の取れた複数の従業員は、いずれも「自分はＡ社におけ

る厚生年金保険の被保険者資格取得日よりも前に同社に入社している。」旨供述している

ところ、これらの従業員が入社したと供述している時期から当該被保険者名簿における厚

生年金保険の被保険者資格取得日までの期間を見ると、いずれも１か月ないし３か月とな



                      

  

っていることが確認できる。 

このことから、Ａ社では、申立期間①当時、採用した従業員について、入社してから相

当期間経過後に厚生年金保険に加入させていたものと考えられる。 

さらに、上記複数の従業員はいずれも、Ａ社に入社したと供述している時期から厚生年

金保険に加入するまでの期間に係る厚生年金保険料の給与からの控除について記憶してお

らず、また、当時の給与明細書等を保管していないと供述しているため、申立人の申立期

間①に係る厚生年金保険料の給与からの控除について確認することができない。 

加えて、厚生年金保険被保険者証記号番号払出簿における申立人の被保険者資格取得日

（昭和42年12月１日）は、上記被保険者名簿及びオンライン記録における申立人の被保

険者資格取得日と一致していることから、社会保険事務所（当時）の事務処理に不自然な

点は見当たらない。 

３ 申立期間②については、Ｂ所の当時の従業員の供述及び申立人による同所に勤務してい

た当時の状況についての具体的な供述から判断すると、申立人は、申立期間②当時、同所

に勤務していたことは推認することができる。 

一方、Ｂ所に係る事業所別被保険者名簿及びオンライン記録では、同所は昭和 46 年８

月 21 日に厚生年金保険の適用事業所でなくなっており、また、同所の当時の代表者は既

に死亡しているため供述が得られず、申立人の申立期間②に係る厚生年金保険料の給与か

らの控除について確認することができない。 

また、上記被保険者名簿から申立期間②当時及びその前後の期間に厚生年金保険に加入

していることが確認できる複数の従業員のうち、申立人と同一職種の複数の従業員につい

て、Ｂ所に入所したと供述している時期から上記被保険者名簿における厚生年金保険の被

保険者資格取得日までの期間を見ると、３か月ないし約 10 か月程度となっていることが

認められる。 

このことから、Ｂ所では、申立期間②当時、採用した従業員について、入所してから相

当期間経過後に厚生年金保険に加入させていたものと考えられる。 

さらに、Ｂ所の当時の複数の従業員は、いずれも、同所に入所したとしている時期から

厚生年金保険に加入するまでの期間に係る厚生年金保険料の給与からの控除について記憶

しておらず、また、当時の給与明細書等を保管していないと供述しているため、申立人の

申立期間②に係る厚生年金保険料の給与からの控除について確認することができない。 

加えて、厚生年金保険被保険者証記号番号払出簿における申立人の被保険者資格取得日

（昭和44年１月25日）は、上記被保険者名簿及びオンライン記録における申立人の被保

険者資格取得日と一致していることから、社会保険事務所の事務処理に不自然な点は見当

たらない。 

４ このほか、申立人の申立期間①及び②に係る厚生年金保険料の控除について確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚生

年金保険の被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12366 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等  

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和17年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和35年４月１日から36年12月１日まで 

Ａ店に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同店にお

ける加入記録が３か月間だけであるのは納得できないので、当該期間に先立つ申立期

間も厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が記憶していた同僚の供述及び申立人によるＡ店に勤務していた当時の状況に

ついての具体的な供述から判断すると、始期を特定できないものの、申立人が同店に勤

務していたことは推認することができる。 

しかし、Ａ店に照会を行ったものの回答は無く、また、同店の代表者とは連絡が取れ

ないため供述が得られず、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の給与からの控除等

について確認することができない。 

また、上記同僚及びオンライン記録から申立期間当時にＡ店において厚生年金保険に

加入していることが確認できる複数の従業員のうち、連絡の取れた二人の従業員は、い

ずれも「自分はＡ店における厚生年金保険の被保険者資格取得日よりも前に同店に勤務

している。」旨供述しており、また、これら３人の同僚及び従業員が採用されたと供述

している時期からオンライン記録における厚生年金保険の被保険者資格取得日までの期

間を見ると、６か月ないし20か月となっていることが確認できる。 

これらのことから、Ａ店では、申立期間当時、採用した従業員について、採用してか

ら相当期間経過後に厚生年金保険に加入させていたものと考えられる。 

さらに、上記３人の同僚及び従業員は、いずれも、Ａ店に採用されたと供述している

時期から厚生年金保険に加入するまでの期間に係る厚生年金保険料の給与からの控除に

ついて記憶しておらず、また、当時、事業主から給与明細書等をもらった記憶も無いと

供述しているため、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の給与からの控除について



                      

  

確認することができない。 

加えて、厚生年金保険被保険者台帳記号番号払出簿における申立人の被保険者資格取

得日（昭和 36年 12月１日）は、Ａ店に係る申立人の厚生年金保険被保険者原票及びオ

ンライン記録における被保険者資格取得日と一致しており、また、当該記号番号の払出

日も昭和 36 年 12 月 15 日であることが確認できることから、社会保険事務所（当時）

の事務処理に不自然な点は見当たらない。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認できる関連資

料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12367 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和28年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成４年８月１日から同年９月15日まで 

Ａ社に勤務した申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。当時、同社から社会保

険に加入しているとの説明を受けたため、国民年金には加入しなかったと思う。その

後、他社への入社が急に決まったため、研修のみの短期間の勤務となったが、厚生年

金保険料を給与から控除されていた記憶があるので、申立期間について厚生年金保険

の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出のあったＡ社に係る「教育実習期間費明細書」その他の関連資料から

判断すると、申立人が申立期間に同社に勤務し、当該期間は新任研修等の教育実習期間

であったことが認められる。 

しかし、Ａ社では、「申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の給与からの控除につ

いては、当時の資料が無いため確認はできないが、平成４年当時、当社では、教育実習

期間中は従業員を厚生年金保険に加入させていなかった。したがって、厚生年金保険に

加入していない者の給与から保険料は控除していない。」旨回答している。 

また、オンライン記録から申立期間当時にＡ社において厚生年金保険に加入している

ことが確認できる複数の従業員のうち、申立人と同様に教育実習を受けたと供述してい

る二人について、これらの者が入社したと供述している時期からオンライン記録におけ

る厚生年金保険の被保険者資格取得日までの期間を見ると、１か月又は２か月となって

いることが確認できる。 

さらに、上記従業員のうち一人は、「Ａ社への入社から厚生年金保険に加入するまで

の期間は教育実習期間であり、当該期間は厚生年金保険に加入しておらず、また、当該

期間に厚生年金保険料の給与からの控除は無かった。」旨供述している。 

これらのことから、Ａ社では、申立期間当時、採用した従業員について、教育実習終



                      

  

了後に厚生年金保険に加入させていたものと考えられる。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認できる関連資

料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12368 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等  

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和27年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和51年８月16日から平成９年５月21日まで 

Ａ社に勤務した申立期間について、厚生年金保険の標準報酬月額の記録が、実際の

給与の月額に相当する標準報酬月額と相違している。このため、申立期間の標準報酬

月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社に係る事業所別被保険者名簿及びオンライン記録では、申立人の申立期間に係る

標準報酬月額は９万 8,000 円ないし 50 万円と記録されているところ、申立人は、「申

立期間当時は景気・業況も良く、残業もかなり多かったため、実際に支給された給与は、

基本給より３万円ないし７万円程度多かった。ねんきん定期便に書かれている金額は完

全な基本給のみである。」として、実際に支給された給与の月額に相当する標準報酬月

額に記録を訂正してほしい旨申し立てている。 

しかし、オンライン記録では、Ａ社は平成 11 年１月１日に厚生年金保険の適用事業

所でなくなっており、また、同社の当時の代表者は、申立期間当時の従業員に係る資料

を保存していないと供述しているため、申立人の申立期間に係る報酬月額及び厚生年金

保険料控除額について確認することができない。 

また、Ａ社の当時の顧問先であったと上記代表者が供述している税務・会計事務所で

は、申立期間当時の申立人に係る資料を保存していないため、申立人の申立期間に係る

報酬月額及び厚生年金保険料控除額について確認することができないとしながらも、

「当時、Ａ社では、厚生年金保険料の給与からの控除及び社会保険事務所（当時）への

納付等は適正に行っていた。したがって、当時、同社では、申立人に係る厚生年金保険

の記録どおりの標準報酬月額を社会保険事務所に対して届け出たはずであり、また、当

該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を申立人の給与から控除していたはずであ

る。」旨回答している。 



                      

  

さらに、上記被保険者名簿及びオンライン記録から申立期間当時に厚生年金保険に加

入していることが確認できる 22人の従業員のうち、連絡の取れた 13人の従業員は、い

ずれも当時の給与明細書等を保管していないと供述しているため、当時のＡ社における

厚生年金保険料の給与からの控除に係る取扱いや、当該控除の状況等について確認する

ことができない。 

加えて、上記被保険者名簿及びオンライン記録を確認したものの、申立人の標準報酬

月額等の記載内容に不備は無く、また、さかのぼって標準報酬月額の訂正が行われた形

跡も無いことから、社会保険事務所の事務処理に不自然な点は見当たらない。 

また、申立人は、申立内容を裏付ける給与明細書、給与所得の源泉徴収票等を保管し

ていないため、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の給与からの控除に

ついて確認することができない。 

このほか、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人がそ

の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12369 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等  

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和19年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和59年６月15日から同年７月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社には

昭和 59年６月 30日まで勤務していたので、申立期間も厚生年金保険の被保険者であ

ったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社に係る事業所別被保険者名簿及びオンライン記録では、申立人の同社における厚

生年金保険の被保険者資格喪失日が昭和 59年６月 15日であることが確認できるところ、

申立人は、同社に同年６月 30 日まで勤務していたので、同年７月１日が正しい資格喪

失日であるとして申し立てている。 

しかし、公共職業安定所の記録では、申立人のＡ社における雇用保険の離職日が昭和

59 年５月 31 日であることが確認でき、申立期間において、申立人の雇用保険の加入記

録は無い。 

また、Ａ社の後継会社であるＢ社から提出のあった雇用保険被保険者資格喪失確認通

知書には、申立人のＡ社における離職日が昭和 59年５月 31日と記載されている上、同

様に提出のあった、同社における申立人の雇用保険及び厚生年金保険等への加入状況等

に係る記録簿（同社が作成・保管）においても、同日が申立人の離職日として記載され

ており、これは、上記公共職業安定所の記録と一致している。 

さらに、上記記録簿では、申立人の厚生年金保険の資格喪失日が昭和 59年６月 15日

と記載されており、これは、上記被保険者名簿及びオンライン記録と一致している。 

加えて、Ｂ社では、上記提出資料に基づき、「当時、Ａ社では、申立期間に係る厚生

年金保険料を申立人の給与から控除していなかった。」旨回答している。 

また、雇用保険の失業等給付に関する記録によると、申立人については、昭和 59 年

５月 31日にＡ社を離職した後の同年６月 25日に、公共職業安定所に求職の申込みを行



                      

  

い、同年７月 17 日に基本手当の受給資格が決定されていることが確認できることから、

申立人が申立期間に勤務していたとは認められない。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認できる関連資

料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12370 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和10年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和46年４月１日から52年７月31日まで 

Ａ社に勤務した申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間に代表取締役

として、同社及び関連会社であるＢ社の両社に勤務しており、厚生年金保険料は給与

から控除されていたので、厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社に係る閉鎖登記簿謄本から判断すると、始期を特定できないものの、申立人が同

社に代表取締役として勤務していたことが認められる。 

しかし、オンライン記録では、Ａ社は、厚生年金保険の適用事業所としての記録は無

く、同社の代表取締役であった申立人が、厚生年金保険の適用事業所にはなっていない

ことを知りながら、自らの厚生年金保険料を給与から控除していたとは考え難い。 

また、オンライン記録では、申立人は、申立期間において、Ａ社の関連会社であるＢ

社において厚生年金保険に加入している上、厚生年金保険における標準報酬月額等級の、

当時の最高等級の標準報酬月額が記録されており、同社に係る事業所別被保険者名簿か

らもこれらのことを確認することができる。 

さらに、申立人がＡ社の従業員として氏名を挙げた 12 人のうち、10 人については、

上記被保険者名簿及びオンライン記録では、申立人と同様、申立期間にＢ社において厚

生年金保険に加入していることが確認できる。 

加えて、オンライン記録から申立期間当時にＢ社において厚生年金保険に加入してい

ることが確認できる複数の従業員に照会したところ、このうち９人については、同社で

はなく、専らＡ社において勤務していた旨回答している。 

これらのことから、申立期間当時、Ａ社では、従業員をＢ社において厚生年金保険に

加入させていたものと考えられる。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認できる関連資



                      

  

料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12371 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和28年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和48年５月ごろから同年10月ごろまで 

Ａ社に勤務した申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。厚生年金保険料の給与

からの控除を確認できる当時の給与明細書等は無いが、申立期間に同社に勤務してい

たので、厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録により、申立人は、申立期間当時、Ａ社に勤務していたことが認

められる。 

しかし、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿及びオンライン記録では、同社が厚生年金

保険の適用事業所となったのは昭和 54年９月 20日であり、申立期間は厚生年金保険の

適用事業所ではないことが確認できる。 

また、Ａ社では、申立期間当時の従業員に係る資料を保存していないと回答しており、

また、同社の当時の代表者は既に死亡しているため供述が得られず、申立人の申立期間

に係る厚生年金保険料の給与からの控除について確認することができない。 

さらに、申立期間当時にＡ社において経理事務を担当していたと供述している従業員

は、「申立期間当時、Ａ社は厚生年金保険の適用事業所ではなかったので、従業員には

国民年金に加入するように指導していた。」旨回答しており、また、当該従業員は、オ

ンライン記録により、同社が厚生年金保険の適用事業所となった昭和 54年９月 20日よ

り前の期間において、国民年金に加入し、国民年金保険料を納付している期間が確認で

きる。 

加えて、当該従業員は、上記被保険者名簿及びオンライン記録により、Ａ社が厚生年

金保険の適用事業所となった昭和 54年９月 20日に、同社において被保険者資格を取得

していることが確認できる。 

また、当該従業員から提出のあった昭和 44年９月分及び 50年９月分の給与明細書に



                      

  

より、当該従業員は、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所となった 54年９月 20日より前

の当該期間において、厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていないことが

確認できる。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認できる関連資

料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12389（事案5000の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和15年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和45年３月１日から47年５月30日まで 

② 昭和48年６月１日から54年２月28日まで 

③ 昭和54年３月１日から57年９月30日まで 

Ａ事業所、Ｂ社及びＣ社にそれぞれ勤務した申立期間①、②及び③の記録が無い。

そのため、第三者委員会に申立てを行ったが、当委員会から、いずれの申立期間につ

いても、当時の勤務状況などを確認することができないことから、記録訂正できない

と通知を受けた。しかし、Ａ事業所は、Ｄ社の下請け会社として存在し、私が申立期

間①に勤務していたことは間違いない。私が調べたＤ社の当時の役員11名に照会すれ

ば、Ａ事業所のことが分かり、私の勤務状況などが確認できるはずであるから、再度

調査して被保険者として認めてほしい。また、申立期間②及び③についても、再度調

査をお願いしたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①に係る申立てについては、申立人が勤務していたとするＡ事業所は、厚生

年金保険の適用事業所となっていないこと、申立人が供述する同事業所の所在地を管轄

する法務局に商業登記の記録が無く、同事業所の代表者を特定することができないこと、

申立人が記憶する同事業所における同僚の所在が確認できないこと、及び申立人が同事

業所の元請け会社と供述するＤ社では、申立人の同事業所における勤務状況等について

は分からない旨回答し、当該期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことが確認できない。 

また、申立期間②に係る申立てについては、申立人が勤務していたとするＢ社は、申

立人が同社の社員であった事実は無い旨回答していること、及び同社に係る健康保険厚

生年金保険被保険者名簿に記載されている複数の従業員の中に申立人を記憶している者

がいない。 



                      

  

さらに、申立期間③に係る申立てについては、申立人が勤務していたとするＣ社は、

当該期間の一部が厚生年金保険の適用事業所となっていないこと、事業主等の所在が不

明であるため、申立人の同社における勤務状況等が確認できないこと、申立人が記憶す

る同僚２名を同社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿で確認できない上、その所在が

不明であること、及び同社に係る被保険者名簿に記載されている複数の従業員の中に申

立人を記憶している者がいない。 

これらのことから、申立期間①から③までについては、既に当委員会の決定に基づく

平成21年11月５日付け年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

しかし、申立人は、申立期間①当時のＡ事業所の元請け会社であるＤ社の役員であっ

た11名の氏名を提示し、Ａ事業所に勤務していたことについて再調査をしてほしい旨主

張している。 

このため、当委員会では、Ｄ社に係る商業登記簿謄本に申立期間①の期間及び当該期

間直後に同社の役員として登記がされている18名（上述の11名を含む）のうち、所在が

確認できた６名に文書照会を行った。その結果、申立人を記憶している者はいなかった

ものの、そのうち１名から、Ａ事業所の当時の状況を知る者としてＤ社の元従業員１名

が確認できた。そのため、当該元従業員に申立期間①当時のＡ事業所及び申立人の同事

業所における勤務状況について照会したところ、「申立人のことは知らないので、勤務

状況については分からない。」としているが、申立人の主張どおり、申立期間①当時、

同事業所がＤ社の下請け事業所として同社の敷地内に作業所を置いていたこと、及びＡ

事業所の所在地並びに事業主名（姓のみ）を確認することができたことから、勤務期間

は特定できないが、申立人が同事業所に勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、上記元従業員が供述しているＡ事業所の所在地を管轄する法務局にお

いて同社の商業登記の記録は確認できない上、上記事業主に文書照会を行ったものの、

あて所不明のため回答を得ることはできなかった。 

また、申立人は、Ａ事業所の事業主による給与からの厚生年金保険料控除について不

明である旨供述している上、同事業所の事業主により給与から厚生年金保険料の控除が

行われていたことを示すような状況は確認できなかった。 

さらに、申立期間②及び③については、申立人から新たな資料や情報の提示は無く、

申立人の記録を確認することができない。 

このほか、委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないことから、申

立人は、申立期間①、②及び③に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12391 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和27年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和45年４月ごろから同年10月ごろまで 

② 昭和49年９月ごろから50年７月ごろまで 

③ 昭和51年７月ごろから52年３月ごろまで 

④ 平成元年５月ごろから２年２月ごろまで 

⑤ 平成６年９月ごろから７年７月ごろまで 

⑥ 平成９年４月ごろから同年８月ごろまで 

Ａ事業所に勤務していた申立期間①、Ｂ社に勤務していた申立期間②及び③、Ｃ社

に勤務していた申立期間④、Ｄ社に勤務していた申立期間⑤、Ｅ社に勤務していた申

立期間⑥の加入記録が見当たらないとのことであった。いずれにおいても勤務してい

たことは確かであるので、厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、当時のＡ事業所に係るオンライン記録において当該期間に被

保険者記録が確認できる複数の従業員が、勤務期間は特定できないものの、申立人を覚

えている旨の供述をしていることから判断すると、申立人が同社に勤務していたことは

推認できる。 

しかし、上記複数の従業員のうち１名は、「試用期間が３か月程あり、その間は厚生

年金保険の被保険者にはなれなかった。」と供述し、また、ほかの１名は、「継続して

勤務しているにもかかわらず、被保険者記録が断続している。」と供述しており、当該

従業員の被保険者記録は、オンライン記録によると、複数回にわたって資格の取得と喪

失が繰り返されていることが確認できる。 

また、申立人がＡ事業所において同時に勤務していたと記憶する同僚は、申立人と同

様に、同事業所に係るオンライン記録に厚生年金保険の被保険者としての記録が無い。 

これらのことから、Ａ事業所では、当時、一部の従業員を厚生年金保険に加入させて



                      

  

いなかったことがうかがえる。 

さらに、Ａ事業所の現在の事業主に申立人の申立期間①に係る勤務実態や厚生年金保

険の適用状況等について照会したが、事業主は、「当時の資料は存在せず、申立人を雇

用した事実については不明。」と回答しているため、当時の状況について確認すること

はできない。 

このほか、申立人の申立期間①に係る厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

申立期間②及び③については、Ｂ社が厚生年金保険の適用事業所となったのは、オン

ライン記録によると、申立期間の10年以上後の昭和62年12月１日であり、当該期間は適

用事業所となっていないことが確認できる。 

また、Ｂ社は、「申立人に係る資料は無く、申立人の在籍は不明である。また、適用

事業所となった当時は、申立人が従事したとする職種については、厚生年金保険の資格

を取得させていなかった。」と回答している。 

さらに、申立人は同僚等の氏名を覚えていないことから供述を得られず、Ｂ社におけ

る申立人の勤務実態等を確認することができない。 

加えて、申立人に申立期間②及び③における雇用保険の加入記録は無い。 

このほか、申立人の申立期間②及び③に係る厚生年金保険料の控除について確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

申立期間④については、Ｃ社に係るオンライン記録から、当該期間に被保険者記録が

確認できる複数の従業員の供述から判断すると、期間の特定はできないものの、申立人

が同社に勤務していたことは推認できる。 

しかし、Ｃ社の現在の事業主に申立人の申立期間④に係る勤務実態や厚生年金保険の

適用状況等について照会したが、事業主から回答は得られず、当時の状況について確認

することはできない。 

また、申立期間④当時の経理担当者は、「正社員は雇用保険と厚生年金保険は同時に

加入させていた。申立人がどちらにも加入していないということは、正社員ではなかっ

たと思われる。」と供述しているところ、申立期間④当時に同社に係る厚生年金保険の

被保険者資格が確認できる従業員のうち、任意に抽出した５名について雇用保険の記録

を調査したところ、全員に雇用保険の記録が確認できるが、申立人に係る雇用保険の記

録は確認できない。 

さらに、申立期間④当時にＣ社に係る厚生年金保険の被保険者資格が確認できる従業

員に、同社における当時の厚生年金保険の取扱い等について照会したところ、複数の従

業員が、「パート、見習や試用期間は厚生年金保険の被保険者資格は取得できない取扱

いであった。」と供述しており、同社は当時、正社員以外は厚生年金保険に加入させて

いなかったことがうかがえる。 

このほか、申立人の申立期間④に係る厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

申立期間⑤については、申立人の貯金通帳にＤ社からの給与振込と認められる入金記



                      

  

録があること、また、同社に係るオンライン記録から、当該期間に被保険者記録が確認

できる複数の従業員の供述から判断すると、申立人が当該期間当時、同社に勤務してい

たことは推認できる。 

しかし、Ｄ社の当時の代表者は死亡しており、同社は、「申立人を記憶しておらず、

正社員ではなかったと思われる。」と回答していることから、申立期間⑤に係る申立人

の勤務実態及び厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

また、Ｄ社に係る上記被保険者名簿から、厚生年金保険の被保険者資格が確認できる

従業員に、同社における当時の厚生年金保険の取扱い等について照会したこところ、

「パート、見習は厚生年金保険の被保険者資格は取得できなかった。」「正社員にはな

かなかしてもらえず、見習期間中に退職する者がいた。」と供述していることから、同

社では当時、すべての従業員を入社後すぐに厚生年金保険に加入させていたわけではな

かったことがうかがえる。 

さらに、申立人は申立期間⑤を含む平成６年１月27日から12年２月16日まで、Ｆ区に

おいて国民健康保険に加入していることが確認できる。 

加えて、申立人の申立期間⑤における雇用保険の加入記録は無い。 

このほか、申立人の申立期間⑤に係る厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

申立期間⑥については、当該期間の一部期間に雇用保険の加入記録があること、また、

当時のＥ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から、当該期間に被保険者記録が

確認できる複数の従業員の供述から判断すると、申立人が当該期間当時、同社に勤務し

ていたと認められる。 

しかし、Ｅ社の現在の事業主は、「申立人は正社員として雇用しておらず、厚生年金

保険の資格取得に係る手続はしていない。」と供述しているところ、複数の従業員の供

述から、パート、見習、試用期間は厚生年金保険の被保険者資格は与えられない取扱い

であったことがうかがわれる。 

また、申立人は申立期間⑥も含めて、平成６年１月27日から12年２月16日まで、Ｆ区

において国民健康保険に加入していることが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間⑥に係る厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚生

年金保険被保険者として、申立期間①から⑥までに係る厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12392 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る厚生年金保険の標準報酬月額の記録の訂正を認めることはで

きない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和21年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成９年12月から12年９月まで 

② 平成14年２月から19年11月まで 

    私がＡ社で勤務した申立期間①及び②における給与月額と厚生年金保険の標準報酬

月額に違いがあるので、私の当該期間に係る標準報酬月額を正しい記録に訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、オンライン記録によれば、申立人のＡ社における当該期間に

係る厚生年金保険の標準報酬月額は、当初 59 万円と記録されていたものが、平成 11

年 12 月 20 日付けで遡及
そきゅう

して、９万 2,000 円に減額訂正の処理が行われていること

が確認できる。 

また、社会保険事務所（当時）が保管しているＡ社に係る社会保険料滞納処分票に

よれば、申立期間①において、厚生年金保険料の滞納が発生していたことが確認でき

る。 

さらに、Ａ社に係る商業登記簿によれば、申立人は、申立期間①において、同社の

代表取締役であったことが確認できる。 

加えて、申立期間①の標準報酬月額の遡及
そきゅう

減額訂正の原因について、Ａ社の現在の

事業主（当時、取締役）は、「納付保険料の軽減を図るためで、当時は、会社の資金

繰りも悪化し、滞納保険料は一向に減少しない状況だった。」と回答している。 

なお、Ａ社の当時の役員は、「代表取締役であった申立人が、社会保険事務に関与

していた。」と回答している。 

以上のことから、申立期間に係る平成 11 年 12 月 20 日付けの処理に関しても、社

会保険事務所が、事業主であった申立人の同意を得ずに、又は申立人の一切の関与も



                      

  

無しに、無断で処理を行ったものと認めることはできない。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立人は会社の業務を執行する責任を負って

いる代表取締役として自らの標準報酬月額に係る記録訂正を有効でないと主張するこ

とは信義則上許されず、申立人の申立期間①における厚生年金保険の標準報酬月額に

係る記録の訂正を認めることはできない。 

２ 申立期間②について、Ａ社の常勤顧問（当時の経理担当取締役）は、「平成 15 年

12 月以前の賃金台帳については、既に廃棄している。」と述べており、Ａ社から提

出された平成 16 年以降の賃金台帳によれば、16 年１月分から 19 年９月分までの申

立人の給与支給合計額は、各月 150 万円、19 年 10 月分は 120 万円、同年 11 月分は

50 万円であり、厚生年金保険料の控除額は、オンライン記録の標準報酬月額に基づ

く厚生年金保険料額と相違していることが確認できる。 

しかしながら、オンライン記録によれば、Ａ社における申立人の申立期間②に係る

厚生年金保険の標準報酬月額の定時決定は６回行われており、いずれも適切な時期に

処理されていることが確認でき、社会保険事務所の事務処理に不合理な点は見当たら

ない。 

また、Ａ社に係る商業登記簿によれば、申立人は、申立期間②において、同社の代

表取締役であったことが確認できる。さらに、従業員は、「申立期間②において、代

表取締役が、標準報酬月額等の決定に関与していた。」と回答し、当時の役員も、

「社会保険関係の事務について、代表取締役が関与しており、代表者印は、代表取締

役であった申立人が管理していた。」と回答している。 

以上のことから、申立人は、「厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等

に関する法律」の第１条第１項ただし書に規定される「保険料納付義務を履行してい

ないことを知り、又は知り得る状態であったと認められる場合」に該当し、記録訂正

を行う対象とされない者であり、申立期間②において事業主により給与から厚生年金

保険料が控除されていたとしても、同法に基づく記録の訂正を認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12395 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和12年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和55年４月１日から62年１月１日まで 

    Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社

には、昭和 55 年４月１日から営業職として勤務し、Ｂ社の仕事もしていた。Ａ社に

年金手帳を提出して厚生年金保険の加入手続をしたにもかかわらず、資格取得が取り

消されていたことが理解できない。両社ともに厚生年金保険料が控除されていたので、

申立期間を厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人に係るＡ社の退職所得の源泉徴収票及び退職給与通知書では、入社日が昭和

55 年４月１日、退社日が平成６年１月 28 日と記載され、申立人が申立期間に同社に

勤務していたことが確認できる。 

 しかしながら、申立期間のうち、昭和 55年７月１日から 57年２月９日までの期間

については、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿において、申立人は、55 年７月１日

に厚生年金保険の資格を取得したものの、57 年２月９日付けで、その資格が取り消

されており、「Ｂ社と重複取得のため」との記載が確認できる。 

また、Ａ社が保管する昭和 57 年２月５日付け社会保険事務所長あて文書「厚生年

金保険被保険者資格取得取消の件」により、同社が申立人に係る資格取得の取消しを

届け出たことが確認できるが、同社は、詳細資料を保管していないため、詳しい経緯

については不明としている。 

一方、Ａ社Ｃ支社を管轄するＤ年金事務所は、申立人に係る資格取得取消届の関係

資料は、保存期間経過のため、保管していないとしているが、資格取得が重複した場

合の取扱いについては、「該当事業所に通知し、実態調査をした上で適切な処理を依

頼している。取消手続を指導するのは、被保険者に該当しない場合のみであるため、

申立期間当時も、事業所への通知の際に厚生年金保険の加入要件等を説明しており、

事業所の調査により事実に基づいてなされた手続と思われる。取消手続が行われた場

合は、事業所に対し、取消届処理後に発生する保険料から充当（調整）するという形



                      

  

で、該当者に係る保険料を還付することとなっている。」としている。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人の

当該資格取得は、取得時にさかのぼって無効となり、申立人は厚生年金保険被保険者

でなくなったことから、申立人が厚生年金保険被保険者として、昭和 55 年７月１日

から 57 年２月９日までの期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことを認めることはできない。 

２ 申立期間のうち、昭和 55 年４月１日から同年７月１日までの期間については、Ａ

社は、「申立期間当時、営業職には試用期間があり、個々の待遇基準によりその期間

は異なっていたが、申立人の場合は、当初昭和 55 年７月１日付けで厚生年金保険の

資格取得手続をしていることから、それ以前の期間は試用期間であったと考えられる。

また、試用期間中は、厚生年金保険の適用は無く、給与から保険料は控除していなか

った。」と回答している。 

また、申立期間のうち、昭和57年２月９日から62年１月１日までの期間について

は、申立人が提出したＡ社に係る 59 年７月分の給与支払票では、厚生年金保険料が

控除されていないことが確認でき、同社は、資格取得取消手続が行われた 57 年２月

９日から 62 年１月１日に資格取得するまでの厚生年金保険未加入期間における保険

料控除は考え難いとしていることから、当該期間すべてにおいて、申立人の給与から

厚生年金保険料は控除されていなかったと推認できる。 

なお、Ｅ健康保険組合が発行した健康保険資格喪失証明書には、資格取得日が昭和

62 年１月１日と記載され、オンライン記録の厚生年金保険の資格取得日と一致して

いる。 

このほか、昭和55年４月１日から同年７月１日までの期間及び57年２月９日から

62 年１月１日までの期間に係る厚生年金保険料の事業主による給与からの控除につ

いて、これを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が

厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12396 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和４年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和43年１月１日から44年３月１日まで 

    クリーニングの関連会社であったＡ社又はＢ社に勤務した期間のうち、申立期間の

厚生年金保険の加入記録が無い。昭和 30年代後半から申立期間を含めて 44年に退社

するまで、どのクリーニング会社の所属になるのか分からないが、取次店に家族で住

み込み、自分はクリーニングの集配、妻が店番を担当していた。申立期間も継続して

勤務していたので、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録は、Ａ社において昭和 43年１月１日から同年９月 30日まで、Ｂ

社において同年 10 月１日から 44 年５月 31 日までと記録され、申立人が、申立期間に

両社に勤務していたことが確認できる。 

しかし、申立期間当時のＡ社の取締役兼Ｂ社の代表取締役は、「当時の従業員に係る

資料が無く、申立人についての厚生年金保険の加入手続等については不明であるが、当

時の従業員の中には、給与の手取額が少なくなるなどの理由から厚生年金保険の加入を

希望しない者が多く、未加入者から保険料を控除することはあり得ない。」と供述して

いる。 

また、申立期間当時のＡ社及びＢ社の両社の給与計算事務を受託していた会計事務所

の担当者は、「従業員の給与から保険料を控除する場合は、会社から厚生年金保険や雇

用保険の加入手続をした旨の報告を受けてから行っており、加入手続をしていないにも

かかわらず保険料を控除することは無いと思う。正社員でも厚生年金保険の加入を希望

しないなどの理由で、雇用保険料のみを控除していた場合もあり、会社が厚生年金保険

だけ手続を忘れたとは考え難く、申立期間は申立人が加入を希望しなかったのではない

かと思われる。」と供述している。 

さらに、申立人は、当時の上司や同僚の氏名を記憶していないため、Ａ社に係る厚生

年金保険被保険者原票及びＢ社に係る事業所別被保険者名簿により、申立期間当時に厚

生年金保険に加入していることが確認でき、かつ、連絡先が判明した従業員 18 人に照



                      

  

会したところ、10 人から回答があったが、申立期間当時の申立人の勤務場所及び業務

内容等について記憶している者はいなかった。 

加えて、上記回答のあった従業員のうち、Ａ社及びＢ社の両社に勤務したとしている

従業員は、「Ｃ工場の前にＤ工場に勤務していたが、Ｄ工場に勤務していた期間は厚生

年金保険には未加入だった。」と供述しており、また、申立人と同様取次店に勤務して

いた従業員は、「入社してからしばらくして、厚生年金保険に未加入であったことが分

かり、社長にお願いして加入させてもらった。申し出ないと厚生年金保険に加入させて

もらえないような感じだった。」と供述している。 

また、申立人は、申立期間前に勤務していたＥ社の被保険者資格を喪失した時期（昭

和 43 年１月１日）に、健康保険証を返却した記憶は無い旨供述しているが、同社に係

る事業所別被保険者名簿において、昭和 43 年１月１日付けの被保険者資格喪失日に係

る届出が同年２月２日に受け付けられ、その際、申立人の政府管掌健康保険の被保険者

証が返納されていたことが確認できる。 

さらに、上記被保険者名簿及び被保険者原票を確認したところ、健康保険の整理番号

に欠番や訂正箇所は見られず、申立人の記録が欠落したとは考え難い上、社会保険事務

所（当時）の事務処理に不自然さはみられない。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

 

東京厚生年金 事案12397 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和６年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和24年４月１日から同年５月20日まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立

期間も同社に勤務していたので、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間におけるＡ社での勤務の状況を詳細に供述していることから、当

該事業所に勤務していたことをうかがうことはできるものの、申立人が記憶していた複

数の同僚のうち、所在の判明した者に照会したところ、当該同僚は、「申立人の申立期

間における勤務について不明。」と供述しており、申立人の勤務期間を確認することは

できない。 

一方、当時のＡ社に係る厚生年金保険の被保険者記録を保管するＢ事務所に照会した

ところ、同事務所が保管する申立人の厚生年金保険に係る記録は、被保険者資格の取得

日が昭和 24 年５月 20 日、被保険者資格の喪失日は 25 年４月４日となっており、当該

事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿の記録と一致していることが確認でき

る。 

また、複数の従業員に照会したところ、従業員のうちの一人は、「Ａ社に昭和 24 年

４月１日から勤務していたものの、申立人と同じ同年５月 20 日にＡ社で被保険者資格

を取得している。申立期間当時の厚生年金保険の加入状況及び保険料控除については、

覚えていない。」と供述していることから、申立人の申立期間に係る保険料控除につい

て確認することができない。 

さらに、厚生年金保険被保険者番号払出簿では、Ａ社の被保険者に対し、申立人の払

出番号を含めて、厚生年金保険被保険者番号が連続して払い出されており、また、申立

人の被保険者資格取得日は、上記被保険者名簿の被保険者資格取得日と一致しており、

不自然さは見当たらない。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による控除については、



                      

  

これを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 

 

 



                      

  

東京厚生年金 事案12398 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和19年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和60年６月１日から平成９年10月１日まで 

Ａ社Ｂ工場で勤務していた期間の標準報酬月額が、給与の報酬月額に相当する標準

報酬月額と相違している。申立期間の一部であるが確定申告書及び給料支払明細書を

提出するので、正しい標準報酬月額に訂正してほしい。 

（注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を求めて行ったも

のである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下｢特例法｣と

いう。）に基づき、標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保

険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人

の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準

報酬月額のいずれか低い方を認定することとなる。 

２ 申立人から提出された昭和 60年６月、同年 10月、同年 12月及び 62年３月の給料

支払明細書を検証したところ、60 年６月の報酬額に見合う標準報酬月額は 36 万円、

同年10月は32万円、同年12月は38万円及び62年３月については34万円に相当し、

オンライン記録の標準報酬月額より高額であることが確認できる。 

  しかし、上記給料支払明細書において事業主が源泉控除していたと認められる厚生

年金保険料に見合う標準報酬月額は、いずれの月においてもオンライン記録の標準報

酬月額（26 万円）と一致しており、Ａ社Ｂ工場に係る健康保険厚生年金保険被保険

者名簿及びオンライン記録においても、さかのぼって記録が訂正された形跡も無く、

不自然さは見当たらない。 

  また、申立人から提出された平成元年分の所得税の確定申告書（一般用）に記載さ

れている社会保険料控除額は、同年のオンライン記録の標準報酬月額から算出された

社会保険料額とおおむね一致している。 

  さらに、Ａ社Ｂ工場は、｢申立期間に係る賃金台帳等は破棄済みであり、申立人の



                      

  

申立期間の保険料控除等については不明である。｣と回答している。 

  加えて、Ａ社Ｂ工場が加入している厚生年金基金及び健康保険組合の加入記録によ

ると、申立人に係る申立期間の標準給与月額及び標準報酬月額は、オンライン記録と

一致している。 

  このほか、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の控除について

確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

  これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が

申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案12400 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和39年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和57年６月１日から59年２月28日まで 

Ａ社に勤務した申立期間の加入記録が無い。同社在籍中に受講した現場作業に必要

な技能特別講習修了書を提出するので、申立期間を厚生年金保険の被保険者として認

めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人所持の技能特別講習修了書及び元従業員の供述から、時期は特定できないが、

申立人は、Ａ社に勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、Ａ社の元事務担当者は、「当時の正社員の名前を記憶しており、また、

当社では、正社員のみ厚生年金保険及び雇用保険に加入していたが、申立人については

記憶が無いので、申立人は正社員ではなく、現場作業員ではないかと思う。現場作業員

の健康保険はＢ国民健康保険組合の第２種組合員（日雇労働者）として登録しており、

厚生年金保険に加入していなかった。」と供述している。 

また、申立期間当時、Ａ社で厚生年金保険に加入していることが確認できる従業員の

一人は、「自身も含め事務職はＢ国民健康保険組合の第１種組合員に登録され、厚生年

金保険に加入していたが、現場作業員はＢ国民健康保険組合の第２種組合員に登録され

るなど従業員の取扱いが異なっていた。申立期間当時、申立人は、Ｂ国民健康保険組合

の第２種組合員の日雇労働者であって事務職ではなかったので、厚生年金保険に加入し

ていなかったと思う。」旨供述している。  

さらに、Ａ社に係る厚生年金保険被保険者原票では、整理番号に欠番は無いことから、

申立人の記録が欠落したとは考え難い上、申立期間に係る雇用保険の加入記録は確認で

きない。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認できる関連資

料及び周辺事情は見当たらない。 



                      

  

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことを認めることはできない。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案12401                  

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和33年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和58年４月１日から同年11月25日まで                   

        厚生年金保険の加入状況を確認したところ、Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間

について厚生年金保険の加入記録が無いことが分かった。昭和 58 年４月から勤務し

ていたので、当該期間について厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出のあった給料明細書、雇用保険の加入記録及び複数の同僚の供述から、

申立人が、申立期間について当該事業所に勤務していたことは認められる。 

しかしながら、当時の事業主は、「厚生年金保険料の控除を希望しない従業員につい

ては厚生年金保険に加入させないこともあったのではないか。」と供述している。 

また、上記の給料明細書には、申立期間に係る厚生年金保険料控除は確認できず、申

立人の厚生年金保険被保険者資格の取得日である昭和 58 年 11 月 26 日よりも後の同年

12 月支給分の給料から厚生年金保険料が控除されていることが確認できる。このほか、

申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺

事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚生

年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を給与から控除されていた

ことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12403 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和22年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成４年２月28日から６年３月21日まで 

② 平成６年３月21日から10年12月１日まで 

Ａ専売所に勤務した申立期間①及びＢ専売所に勤務した申立期間②の厚生年金

保険の加入記録が無い。それぞれの専売所に勤務したことは間違いないので、申立

期間を厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、雇用保険の加入記録により、申立人は、申立期間①を含む平

成６年１月１日から同年５月 31 日までの期間については、Ａ専売所に勤務していた

ことが確認できる。 

しかしながら、オンライン記録によると、Ａ専売所が厚生年金保険の適用事業所と

なったのは、平成６年 11 月からで、申立期間①の期間は適用事業所となっていない。 

また、Ａ専売所の平成４年２月から５年２月までの事業主及び５年３月から６年５

月までの事業主は、既に死亡しており、申立人の申立期間①当時の勤務の実態及び厚

生年金保険料の控除の事実について確認することができない。 

さらに、Ｃ連合会によれば、専売所の社会保険の加入については各専売所の所長の

判断である旨供述している。 

一方、申立人は、同僚が給料明細を持っている旨申し立てており、当該同僚へ照会

したところ、提出された給料支払明細書には、支払年度、支払者及び担当者の記載が

無く、いずれの事業所のものか判断することができない。 

これについて、Ａ専売所の平成５年３月から６年５月までの事業主の妻は、上記給

料支払明細書について、申立期間①当時は社会保険に入っていないので厚生年金保険

料は引いた記憶が無く、専売所名及び支払年度は書くはずである旨供述している。 

このほか、申立人の申立期間①における厚生年金保険料の控除について確認できる



                      

  

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が

厚生年金保険の被保険者として、申立期間①に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことを認めることはできない。 

２ 申立期間②について、雇用保険の加入記録により、申立人が申立期間②のうち平成

６年６月１日から９年３月20日までＢ専売所に勤務していたことが確認できる。 

しかしながら、オンライン記録によると、Ｂ専売所が厚生年金保険の適用事業所と

なった記録は確認できない。 

また、平成２年３月から６年５月までのＢ専売所の事業主は、申立人を雇ったこと

はなく、厚生年金保険料の控除はしていないと回答している。 

さらに、平成６年６月から８年５月までのＢ専売所の事業主は、既に死亡している

上、８年６月から 10年 10月までのＢ専売所の事業主は、申立人の厚生年金保険の届

出について不明の旨回答していることから、申立人の申立期間②当時の勤務の実態及

び厚生年金保険料の控除の事実について確認することができない。 

加えて、Ｃ連合会によれば、専売所の社会保険の加入については各専売所の所長の

判断である旨供述している。 

一方、申立人は、同僚が給料明細を持っている旨申し立てており、当該同僚へ照会

したところ、提出された給料支払明細書には、支払年度、支払者及び担当者の記載が

無く、いずれの事業所のものか判断することができない。 

これについて、Ｂ専売所の当時の事業主は、提出された給料支払明細書は同専売所

で発行されたものではない旨回答している。 

さらに、Ｂ専売所の平成６年６月から８年５月までの事業主の妻は、申立期間②当

時は社会保険に入っていないので厚生年金保険料は引いた記憶が無く、専売所名及び

年度は書くはずである旨供述している。 

このほか、申立人の申立期間②における厚生年金保険料の控除について確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が

厚生年金保険の被保険者として、申立期間②に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 

 



                      

  

東京厚生年金 事案12404 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和17年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和38年５月10日から40年７月１日まで 

Ａ社（現在は、Ｂ社）に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録

が無い。同社に昭和 38 年５月から３年間勤務していたのは確かなので、同年５月か

ら40年７月までを厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社から提出された社内新聞によると､申立人は、Ａ社に昭和 40年７月２日新入社、

同年 11 月１日正社員登用と記録されており、Ｂ社は当該社内新聞以外に申立人の勤務

を確認できる資料が無いとしていることから、Ａ社における申立人の申立期間当時の勤

務状況を確認することができない。 

また、Ｂ社の人事担当者は、当時はアルバイトを大量に採用して、その中から頑張っ

ている者を正社員として採用しており、申立人は申立期間当時アルバイトだった可能性

があり、当時、アルバイトは厚生年金保険には加入していないと思われる旨回答してい

る。 

さらに、申立人が記憶している上司、複数の同僚及び従業員に照会を行ったが、全員

が申立人を知らないと供述していることから、Ａ社における申立人の申立期間当時の勤

務の状況を確認することができない。 

なお、申立人のＡ社における雇用保険の加入記録の取得日（昭和 40 年７月１日）と、

同社に係る事業所別被保険者名簿の厚生年金保険の被保険者資格取得日は一致している

上、オンライン記録によると、申立人は、申立期間を含む昭和 40 年６月まで国民年金

に加入し、当該保険料を納付していることが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚



                      

  

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12405 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和28年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和49年８月15日から50年10月31日まで 

    Ａ社（現在は、Ｂ社）に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録

が無い。申立期間も同社に勤務していたので、昭和 49 年８月 15 日から 50 年 10 月

31日までを厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が保管していた社員台帳及び「自昭和 48 年１月人事課辞令簿」によると、申立

人は、昭和 48年２月 19日付けで同社に入社し、49年８月 15日付けで願により職を解

く旨記録されていることから、当該年月日に退職したことが確認できる。 

また、複数の同僚に、申立人の勤務状況について確認したところ、申立人はＡ社を１

年から１年半程度で退職した旨供述している。 

さらに、Ａ社が保管していた給与支給明細書の控え及び賃金台帳兼源泉徴収簿では、

昭和49年９月以降の厚生年金保険料控除を確認することができない。 

加えて、申立人は申立期間当時の姓のみ記憶していた総務課及び労務課の上司４人を

挙げているが、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿では、一人の姓は見当たらず、ほかの

一人は既に死亡し、残る二人は所在不明のため、同社における申立人の申立期間当時の

勤務状況及び厚生年金保険料控除について確認することができない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12406 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和10年生 

住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和26年４月１日から28年３月31日まで 

Ａ社に昭和 26 年４月１日から 28 年３月 31 日まで勤務していたが、申立期間の厚

生年金保険の加入記録が無い。申立期間はガラス製造現場で同社に勤務していたので、

厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の当時の従業員から、申立人が同社に勤務していた記憶はあるが、勤務期間及び

勤務時期は不明の旨の供述及び申立人の具体的な供述から判断すると、勤務期間は不明

だが申立人が同社で勤務していたことはうかがえる。 

しかし、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、同社が厚生年金保

険の適用事業所となったのは、昭和 29 年１月５日であり、申立期間は厚生年金保険の

適用事業所となっていないことが確認できる。 

また、Ａ社の商業登記簿謄本によれば、昭和 28年８月 20日に設立、平成８年１月＊

日に解散していることが確認できるとともに、同社は既に厚生年金保険の適用事業所で

はなくなっている上、申立期間当時の同社の事業主及び給料計算の担当者は既に死亡し

ていることから、同社における申立期間当時の申立人の勤務状況及び厚生年金保険料の

控除等の事実について確認することができない。 

さらに、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所となった当時に厚生年金保険の被保険者資

格を取得した従業員に、上司及び先輩について照会したが、氏名の挙がった者はいずれ

も既に死亡又は所在不明であり、同社が適用事業所となる前の申立人の勤務の実態及び

厚生年金保険の取扱いについて確認することができない。 

加えて、前述の従業員が、Ａ社における申立期間当時の自身の厚生年金保険料の控除

について不明である旨及び申立人に係る厚生年金保険料の給与からの控除についても不

明であると供述していることから、申立人の厚生年金保険の取扱いについて確認するこ



                      

  

とができない。 

なお、上記従業員の供述から、Ａ社の前身である事業所としてＢ社（Ｃ社）がオンラ

イン記録から判明したが、昭和 27 年３月１日から 28 年 12 月１日まで、厚生年金保険

の適用事業所となっているものの、同社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿には、

申立人の氏名は記載されていない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除については、これを確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12407 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和15年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和32年11月15日から34年12月20日まで 

Ａ社に勤務した申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社には、昭和 31 年

12月１日から 34年 12月 20日まで勤務していたので、申立期間も厚生年金保険の被

保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

昭和 34 年１月に退社した従業員の供述から判断して、Ａ社において、申立人は、

期間は特定できないものの、勤務していたことはうかがえる。 

しかし、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿によると、申立人と同じく昭和 32 年 11

月 15 日に厚生年金保険の被保険者資格を喪失している従業員は５人おり、当該すべ

ての者が「退職」と記録されていることが確認できる。 

また、Ａ社は、既に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっている上、当時社会保

険の手続をしていた事業主は、既に死亡していることから、同社における申立人の申

立期間当時の勤務状況及び厚生年金保険料の控除等の事実について確認することがで

きない。 

さらに、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿から、申立期間に厚生年金保険被保険者

期間の記録が重なり、かつ、所在が判明した従業員２人に照会し、回答を得たが、申

立人を知っているものの、申立人の具体的な勤務期間までは不明の旨供述している。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関

連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が

厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12408 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和23年生 

住    所 ：  

     

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和48年６月１日から51年３月20日まで             

Ａ社に勤務した申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社に昭和 48 年６月

に入社して次の会社に入社するまで勤務していたことは間違いないので、厚生年金保

険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、事業主及び役員の氏名を記憶している上、具体的な勤務内容の供述から判

断すると、勤務の期間は特定できないものの、申立人が、申立期間当時、同社に勤務し

ていたことがうかがえる。 

しかし、Ａ社は、オンライン記録及び適用事業所検索システムによると、厚生年金保

険の適用事業所となった記録が確認できない。 

また、Ａ社の商業登記簿謄本によれば、同社は既に解散しており、申立期間当時の同

社の事業主は既に死亡していることから、同社における申立期間当時の申立人の厚生年

金保険料の控除等の事実について確認することができない。 

さらに、申立人は上司及び同僚を記憶しているものの、所在が不明なため、Ａ社にお

ける申立人の申立期間当時の勤務状況及び厚生年金保険の取扱いについて確認すること

ができない。 

加えて、申立人のＡ社に係る雇用保険の加入記録は確認できない上、Ａ社における申

立期間当時の事業主及び役員の厚生年金保険の加入記録も確認できない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について、確認できる関

連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 
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第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和15年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和37年から40年２月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社に昭

和 37 年から勤務し、当時の社長夫人から約３年は会社に在籍していたという確認が

取れたので、申立期間も厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及び同僚の一人の供述から判断すると、申立人は、申立期間のうち昭

和39年４月１日から40年２月１日までの期間、Ａ社に勤務していたことが確認できる。 

しかし、Ａ社は、申立期間当時、申立人は事務のパート勤務と雑務を担当している者であ

り、同社としては、パート勤務者を社会保険に加入させていなかった旨回答している。 

また、照会した同僚５人のうちの一人である申立期間当時の事業主の妻は、「申立人はパ

ートで都合の良い時に家事手伝いをしていた。」と供述している。 

さらに、上記同僚５人のうち３人は既に死亡し、一人は入院中のため照会することができ

ないことから、申立人の申立期間における勤務の実態及び厚生年金保険料の控除の事実につ

いて確認することができない。 

加えて、申立人に係る厚生年金保険被保険者原票によると、Ａ社において、申立人が厚生

年金保険の被保険者資格を取得した昭和 40 年２月１日に厚生年金保険の被保険者記号番号

が新規に払い出されていることが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料

及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚生年

金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことを認めることはできない。  

 


